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観念運動失行を呈した症例に対する食事動作に着目した作業療法～箸の操作獲得を目的としたア
プローチ方法～

山口県・光風園病院

ながの かな

○長野 加奈（作業療法士）

失行に対しては、ADL 訓練の一環としてエラーレス学習の有効性が報告されている。（Goldenberg, 1998）しか
し、エラーレス学習を行う上での段階づけの方法や留意点は各患者の障害によって異なり、個別の治療戦略を立
てる事が求められる。
今回、観念運動失行により日常生活動作全般に介助を要し、中でも箸操作の障害が残存した症例を経験した。症
例が箸を用いて食事動作を行うことを希望したことから生活範囲の拡大や QOL の向上を目的にエラーレス学
習を取り入れた治療を行った結果、成果がみられたので以下に報告する。

【症例紹介】
70 歳代男性。X 年 Y 月 Z 日に左中大脳動脈領域（縁上回・角回）に脳 塞発症。Z 日+32 日後当院回復期病棟
へ入院。運動麻痺はなし。表在感覚は軽度から中等度鈍麻。観念運動失行や失語症などの高次脳機能障害を認め
た。WAB 失語症検査 VII 行為は左右共に 19/60 点。食事動作は、手指や前腕の筋緊張亢進により箸を把握する
ことや操作することが困難で、操作中に箸を落とすため箸の使用は困難であった。

【経過】
約 2 ヶ月間にわたり、1 日 1 時間の作業療法を行った。治療内容は、模擬的に箸の形や空間での操作を学習させ、
箸の形や運動イメージを形成できるようになってから実際の場面で箸操作訓練を行った。形や運動イメージを
形成してもらうためには残存機能を活かしながら介入し、エラーがおきないように段階づけや筋緊張の亢進、箸
の持ち方などにも注意しながら進めた。

【結果】
WAB 失語症検査 VII 行為は右 37/60、左 39/60 点。食事動作は箸の把握や操作（つまむ、きる、かきこむ）が
可能となった。また箸の種類に問わず使用が可能となり、持ち方が崩れても修正ができた。さらに、手指から前
腕の筋緊張亢進は軽減し、30 分で食事動作が可能となった。

【考察】
箸の形や運動のイメージを形成することができるようにエラーレス学習を行ったことで実際の場面で箸を用い
た食事動作が可能となった。学習を行うにあたり、残存機能を活用し、筋緊張の亢進や箸の持ち方の崩れがない
ように介入することが重要であった。したがって形や運動のイメージが損なわれ物品を把握することや操作が
できないケースは、模擬動作訓練から開始し、形や運動のイメージが形成できた後に実際の場面での動作訓練へ
と移行するアプローチが有効であったと考えられる。
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軽度片麻痺患者に Brain-Machine Interface を実施し手指伸展スピードが改善した一例

東京都・緑成会病院

やぎさわ あき

○八木澤 亜季（作業療法士）

【はじめに】
Brain-Machine Interface（BMI）は，脳活動に基づいて機器を制御し，重度麻痺の手指機能回復を促進する技術
として注目されている．BMI では運動関連脳波をリアルタイムに解析し，興奮状態に応じて筋へ電気刺激を行
う．また，運動野の活性化を視覚化する Time-Frequency map は，バイオフィードバック（BF）としても有用
である．本症例は手指伸展は可能であったが実用性に課題があった．BMI 介入により運動イメージの不一致が
改善され，強化学習が促進された結果，指の動作にも改善が認められたため報告する．

【症例紹介】
左被殻出血を呈した 70 歳代の男性であり，脳 塞を発症してから 6 年以上経過している．高次脳機能障害は認
めず，軽度の手指運動麻痺が残存していた．発症半年後には復職し，主にパソコン操作業務に従事しているが，
手指の緩慢な動きにより非利き手でタイピングを行っていた．当院外来リハビリテーションには週 1 回 1 時間
で通院している．Fugl-Meyer Assessment 上肢項目は 60 点（a29 点，b10 点，c14 点，d4 点），上肢の運動機能
は良好で，基本的動作に支障はないが，modified Ashworth Scale（MAS）は手指 1，10 秒テストは右 8 回，左
20 回と手指のスピードを伴う動作に拙劣さが見られた．

【方法】
株式会社 LIFESCAPES 社の医療用 BMI 機器（手指タイプ）を使用し，期間は 2 か月間で計 10 回実施した．1
回の介入は 1 時間で，BMI 装着・実施を 40 分，手指のつまみ訓練とストレッチを 20 分実施した．介入中は，
随時患者にモニターを提示し，運動イメージを促す声かけを行うとともに，各セット終了時に Time-Frequency
map を患者と共有しながら BF を実施した．BMI の設定は神経電気刺激を運動出現レベル 8 に設定し，手指の
伸展可動域 0°，屈曲可動域 80° に設定した．主要評価項目として 10 秒テスト，副次評価として MAS を用いた．
倫理的配慮として患者に十分な説明を行い，文書で同意を得た．また，データの扱いには個人が特定できないよ
う匿名化に十分配慮して実施した．

【結果】
10 秒テストは右が 8 回から 10 回に向上し，手指伸展スピードの改善が確認された．MAS は手指 1 で変化はな
かった．1 回の介入内で実施した 3～4 セットの中でも，Time-Frequency map 上における運動イメージ区間の
α 帯・β 帯の活性化が徐々に増加し，イメージの上達が示唆された．特に 8 回目以降のセッションでは，安定
して高く，本人からも「以前は指を開くときにぐぐっと力が入っていたが，今はスムーズに開けるようになっ
た．」との発言があり，タイピング速度も改善が見られた．

【考察】
本症例は軽度片麻痺で手指伸展スピードの低下がみられたが，BMI を用いた介入により強化学習が促進され改
善が示唆された．従来の電気刺激療法では，手指のスピードや巧緻性の改善には限界があり，十分な効果が得ら
れにくいこともあったが，BMI では，脳活動に基づいた正確な運動イメージのみに反応する設定と，視覚的
BF・神経筋電気刺激の同時提供により，正しい運動パターンの学習が可能となった（岩間・牛場，2023）．これ
により，リアルタイム BF が動作イメージの学習を支え，慢性期における手指伸展スピードの改善に寄与したと
考えられる．
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半側空間無視・注意障害を呈した症例に介助量軽減を目指して

香川県・橋本病院

もりやま たいと

○森山 泰斗（作業療法士）

【はじめに】
今回、右前頭葉皮質下出血を呈し高次脳機能障害等の要因により更衣動作獲得に難渋した症例について発表す
る。本症例には同意を得ており、当院倫理委員会の承諾を得ている。

【対象】
70 歳代男性。診断名は右前頭葉皮質下出血、既往歴にアルコール性認知症を呈していた。55 病日後に当院に転
院。入院初期の身体機能は BRS 左上肢、手指、下肢 V、STEF 右 80 点/左 18 点、BBS30 点、FACT8 点、SCP

（座位）1.75 点であった。高次脳機能は、TMT-A11 分 44 秒、TMT-B5 分 7 秒で中止、線分抹消試 48％、CBS
24 点、CBA16 点であった。認知機能面は MMSE19 点と見当識、計算、記憶面に減点を認めた。更衣動作は上
下衣とも着脱場面で左側の裾通しや下衣操作、ボタン・ファスナーの介助が必要であり FIM は 3 点であった。

【方法】
作業療法では上肢機能に対し、協調運動や租大運動、巧緻性訓練を実施した。また座位バランスに対してリーチ
練習や鏡を使用してアライメント調整を実施した。高次脳機能と更衣動作は刺激を減らした自室の環境調整を
行い更衣の反復練習、またそれに加えて声かけの統一や自己教示法を用いた。

【結果】
身体機能は STEF 右 90 点/左 35 点、BBS42 点、FACT12 点、SCP（座位）0 点、MMSE23 点と身体機能や認知
機能の改善を認めた。しかし、TMT-A7 分 43 秒で中止、TMT-B4 分 17 秒で中止となっており注意障害は残存
した。CBA も 17 点と著明な改善は得られなかった。更衣動作は見守りで遂行可能な日もあったが、日差変動に
より上衣は左側の袖通し、下衣は左臀部の引き上げ介助、また更衣の手順に声掛けが必要であり FIM は 4 点に
留まった。

【考察】
今回、左上肢を使用した協調運動や巧緻性訓練を実施したことでボタンやファスナーなど巧緻性を必要とする
動作の獲得に至った。岩丸らは生活上の具体的な課題を用いる際自己教示法を用いることで、左側への注意が改
善する可能性が示唆されたと報告している。今回更衣動作練習で自己教示法や環境調整、声かけを統一したこと
で左側の身体や空間への気づきが増加し、日差変動は見られるが見守りレベルにて更衣が可能となったと考え
る。
更衣動作に介助を要した原因としては 0scar-Berman は全般性注意機能の低下がアルコール性認知症の患者に
おいて顕著に認めれらることや環境変化への順応が難しいことを挙げており、斎藤らは更衣動作は作業個所の
注意持続や転換、手順方法の記憶、作業中の動作修正など多様な機能が関与すると報告している。本症例は既往
歴にアルコール性認知症を呈しており、今回前頭前野に脳血管障害を発症し、全般性注意障害や記憶面の障害が
強調されたため動作獲得が難しかったと考える。
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重度片麻痺を呈した患者に対して，市販の低価格補助箸を活用し，非利き手での箸操作獲得を目指
した一例

神奈川県・イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院

いのうえ たける

○井上 剛（作業療法士）、渡嘉敷 淳、宇都宮 裕人

初めに
脳卒中における上肢麻痺は ADL の自立度や QOL を低下させる要因である（Nichols, D.S. et al, 2005）．しかし，上
肢機能障害を呈す患者に対し，自助具などの代償モデルを活用することで作業の問題を解決できるとされている

（吉川ら，2014）．本症例は，脳 塞発症し利き手の使用が困難となり非利き手で箸を使用した食事動作の獲得を希
望された．症例の特性に応じた食具の選定を行い，補助箸の使用により食事動作の自立が可能となった．これによ
り症例は高い満足度を示し，生活の質の向上が認められたため，以下に報告する．尚，本報告に際して症例より同
意を得ている．
事例紹介
症例は 70 歳代女性．診断名は脳 塞．既往歴は，慢性腎不全，2 型糖尿病，強度近視性網脈絡膜萎縮であった．病
前は既往疾患の影響および夫の他界により気力を失い，自宅でベッド上重介助を要していた．脳 塞発症後右片麻
痺呈し，FMA6 点，非麻痺側上肢は糖尿病性神経障害によりしびれを呈していていたが，著明な運動制限はなかっ
た．MMSE22 点で日常会話に問題はなかった．強度近視性網脈絡膜萎縮により視野欠損はないが，視力低下は認め
られ，MMSE でも一部除外項目があるなど，ADL に若干の影響がみられていた．ADL は全介助で，長期臥床に伴
い仙骨部に褥瘡を認めており，座位保持が困難であった．
介入経過
面接時，「左手で箸を使えるようになりたい」との希望が聞かれた．COPM を実施し，「箸での食事」は重要度 10，
遂行度 0，満足度 0．したがって，症例に合った食具を選定し食事の満足度向上を図っていくこととした．満足度
0 であった．介入前は非利き手での食事はスプーンを使用し摂取していたが，すくえないものが多く介助を要して
いた．ばね箸では，見えにくさも伴い母指など手指の位置が定まりにくく，力が入りにくいため箸を閉じにくい様
子がみられていた．はしぞう君では，通常の箸操作と比べ持ち方や操作方法が異なることから，内観は不良で箸操
作の実用性が低下していた．そこで，症例に合った道具を選定し，食事の自立と満足度向上を図っていくこととし
た．市販の低価格補助箸は，手指の位置が AV 型の箸操作パターンとなりやすいような設計をしており（丁子ら，
2015），物品を使用した箸操作訓練でも容易に操作が可能であった．症例からも「今までで一番使いやすい，親指の
位置が決まっているから持ち方が分かりやすい」といった発言も聞かれた．
結果
主食や主菜は補助箸を使用し安易に摂取可能となった．COPM は遂行度 10，満足度 8 と点数が向上し，MCID を大
幅に超える変化を認めた．症例からは「食事が楽しみになった」と発言が聞かれた．補助箸導入後 5 日後に福祉用
具の満足度を評価する QUEST2.0 を聴取したところ，40/40 点（サービス項目は除外）で高い満足度を感じていた．
考察
丁子らは AV 型の箸操作パターンの導入が箸操作の改善に有効と報告している（丁子ら，2015）．症例も低価格補助
箸にて短時間で容易に AV 型の箸操作を獲得できたことから箸を使用した食事が可能となったと考えられる．van
Ommeren らは自助具の満足度が高いほど自助具の使用は促進されると述べている（van Ommeren et al, 2018）．症
例からは使用感が良好なことや安価で用意できたことにより高い満足度を得られることができた．今後継続的な使
用が予測され，症例にとって意味のある作業の獲得に繋がる介入となったといえる．
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重度認知症患者に対する VQを用いた活動内容の検討

1 埼玉県・IMSグループ 埼玉セントラル病院、2 IMSグループ 埼玉みさと総合リハビリテーション病院

きむら さな

○木村 紗菜（作業療法士）1、渡邊 慎也1、河原 克俊2

はじめに
筆者の担当する精神科病棟は，93.6％ が重度の認知症患者で身体機能・精神機能に多くの課題を抱えている．今回，離床意欲が低く介助量
の多い事例に対し，ご家族から「車椅子に乗って散歩しながら話がしたい」との希望があり，事例の職歴を活かした介入を行った．その結
果，若干の変化がみられたので以下に報告する．なお，本研究は，患者様ご家族に書面にて同意を得ている．
事例紹介
事例は重度アルツハイマー型認知症の男性（70 代）．既往に高血圧，糖尿病，全身性エリテマトーデスを有する．認知機能は HDS-R：2/
30 点，FAST stage 7d，NPI-NH2/144 点．ADL は全介助レベル．起居や移乗動作の介助など他動的な身体重心の移動に拒否的な反応が強
い．性格は病前よりプライドが高い，一方で社交的な一面もみられる．認知症発症まで 40 年以上タクシードライバーとして勤務していた．
方法
事例に精神科作業療法（以下，集団介入）と疾患別リハビリテーション（以下，個別介入）を実施．集団介入は，耐久性と覚醒の向上を目
的に週 4～5 回程度の 60～90 分のリクライニング車椅子乗車を実施した．個別介入は，移乗動作の介助量軽減と離床意欲の向上を目的に，
PT と OT が週 2～3 回 40～60 分基本動作練習や作業活動を実施．また，事例の興味関心を評価するため，意志質問紙（以下 VQ）による
評価を実施した．
経過と結果
事例は，入院直後ベッドから転落したため，医師によりベッド上での対応を指示された．同時期より発熱や血圧・血糖値の変動など度々全
身状態が悪化した結果，ADL が低下した．FIM は入院時 126 点中 43 点から 17 点に減少し，現在は 28 点．全身状態安定後，集団介入によ
り車椅子離床は可能となるも，発話は乏しく覚醒の低下 JCSII-30 や血圧の不安定さは残存していた．

「車椅子での散歩」を目指すため，入院 6 か月後より個別介入を開始．結果，日内変動は残存するも覚醒度は JCS I-3，発話も頷き程度から
短文レベルまで改善．また，移乗動作の介助軽減した．これを機に病棟内で車椅子上で家族と過ごす時間を設けた．病棟外へ散歩には，注
意や覚醒の持続時間に課題が残っている．
離床中の活動を VQ で評価した結果，体操 18 点，音楽鑑賞 19 点，脳活性 14 点，動画鑑賞 21 点，整容動作 14 点，風船バレー 14 点，ドラ
イビングシミュレータ 21 点となった．事例はハンドルに手を添える動作やアクセルに足を乗せる動作を受け入れ，声掛けに笑顔もみられ
た（VQ-9 好みを示す 巻き込まれ的 3 点）．
考察
離床意欲が低く，介助量が多い重度認知症患者様に対して VQ を用いて有効な介入方法を検討した．竹原らは，対象者の意欲を定量的に示
す VQ を用いることで，認知症の人が参加している活動に対する意欲の高低が明確になったと述べており，事例に対して有用と考えた．
VQ にて音楽鑑賞・動画鑑賞・ドライビングシミュレータが他に比べて高い得点を得た．活動の共通点として，活動が事例にとって馴染み
のある内容であったこと，身体的動作よりも聴覚や視覚を優位に使用する活動であることが考えられる．
筆者は，ドライビングシミュレータによる運転が手続き記憶として処理され，視覚や聴覚をより優位に使用する活動であり，事例の前職で
あるタクシードライバーとも類似すると考えた．VQ において動画鑑賞と同等であったが，活動に対する注意の持続時間が長かったことや
接触や声かけに対する易怒的な反応が見られなかったことから事例にとって興味関心の高い活動であったといえる．
おわりに
家族の希望を実現するためには日内変動や表出など課題は残るが介入の方向性に示唆を与える結果となった．
参考文献
Monthly Book of Medical Rehabilitation, 206：作業療法モデルに基づく認知症の人が上手く生活するためのアプローチ：竹原 敦：2017



第33回日本慢性期医療学会
61- 6 作業療法②

介護医療院における作業療法士の役割～介護老人保健施設からの転換を通じた実践的考察～

東京都・介護医療院セントラル大田

いちき さとみ

○市來 里美（作業療法士）、田村 有樹子、井上 明日香

【はじめに】
当施設は 2022 年 10 月に 40 床、2024 年 4 月に 80 床が介護老人保健施設（以下、老健）から介護医療院に転換
となった。老健から介護医療院への転換により、施設の機能は在宅復帰支援を中心としたものから、長期療養・
生活施設へと大きく変化した。それに伴い、作業療法においても、その目的や介入内容の傾向に変化が見られる
ようになった。そこで今回、老健と介護医療院での対象者像の変化を比較し、介護医療院における作業療法のあ
り方について検討したため報告する。

【方法】
老健および介護医療院における作業療法の記録と、作業療法士への聞き取り調査をもとに、対象者の状態像や介
入内容の変化、ならびに作業療法士の役割に対する意識の変化について分析・検討を行った。

【結果】
介護医療院への転換後、当施設においては要介護 4・5 の高齢者の入所が増加し、認知機能の低下、コミュニケー
ションの困難さ、麻痺や高度の身体機能低下により自力での移動や動作が困難な方、さらには看取り期にある方
の割合が増加した。こうした対象者の変化に応じて、作業療法士の役割に対する意識にも変化が見られた。「日
常生活動作能力などの維持向上」だけではなく、「生活の質（QOL）」の向上や「その人らしさ」の尊重、さら
に「生活の中での存在意義」をいかに支援するかという視点に、より重きが置かれるようになった。実際の介入
内容は、日常生活動作への支援のほか、感覚刺激や回想による情緒的支援、季節感を取り入れた活動の提供、
BPSD への非薬物的介入、さらには看取り期における環境調整や家族とのコミュニケーション支援、日中活動量
の確保と昼夜リズムの調整など、より生活全体に寄り添うアプローチが中心となっている。

【考察】
介護医療院は、医療的ケアと介護を一体的に提供する「生活の場」であり、終末期を含む人生の最終段階におい
ても、「その人らしい生活」の継続を支援することを目的とした施設である。本研究により、対象者の状態像の
変化とともに、作業療法士の役割への意識や介入内容も変化していることが示された。特に、重度の障害や終末
期にある入所者に対しては、感覚刺激を通じた情緒的関わり、環境調整や家族支援といった包括的支援が、作業
療法の重要な介入内容となっている。今後、介護医療院において作業療法士は、「生活を整え・支える専門職」と
して、他職種と連携しながら包括的な生活支援を継続的に実践していくことが求められている。本研究の結果を
踏まえ、慢性期・終末期における作業療法の役割をさらに明確化し、より質の高い支援の在り方を模索し続けて
いきたいと思う。
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介助拒否を示す高齢患者に対して環境を整えることで離床してTV視聴および他者との交流を再
開できた一例

兵庫県・西宮回生病院

にしだ りゅういち

○西田 龍一（作業療法士）

【はじめに】
作業遂行 6 因子ツールは対象者の主体的な作業の実行状況に着目し，最も影響を及ぼしている key factor を推定して
方針を検討するツールである．今回，「環境」を key factor に推定して作業療法を行ったことで作業疎外から一部脱却
し，余暇活動の再開に至った症例について報告する．尚，発表に際し，対象者と家族の同意を得ている．

【症例紹介】
80 歳代後半，女性．診断名：第 5 腰椎圧迫骨折．現病歴：Z－2 日より腰痛で起き上がれず長男が救急要請を行う．X
年 Y 月 Z 日に腰椎圧迫骨折と診断されて当院に入院となる．既往歴：左大腿骨人工骨頭置換術．受傷前は長男と同居
し，日中は一人で過ごしていた．基本的 ADL は自立していた．入院前から判断力や記憶に課題はみられたが，人と
話すことが好きで，社交的だった．

【初期評価】
入院後 2 日．身長 145cm，体重 39.2kg．BMI：18.6kg/m2． 痛：腰背部に動作時痛あり．苦悶表情あり．程度は聴取
不可．移乗：2 人介助．理学療法士や看護師問わず，言語指示が多いと大声を出してスタッフを罵倒して叩く，蹴る
などの暴力行為がみられた．認知関連行動アセスメント（以下，CBA）：16 点．MMSE：11 点．FIM：39 点（運動
21 点，認知 18 点）．NPI NH：60 点，職業的負担度：25 点．血液データ：CRP：11.56 mg/dL．離床時間：3 時間/
日．対人交流はみられず，食後はすぐに帰室を希望していた．

【治療方針】
主体的な作業の実行状況を「終日ベッドで寝ている」状態と捉えた．その要因として，介助時の言語指示の多さが認
知的過負荷となり，混乱や拒否を引き起こして介助拒否に至っていると考えられた．そのため，これに対応する key
factor として「環境」を設定し，離床による余暇活動および他者との交流の再開を目標とした．その実現に向け，移
乗に必要な言語指示を最小限とし，情緒の安定化を図る方針とした．

【経過と介入方法】
ベッド周囲に赤いテープを貼付するなど視覚的手がかりを提示し，周囲の物品の位置を固定したことで，介入 1 週後
に指差しは必要だが見守りで移乗が可能となった．介入 2 週後に指差しなしで移乗が可能となり，食事・リハビリ以
外の離床が可能となった．介入 3 週後には食堂に離床して TV 視聴や他患と談笑する等，余暇活動の再開に至った．

【結果】
入院後 78 日．体重 42.1kg．BMI：20.0kg/m2． 痛：依然として腰背部に動作時痛はあるものの，苦悶表情は和らい
でいる．移乗：見守り．暴力行為，罵倒はなく他者に自ら話しかけている．CBA：16 点．MMSE：6 点．FIM：45
点（運動 27 点，認知 18 点）．NPI NH：31 点，職業的負担度：5 点．離床時間：7 時間/日で，離床中は他患とともに
TV 視聴や音楽鑑賞を行っている．食後も他患と談笑しており，笑顔がみられる．血液データ：CRP：0.31 mg/dL

【考察】
環境の固定化により予測可能性が高まったことで，情緒が安定し，不安や混乱の抑制に繋がった．これらの変化が，
拒否反応の軽減に一定の効果を示したと考えられる．よって，認知機能低下における拒否に対し，視覚的手がかりの
提示や環境の統一が，余暇活動の再開に有効である可能性がある．一方で，検査値からは炎症の存在が示唆されてお
り，全身状態の改善も倦怠感軽減を通じて行動に影響した可能性がある．
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手指の使いづらさを訴える患者に対し，主観的評価ツールを用いて，大切な役割を再獲得した事例

神奈川県・青葉さわい病院

おおいし ゆうた

○大石 悠太（作業療法士）、石川 恵美子

【はじめに】
リハビリテーションでは，Quality Of Life（生活の質；以下，QOL）を高めることが求められる．世界保健機関では，QOL は個人の認知によって決定されるとしている．國
方弘子らは，QOL の特性の一つに，患者自身による回答に基づき，主観的であることを挙げている．そのため，主観的評価は作業療法を行っていくうえで重要な基盤となる．
今回，抗がん剤治療による化学療法誘発性末梢神経障害（以下，CIPN），手根管症候群（以下，CTS）を既往に持つ人工膝関節周囲骨折（以下，TKA 周囲骨折）の入院患者
を担当した．Hand20 や Motor Activity Log（以下，MAL）といった主観的評価ツールを使用し，細かい動作で患側を満足に使えていないという結果となった．また，患者
の家庭内役割である家事に支障をきたしており，もどかしさを抱えているという訴えを引き出すことができた．その訴えを元に共有目標を立て，退院時には患者が満足して
家事ができる状態に改善したため，その内容を以下に報告する．

【事例紹介】
80 歳代女性，転倒により右人工膝関節周囲骨折と診断．観血的整復固定術を施行され，翌日よりリハビリ開始．およそ 1 カ月後に当院回復期リハビリテーション病棟に入院．
病前は娘様と二人暮らしで，患者の主な役割は料理や洗濯であった．報告について，書面で同意を得ている．

【評価】
・身体所見：手指尺側偏位，右母指球筋の萎縮，筋力低下，母指外転制限
・痺れ：手指抹消に軽度痺れあり
・誘発テスト：Tinel 兆候，Phalen テスト，Perfect O サイン陽性
・主観的評価ツール
Hand20：合計スコア 61/100
MAL：使用頻度（Amount Of Use：AOU）平均スコア 3.36/5，動作の質（Quality Of Movement：QOM）平均スコア 3.14/5
主観的評価ツールを使用する中で，「フォークやスプーンは使えるけど，箸が難しい．」「洗濯は手が使いづらいから時々しかやらないけど，できることならやりたい．」といっ
た，非構成的な面接だけでは聞き出すことの困難な言葉や訴えを聞き出すことができた．

【介入】
評価を元に，共有目標として，まず 1 カ月で①自助具の箸を使用しての食事動作の獲得②洗濯ばさみ操作の獲得 と設定した．プログラムの内容は，①筋力強化②手指の感覚
入力③手外屈筋のストレッチ運動④分離指屈筋 滑走訓練⑤ADL・IADL 訓練⑥生活指導 と段階的に 6 つのアプローチを行った．

【結果】
Hand20：合計スコア 61→48 点
MAL：AOU 平均スコア 3.36→3.85，QOM 平均スコア 3.14→3.71
AOU が約 14.9％，QOM が約 18.2％ 増加した．
設定した共有目標に関しては，①普通の箸での食事動作を獲得②ピンチ力の向上みられ，指腹つまみでの洗濯ばさみ動作が可能となった．退院時，患者は「こんなに手が動
くようになるとは思わなかった．自分の仕事ができるのが楽しみ．」と語った．

【考察】
患者は手の“使いづらさ”を訴えていたが，実際の場面でどう困っているのかをオープンクエスチョンだけで聞き出すことは困難であった．そこで，主観的評価を行い，患
者の想いや希望を引き出すことができた．慢性的な CIPN，CTS による障害ではあったが，作業療法の介入によって機能改善・動作獲得に至った．Van der Lee らの研究では，
慢性期における MAL の臨床的に意義のある最小変化量（以下，MCID）を総得点の 10％ と定められている．今回の MAL の変化量はこれを上回っており，臨床的に意味の
ある効果があったといえる．
介入期間中，患者自身が想定していた以上の回復がみられ，それに伴い新たな Hope が出現し，目標のレベルを上げていくことができた．そうして，再評価時には Hand20
や MAL の点数の向上がみられ，生きがいともいえる家庭での役割の拡大に繋げることができ，QOL の向上に繋げることができた．
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ペットボトルキャップを活用したパズルの作成と治療場面での実施報告

北海道・聖ヶ丘病院 リハビリテーションセンター

とまつ

○戸松 あかね（作業療法士）、佐々 昴典、中原 義人

【目的】
パズル課題は、色の判別や記憶、空間把握などの知的能力や、手先を使う細かな動きがあり、手と脳を同時に動かし
複数の事柄を並行して思考していくため、脳の活性化に繋がり認知症発症リスクを低減させる効果が期待できると
言われている。当院は慢性期病院であり高齢者の患者が多く、中でも身体機能のみならず認知機能低下を有する患者
の割合が多い現状にある。今回、廃棄素材であるペットボトルキャップを利用したパズルを作成し、リハビリ介入時
に認知機能訓練として取り入れ、その後独自のアンケートにて身体・精神的変化について調査した。

【対象】
令和 6 年 10 月 1 日から令和 7 年 4 月 30 日までの 7 ヶ月間、当院に入院している指示理解可能な患者 47 名（男性 11
名、女性 36 名、平均年齢 86.8 歳）。疾患内訳として、運動器疾患 23 名、内科疾患 16 名、脳外科疾患 6 名、がん疾
患 3 名。入院時 FIM の点数は 72 点/126 点（運動項目 46.7 点/91 点、認知項目 25 点/35 点）であった。

【方法】
ペットボトルキャップパズルとは、キャップに文字や絵、数字が書いており、台紙の上に同じ文字や絵が合うように
キャップを当てはめたり並び替えていく認知課題となっている。個々の患者に合わせて実施出来るよう 25 種類程あ
り、動物や果物、野菜などの絵柄合わせや、平仮名やカタカナを使って言葉を作る文字並べ、計算問題や漢字の部首
選びなどがある。今回、リハビリ介入時に認知機能訓練としてパズル課題を実施し、その後に独自のアンケート調査

（①楽しさ、②使用感、③疲労感、④達成感、⑤身体的変化、⑥精神的変化）を 5 段階にて聴取し比較した。
【結果】
アンケート結果は、①は「楽しい」が 22 名、「やや楽しい」が 14 名の計 36 名 77％ が楽しいと答えた。②は「使い
やすい」が 26 名、「やや使いやすい」が 16 名の計 42 名 89％ が使いやすいと答えた。③は「疲れやすい」が 26 名、

「やや疲れやすい」が 6 名の計 32 名 68％ が疲れやすいと答えた。④は「達成感を感じた」が 24 名、「やや達成感を
感じた」が 13 名の計 37 名 79％ が達成感を感じたと答えた。身体の動きやすさでは「良くなった」が 18 名、「やや
良くなった」が 13 名の計 31 名 66％ が身体が動きやすくなったと答えた。⑤は「軽減した」14 名、「やや軽減した」
が 12 名の計 26 名 55％ が精神的不安が軽減したと答えた。

【考察】
今回、日常的に身近な素材であるペットボトルキャップを活用しパズルを作成したことで、興味や親しみを持ちやす
く、取り組みやすい活動となった。手指の巧緻性を高めるだけでなく、注意力や記憶力など同時に活用されることか
ら、脳の活性化が期待され認知症予防にも有効であると考えられる。特に、個々に合わせて難易度設定をすることで
成功体験が得られやすく、楽しみや自信の獲得、達成感などの快刺激に繋がったと考えられる。一方で、課題の負荷
が高く疲労感を訴える患者が多い結果から、より適切な難易度設定の重要性を再確認できた。
先行研究では、パズル等のアクティビティを他者との交流の中で日常的に行うことは、やりがいや楽しみに繋がるだ
けではなく、精神的安定や QOL の向上が期待できると言われている。今後は、個々に合わせた訓練だけではなく他
者と協働できるような課題やパズルの種類を増やし、高齢患者の認知症予防の一助となるよう発展させていきたい。

【結語】
治療場面におけるペットボトルキャップパズルの活用は、達成感や快刺激の獲得から成功体験に繋がり、難易度設定
をすることでより認知症予防に効果的であると示唆された。
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高位脊髄損傷者のポータブルスプリングバランサーを使用した食事動作獲得に向けて、座位姿勢
に着目した一例

香川県・医療法人社団和風会橋本病院

つじ ひろなり

○辻 裕成（作業療法士）、宮川 友輔、福田 真也

【はじめに】
脊髄損傷患者においては損傷レベル以下の運動機能に著しい制限が生じることが知られており、日常生活動作
獲得に難渋する例も多数報告されている。その中でも、高位脊髄損傷者の食事動作や机上動作の補助にはポータ
ブルスプリングバランサー（以下 PSB）が有効であると報告がある。しかし、肢位別によるパフォーマンスの
変化については報告が少ない。今回、日常生活動作の中でも PSB を用いた食事動作獲得に向けてベッドギャッ
ジ長坐位と車いす座位での肢位別の比較検証を行ったため、報告する。

【症例紹介】
70 歳代男性、草刈作業中に 2m 滑落し受傷、救急搬送。画像検査にて C5 以下完全麻痺と肛門括約筋弛緩あり。
第 9 病日目に頚椎除圧固定術（C3-C6）を施行。 第 35 病日、 当院回復期リハビリテーション病棟へ転院となる。
入院時の身体機能評価は ASIA 上肢運動スコア 7 点、下肢運動スコア 12 点、改良 Frankel 分類 B、運動 FIM
13 点、認知 FIM22 点、左上肢 MMT 僧帽筋 3+、三角筋 2-、上腕二頭筋 2-、上腕三頭筋 2+

【アプローチ】
PSB（PSB-300R hny international 社製）を使用し、左上肢にて皿部分への下方リーチ、口唇部へのリーチ動作
を自動運動にて実施し、その後、自動多動運動による反復動作を 10 回実施、再び自動運動でのリーチ課題を実
施した。また座位姿勢をベッドギャッジアップ長坐位、車いす座位の 2 方法で実施した。その他環境設定や使用
物品としては、机はオーバーテーブルを使用、「万能カフポケット式」（斎藤工業社製）、「曲げれるユニバーサル
スプーン」（斎藤工業社製）、回内位保持目的での輪ゴムを使用、PSB の張力は 1.8kg、机上に右上肢を設置した
状態で机から口唇部までの距離は 45cm とした。
アウトカムはスプーン先端と口唇部を測定指標とし、距離の測定については動画撮影し Kinovea を使用し測定
した。

【結果】
ベッドギャッジアップ長坐位での口唇部リーチでは初回の自動運動時が 3.26cm、自動他動運動による反復動作
後が 0.00cm、車いす座位での口唇部リーチでは、初回自動運動時が 11.41cm、自動他動運動による反復動作後が
6.85cm という結果となり、長坐位の方が初回および反復動作後の口唇部へのリーチ結果が良好であった。

【考察】
脊髄損傷者に対して、PSB を使用した食事動作練習では、車椅子座位よりベッドギャッジアップ長座位の方が
有効であった。末吉らは体幹・下肢機能低下者では、安定した支持面を活用することが重要と報告しており、車
椅子座位よりも支持面が多く、固定性の高いベッドギャッジアップ長座位の方が、姿勢保持が容易であることが
考えられ、口唇部リーチ達成がなされたのではないかと考える。今回の結果より、高位脊髄損傷者がベッドから
離床し座位での PSB を使用した食事動作獲得を達成する上で、ベッド長座位姿勢をとり入れることは、難易度
調整や段階付けの一助となるのではないかと考える。
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精神機能賦活や目標共有がトイレ動作の自立度向上に繋がった一例

静岡県・熱川温泉病院 リハビリテーション部

やまもと みな

○山本 三奈（作業療法士）、長谷川 弓子、濵野 裕美、鈴木 大恵、小山内 隆

【はじめに】
今回，自発性や活動性低下により ADL 能力が低下した症例を担当した．精神機能賦活を行い，明確な目標を共
有したことで，トイレ動作自立度向上に繋がったため報告する．

【事例紹介】
70 代女性．診断名は関節リウマチ急性増悪．Steinbrocker の分類 stageII，classIII．右下肢に中等度から重度の
可動域制限あり，足関節は尖足位となり拘縮傾向．MMSE14/30 点．会話では表情が暗く，些細なことで泣き出
してしまうことや，話の辻褄が合わず，自身で何を話しているのかわからなくなる様子あり．主訴は本人からは
聴取困難．FIM42/126 点（運動項目 20 点/認知項目 22 点）．トイレ動作は 2 人介助で可能も右尖足により転倒
リスクが高く，病棟ではオムツ対応．起居動作や移乗は支持物を使用し中等度介助．離床に対して億劫であると
話し，車いす離床は 10 分で疲労あり．入院前は息子夫婦と 3 人暮らし．自宅では臥床傾向で息子に抱きかかえ
られ移動していた．ADL 介助量増大により同居家族は介護疲れあり．息子（KP）より「トイレに行けるように
なれば自宅での介護が可能」とのこと．

【経過と結果】
入院当初は車いす離床での疲労が強く，些細なことで泣き出してしまい，運動課題や机上課題等の積極的な介入
が困難であった．そのため車いすに離床し，会話を中心に精神機能賦活を図った．徐々に笑顔や自発話が増え，
車いす離床時間も延長した．2 週後に KP に退院後の方向性について再度確認を行い，本人と共有しトイレ動作
自立での自宅退院を目標とした．
まずは，立ち上がりやバランス練習，それから実際にトイレでの移乗や下位操作練習を実施し，片手支持での動
作獲得を図った．4 週後には下衣操作が軽介助となり，病棟でのトイレ誘導を開始．動作を繰り返したことで下
位操作が見守りにて行える日が増加した．

【考察】
本症例は自発性や活動耐久性の低下により ADL の介助量増大を認めていたと推察する．車いす離床し会話に
よる精神機能賦活を図ったことで活動する意欲や耐久性が向上したと考える．また明確な目標共有により，リハ
ビリへの意欲が向上したことに加え，病棟でのトイレ誘導が離床機会と成功体験の獲得に繋がり，トイレ動作の
自立度が向上したと考える．
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遷延識障害に対し視線入力装置を用いたことで脳波と重症度が改善した症例

1 宮城県・IMSグループ 西仙台病院 リハビリテーション科、2 IMSグループ 西仙台病院 医局

おおた るいと

○太田 瑠斗（作業療法士）1、菅原 大1、佐藤 卓2、新藤 剛2

【はじめに】
「意識障害はリハビリテーション治療に難渋する病態であり，関節拘縮予防，姿勢調整しか行えないこともある」
と青柳氏により述べられている．本症例も身体の不随意性に加え，言語，非言語を介した COM も困難であった．
そのため他動的な訓練と五感への刺激入力しかできておらず，効果的な治療を提供できない現状があった．今回
は視線入力装置（以下 eye trecker5，Tobii 社）と視線入力ゲームアプリ（以下 EyeMot）を利用した介入によ
り，能動的な動作訓練ができるようになったことで脳波と広南スコア（意識障害評価尺度）が改善した症例を以
下に報告する．本発表はヘルシンキ宣言に基づき家族に同意を得ている．

【症例】
30 代後半女性．診断名低酸素脳症，遷延性意識障害．X 年 Y 月 Z 日に A 院にて診断を受ける．2 ヶ月間で 2
度転院し，B 院にて 6 ヶ月間のリハビリが施行された．X+2 年後に C 院へ転院．その 4 ヶ月後に当院へ転院と
なる．当セラピストは入院より 2 年 11 ヶ月後に担当となる．

【初回評価】
広南スコア：66 点（最重症例に分類される）．脳波（当院入院時の測定値）：低振幅性速波はある．閉眼時に 6
Hz の基礎波がわずかに認められる．左半球は平坦脳波，右半球に持続性速波と左右差が認められる．

【介入方法】
PC に eye trecker5 を接続，EyeMot を起動．画面上に表示される標的物を追視する課題を実施し，眼球運動を
記録した．実施期間は X+3 年頃から 13 ヶ月間実施．頻度は 3～4 回/週．OT 介入，家族の面会時に 10～15
分程度実施．実施環境はベッド上ギャッジアップ 50° 座位で，オーバーテーブル上に PC を置き，視線の高さに
合うように調整する．

【最終評価】
広南スコア：59 点（重症例に分類される）．脳波：基礎波は振幅のある 7Hz～8Hz の基礎波が認められ改善傾向
にある．また前回と比較し脳波の左右差が減少している．

【考察】
疾患による身体の不随意性によって能動的な運動が困難なことから回復が妨げられているのではないかと考え
た．刑部氏により「必要な情報が知覚できるようになるためには，能動的な身体の動きが不可欠である」と述べ
られている．今回視線入力装置の利用により，能動的な動作訓練を取り入れることができた．この知覚運動経験
の繰り返しにより，脳の神経可塑性が促進され，脳波，意識障害の改善に繋がったと考える．
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自動車運転の再開可否を判断する臨床アルゴリズムの作成～過去のデータを用いた妥当性の検
討～

1 群馬県・美原記念病院 リハビリテーション部、2 美原記念病院 脳神経内科

いいの ゆうた

○飯野 雄太（作業療法士）1、菊地 豊1、石森 卓矢1、美原 盤2

【はじめに】脳卒中患者の自動車運転は、都道府県公安委員会の判断によりその再開可否が決定される。医療機
関には公安委員会が判断するための高次脳機能障害の状態などを記載する診断書作成が求められる場合があ
り、この高次脳機能障害を詳細に検査、把握するために神経心理学的検査やドライビングシミュレーターが用い
られている。しかし、脳卒中患者の運転再開可否にかかる診断書を作成するための神経心理学的検査やドライビ
ングシミュレーターの基準については一定の見解が得られていない。今回、運転再開可否にかかる診断書作成や
外来での再評価といった医療機関における対応を標準化することを目的に臨床アルゴリズムを作成し、自院の
データベースを用いて後方視的に臨床アルゴリズムの妥当性を検討した。

【方法】臨床アルゴリズムは、先行研究（専門書 3 冊、原著論文 12 報）を基に作成した。内容は、MMSE、星
印抹消試験、他高次脳機能検査 4 種類、脳卒中ドライバーのスクリーニング評価日本版（J-SDSA）、ドライビン
グシミュレーターの順番で段階を作り、それぞれの段階において、運転不可もしくは次の段階の評価へ進むこと
の二択の基準値を設定した。ドライビングシミュレーターに関しては、詳細な基準を決める先行研究が十分では
なく、総合的に判断することとし、その判断をもとに、適性検査、外来リハビリテーションで再評価、運転不可
の 3 択にする形とした。臨床アルゴリズムにおける妥当性の検討として、令和 6 年 4 月から令和 7 年 3 月に当院
急性期病棟および回復期リハビリテーション病棟に入院していた初発の脳卒中患者の内、運転評価を実施した
128 名を対象とし、作成した臨床アルゴリズムと実際の対応との一致率を算出した。なお、一致率の算出は、標
準化するための判断基準として作成したドライビングシミュレーターの段階までとした。研究対象とすること
に関する説明と同意は、インフォームドコンセントを省略する代わりに、当法人ホームページにて研究情報を公
開し対象者が拒否できる機会を保障し、当法人倫理委員会の承認を受けた（受付番号 126-05）。

【結果】作成した臨床アルゴリズムと実際の対応が一致した患者は 114/128 名（89.1％）であった。不一致の患
者は、全て J-SDSA の項目において臨床アルゴリズムでは運転不可となっているものの、次のドライビングシ
ミュレーターの段階まで進んでいた。これらの患者のドライビングシミュレーター後の対応は、2 名が運転再開
可能の診断書が作成、8 名が外来リハビリテーションでの再評価、4 名が運転再開困難の診断書が作成されてい
た。

【考察】先行研究を基に作成した臨床アルゴリズムを用いることは、実際の対応と概ね一致しており、ドライビ
ングシミュレーター実施判断の標準化にあたって有用であることが示唆された。しかし、J-SDSA のカットオフ
値は実際の運転可否との乖離は少なくなかった。J-SDSA の項目において乖離していた患者に関しては、臨床ア
ルゴリズムでは運転不可となっているものの、医療機関の対応として適性検査がすすめられていた。J-SDSA
は運転技能に特化した評価として有用性が認められているが、先行研究のカットオフ値のみで判断することは、
運転機会の損失に繋がる可能性が示唆された。運転可否の指標を標準化するための臨床アルゴリズムは重要で
あるが、その客観性と一貫性の向上を追求するためには、自院のデータを用いてカットオフ値を再考する必要が
あると考えられた。
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就労的活動支援を慢性期リハビリテーション科で実践した事例

東京都・新富士病院グループ大橋病院

かとう たいき

○加藤 大生（作業療法士）、中村 木萌、齋藤 弘樹、卜部 吉文

【目的】
厚生労働省は、高齢者が社会参加や社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながるとし、地域社会の中で役割
を持ち、いきいきと生活できることが重視されている。高齢者の社会参加形態の 1 つとして、役割を伴う就労的活動が
挙げられる。当院医療療養病棟ではリハビリテーション（以下、リハビリ）の作業活動として作品を制作し、それらを
地域の福祉事業所で販売することで、就労的活動支援の要素を取り入れたアプローチを行った。本報告では、その取り
組み内容と得られた効果について述べる。なお本事例報告は当院の倫理審査委員会での承認を得て実施した。

【方法】
当院リハビリスタッフが、作業療法介入中の入院患者の中からバザールへの参加を呼びかけ、商品作成への同意が得ら
れた 6 名（男性 2 名、女性 4 名、74.5 歳±13.22 歳）の患者が参加した。各患者は作業療法介入時に商品作成の作業活
動に取り組み、ストラップ、毛糸コースター、くるみボタンヘアゴム、工作マグネット、ハーバリウム、読書用栞、ス
テンシルトートバッグなどを作成した。作成期間として、作品によって 1～3 か月を要した。完成した作品から順次値
段を設定した。また作業療法士が販売準備として、福祉事業所との連絡、商品運搬、販売（1 日のみ）、売上金の計算、
患者への結果報告を担当した。

【結果】
商品案の企画、作成、価格設定など通じて、患者の残存機能の活性化や役割付与を意識した作業活動を展開できた。作
業療法介入は当院の作業療法室にて行い、1 回の作業時間は約 30～40 分、週 2～3 回要した。作成中の感想や様子とし
て、A 氏「ストラップの色付けが上手く出来て良かった」「ストラップを 20 個作ろう」、B 氏「値段が高いんじゃないで
すか？売れますか？」「キーホルダーは金色のほうが合いそうですね」などの声が聞かれた。キーホルダーの形成がうま
くいかず悔しそうな様子や、編み物の手順を確認しながらの作業遂行など、各患者が商品作りに集中して取り組む様子
がみられた。また福祉事業所での販売ブース環境を確認し、一部商品の陳列レイアウトも患者と話し合って決定した。
販売当日には、全体の半分以上の作品が売れ、10,150 円の売り上げを達成した。患者には作成完成への感謝や売上結果
を報告した。販売会後の感想として、A 氏「次はオリジナル作品が作りたい！」B 氏「売れてよかった！」など、作品
の出来栄えに対する反省や、作品が売れたことに関する喜びの声が多く聞かれた。

【考察】
販売物の企画、作成における一連の作業を通じて、患者の「売り物を作る」という役割意識の形成や地域社会とのつな
がりの再認識に焦点を置いた作業支援が、「就労的活動」の「役割がある形での高齢者の社会参加」といった要素を満
たす内容となった。本事例では院外イベントを活用した就労的活動への参加促通により、入院患者の社会参加支援を実
現した。これにより、慢性期病院リハビリテーション科における生きがい創出と心身の廃用症候群予防のアプローチが
可能となった。

【結論】
本事例から慢性期入院患者に対する就労的活動支援は、生きがいややりがいの向上だけでなく、社会参加の機会拡大や
心身機能の維持・向上にも寄与することが示唆された。今後は、より多様な活動内容や地域連携の強化を図りながら、
患者一人ひとりのニーズに応じた就労的活動支援を推進し、慢性期リハビリテーションの質向上と患者の QOL 向上を
目指していきたい。
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超高齢・頸椎骨折患者と第三の人生を考える～療養病棟での複合的な作業療法プローチ～

東京都・あきしま相互病院

ひらの まこと

○平野 真琴（作業療法士）、久下 将、宮脇 智子

【はじめに】“第二の人生”とは，仕事や子育てが終了した後，60 歳以降に歩み始める新たな人生のことを指す．そ
して“第三の人生”も存在するのではないだろうか．80 歳以降，病気や怪我により障害を抱え，生活を変えること
を余儀なくされた晩年の人生のことである．今回，頚椎骨折により 2 か月半臥床し，療養病院に転院した 90 代の患
者を担当した．作業療法を通じ“第三の人生”の構築に携わったため，以下に報告する．

【症例】90 代女性．頸椎骨折．自宅で転倒，頸椎捻挫の診断となり保存的加療となるが， 痛コントロール不良の
ため再検査．54 病日目に第 6・7 頸椎の溶解性骨折の診断となる．手術の希望はなく，82 病日目療養目的で当院転
院．入院前は独居．息子と介護サービスの支援を受けながら過ごす．元教師，趣味は海外・国内旅行．

【作業療法評価】ベッド上安静．頸椎ソフトカラー着用．食事のみヘッドアップ 40 度．頸部左側屈・後屈位．両上
肢痺れ（C6-8 領域），頸部・四肢他動運動時 痛あり，Manual Muscle Test（以下 MMT）2．自発話少なく，希死
念慮あり．基本動作・ADL 全介助．Functional Independence Measure（以下 FIM）29 点．長谷川式簡易知能評価
スケール（以下 HDS-R）：18 点．認知高齢者の健康関連 QOL 評価票（以下 QOL-D）：陽性感情 7 点，自発性＆活動
性 6 点

【作業療法介入・経過】ベッド臥床期（82 病日～108 病日）：会話では“忘れた．あとは死ぬだけ”と繰り返し，自
発的な動きはない．四肢の随意運動促通と合わせ，回想法を用いて，当時の流行曲を聴くと，歌い出し，教師の経
歴や趣味の旅行ついて話始める． 痛は軽減し，四肢の随意運動は改善みられたため，主治医に離床を提案．離床
初期（109 病日～159 病日）：109 病日目離床許可あり，座位訓練から開始．息子に旅行写真のアルバムを依頼し，
車いす座位で写真を見ながら当時を語る時間を設けた．車いす座位で過ごす時間が増え，訓練に対しても前向きと
なった．158 病日頸椎ソフトカラー解除．ADL 向上期（160 病日～245 病日）：基本動作は軽介助に改善し，車椅子
座位での食事摂取を開始．ST・栄養士と食形態や環境調整を行い，手掴みと一部スプーンでの自己摂取が可能とな
る．食事後にトイレ誘導を行うと安定した排便を認める．車いすでの食事摂取，食後のトイレ誘導，リハビリにて
機能訓練と楽しみの活動を行うことを新たな 1 日のルーティンとした．統一した対応が行われるよう，カンファレ
ンスにて ADL 方法について情報共有を行った．生活動作が安定したため，245 病目有料老人ホームに転院となる．

【結果】頸部左側屈後屈拘縮，上肢痺れ残存（C6-8 領域）．MMT 上肢体幹 2-3．下肢 3．基本動作軽介助．FIM43
点．食事は車いす座位にて一部自己摂取．トイレ誘導 1 日 1 回全介助．QOL-D：陽性感情 21 点，自発性＆活動性
14 点

【考察】超高齢者の長期臥床は，その意識は死に向かい，活動性は失われる．回想法を用いて，人生の振り返りをす
ることは，精神面を賦活させ，現状と向き合い，訓練に取り組むきっかけとなった．慢性期医療では，病態や身体
機能だけではなく，精神状態や生活歴を考慮し，複合的な評価・アプローチをしていくことが重要であると考える．
また医療スタッフも“患者を回復させることは難しい”という思考になりやすい．だからこそ，作業療法士は，患
者の生活を再構築する手助けをし，患者・家族・病棟スタッフに発信するという大きな責務を持つと考える．
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離床の推進で不安・抑うつ状態と QOLが改善した糖尿病を伴った人工膝関節周囲骨折後の症例

大阪府・平成医療福祉グループ 平成記念病院

にしおか だいき

○西岡 大毅（作業療法士）

【はじめに】
今回、糖尿病合併症による血圧管理不良により活動が制限され、抑うつ状態となった左人工膝関節周囲骨折後の
症例を経験した。離床を進めたことで、不安・抑うつ状態と QOL が改善したため報告する。

【症例紹介】
70 代女性、150cm、83kg、BMI：36.9。病前は夫と 2 人暮らし、要介護 2、ADL は概ね自立していた。診断名
は、左人工膝関節周囲骨折の術後。現病歴は、自宅で転倒受傷し急性期病院で手術、回復期病院を経て自宅退院
困難のため、受傷後 4 ヶ月で当院療養病棟に転院となった。
既往歴は、糖尿病、うつ病、左人工膝関節全置換術、右高位脛骨骨切り術、足趾切断など。前院で、患肢の全荷
重可、抑うつで希死念慮あり、血圧変動のため終日床上生活で FIM：57、リハビリテーションでは基本動作練
習、歩行練習などを実施していた。

【作業療法評価】
主訴は、早くトイレに行きたい、家に帰りたい。排泄は血圧変動のためオムツ、自宅玄関の出入りは下肢の関節
可動域制限のため困難となっていた。運動時収縮期血圧：200-80mmHg、HDS-R：24 点、Hospital Anxiety and
Depression Scale（以下 HADS）：35 点、Euro QOL（以下 EQ-5D-5L）：0.070、関節可動域制限は左股・膝関節
屈伸と両足関節背屈、Gross Muscle Test（以下 GMT）：両下肢 4、表在感覚は左足底が重度鈍麻、左足趾は脱
失。3 ヶ月後の目標としてトイレ動作を修正自立、自宅玄関の出入りを介助レベルとした。

【経過】
動作手順や環境設定の工夫、当院において多職種で離床を進める目的で配置されている離床コーディネーター
と協働し離床機会を増やした。転院後 25 日目で、トイレでの排泄動作、離床しての食事、車椅子移動が可能と
なった。70 日目には、ポータブルトイレ動作が修正自立、FIM：89、HADS：11 点、EQ-5D-5L：0.583 となっ
た。能力的には自宅退院可能であったが、自宅環境の準備が進まず、144 日目に左膝術部の再骨折により急性期
病院に転院となった。急性期病院にて再固定術後に、術部感染、うっ血性心不全・胸水貯留などがあり、420
日目に当院療養病棟へ転院となった。直前に夫の喪失があり、FIM：76、HADS：20 点、EQ-5D-5L：0.292 であっ
た。ADL 練習、移乗動作練習、離床を継続したことにより、FIM：101、HADS：15 点、EQ-5D-5L：0.530 とな
り、597 日目に本人の希望により施設へ退院となった。

【考察】
血圧の変動を考慮した手順や環境の工夫、他職種との密な連携により円滑に離床が進んだことで、不安・抑うつ
状態と QOL が改善した。離床による身体的な活動性の向上が、心理的面に影響を与えたと考えられた。
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「ステンドグラス教室再開」を目標に MTDLPにてサポートした症例

東京都・大久野病院

かとう りりか

○加藤 莉々香（作業療法士）、工藤 美和、工藤 弘之、進藤 晃

【はじめに】
自信を喪失していた A 氏が，目標を見つけたことで，早期退院を希望した．しかし，課題整理ができておらず，
目標達成が危惧されたため，生活行為向上マネジメント（以下，MTDLP）を用いて支援し，退院後に目標が達
成されたため，報告をする．なお，発表に際し，患者及び家族に説明，同意を得ている．

【症例紹介】
A 氏，90 代，男性．戸建て（1 階教室，2 階住居）に妻と 2 人暮らし．病前よりステンドグラス教室（以下，教
室）を運営．X 年 Y 月 Z 日，COVID-19 に罹患．Z+11，急性期病院入院中に，右大脳多発性 塞を発症．Z
＋26 日，当院回復期へ入院．

【初期評価】
BRS：全て VI，ROM：著明な制限なし，MMT：両上肢 5，STEF：右 77/左 71，握力：右 22.3kg/左 22.7kg，
ピンチ（指腹つまみ）：I・II（右 4.4N/左 5.6N），I・III（右 4.6N/左 5.5N），BBS：35/56 点，FIM：78 点（運動
項目 53 点，認知項目 25 点），HDS-R：23/30 点，TMT-J：A）124 秒 B）426 秒，コース立方体組み合わせテス
ト：IQ70．

【経過】
A 氏は「こんな風になってしまってもうだめだ」と，自信を喪失しており，教室の再開はしないと話をしていた
が，100 歳超えの方がステンドグラスを行っている TV 番組に感化され，教室の再開と，早期退院を希望した．
しかし，現状能力では，バランス能力，移動，巧緻性が課題であり，A 氏が自身の能力を正確に把握できていな
い様子であった．そのため MTDLP にて，課題を整理した．この課題を本人・他職種とも共有し，プログラム
を設定，実施．作業療法では巧緻動作練習を中心に行ったが，A 氏も自ら練習内容の提案や，自主練習をするな
ど，積極的な姿勢をみせるようになった．また，ステンドグラス制作に必要な工程のひとつである，はんだ付け
やテープ巻きなどの動作も模擬的に練習した．家屋調査では，住居と教室内の移動と，ステンドグラス制作動作
を実施し，安全性を確認した．

【結果】
Z+110 日，自宅退院．FIM：110 点（運動項目 79 点，認知項目 31 点），STEF：右 85/左 84．ステンドグラス制
作に必要な諸動作も問題なく行うことができるようになった．退院後の聴取では，1 カ月で教室の再開もでき
た．

【考察】
A 氏が感化された TV 番組は，本来の自分を再認識する重要なものであった．この出来事により，意欲が向上し，
万能感が出現．しかし．その万能感は自身の能力を正確に判断することを歪めていたと考える．MTDLP は自身
の能力を正確に把握するための一助となり，本人の目標達成への道標となったと考える．
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外傷性くも膜下出血後に易怒性を呈し、介入に難渋した症例

大阪府・泉佐野優人会病院

しまだ かんた

○嶋田 侃太（作業療法士）、和泉 怜旺、鈴木 光、辻中 椋

【はじめに】
易怒性は感情の脱抑制症状として一般的で、責任病巣は前頭葉眼窩部や島皮質などである。また、QOL の低下、
社会的交流の困難、介護者への負担増加の要因となる。さらに個別性が高く、効果的な作業療法介入の手段や時
期の確立を阻害していると報告されている。今回、外傷性くも膜下出血後に易怒性を呈し、リハビリテーション

（以下、リハ）に難渋した症例を経験した為、以下に報告する。
【症例紹介】
60 歳代男性。現病歴は徒歩で車と接触し救急搬送され、外傷性くも膜下出血、脊髄震盪、頭蓋骨骨折と診断さ
れた。第 14 病日、頸椎後方固定術を施行し、第 23 病日、当院回復期リハ病棟へ転院となった。CT 所見で左島
皮質に高吸収域を認めた。病前は独居で、仕事は食品会社で夜勤をしていた。全体像は易怒性により他患者とト
ラブルは多いが介入には意欲的。Hope は元の職場への復職が強くあった。復職は入院初期から「できるよ」等
の発言があり、障害に対する病識が乏しかった。初期評価は FIM 運動項目 26 点、認知項目 30 点、MMSE 23
点、Frontal Assessment Battery（以下、FAB）Go-No/Go 1 点、総得点 10 点、Behavioral Assessment of Dysexe-
cutive Syndrome（以下、BADS）規則変換カード検査 1 点、総プロフィール得点 10 点であった。

【介入方法】
評価結果から前頭葉機能障害を認めた。退院後の生活を見据えて、対人トラブルが生じないように易怒性に対し
介入を行った。易怒性を認めた場面として、病棟で他患者にテレビやラジオの音量を注意された際に憤慨してい
た。院外では買い物練習時に商品が見つからず、店員に声を荒らげた。また脱抑制行動としては、屋外移動中に
他人の車を触ろうとする、赤信号を渡ろうとする様子を認めた。その際、社会生活ではトラブルや事故に繋がる
可能性を伝える即時的フィードバック（以下、FB）を行った。また買い物練習から帰院後、自身の行動を振り
返り、問題点を紙に記載するように促した。

【結果】
最終評価は FIM 運動項目 88 点、認知項目 30 点、FAB Go-No/Go 3 点、総得点 13 点、BADS 規則変換カード検
査 2 点、総プロフィール得点 13 点。初期評価と比べて抑制機能が向上し、買い物練習は Th の見守りの下では
店員に声を荒げることは軽減した。しかし、他患者とのトラブルは残存しており、家族も同居や介助はしないと
のことで退院先は有料老人ホームとなった。

【考察】
易怒性に対し、認知リハとして口頭や書面での FB が有効とされており、口頭での即時的 FB や帰院後に書面で
FB を実施したことで、買い物で易怒性が軽減した可能性がある。しかし病棟での患者間トラブルは残存した。
易怒性に対して認知行動療法が有効とされているが、本患は易怒性の話題になると憤慨する為、実施困難であっ
た。一般的には認知リハは複数のアプローチで構成されるが、FB 以外の介入ができなかった為、易怒性が遷延
した要因と考える。また患者間のトラブルは介入以外の時間で出現する為、Th が FB できなかったことも易怒
性が遷延した要因と考えられる。易怒性に対しては多職種が連携して関わることも重要とされているが、今回は
行えなかった。病棟スタッフに対応方法を共有し、FB を依頼すれば、病棟での易怒性も軽減できた可能性があ
る。今後、リハで軽減されなかった部分に、多職種連携により病棟全体で関わる体制を構築することが課題とな
る。
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自動車運転支援マニュアル作成とその有用性の検証～事前・事後アンケートと個別事例からの考
察～

富山県・公立南砺中央病院

さいかわ ともこ

○犀川 智子（作業療法士）、南部 雅允、大森 珠葵、東山 笑美、福田 恵津子、松本 華世

【目的】
過疎高齢化地域においては自動車が重要な移動手段であり、疾病後の運転再開支援の必要性は高い。当院リハビリテーション室では、疾病後の患者
に対する運転支援の内容や手順が統一されておらず、個々の判断に委ねられている状況であった。本研究は、作業療法士（以下、OT）、理学療法士

（以下、PT）、言語聴覚士（以下、ST）、社会福祉士（以下、MSW）が実際に行っている運転支援の課題を基に自動車運転支援マニュアル（以下、
マニュアル）を作成し、その有用性を検証した。

【方法】
アンケート調査の対象は当院の PT11 名、OT6 名、ST2 名、MSW3 名（計 22 名）とした。事前アンケートで運転支援の課題を抽出し、これを基に
マニュアルを作成した。その後、マニュアルの周知と運転に関する知識の向上を目的に勉強会を開催した。マニュアルを用いた運転支援を該当患者
に約 1 年間行った後、事後アンケートを実施し、マニュアル導入の有用性および新たな課題を検討した。アンケートの設問である「自動車運転に関
する知識」については、マニュアル作成前後における自己評価の変化をマン・ホイットニーの U 検定を用いて比較した。さらに、個別事例を通じて
マニュアルが実際の支援にどのように寄与したかを検討した。

【結果】
1．アンケート
事前アンケートでは、知識の不足、支援プロセスの不統一、他職種や外部機関との連携不足、患者や家族支援の不明確さ、代替手段の不足の 5 つの
課題が抽出された。これを基に、運転支援のフローチャート、運転に関する基礎知識や判断基準、患者や家族向けのパンフレット等を盛り込んだマ
ニュアルを作成した。事後アンケートでは、マニュアル作成後に自動車運転に関する知識が向上したと感じる職員が有意に増加した（p＜0.05）。ま
た、マニュアルを使用した 8 名全員が「支援の流れや手順が統一され支援しやすくなった」、「患者や家族に説明がしやすくなった」と回答し、約 9
割が「他職種や外部機関との連携がしやすくなった」と回答した。自由記載では、「手順の明確化により自信をもって対応できるようになった」、

「パンフレットを用いたことで伝え漏れなく説明できた」、「OT に相談しやすくなった」との意見が得られた。一方で、知識の不足、代替手段の不足、
医師との連携不足、退院後の支援体制の整備不足が引き続き課題として挙げられた。

2．個別事例
左橋 塞により右片麻痺を呈した 80 代男性に対し、フローチャートを活用することで介入早期から患者と家族に運転再開の意思確認を行い、身体
機能や認知機能の適切な評価を円滑に実施することができた。また、患者と家族への説明にはパンフレットを用い、内容の理解と支援への協力を得
ることができた。さらに、自動車教習所に対しては実車評価に必要な情報提供を行った。

【考察】
マニュアルの導入により、支援プロセスはフローチャートによって統一され、個々の判断に頼らない一貫した対応が可能となった。また、マニュア
ルを共通資料として活用することで情報共有が円滑となり、職員間の連携が促進された。さらに、患者や家族への説明にはパンフレットを用いるこ
とで内容が明確となり、理解と協力が得やすくなった。マニュアルに基礎知識や判断基準を集約したことで知識の向上につながったが、依然として
知識不足を感じている職員も多く、課題は残された。これらより、マニュアルの導入は運転支援の質の向上に寄与したと考えられる。今後は、勉強
会の継続、地域資源の情報整備、医師との情報共有方法の確立、退院後の支援体制の整備を行い、さらなる運転支援体制の強化を図る必要がある。
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医療療養病棟における作業療法士の役割―看護師との連携により合意目標を達成した慢性期の頚
髄損傷の一例―

1 東京都・みなみ野病院 リハビリテーション科、2 みなみ野病院 看護部、3 みなみ野病院 診療部

あさい うらら

○浅井 麗（作業療法士）1、田畑 寛人1、藤橋 亜友1、星本 諭1、齋藤 香織2、立田 秀明3

【目的】
医療療養病棟にはリハビリテーション（以下、リハビリ）標準的算定日数上限を超え月 13 単位以内でリハビリを行っ
ている患者は多いが、その介入の中で入院生活の変化や楽しみについて取り組むことも重要である。今回、リハビリ
標準的算定日数上限を超えた症例に対し作業療法士が患者と合意目標を設定し、病棟看護師との連携を行ったこと
で、嗜好品の自力摂取が可能となり患者の生活の楽しみに繋げる事が出来た。その取り組みについて報告する。

【症例紹介】
症例は 72 歳男性。X 年 10 月転倒し受傷。急性期病院に搬送され頚髄損傷との診断。四肢麻痺で顔面打撲、前頭骨骨
折、C4 棘突起骨折の診断。頸椎カラー装着にて保存加療。11 月回復期病院に転院。X＋1 年 3 月自宅退院困難なた
め当院医療療養病棟入院。既往に拡張型心筋症あり。医師の指示による運動制限により積極的な運動や車椅子離床は
困難な状況。

【経過】
入院時 X＋1 年 3 月、HDS-R26/30 点、FIM 運動項目 13 点、認知項目 17 点で ADL 全介助だった。十分な病状理解
や障害受容が得られず、本人からは車椅子離床や起立歩行訓練の要望が強かった。左上肢のみ肘屈伸自動運動可能で
あるも口までのリーチやつまみ動作は困難であった。ベッド上の ADL 動作獲得を目指し、上肢手指機能に着目し作
業療法介入を開始した。認知機能は年齢相応に保たれていたことから、合意目標を検討し、介入時の会話の中から

「何か自分でできることを目標にしたい」との要望があったため「自身でできること」とした。介入当初は左上肢に
よるナースコール使用、自助具をセッティングしたフォークや左手指の把持動作によるおにぎりの自力摂取を挙げ
るも介助を必要とした。リハビリ経過の中で上肢手指機能が一部向上し、両前腕中間位で両肘の屈伸自動運動が可能
なことからコップを使用した飲水、左手指でティッシュペーパーの把持が可能なことから軽くて薄い物品把持は実
用レベルと評価し、嗜好品の摂取に挑戦した。リハビリ介入時間に制限があるため、カンファレンス内で協議し、看
護師と共にできる上肢動作の提案および環境の設定を行った。X＋2 年 2 月、グリッパー付きスポンジブラシによる
口腔内清掃は看護師のセッティングと見守りで行えるようになり、左上肢の運動の継続が 6 分程度可能となった。そ
の後も毎食後の ADL に導入し継続した。X＋2 年 5 月、左母指示指間の側副つまみと肘の屈伸の自動運動でポテト
チップスを、両肘の屈伸の自動運動でストロー付きコップでのコーヒーの自力摂取が可能となり、病棟生活や家族面
会時の楽しみに繋げることができた。FIM 運動項目 13 点、認知項目 24 点であった。

【考察】
「自身でできること」という合意目標の設定が患者本人の意欲を維持することに繋がり、リハビリでの機能訓練と、
病棟看護師と連携することにより上肢手指機能訓練、実動作訓練を繰り返し行う機会を得て上肢手指動作の獲得を
可能とした。作業療法士による合意目標の設定方法についての詳細評価は今後の課題である。患者の生活の変化や楽
しみのためには、リハビリ標準的算定日数を超えている場合であっても諦めずに寄り添い、病棟看護師と連携し取り
組むことの重要性が示唆された。
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成功体験の積み重ねによる心理的変化から生活の行動変容に至った重度運動性失語症者の 1症例

静岡県・駿河西病院

ももい たかあき

○百井 孝顕（作業療法士）

【はじめに】
本症例はくも膜下出血を発症し重度運動性失語症を呈した患者である．発症から 10 年以上経過し，失語症と運動麻痺の影響により介助への依存と生
活範囲の狭小化が見られた．本報告では成功体験の積み重ねによる心理的変化から生活の行動変容に至った重度運動性失語症者の 1 症例を紹介する．

【症例紹介】
50 代男性，主病名はくも膜下出血後遺症．老人保健施設から退院先の施設を決めるまでの繋ぎとして当院療養病棟へ入院した．重度右片麻痺を認め右
手は廃用手である．短下肢装具と を用いて屋内歩行は終日自立していた．日常会話は理解可能だが喚語困難が著明で単語やジェスチャーを用いて意
思疎通を行う．認知関連行動アセスメントは 21 点，重症度は中等度，日中は病室に籠る生活が続いており外出に強い拒否反応を示すなど新しい活動
には意欲的でなかった．自宅退院は同居人がおらず現状困難だが本人は自宅退院以外考えられない様子であった．FIM 運動項目 69 点，認知項目 20
点，合計 89 点，能力的には自立可能な更衣，整容，洗体は本人の希望で介助されていた．また失語症の影響により職員とのコミュニケーションに難
渋する場面が度々見られた．

【経過】
自室から出る機会を増やす目的でデイルームでの書字課題とストレッチを決められた時間に行い慣れた段階で自主トレにする形をとった．そこから
絵カードでのコミュニケーション，スケジュール管理，自室からリハビリテーション室への移動，自動販売機での購入練習を失敗が起こらないように
適宜難易度調整し取り組んだ．これらの活動が安定して行えるようになった段階で外出への意欲が見え始め，屋外歩行訓練が可能となった．本人から
コンビニエンスストアでパンを購入する希望があり，買い物練習を実施．当初は支払い時の計算や片手での硬貨の取り出しに難渋したが，金額計算の
練習とコインホルダー使用により支払いにかかる時間を短縮し，見守りで買い物が可能なった．このように自室から病院外へ活動の幅を広げられた．

【結果】
活動の広がりに合わせて更衣，整容，洗体を自主的に行うようになり，絵カードによるコミュニケーションの改善，スケジュール管理による記憶項目
の改善で FIM は入院時から合計 18 点の向上があった．外出を拒否する状態から意欲的に屋外歩行や買い物練習が行えるまでになった．退院先につい
ては現状を客観視し自宅退院以外の選択肢を考えられるようになり自身に合った退院先の施設を自ら選択することができた．また生活場面では他者
に配慮する余裕が見え始めた．これらの日常生活の変化から認知関連行動アセスメントは全項目で点数が向上し，21 点から 27 点へ上昇，意欲面を表
す感情の項目は軽度から良好へ，重症度は中等度から軽度へと改善した．当初は訊ねても希望を上げることはなかったが，複数の活動に対する希望と
意欲が聞かれるようになった．このように成功体験の積み重ねによる心理的変化から生活の行動変容に至った．

【考察】
意欲を引き出す要素である自己効力感は成功体験を通じて強化される．これは自らの行動によって望ましい結果を得られる感覚を形成し，次なる行動
への意欲と自信に結びつくものである．本症例においても，段階的な成功体験の積み重ねにより行動変容に寄与した．リハビリテーション場面におい
て，成功体験の意図的な設計は自立支援において重要な要素であると考えられる．

【結語】
重度運動性失語症者が成功体験の積み重ねによる心理的変化から生活の行動変容に至るまでの 1 症例を経験した．
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長期入院患者に対し多職種で介入した園芸活動が心理面へ及ぼす効果

和歌山県・医療法人千徳会 桜ヶ丘病院

ぬまたに たいち

○沼谷 太一（作業療法士）、貴志 千秋、成川 暢彦

【はじめに】
当院の長期入院患者は「楽しみがない」「もう何もしたくない」など意欲低下を示す発言が多くみられる。今回、
心理的ストレスを抱える長期入院患者に対し多職種で介入した園芸活動が心理面にどのような影響を及ぼすか
検証したので報告する。

【方法】
対象は園芸活動に興味があると答えた 5 名。活動はコスモスへの水やりを対象者 1 名につき週 1 回の頻度でス
タッフと共に行った。水やりに同行するスタッフの職種は、理学療法士、作業療法士、看護師、介護員、薬剤師、
管理栄養士とし、スタッフには活動中、患者とコミュニケーションをとるよう依頼した。評価は①健康関連 QOL
評価表、②心理的ストレス反応尺度、③Vitality Index、④スタッフへのアンケートを実施。また、活動中の言
動や表情も記録した。

【結果】
①5 名中 4 名に改善が見られ、項目別では〈陰性感情・陰性行動〉〈コミュニケーション能力〉〈落ち着きのなさ〉

〈他者への愛着〉で特に変化を認めた。②5 名中 4 名は点数が下がり、ストレスが軽減した。③5 名中 2 名の点数
が向上し、2 名とも〈意思疎通〉の項目で改善した。④14 名全員から「今回の活動が良かった」との回答が得ら
れた。活動中の様子として、実施前「こんなこと自分で出来ない」などの悲観的な発言が聞かれたが、実施後は

「花が咲くの楽しみ」「次は野菜育てたい」などの意欲的な発言が見られた。
【考察】
長期入院患者に対して多職種介入による園芸療法を実施した結果、他者への関心や活動への意欲が高まったこ
とにより、園芸療法の効果の一つであるストレス軽減の効果をさらにもたらすことができた。普段関わりの少な
いスタッフが（業務以外で）水やり活動に同行し、一定の時間を共に過ごせたことで、スタッフと患者が気軽に
会話できるようになり、入院生活での悩みや相談などもしやすい関係性が構築されたと考える。この新たな関係
性の構築が、従来の園芸療法の効果では見られなかった孤独感や不安感の減少に作用し、ストレス軽減に繋がっ
たのではないかと推測する。さらに、花を咲かせるという共通目標が患者とスタッフの一体感を高め、患者の水
やりに対する責任感や活動への意欲をより一層向上させることができたと考える。また、スタッフにとってもこ
の関係性構築が普段の業務に役立てられ、服薬管理や嗜好に合わせた食事の考案、患者指導などに有益であった
と推測する。
今回、長期入院患者に対し多職種で介入した園芸活動が心理面へ一定の効果を及ぼすことが示唆された。今後
は、対象者や関わる職種の増加、育てた花の活用（押し花やキーホルダー作成）や野菜の栽培など幅広い展開を
進めていき、園芸療法を通じてスタッフと患者がより深く関わる場の提供を増やしていきたい。

【結語】
今回、多職種介入による園芸活動の心理的効果を確認することができた。園芸活動は簡易的に行うことができ、
且つ日常生活の一部に導入しやすいものであるため、今後も多職種で取り組み、患者のストレス軽減、意欲向上
など心理面の活性化に繋げていきたい。
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社会交流の減少から身体機能の低下を呈した症例にフレイルの視点から作業機会の再獲得を図っ
た一例

東京都・名理会 東京大和病院

もり つばさ

○森 翼（作業療法士）

【はじめに】今回、外出を伴う社会交流の減少によって身体機能の低下を呈した症例を担当する機会を得た．フ
レイルの視点から多面的にアセスメントすることで作業機会の再獲得を果たしたため報告する．本発表につい
ては本人，家族より書面にて同意を得ている．

【症例紹介】症例 A 氏．80 歳代女性．疾患名は敗血症性ショック．病前は独居で生活していた．趣味は友人と喋
ることで友人が A 氏の家に来ることが多かった．過去にはデイサービスを利用していたが「運動ばかりで楽し
くなかった」という理由で止めている．その他に地域の体操教室に参加していたが，活動の中で他の参加者と不
和が生じ参加する頻度が減少していた．外出の頻度はスーパーへ週に 1 回行っていた．X 年 Y 月 Z 日，夜間帯
にトイレに行った際に脱力し転倒．娘に連絡し当院へ緊急搬送される．Z+1 日にリハビリ開始．

【作業療法評価】〈身体機能〉身長：150cm 体重：53,6kg BMI：23,6 握力（右/左）：10,9kg/11,9kg MMT：（右/
左）上肢 3/3，下肢 4/2〈認知機能〉MMSE：25 点．TMT-A：262 秒〈生活行為〉FIM：88/126（運動 56 点
認知 32 点）．ADL は食事を除き軽介助～最小介助レベルが多く全身の虚弱を認めた．日本版フレイル基準では，
筋力低下，歩行速度，身体活動の 3 項目に該当し「フレイル」の判定で，「体力の低下」や「歩行安定性の低下」
を自覚していた．面接では，「セルフケアの自立」と「友人との交流」への hope が聴取された．

【介入方針】面接で挙がった「セルフケアの自立」を目標として生活動作練習中心のプログラムを立案した．加
えて退院後の趣味活動支援と身体活動量確保のため作業機会の再獲得へアプローチを行うこととした．【介入経
過】屋内での歩行安定性を獲得後，退院後の買い物を想定し屋外歩行中心のプログラムに切り替えた．介入中に
他患者と場を共有した際には積極的に話しかけ交流を図っていた．地域の活動への再参加の希望を聴取した際
は拒否的な発言が聴かれた．一方で「お話はしたい」というニーズはあり，デイサービスの中では他の利用者と
の交流が多い事業所もあることを提案すると肯定的な反応が見られた．

【結果】〈身体機能〉体重：51,2kg BMI：22,7 握力（右/左）：11,7kg/12,1kg MMT：（右/左）上肢 4/4，下肢 4/
4〈認知機能〉MMSE：25 点．TMT-A：147 秒〈生活行為〉FIM：109/126（運動 75 点 認知 34 点）．日本版
フレイル基準で歩行速度のみ該当し「プレフレイル」の判定で改善を認めた．屋内動作は概ね自立し屋外歩行も
300m 程度の歩行が可能となった．また屋外歩行の安定性向上に伴い「今度は公園まで散歩しておしゃべりした
い」と今後の展望が聴かれた．退院後のデイサービス利用についても前向きに考えておりソーシャルワーカーに
もデイサービス利用の提案を共有している．

【考察】身体機能の改善だけでなく，ニーズに基づいて作業機会の再獲得へアプローチをすることで趣味活動支
援と身体活動量の確保に繋げられたのではないか．また「今度は公園まで散歩しておしゃべりしたい」と展望を
語るようになった．屋外歩行を経て外出への成功体験が出来たことで自己効力感が向上し，退院後の具体的な目
標を持つことが出来たのではないか．これは退院後の QOL の増進と外出頻度の増加によりフレイルの予防に
もなり得ると考える．身体的な要素だけでなく社会的要素に対してもアプローチをすることでレジリエンスを
高め QOL の向上を援助出来たと考える．
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人工呼吸器を装着した状態で発声が可能になりQOLの向上に繋がった 1例

神奈川県・相和病院

ほうじょう ももか

○北條 萌々花（言語聴覚士）

【はじめに】人工呼吸器を装着している患者は，気管切開後の構造上音声言語でのコミュニケーションが困難である．今回人工
呼吸器の離脱が困難と判断されたが音声言語でのコミュニケーションを強く希望している患者に対し，人工呼吸器を装着した
状態で発声可能な特注内筒を使用し，患者の希望である面会時の音声言語でのコミュニケーションが可能になり QOL の向上
に繋がった為，以下に報告する．

【症例】2 型呼吸不全と CO2ナルコーシスによる意識障害により人工呼吸器管理となった 40 代女性．また慢性腎不全により廃
用症候群を呈している．リハビリテーション開始時は意識清明で認知機能良好．
人工呼吸器離脱に向け自発呼吸トライアルを実施したが呼吸状態不安定であり人工呼吸器の離脱は困難であると判断された．

【方法】今回特注内筒を作成するため泉工医科工業に御協力頂いた．頭頸部 CT 画像の確認を行い，外筒左側上部を気管壁が僅
かに塞いでいる様に見えること，カニューレが気管上部まで上がっていることが懸念点として挙げられた．懸念点を考慮し
MST ソフィット内カニューレ D-6CFS，ID6.0mm，OD9.7mm，φ5mm，正中側孔を使用し発声を行った．
実施条件として介入は非透析日の 2～3/週，初回のみ医師・臨床工学技士立ち会いの下実施した．なお人工呼吸器の設定は P-
SIMV モードでリークさせて発声するため吸気圧は 15cmH2O から 20cmH2O に変更している．発声方法は空気が送られるタイ
ミングに合わせて患者自身が発声する．

【結果】特注内筒初回装着時は 1 モーラの発声が時折可能であった．呼吸苦やバイタルサインの変動は認めなかったがリークに
よる不快感から 15 分の装着となった．3 回目の介入で 1 モーラ発声は安定し，23 回目の介入で 4～5 モーラの単語が比較的安
定して発声可能であり，6～7 モーラの発声が可能な日もみられるようになった．約 30 分で疲労感がみられるため休憩を挟みな
がら実施した．
2 ヵ月間，2～3/週介入し発声練習を継続した結果，リークによる不快感は消失し約 1 時間に装着時間延長，4～5 モーラの単語
が比較的安定し時折 6～7 モーラの単語の発声まで可能になった．
装着時間が延長し，安定した単語の発声が可能になったことからご家族との面会時に使用できればという内筒作成時の目標は
達成できるレベルになった．また元々リハビリ意欲は高い患者であったが，発声が安定してきたことから発声面に関するリハ
ビリ意欲は更に向上し，リハビリ中に訪室したスタッフと会話を楽しむ場面も見られるようになった．

【考察】今回目標達成に至った主な要因として 2 点考えられる．1 点目は理解能力良好なことから，人工呼吸器を接続した状態
での発声の仕組みや発声のタイミングを掴むことが可能であった．その為単語～短文レベルの発声が可能になったのではない
かと考える．2 点目は若年であったことに加えて PT 介入を積極的に実施したことで運動機能の向上がみられた．その結果特注
内筒装着時間の延長に繋がったと考える．

【まとめ】人工呼吸器を装着した状態で発声する方法は文献が少なく全国的にも症例数が少ない為、試行錯誤を重ねながら実施
した．人工呼吸器装着の患者は常日頃の病棟生活において他者とのコミュニケーションに不満感を抱えていることが多いと感
じる．「話したい」というニーズに対して，今回人工呼吸器の離脱をせずに発声が可能になったことで，以前に比べ自らコミュ
ニケーションをとる機会が増えた．人工呼吸器の離脱が困難であっても完全に発声困難であるという評価をせず，数分の発声
となっても発声可能な方法を試行することは患者の QOL 向上に繋がる．
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軟口蓋挙上装置・舌接触補助床併用装置を使用し社会参加を実現した構音障害の 1例

千葉県・新八千代病院

いしばし ひさき

○石橋 尚基（言語聴覚士）

【目的】
慢性期の構音障害に対し、軟口蓋挙上装置 Palatal Lift Prosthesis（以下 PLP）と舌接触補助床 Palatal Augmen-
tation Prosthesis（以下 PAP）を併用した補綴装置を使用し、発声機能の改善をきっかけに社会参加を実現した
事例を経験したので、その経過及びその要因について考察する。

【症例】
80 歳代男性。呂律不良および水分誤嚥を主訴に近医を受診し、頭部 MRI 検査にて右放線冠の脳 塞と診断され
た。診断から 427 病日より当院に紹介され通院にて構音・嚥下訓練を開始した。初診時の神経学的所見は、中枢
性舌下神経麻痺、軟口蓋挙上不全を認めた。発話明瞭度は 3（聞き手が話題を知っていれば理解可能）であった。
502 病日に PAP を作製し、嚥下時の食塊移送が改善したが、構音障害に大きな変化は認められなかった。609
病日に軟口蓋挙上不全の改善を目的に PLP・PLP 併用装置を作製した。

【結果】618 病日に PLP・PAP 併用装置の装着時・非装着時の比較検査を実施した。発声持続時間は非装着時 5
秒、装着時 15 秒と有意に延長がみられた。語音明瞭度検査では、鼻音化の誤り率が非装着時 45％ から装着時
11％ へと減少した。破裂音/k/の聴取率は非装着時 0％ から装着時 37.5％ に向上した。日常会話の発話明瞭度は
大きな改善は認められなかった。装着時は声量増加、声の高低を出しわけることが可能となり、訓練に歌唱活動
を取り入れた。カラオケに参加し、703 病日には病前に行っていた地域のバレーボールチームのコーチ業に復帰
した。

【考察】
PLP・PAP 併用装置は呼気の鼻漏出および開鼻声の改善に有効であった。発話明瞭度の改善は限定的であった
が、発声持続時間の延長、声量増加、声の高低調整機能の改善により歌唱が可能となり、自信の向上が社会参加
の促進につながったと考えられる。補綴装置作製においては、単に発話明瞭度の改善のみならず、発声機能にも
配慮する必要があると考えられた。
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認知機能低下を合併したウェルニッケ失語の 1例～仮名文字チップとペーシングボードを使用し
た訓練経過～

1 和歌山県・中谷病院リハビリテーション科、2 中谷病院内科

たなか たくと

○田中 琢人（言語聴覚士）1、青木 健太1、末本 浩基2

【症例】80 歳代、右利き女性。中学校卒。呂律が回っていないところを家族が発見し A 病院に救急搬送。脳 塞
の診断で入院。第 2 病日保存的加療の方針となりリハビリテーション開始。第 25 病日総合的リハビリテーショ
ン目的で当院に転院となった。既往歴は左慢性硬膜下血腫（X－3 年）、脳 塞（X－4 年）、アルツハイマー型認
知症。【神経・神経心理学的所見】意識清明、軽度右片麻痺、右中枢性顔面神経麻痺を認めたが明らかな構音障
害はなかった。失語症、注意障害、記憶障害を呈していた。【画像所見】発症日の頭部 MRI 画像より、左頭頂皮
質・皮質下から側頭葉皮質にかけて高信号域、右視床、小脳半球に低信号域を認めた。【ST 介入時言語所見】基
本的礼節は保たれ、自発話は認めず呼びかけに対し「はいよー」と返答。口頭でのコミュニケーションは、理解
は単語レベルから困難であった。表出にて新造語を認めた。【訓練経過】会話訓練、ポインティング課題、音読、
復唱、呼称を中心に実施。ST 介入当初、訓練中の会話では発話量少なく、頷きや指示に対し「ねー」「はいよ、
うんうん」等の発話が中心で、時折「やっぱにだ、いててからだ」といった新造語を認めた。仮名・線画 1/2
ポインティングでは指さしはみられるものの、問われている内容が理解できず一定のカードを指さす行動がみ
られた。経過とともに線画でのみ正答頻度が増加、一方で仮名の選択は困難であった。仮名音読では、みかんを

「みちけろ」といった新造語や漢字音読では海老を「かいろう」と類音性錯読を認め、仮名一文字の音読は無反
応が中心であった。第 80 病日頃より発話量は増加したが、ジャルゴン様発話となり、錯語や保続が頻発した。
第 91 病日以降には訓練メニューに音韻配列課題を追加した。線画を提示後、仮名文字チップを使用し、2～3
モーラの並び替えを行った。誤反応が多かったが、第 93 病日にペーシングボードのくぼみを利用し並び替えを
促すと正答率があがったため、以降ペーシングボードを使用。音韻配列後、モーラ数を意識させ斉唱・音読を継
続した。経過とともに目標語と同じモーラ数の表出が可能となり正答が増加。会話場面では、新造語が減少し有
意味語は増加したが、意味性錯語や保続は出現した。【標準失語症検査（SLTA：第 56 病日→第 121 病日）】文
レベルの復唱・音読、語列挙は困難。呼称：（0→2/20）、単語の復唱：（0→6/10）、音読：漢字（2→4/10）仮名
1 文字（0→6/10）仮名単語（2→6/10）で向上を認めた。一方で、聴覚・文字理解：単語（4→8/10）短文（0
→4/10）仮名（0→4/10）漢字単語（0→3/10）仮名単語（3→7/10）で、理解面も向上した。【考察】本例は脳
塞発症前より認知機能低下を認め、発症後新造語の出現やジャルゴンを認めた。訓練経過とともに新造語が減少
し、自由会話場面では錯語や保続が中心となった。ジャルゴンの 3 段階経過仮説（Alajouanine、1964）から本
例は新造語ジャルゴンから意味性ジャルゴンの移行期まで改善したと考える。本例は入院当初、仮名一文字の音
読や仮名選択が困難であった。一方で単語弁別や単語選択を正答することが少なからずみられた。これは無意味
な表音文字であった場合は理解困難であり、音韻処理過程に障害があるといえる。しかし、有意味語であれば、
音韻処理過程を経ずに、表意的な形態素として捉えることができ、認識が可能であったと考える。音韻配列課題
では仮名文字チップを並び替える際にペーシングボードを取り入れ、よりわかりやすい視覚提示を行ったこと
より、音韻配列がスムーズに行われ、音韻強化に繋がったと考える。本例の言語機能向上について、文献的考察
を加え報告する。
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左視床出血による記憶障害に対して外的補助手段であるメモリーノートを使用した症例

神奈川県・平成横浜病院

うめだ ななか

○梅田 菜々香（言語聴覚士）

【背景】
左視床出血により記憶障害を呈した患者様に対し、日常生活におけるスケジュールの把握を目的にメモリー
ノートの習慣化を目指した症例をここに報告する。

【目的】
85 歳女性。X 年 Y 月 Z 日に右不全片麻痺が出現した。近医を受診し左視床出血と診断された。軽度の記銘力低
下を認めた為、リハビリテーション目的で Z+11 日当院に入院となった。病前入居していた自立型生活様式の老
人ホームでは、食事や入浴の時間に決められた場所へ移動する必要があった。そのため、病棟生活の一日のスケ
ジュールを記銘することを短期目標、メモリーノートが習慣化して老人ホームのスケジュール通りに生活でき
るようになることを長期目標とした。

【評価】
初回評価は、MMSE（Mini-Mental State Examination、以下 MMSE）：26 点、HDS-R（改訂長谷川式簡易知能
評価スケール、以下 HDS-R）：28 点、TMT-J（Trail Making Test 日本語版、以下 TMT-J）partA：134 秒、TMT-
J partB：評価中止、RCPM（Raven’s Coloured Progressive Matrices）：27 点 9 分 24 秒、RBMT（The Rivermead
Behavioural Memory Test、以下 RBMT）：標準プロフィール点 15 点 スクリーニング点 7 点。
最終評価は、MMSE：25 点、HDS-R：22 点、TMT-J partA：128 秒、TMT-J partB：120 秒、RBMT：標準プ
ロフィール点 16 点 スクリーニング点 7 点。

【考察】
本症例は左視床出血により記憶障害を呈した症例である。メモリーノートを活用して一日のスケジュールを把
握することが可能になり、病前入居していた老人ホームへ退院となった。
記憶障害を含む高次脳機能障害が重度ではなく、情動が安定し代償手段の提案に対する受容性がある場合には、
メモリーノートの活用で記憶障害に起因する病棟生活上の問題に対応できる。そのため、回復期という早期から
代償手段の訓練を導入することが有効であると大石らは報告している。
本症例は入院時の高次脳機能と動作性知能に明らかな低下が見られず、注意機能向上がみられたこと、さらにメ
モを取ることに意欲的であったことから、メモリーノートの習慣化が可能であったと考えた。
また、メモリーノートを使用することで、メモを取る行為はエピソード記憶として、ノートに記入した文字は視
覚性の記憶として保持される。そのため、記憶の定着が促されるのではないかと考えた。
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発動性低下のある中で伝えた「食べたい」に応えるために行った先行期・準備期への介入の工夫

沖縄県・大浜第二病院

あかみね ようこ

○赤嶺 洋子（言語聴覚士）、大江 圭子

【はじめに】
遷延性意識障害のため、長期療養目的で当院入院となったが意識障害の改善に伴い、リハビリ開始となった症例を経験した。矢守（2001）は摂食・嚥
下過程の先行期、準備期は高次脳機能に大きく影響されるとしている。重度高次脳機能障害により訓練導入に難渋したが、先行期、準備期を意識した
介入の工夫を行い嚥下訓練、コミュニケーション訓練等の訓練導入が可能となり機能的改善が得られた。これまでの経過に考察を加え報告する。

【症例】60 歳代女性、交通外傷で受傷。外傷性くも膜下出血、脳挫傷、左前頭葉脳出血、びまん性軸索損傷と診断、A 病院にて保存的治療、気管切開
術施行。遷延性意識障害、経管栄養、気管切開の状態で 42 病日に長期療養目的で当院へ転院。意識障害改善認め 77 病日にリハビリテーション開始。
左片麻痺、右上下肢不全麻痺、高次脳機能障害、嚥下障害、発声障害を呈す。

【経過】
［経過 1：初回介入～1 ヶ月］E3VTM4、覚醒状態に変動あり、複管カフ付きカニューレ使用。痰量多く頻回な吸引が必要であった。FIM20/126（運動
13/認知 7）、オープンクエスチョンへの反応は困難、クローズドクエスチョンに対しても反応緩慢。HDS-R：5、RCPM12/36（所要時間 29 分）、外的
刺激からは一定の反応あるが自発的な反応は乏しく感情も平板化。RSST：0 回、MASA：68、FOIS-Lv1、FILS-Lv2。

［経過 2：介入から 6 ヶ月］E4V3M5、FIM 31/126（運動 15/認知 16）、HDS-R：8、日付見当識含む記憶低下は顕著。表情変化、口形、右手でのジェ
スチャーでのやり取りが増加。身近な事柄へのオープンクエスチョンに対し返答が得られるようになった。複管カフ付きカニューレ、一方弁使用しわ
ずかな無声音～一部有声音が聴取。RSST：1 回、MASA：136、FOIS-Lv2、FILS-Lv3A。楽しみレベルのおやつの摂取が可能。

［経過 3：介入から 12 ヶ月］E4V4M6、FIM 31/126（運動 15/認知 16）、HDS-R：12、RCPM16/36（所要時間 19 分）。複管カフ付きカニューレ、一方
弁使用し音声でのやりとりが一部可能。RSST：1 回、MASA：146、FOIS-Lv3、FILS-Lv4A、経管栄養主体での栄養管理だが、リラクライニング車椅
子離床で嚥下食摂取が開始され離床機会も増加した。

【介入方法】
方法は、①訓練実施場所の環境や姿勢の調整。②受動的な内容でできる訓練内容の選択。③物品や食品の活用。④不快刺激を少なくし、快刺激を得ら
れるような関わりを行う。介入当初、目的とする口腔運動は、口頭指示のみでは実施困難であった為、具体的な物品等を用いて動作を提示した。その
後、提示した内容と同様の動きを促した。また、運動の提示で目的の動作が困難な場合には、物品や食品等で視覚、味覚、温冷覚、触覚等の感覚刺激
を利用し、それらの刺激を情動に働きかけながら知覚探索を促し課題の誘導を行った。

【結果・考察】
症例は、気管カニューレを有した状態で、それ自体が嚥下機能に対して悪影響を及ぼしている。加えて重度高次脳機能障害の影響も認める中でリハビ
リ開始となった。開始時点で重度嚥下障害の状況から、現時点では代替栄養を併用しながら一部経口摂取が可能となった。残存する嚥下機能の維持や
摂食・嚥下過程の各々の段階の機能改善の為には先行期、準備期が大きく影響する。介入方法を工夫し、症例の情動に配慮したアプローチを行いなが
ら、目的の動作を誘導したことで必要な口腔運動の要素を引き出すことができ機能向上に繋がった。変化していく高次脳機能の状態に対して、その状
況に合わせた関わり方や介入の工夫で今後も QOL の向上が得られると考える。

【説明と同意】
本研究の趣旨を十分に説明し、口頭にて同意を得た。当院倫理委員会の承認を得て実施した（承認番号：25-13）。
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精神科病院にて言語聴覚療法室新規開設後 3年間のデータからみる在院日数の短期化と言語聴覚
士の必要性

福岡県・上野病院 言語聴覚室

みみた のぶひろ

○耳田 伸寛（言語聴覚士）

【目的】2022 年 1 月に精神科病院において言語聴覚療法室を新規開設し早 3 年が経過した．精神科病院での言語
聴覚士の在籍は全国的にみても未だ少ない．当院では嚥下造影検査に加え嚥下内視鏡検査の体制も整え，精神疾
患の治療に使用される向精神病薬の副作用による薬剤性嚥下障害へのアプローチの他，在院日数の長期化に影
響していると指摘される誤嚥性肺炎など内科疾患へのアプローチも積極的に行っている．今後も摂食嚥下機能
評価訓練を中心とした言語聴覚士の介入は精神科病院における在院日数の短期化に寄与するものと考え，新規
開設を通して得た 2022 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までの 3 年間のデータをもとに精神科病院における
言語聴覚士の必要性について考察する．

【背景】当院は福岡県田川郡福智町にある精神一般 194 床の精神科病院である．2022 年 1 月より摂食嚥下機能評
価訓練を主とした言語聴覚療法室を開設し，2 月より摂食機能療法を開始．同年 4 月に嚥下造影検査，翌 2023
年 9 月に嚥下内視鏡検査の体制を構築した．

【結果】2022 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までの 3 年間の新規入院患者総数 651 名中，摂食嚥下機能評価訓
練での言語聴覚士介入患者総数は計 320 名（49.2％）であった．介入患者の内訳は男性 156 名，女性 164 名，平
均年齢は 83.2 歳であった．主病名の内訳はアルツハイマー型認知症 222 名，老年期認知症 22 名，器質性精神病
19 名，統合失調症 18 名，知的障害 15 名，脳血管性認知症 13 名，アルコール精神病 5 名，パーキンソン病 3
名，レビー小体型認知症 3 名であった．また介入患者のうち脳血管疾患の既往があった者は 257 名，誤嚥性肺炎
の既往があった者は 78 名であり，介入患者総数の 94％ 以上が 70 歳以上との結果であった．各年度の言語聴覚
士介入患者数の動向については 2022 年度が 92 名，2023 年度が 107 名，2024 年度が 121 名と増加しており，言
語聴覚士による摂食嚥下機能評価訓練の必要性が年々高くなっていることを示唆する結果となった．また各年
度の言語聴覚士介入患者の施設等退院割合の推移については 2022 年度が 6％，2023 年度が 11％，2024 年度が
16％ と施設等への退院割合が増加しており，言語聴覚士の介入が在院日数の短期化に寄与するという結果を得
た．

【考察】精神科病院における在院日数の長期化の要因として，退院しやすい地域社会の構築が不十分であるとの
ことが指摘されている．一方で、精神疾患に関わらず誤嚥性肺炎など内科疾患の合併により在院日数が長期化し
ていることも示唆されている．精神科病院において言語聴覚室新規開設後 3 年を経て得たデータからは言語聴
覚士が介入することによって施設等への退院が増加することが示され，また言語聴覚士の介入を必要とする患
者も年々増加していることが明らかとなった．精神科病院において言語聴覚士が摂食嚥下障害に対して嚥下造
影検査等の客観的評価法を基礎として介入することは，在院日数の短期化に寄与するものといえる．精神科病院
における入院患者が高齢化している現状において，精神科病院における言語聴覚士の必要性は非常に高いもの
と考える．
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COVID-19 感染拡大による病棟閉鎖の音楽療法対象患者への影響

千葉県・初富保健病院

まとば たかもり

○的場 孝盛（医師）、戸田 かおり、藤野 園子、若井 明日香

【目的】COVID-19 院内感染拡大時の音楽療法中断後の患者への影響を調査し，今後のリハビリテーション療法
の一助とすること．

【方法】2022 年 8 月 COVID-19 院内感染拡大時の病棟閉鎖期間中に音楽療法中断を経験した症例を対象に閉鎖
前後の働きかけへの反応変化，患者属性を後方視的に調査した．閉鎖期間の前後比較で療法中の働きかけへの患
者の反応を 0～5 点で点数化（0 点：閉眼したまま反応なし，1 点：開眼のみ．注視なし，2 点：開眼、注視あり，
3 点：頷きやあいさつなどの発語あり，4 点：不穏な言動の改善や歌の口ずさみあり，5 点：しっかりと歌唱，
拍子とり，人生の回想あり）し，全体，COVID-19 感染の有無，集団療法参加の有無に関して反応性低下を認め
たか、t 検定を実施した．

【結果】対象は 84 名（男性 31 名，女性 53 名），平均年齢は全体で 81.5±1.3 歳（男性 75.9±2.2 歳，女性 84.8
±1.3 歳）で，集団療法対象者は 33 人（39.3％），COVID-19 感染者数は 25 人（29.8％）であった．中断期間は
平均で 44.1 日であった．病棟閉鎖前後でスコアは全体平均で統計学的に有意に低下（P＜0.01），COVID-19 感染
の有無，集団療法参加の有無に関わらず，スコアは有意に低下した．

【結語】音楽療法中断は患者の心理面に負の影響を与え，活気の低下をもたらすことが示唆された．
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その人らしく豊かな生活を送るために～医療療養病棟における離床時間と意欲の関連性～

北海道・愛全病院

かえりやま れい

○帰山 玲（理学療法士）、荒井 裕章、八木沢 利紗

【背景】
当院は、回復期病棟、一般病棟、医療療養病棟を有しており、入院患者の平均年齢は 84.1 歳と高齢で、認知症
を呈している患者が多い。その中で、医療療養病棟は、病棟特性として医療度が高く、ベッド上での生活を余儀
なくされている患者も少なくない。
今年度、リハビリテーション部では「その人らしい 24 時間をアシストします」という目標のもと、患者の 24
時間の生活を知り豊かな生活を送ることができるよう生活リハビリを推進している。一方、病院での生活は受け
身的な生活になりやすく、結果として患者の臥床時間が長くなり、生活の質も低下するという悪循環に陥ってし
まうこともある。今回、離床を促進することで患者の意欲と共に、主体的の高いメリハリのある 24 時間を支援
し生活の質向上に繋げられないかと考えた。

【目的】
医療療養病棟における患者の離床時間と意欲の関連性を明らかにすることで、離床の重要性を再認識するとと
もに、患者の意欲向上につなげることで患者が自ら選択し望む生活の実現に向け、リハビリテーションやケアの
質向上を図ることとした。

【方法】
2025 年 4 月～6 月に当院医療療養病棟に入院されている患者に対し、多職種で日課表を作成し離床時間を算出。
意欲の評価には、臨床現場で広く用いられている Vitality index（以下 VI とする）を用いて数値化した。離床の
定義は先行研究より「ベッドや布団から離れて臥位以外の姿勢（座位または立位）を保持している状態」とした。
得られたデータ間の相関関係をピアソンの相関係数で分析を行った。

【結果】
離床時間と VI の間に中等度の正の相関が認められた。

【考察・結論】
本研究の結果より、医療療養病棟において患者の離床時間と意欲には一定の関連性があることが示唆された。離
床時間の増加は、身体機能の維持・改善のみならず患者自身の意欲向上に寄与する可能性がある。
今回の結果を受け、ベッドから離れて生活することの重要性を再認識することができた。今後は、特に離床時間
が少ない患者に対して、患者や家族のニーズを把握し、その実現に向けリハビリで離床にさらにアプローチして
いく。また、離床時間の変化と意欲向上との関連性について経時的に追い検討していく。
離床時間が増加することで意欲が向上し、活動への参加や生活の実現が今後の目標である。今後も、その人らし
さを大切に患者や家族とともに多職種協業し豊かな生活を創り上げていきたい。
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療養病棟入院患者の不安に関する実態調査

福島県・いわき湯本病院

おきさわ たけし

○沖澤 武志（理学療法士）、大河原 芽依、阿部 一樹、小原 渉、阿部 尚弥、柴山 大知、
渡邉 ももか

【目的】
入院患者は、病気の事や今後の生活に対し多くの不安を抱えることが多く、精神面の不安が治療意欲や身体面に
も影響を及ぼす事が臨床では多々ある。当院療養病棟では入院が長期化する場合があるため、意欲低下等に対す
る評価をいろいろと試みているが、入院特有の不安要素を把握することが難しかった。今回、入院に特化した不
安要素をとらえるためにアンケートを実施してみた。本研究では、入院患者が感じる不安を多面的に把握し可視
化を行い、入院に伴う不安要素を明らかにすることを目的とした。
【方法】
当院療養病棟に 3 ヶ月以上入院中の患者で、認知症やその疑いがあるもののコミュニケーションが可能で自身
の精神面を表現できる方、本研究の趣旨に同意を得た方 46 名を対象とした。6 領域 18 項目からなるアンケート

（5 段階評価（5：非常に強く感じる、4：かなり感じる、3：少し感じる、2：ほとんど感じない、1：全く感じな
い）最大 90 点）を作成し、「入院による心境の変化」「将来への不安」「病状や治療への不安」「入院生活での孤独感」

「睡眠・食事への影響」「経済的負担」の 6 領域について聞き取り調査を行った。加えて、疾患別や退院先予定、
動作能力（5 項目：端坐位・車椅子離床・歩行練習・食事・トイレ（5 段階評価 5：自立・見守り、4：軽介助、
3：中等度介助、2：重度介助、1：不可）最大 25 点）での相関関係を調査してみた。
【結果】
合計スコアは 20 点～86 点（平均約 50 点）と幅が大きく、個人差が顕著だった。全体的には「将来への不安」

「治療や病状に対する不安」「入院生活での孤独感」の項目で特に不安が高かった。疾患別では、廃用症候群や慢
性的な疾患保持者、ターミナル期における不安が高くまた、退院先未定の患者と現在の動作能力が低い患者で総
じて不安が高い傾向にあった。一方、施設退院や自宅復帰が見込まれている患者は精神的不安が比較的低かっ
た。
【考察】
今回、アンケート調査により入院患者が抱える不安要素をある程度抽出することができた。また、療養継続によ
る不安への支援や退院支援にも、不安の可視化により多職種連携によるチーム医療に繋げられる可能性がある
と思われた。しかし今回は、高齢者が多い療養病棟のため、入院によって自宅で暮らすよりも安心な環境だとの
自由コメントも多数寄せられた。今後は、定期的に不安要素の変化を把握していき、患者の不安軽減と退院に向
けて、チーム医療でのより良い支援を目指していきたい。
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当デイサービス利用者に対する機能訓練満足度及び要望調査

和歌山県・平成デイサービスセンター海南

いちかわ ともや

○市川 智也（理学療法士）

【はじめに】
高齢化が進む日本社会において、デイサービスでの機能訓練は、要支援・要介護高齢者の身体機能の維持・向上
や介護予防に重要である。近年では、機能訓練の質の向上とともに、利用者の満足度やニーズを把握し、個別性
のある訓練を提供することが求められている。
しかし、現場では利用者 1 人に対する訓練の時間や内容、設備や環境など限られた条件の中で訓練を行ってい
る。また、当デイサービスにおいては、退院直後の利用者も多く見受けられる。その為、実際に提供している訓
練内容に利用者が満足しているか疑問が生じた。そこで当デイサービスの機能訓練に対する満足度や要望等を
利用者にアンケート調査を行い、現状と今後の課題について検討した。

【対象と方法】
重度認知症の方は対象から除外して、調査に同意が得られたのは 28 名（男性 5 名、女性 23 名、要支援者 6 名、
要介護者 22 名、平均 87.32±7.27 歳）。質問 1）身体的に困っていること 質問 2）機能訓練の必要性 質問 3）
機能訓練の満足度 質問 4）満足できていない理由は 質問 5）機能訓練時間は適切か 質問 6）機能訓練を継
続したいかであり選択回答法（質問 4 は自由記載）、無記名での複合式アンケートを行った。

【結果】
質問 1 は体力低下が 46％、しびれ 28％、痛み 25％ が上位回答であった。質問 2 では 82％ が「必要だと思う」と
回答、質問 3 では「とても満足している/まあ満足」が 75％。「普通」が 18％「あまり満足していない」「全く満
足していない」が 7％ で、質問 4 の不満足の理由に「リハビリ内容が同じことの繰り返し」「時間が短い」等があっ
た。質問 5 では「適切」75％「短い」21％「長い」4％ であった。質問 6 は「続けたい」が 100％ を占めた。

【考察】
現在、当デイサービスで実施している訓練は、もちろん興味・関心チェックシートなどを参考に立案したプログ
ラムを遂行しているが、実際は限られた資源（人員・単位・時間・環境等）の中で限られたメニュー（平行棒内
歩行訓練や筋力トレーニング、また物理療法）を提供することが多い。
現状でも、満足度は肯定的な意見が 93％ であった。当初、利用者は医療のリハビリのイメージが強くその内容
のリハビリを求められていると考えていたが、アンケート調査の結果では、予想に反し満足度が高かった。デイ
サービスの機能訓練は医療行為ではなく、日常生活の維持・向上を目的とした側面が強く、軽度から中程度の身
体活動を中心とした訓練内容が多い。ゆえに、医療のリハビリと同じ必要はないと分かった。また、今回満足で
きていないと返答された 7％ の利用者に対しても 3 つの対応策としては①利用者が求める水準のリハビリを提
供しているサービスへの変更もケアマネージャーと相談し、検討する②より興味・関心に沿った動機付けを声
掛けやコミュニケーションを図りながら訓練を行う③機能訓練に対する不満をそれ以外の過ごす時間の中で行
えるよう指導・助言し、満足度を高めるが考えられた。

【終わりに】
今回のアンケート結果より、利用者の高いニーズを把握し、個別性を重視した訓練を提供する重要性が示され
た。ただ、上述した通り、デイサービスでの機能訓練の限界も感じる中で、今後も利用者の声に耳を傾け、柔軟
に対応していくことが、より質の高いサービス提供につながると考える。
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慢性期病院における高度肥満患者様の QOL改善に向けた挑戦

北海道・道南ロイヤル病院

おざわ ゆうた

○小澤 裕太（理学療法士）

【はじめに】
道南ロイヤル病院（北海道せたな町、人口約 7000 人）は、過疎地域に位置する慢性期病院であり、地域に根差したリハビリテーション提
供を理念としている。慢性期病院の特色を生かし長期での QOL 向上を目的とし、その目的に向けた取り組みと成果を報告する。なお、本
症例はヘルシンキ宣言に則り本症例より同意を得ている。

【症例紹介】
40 代男性、左中大脳動脈閉塞症、発症 2 カ月で当院入院。末期腎不全により人口透析を週 3 回実施。身長 180cm、体重 144kg、BMI44.44。

【入院時評価】
BRS：右上下肢手指 I。意識レベル：JCSII 桁。FIM：25 点（運動 13 点、認知 12 点）。残存能力として非麻痺側上下肢の協力動作あり。介
助人数：体位交換（左右）4 人、オムツ交換 5 人、ストレッチャー移乗 7 人。

【目的】
高度肥満の為、人員が必要となるが過疎地域にある病院のため人員で介助負担を補うことが困難であった。また医療機器の耐荷重が障壁と
なり、既存設備で補うことが難しく、本来されるべきケアを行うことが難しい状況であった。移動手段の乏しさからベッド移動しかできな
い事や、自己体動が困難で皮膚トラブルの発生が非常に多いことが課題であった。その為、車椅子離床と入浴動作の獲得を目標とし、不自
由さがある中でも楽しみをもって生活できるように QOL の向上を図った。同時に、少人数や経験を問わない介助の一般化も求められた。

【方法】
長期療養の利点から長期での減量を目標とした。レンタル可能なリクライニング車椅子の耐荷重が 135kg 以下の為、10kg 以上の減量が必
要であった。入浴は既存設備の機械浴の耐荷重は 110kg 以下であり 30kg 以上の減量が必要な為、1 年から 2 年を要する想定で行った。ま
た本症例は人工透析を受けており、長期で段階的な減量が行われた。また人員不足の課題に対しては、福祉用具の活用を他職種に周知する
ことで介助負担の削減も図った。

【結果】
リクライニング車椅子離床の目標体重まで約半年間を要し、離床にはスライドシートの活用で 4 人での離床が可能となった。離床が可能と
なったことで、病棟スタッフと協力し週 1 回は離床して食事摂取ができ ADL へ般化された。また地域の祭りに参加できるなど活動の幅が
広がり表出の増加や楽しみを持った生活を提供する事が出来た。入浴は入院から約 2 年後に実施可能であった。機械浴入浴の耐荷重の範囲
内まで減量されスタッフ 5 名で行うことはできたが、頻回の入浴はマンパワーや他患者との兼ね合いで実施回数は不定期となっている。

【考察】
車椅子離床や機械浴入浴を可能にすることが出来た理由として、医療機器の耐荷重に対応できるまで減量がされたことや人員不足を補う
ための福祉用具の般化が考えられる。また、経験したことがない症例に対し、スタッフ間で不安はあったが、離床やリハビリ場面等を病棟
スタッフも確認することで、目標の共通認識を持つことができ、病棟スタッフも主体的に参加してくれるなど他職種の行動変化も理由と考
える。

【結論】
出来ていなかったことが出来るようになるという達成感を感じてもらうことで諦めることなくモチベーションの維持に繋がった。これに
より長期的なリハビリで、活動や参加の幅を増加させることができた。自立可能な場面も増加しているが、依然として、離床頻度や ADL
動作での課題は多い。今後はスタッフ間で介助手技の差を均一にし、誰もが本症例に関われるように取り組んでいく。人員不足を理由にで
きないと諦めるのではなく、福祉用具等の代替手段を活用することで構造的な問題を突破することができた。
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当院慢性期病棟での心大血管リハビリテーションの取り組み～集団リハビリが精神面に与える影
響に着目して～

北海道・聖ヶ丘病院 リハビリテーションセンター

かわい ゆうき

○川合 祐貴（理学療法士）、川野 ありさ、中原 義人

【目的】
疾患別リハビリテーションのうち、 心大血管リハビリテーション（以下：心リハ）のみ集団でのリハビリ算定が可能となっており、
当院では心リハ対象者に対して個別リハビリと集団リハビリを患者の病状や身体機能、今後の方向性に応じて設定し実施してい
る。
心リハにおいて、中高年の心疾患患者に対してはレジスタンストレーニングなどを集団で実施するのが一般的である。しかし高齢
の心疾患患者においては、症状や身体機能に個人差が大きく、複数の慢性疾患に罹患しているなどの理由から集団リハビリが困難
なことが少なくない。
当院での集団リハビリは高齢心疾患患者でも実施可能な、座位や車椅子上でのストレッチや軽体操、筋力トレーニングを実施して
いる。今回、慢性期病棟での集団リハビリの効果について精神面に着目して検討した。

【対象】
令和 6 年 7 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日に、当院に入院した心リハ対象者のうち、集団リハビリと個別リハビリの両方を実施した
患者 10 名（男性 5 名、女性 5 名、平均年齢 88.6 歳）を対象とした。

【方法】
対象者に対してアンケートを実施した。アンケートの内容は①「どちらのリハビリが楽しいか」②「どちらのリハビリがやる気が
出るか」③「どちらのリハビリが効果的だと思うか」④「今後どちらのリハビリをやりたいか」、の 4 項目に対して（集団、個別、
どちらともいえない）の 3 択で回答を得た。

【結果】
アンケートの結果として、①「どちらのリハビリが楽しいか」では（集団 7 人、個別 0 人、どちらともいえない 3 人）70％ の人が
集団リハビリの方が楽しいと回答され、②「どちらのリハビリがやる気が出るか」では（集団 8 人、個別 0 人、どちらともいえな
い 2 人）80％ の人が集団リハビリの方がやる気が出ると回答された。③「どちらのリハビリが効果的だと思うか」では（集団 5
人、個別 3 人、どちらともいえない 2 人）、④「今後どちらのリハビリをやりたいか」では（集団 5 人、個別 2 人、どちらともいえ
ない 3 人）の回答が得られた。

【考察】
集団リハビリは不安を軽減する心理的効果や、運動に対する自己効力感を向上させる効果を有することが報告されている。また社
会的孤独感の解消、運動意欲の向上が期待でき、心理的満足度が高いことから定期的な運動習慣の獲得に繋がることが期待される。
アンケートの結果からも心理的側面において集団リハビリが高齢心疾患患者に良好な影響を与えていることが示され、特に「楽し
い」や「やる気が出る」といった主観的な感覚においては個別リハビリよりも集団リハビリが高く評価されている。また慢性期病
棟という活動量が落ち込みやすい環境において集団でのリハビリが「日常の中のイベント」や「人と関わるきっかけ」など入院生
活における患者同士の交流の場や楽しみの場となっており、意欲や自発性の向上に繋がると考えられる。さらに同じ疾患や境遇を
持つ仲間との関わりが共感や安心感を生み、心理的サポートとして機能していると推察される。
一方で集団リハビリでは運動が物足りないという意見もあり、集団リハビリで不足している部分を個別リハビリや自主トレーニン
グ、病棟生活の中で補うなど、集団・個別の特性を活かした最適な介入方法や頻度についても検討していく必要があると考える。

【結論】
慢性期病棟での集団リハビリは、入院生活における楽しみの場となっており、心理的満足度が高いことが示唆された。
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療養病棟入院患者における位相角を用いた群分けと体組成変化の臨床的意義に関する研究

1 静岡県・湖山リハビリテーション病院 リハビリテーション科、2 湖山リハビリテーション病院 脳神経内科、
3 社会福祉法人カメリア会 法人事業部

わたなべ ともゆき

○渡邉 朋之（理学療法士）1,2,3、佐藤 麗子1、河瀬 真理1、渡邊 信介1、佐藤 信一3、宗像 玲子2

【目的】
位相角（以下 Pha：Phase angle）は、筋肉量や細胞の健康状態を反映する指標として注目されている。特に低 Pha は、サルコペニア
やフレイルのリスクが高く、将来的な死亡率の上昇とも関連するとされており、加齢に伴う身体的健康の変化を捉える総合的な指標と
しての活用が期待されている。本研究では、療養病棟入院患者における Pha の変化が、リハビリ実施状況とどのように関連するかを
明らかにすることを目的とした。

【方法】
対象は当院療養病棟患者で、2022、2023 年の体組成分析データが揃っている患者。体組成分析は InBody（S10）を用い Pha、骨格筋
量指数（以下 SMI：Skeletal muscle index）を収集し、Pha 変化率は、2023 と 2022 の Pha の比を算出した。Pha の変化率を年齢、性
別、リハ単位数、合併症の発生、機能的自立度評価法の運動項目（以下、mFIM：motor Functional Independence Measure）、SMI
を説明変数に重回帰分析と、抽出された有意な因子に関して、Pha の変化率で 3 群に分類して Kruskal-Wallis 検定にて群間比較をし
た。また当院にて算出した 2022 年の日常生活自立度が向上した高齢者の Pha°のカットオフ値 3.2° を基準として 3.2° の上・下の 2 群
に分け、Pha 変化率を Mann-whitney の U 検定で群間比較した。

【結果】
対象は、改善群（Pha 変化率＋5％ 以上）17 名（男/女：7/10、83.1±10.1/78.1±11.3 歳）、維持群（-5％～+5％）19 名（7/12、71.4
±5.6/83.2±11.0 歳）、低下群（-5％ 未満）15 名（10/5、71.8±14.4/69.4±18.0 歳）。Pha 変化率平均は、改善群 23.9％、維持群 0.7％、
低下群-20.5％。重回帰分析の結果、Pha°に対する有意な影響因子として、SMI（B=0.385，p=0.001）、リハビリ単位数（B=-0.001，p
=0.007）、性別（男性）（B=-0.314，p=0.031）が挙げられたが、SMI もリハ単位数も有意な群間差はなかった。Pha3.2 以上、以下の 2
群間比較では、Pha＜3.2 群の変化率平均値は 6.81％、Pha≧3.2 群は-4.43％ であり、有意差が認められた（p=0.0134）。

【考察】
SMI が高い患者ほど Pha が改善する傾向が見られ、Pha が筋肉量を反映する可能性が示唆された。リハビリ単位数の増加に伴い Pha
変化率は減少したが、その係数は－0.001 と小さく、臨床的意義は限定的であり、Pha の維持・改善にはリハビリの“量”だけでなく

“内容”や“個別性”が重要であることが示された。また、男性は女性に比べて Pha 変化率が低く、Pha が SMI と正の相関を持つこと、
さらに男性では加齢に伴う筋量や SMI の減少が大きいという先行研究とも一致しており、男性高齢者には Pha 維持のための積極的な
介入が必要である可能性がある。さらに、初回 Pha が 3.2 未満の低位相群では有意な改善が見られたことから、リスクの高い患者でも
適切な介入により Pha の改善が可能であることが示された。一方で、初回 Pha が 3.2 以上の群では Pha が有意に低下しており、筋量
の低下リスクは依然として存在し、継続的かつ包括的な介入の必要性が示唆された。なお、本研究の限界として、栄養状態や炎症、基
礎疾患などの因子を十分に調整できていない点が挙げられる。今後はこれらの要因を考慮した多面的な介入や分析が求められる。

【結論】
Pha は SMI との関連から筋肉量の指標として有用であり、低位相群では改善が見られることから、適切な介入により Pha の改善が期
待できる。Pha の維持・改善にはリハビリの量だけでなく、内容や個別性を考慮した介入が重要である。特に男性高齢者や初回 Pha
が高値の群に対しては、継続的かつ積極的な支援が必要とされる。

【倫理的配慮】
本研究は、当院倫理委員会の承認を得て実施した。患者もしくは家族からのインフォームドコンセントを得るために書面での同意とオ
プトアウト方式を用いた。
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終末期肺炎のリハビリテーションと予後予測～臨床的評価と生存期間の解析から～

東京都・青梅三慶病院

おおわだ あつし

○大和田 敦（理学療法士）

【目的】
終末期肺炎に対するリハビリテーション（以下、リハ）では、Total Pain への対応を中心とした緩和ケアを適切な
タイミングで実施していくことが求められる。一方、医療・介護関連肺炎（以下、NHCAP）の予後予測が想像以
上に難しいため、今後の経過を見据えたリハ目標の設定や支援が行いづらい印象がある。そこで、当院にて NHCAP
を発症した患者の調査から、予後予測に関連する臨床的評価について検討した。

【対象】
R5.4.1～R7.3.30 までに当院にて NHCAP を発症した 82 例のうち、調査期間中に死亡した 60 例（男性 37 例、女性
23 例、年齢：中央値 83.5 歳、発症後生存期間（以下、生存期間）：中央値 74.0 日）

【方法】
性別・年齢・基礎疾患・診断名・肺炎既往の有無・離床の有無・発症前 I-EALD（誤嚥性肺炎リスク評価）・経口
摂取の有無・A-DROP スコア（以下、A-DROP）・生存期間について情報収集を行なった。統計解析は、生存期間を
従属変数、その他項目を独立変数として、重回帰分析（ステップワイズ法）を行なった。次に、重回帰分析により
選択された項目、並びに記述統計値から臨床的意義を有すると判断した項目について、項目内で群分けを行い、差
の検定を行なった。解析には R コマンダー（4.2.1）を用い、全ての検定の有意水準は p＝0.05 とした。

【結果】
重回帰分析の結果、A-DROP（p＜0.01）と性別（p＜0.01）が有意に選択された。（ANOVA：p＜0.01）影響の度合
いは、標準偏回帰係数（b）で、A-DROP が－0.43、性別が 0.33 であった。A-DROP における解析では、軽症～中
等症群・重症群・超重症群に分け、一元配置分散分析（Kruskal wallis 検定）を行った結果、3 群間の生存期間には
有意な差があった。（p＜0.05）次に多重比較法（Steel Dwass の方法）を行なった結果、軽症～中等症と重症群・超
重症群に有意な差（p＜0.01）が認められた。性別並びに基礎疾患（脳血管疾患と廃用症候群に群分け）おける解析
では、マン・ホイットニー検定を適用し、その結果、両群の生存期間に有意な差があった。（p＜0.01）A -DROP
重症以上・男性・廃用症候群を満した場合の生存期間は、平均値 45.8 日（中央値 37.0 日、n=16）、対照的な条件で
は、平均値 234.7 日（中央値 160.5 日、n=6）であった。

【考察】
今回の研究目的は、簡便なベッドサイド評価から、NHCAP の予後予測がどの程度可能かを調査することであった。
今回最も因果関係が強かったのは A -DROP であったが、 経過の個別性から見ても正確な予後予測は困難である。
しかし、終末期肺炎のリハビリテーションを予後予測から始めることは、患者の置かれている現在地を知り、治療

（リハ）・緩和ケアのバランスの中で、大きく緩和ケアにシフトするような意思決定に役立つと考える。吉松らの報
告では、臨床現場における高齢者の誤嚥性肺炎の診断は嚥下機能の評価よりは基礎疾患やフレイル状態を反映して
いるとしている。今回の調査では、身体機能に関する項目と生存期間との相関は見られなかったが、今後は予後良
好・不良な群について調査を行い、身体機能面や ADL 能力の影響についてさらに解析を進めていきたい。
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慢性期病院入院患者の FIM運動項目難易度の序列の検討―Rasch 分析による車椅子群、歩行群の
ADL構造分析―

1 滋賀県・良善会ひかり病院リハビリテーション科、2 北陸大学医療保健学部理学療法学科、3 恭昭会彦根中央病院脳神経外科

こうも まさとし

○河面 雅俊（理学療法士）1、合田 明生2、牧 貴紀3、桂 純一1

【目的】
本研究の目的は、慢性期病院入院患者の Activities of Daily Living（ADL）項目難易度序列の把握、移動能力別
Differential item functioning（DIF）を検証することとした。

【方法】
対象は 2021 年から 2024 年の期間に当院に入院し退院した患者とした（274 名、男女比 127：147、年齢：84.18
±8.94 歳）。診療録より入院時/退院時 Functional independence measure（FIM）の運動項目（motor-FIM）を
収集した。motor-FIM は食事、整容、清拭、更衣上半身、更衣下半身、トイレ、排尿管理、排便管理、移乗ベッ
ド、移乗トイレ、移乗浴槽シャワー、移動（車椅子/歩行）、階段の 13 項目からなり、それぞれ 1～7 点（全介助～
自立）で患者の ADL を評価する。motor-FIM 合計点は 13～91 点である。移動能力の異なる 2 群（車椅子 vs
歩行）間で各 motor-FIM 項目の難易度が偏らず同一の潜在特性を測定しているかを検証し、群特有のバイアス
を持つ項目を同定して評価の公平性を確認するため、DIF 解析（Welch t、Mantel-Haenszel）を行った。Rasch
解析により、各群の入院時/退院時 motor-FIM の logits と適合判定指標として INFIT/OUTFIT MNSQ（許容範
囲 0.5-1.5）を、また logits の変化量（退院時-入院時）を算出した。解析には WINESTEPS ver4.1 による Partial
Credit Model を使用した。本研究はひかり病院倫理審査委員会により承認を受けた（2024 年 1 月 31 日）。デー
タは匿名化し解析を行った。

【結果】
対象は車椅子群 145 名、歩行群 129 名となった。人物分離信頼性 0.93、項目分離信頼性 0.98、残差 PCA 第 1
コントラスト固有値 1.9＜2.0 で単一次元性を支持、ターゲティングは人物平均 0.12 logits（歩行群入院時）、シー
リング 4％ であった。不適合項目は車椅子群で清拭（INFIT MNSQ2.32）、歩行群では移乗浴槽シャワー（INFIT
MNSQ1.54）であった。DIF 解析による有意な項目（DIF contrast/p 値）は、清拭（0.56/p＜0.01）、上半身更衣

（0.58/p＜0.001）、トイレ（-0.32/p＜0.01）となった。項目難易度の序列は、車椅子群の上位 3 項目は、入院時、
退院時ともに階段・移乗浴槽シャワー・清拭で、下位 3 項目は移乗ベッド・整容・食事であった。歩行群の上位
3 項目は入院時が移乗浴槽シャワー・清拭・階段で、退院時が移乗浴槽シャワー・清拭・更衣下半身であり、下
位 3 項目は入院時が排便管理・整容・食事、退院時が整容・移乗ベッド・食事であった。両群とも難度上位項目

（logits）は移乗浴槽シャワー（1.4～1.9）、清拭（1.0～1.3）であった。難度下位は食事（-2.4～-1.6）、整容（-1.3～-0.7）
であった。変化量が大きかった項目（logits）は、車椅子群では移動車椅子（-0.35）、移乗ベッド（-0.16）、歩行
群では階段（-0.4）・歩行移動（-0.18）・移乗の 3 項目（-0.18～-0.12）・排便管理（+0.23）であった。

【考察】
DIF 解析の結果、清拭・更衣上半身・トイレ動作の項目において、車椅子群と歩行群間で項目難易度に有意な差
が認められた。これらの項目は両群において異なる身体的・環境的文脈で実施されるため、共通の尺度上で比較
することには慎重を要し、移動能力別に解析する必要性が示唆された。2 群共に移動や移乗に関連する項目の難
易度低下が認められ、リハビリ効果による能力改善が示唆された。一方で移乗浴槽シャワー・清拭は両群で最高
難度を示し、環境‐介助要因を含む多面的介入の必要性が示唆された。
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短縮版歩行自立評価表 Independent Ambulation Scale-Short（IAS-S）の検者間信頼性の検討

神奈川県・IMS＜イムス＞グループ イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院

みなみさわ たくみ

○南澤 拓美（理学療法士）、髙木 武蔵、吉武 信治、中尾 健太郎

【目的】
入院症例の屋内歩行自立を判定する手段としてバランス能力に関するテストバッテリー等の使用が推奨されて
いるが、高次脳機能障害や認知機能低下を呈す症例への適応の難しさ等の課題がある。それらに対応するため、
10 項目の設問から構成される当院独自の短縮版歩行自立評価表 Independent Ambulation Scale-Short（以下
IAS-S）を作成し、高い精度で屋内歩行自立を判定できることを報告した。本研究では、同一患者に対して異な
る理学療法士が実施した IAS-S の評価結果をもとに、検者間信頼性について検討した。

【方法】
対象は当院回復期および療養病棟に入院していた歩行実施症例 18 例。異なる 2 名の理学療法士が、各症例に対
して IAS-S を用いて同日に評価し、設問項目ごとに比較・検討した。検者間信頼性の指標として項目別に
Prevalence-Adjusted Bias-Adjusted Kappa（以下 PABAK）を算出した。統計解析は R（version4.4.1）を用いた。

【結果】
IAS-S の各項目における PABAK は「その場で自ら後方へのステップが出せる」が 0.56、「起立や着座がし易い
様、椅子を動かす事ができる」が 0.67、「歩きの中で 180° 方向転換ができる」および「 や歩行器の置き場所の
管理ができる」が 0.78、「相当（45m）を歩ける」、「ふらついた時に壁や手すり等に掴まる又はステップにて転
倒を回避できる」、「人や物にぶつからないよう、避ける又は待つことができる」、「誤動作なく、歩行補助具を使
える」がそれぞれ 0.89、「自室へ戻れる」および「靴や装具をしっかりと履ける」が 1.00 となった。10 項目中
9 項目において良好以上の一致（PABAK＞0.61）が確認された。

【考察】
今回、10 項目中 9 項目において良好以上の一致度が得られたが、「その場で自ら後方へのステップが出せる」は
最小の一致度を示した。この要因として、他の設問が対象者の自然な動作を観察して評価可能な観察的評価項目
であるのに対し、本項目は評価者が動作遂行を促し、意図的に設定された状況下で評価を行う課題遂行型の評価
項目であるという特性が、検者間の判断に影響を及ぼした一因と考えられる。今後は、実際の評価場面での環境
や条件による差異を調査し、更なる検者間の一致度向上を目指したい。

【倫理的配慮】
本研究は所属施設の倫理審査を受けた上で、ヘルシンキ宣言に沿って実施した。
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高齢がん患者の機能改善と転帰に関する後方視的検討

福岡県・北九州湯川病院

ぜんみょう まりな

○善明 真梨奈（作業療法士）、藤末 健一、牛尾 翔子、江熊 優

【緒言】
高齢化の進行に伴い、がん罹患患者に占める高齢者の割合が増加しており、慢性期におけるがんリハビリテー
ションの意義はますます高まっている。がんの罹患により身体的・心理的・社会的に多くの障害を抱える高齢
患者に対して、個別性の高い多職種連携による介入は、生活の質（QOL）と退院後の生活再建に直結する。当
院では、入院初日からリハビリを開始し、約 2 週間を目途に多職種および家族を交えた退院支援カンファレンス
を行い、個別リハビリ計画を策定している。本研究では、当院における高齢がん患者のリハビリテーション介入
の実態を後方視的に検討し、機能的自立度評価法（Functional Independence Measure；以下、FIM）改善度と
退院転帰との関連性を明らかにすることを目的とした。

【対象と方法】
2024 年 1 月～12 月に当院でがんリハビリテーションを受けた患者 71 名（男性 36 名、女性 35 名）のうち、死亡
退院例を除外した 25 名（男性 9 名、女性 16 名、平均年齢 81.0±7.6）を対象とした。電子カルテより入院時お
よび退院時の FIM スコアを抽出し、FIM 改善度（退院時 FIM－入院時 FIM）を算出した。さらに、転帰先に
基づき対象者を自宅退院群と転院群に分類し、FIM 改善度について Mann-Whitney の U 検定を用いて群間比
較を行った。統計解析には JSTAT for Windows を使用し有意水準は 5％ とする。なお、本研究は当院倫理委員
会の承認を得て実施した。

【結果】
自宅退院群と転院群の FIM 改善度を比較したところ、有意な差を認めた（自宅退院群：中央値＋18 点、転院
群：＋6 点、p＝0.0003）。

【考察】
本研究は、高齢がん患者に対する包括的リハビリテーションの有効性と転帰への影響を後方視的に示した実践
的報告である。対象患者は身体・認知機能の複合的な低下を呈しており、今後は高齢者包括的機能評価（CGA）
や標準化されたリスク評価指標を活用した多面的アセスメントの導入が強く求められる。特に作業療法士によ
る退院前の家屋評価や生活環境調整の介入が、自宅退院の実現に寄与した点は注目に値する。これらの支援は、
単なる身体機能回復ではなく、患者個人の生活文脈に根差した在宅復帰の質的向上に資するものであった。さら
に、入院中に実施したトイレ動作・屋内移動の模擬訓練などが、環境適応力の向上につながった症例も多く、作
業療法士の関与範囲拡大の意義が再確認された。また、退院支援の質を高めるためには、入院中から継続的に患
者の生活像に着目した支援体制の確立が重要である。地域ケアマネジャーとの密な情報共有を通じて、医療・介
護連携を円滑にし、切れ目のない支援を可能にする仕組みづくりが求められる。さらに、病院で再期治療を受け
る患者へのリハビリテーションの提供も検討すべき重要な課題であり、今後、がん患者の転帰に注目した検証を
進める必要がある。
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車椅子座位姿勢の変化～2種類の車椅子の比較～

1 岐阜県・愛生病院、2 藤田医科大学 保健衛生学部 リハビリテーション学科

まつだ たけひろ

○松田 壮広（作業療法士）1、佐々 裕果1、小山 総市朗2、服部 夏樹1

【背景】
介護福祉施設では，利用者の離床機器として車椅子を使用していることが多い．高齢化や障害者の増加に伴い，
車椅子利用者は増加し続けている．そのため，車椅子座位では身体負担の少ない良肢位の保持が求められる．本
研究は，標準型車椅子とグレイスコアの 2 種類の車椅子間で座位中の座位姿勢を比較した．また，発表に際し，
本人とご家族に説明し，同意を得た．

【方法】
対象者は，利用者 5 名（平均年齢±標準偏差：77.0±14.8 歳，49 歳から 91 歳）と健常成人 5 名（28.6±4.27，24
歳から 36 歳）とした．対象者には，標準車椅子とグレイスコア（松永製作所，岐阜）の 2 機種で座位をとらせ
た．利用者は，車椅子座位が可能な方，四肢欠損のない方，不随意運動がない方とした．疾患内訳は，脳血管疾
患 2 名，運動器疾患 2 名，心大血管疾患 1 名であった．姿勢の計測は，車椅子座位姿勢を矢状面から撮影した画
像を用いて，大腿と床面と平行な線のなす角度と下腿と鉛直線との角度を算出した．画像からの角度算出には
Imaige J を用いた．各角度の平均値を算出し患者と健常者で比較した．本研究では，算出した角度が 0 度に近い
ことが，各関節の角度が 90 度に近くなったとする．

【結果】
患者の大腿と床面と平行な線とのなす角度は，標準型車椅子が 11.07°，グレイスコアが 4.897° であった．健常者
は 16.11°，5.528° であった．患者の下腿と鉛直線とのなす角度は，11.08°，-3.013° であった．健常者は 4.320°，グ
レイスコアが-2.388° であった．どちらもグレイスコアの方が 0° に近い値を示し，股関節と膝関節の関節角度が
90° に近くなった．

【考察】
座位姿勢は股関節，膝関節，足関節の角度を 90 度に近づけることが推奨されている（90 度ルール）．本研究か
らグレイスコアの方が良肢位の姿勢を保持することができていることが示唆された．この結果は，グレイスコア
の方が標準型車椅子と比較して，座奥調整やフットサポートの高さ調整が容易であることが影響したと考える．

【結論】
本研究においては，グレイスコアの方が身体負担の少ない良肢位の座位姿勢が可能であった．
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当院のがん患者に対しオピオイド回診による 痛評価と 痛緩和に向けたリハビリテーションの
関わりについて

埼玉県・イムス三芳総合病院

とえだ りょう

○戸枝 亮（作業療法士）、松谷 実

【目的】
がん患者に対し治療と並行して苦痛症状を緩和することが重要であり、2007 年に制定されたがん対策基本法では、 痛などの緩
和を目的とする医療が早期から適切に行われるようにすることと条文化されている。WHO 方式がん 痛治療法では、がん患者
の 80％～90％ に 痛マネジメントが可能とされる。当院では 2016 年より医師、看護師、薬剤師、理学療法士または作業療法士、
医療事務にて緩和ケアチームによる 2 週間に 1 回の頻度でオピオイド薬の処方された患者に対し、オピオイド回診（以下回診）
を行っている。本研究では回診対象者のうち、がんリハビリテーション（以下リハ）介入により 痛の軽減について調査する目
的で実施した。

【方法】
対象は 2023 年 4 月～2025 年 3 月の 2 年間に当院に入院し、がんを有しオピオイド薬を処方された 48 名のうち、初回に回診を
行った 34 名に対し Numerical Rating Scale（以下 NRS）を実施。その結果より 痛コントロール良好群（NRS3 以下）、 痛コ
ントロール不良群（NRS4 以上）に分別し比較を行った。また各群において、リハ介入群とリハ非介入群に分類し、リハの有無
との関連性について比較した。

【結果】
回診の結果より 痛コントロール良好群 22 名（64.7％）、 痛コントロール不良群 12 名（35.3％）であった。リハ介入の有無で
は、リハあり 痛コントロール良好群 13 名（38.2％）、リハあり 痛コントロール不良群 7 名（20.6％）、リハなし 痛コントロー
ル良好群 9 名（26.5％）、リハなし 痛コントロール不良群 5 名（14.7％）であった。リハ介入ありでの 痛コントロール良好群
と 痛コントロール不良群の比較では、有意水準 5％ で t 検定を行うと、p=4.6×10-6（p＜0.05）と有意差を認めた。リハの内容
は運動療法が中心であった。また 34 名中、ターミナルの患者は 28 名（82.4％）であった。

【考察】
痛コントロールについて、WHO のがん 痛治療法では、がん患者の 80％～90％ に 痛マネジメントが可能とされるが当院で

の 痛コントロール良好群は 64.7％ と充分とはいえない状況であった。
リハありでの 痛コントロール良好群と 痛コントロール不良群の比較では、検定の結果より有意差を認めており、リハあり
痛コントロール良好群においては、当院で行っている歩行訓練や筋力訓練により、抗炎症作用が働き 痛の軽減に繋がったと考
える。リハあり 痛コントロール不良群では、緩和期やターミナルの対象者が多く、この時期では予後が月～週単位とされる。
全身状態の悪化の進行に伴いベッド上でのリハ介入が中心となったため、離床など積極的なリハが行えなかったと考える。ま
た、がんのリハビリテーションガイドラインでは、運動療法の効果を得るには 1RM の 60～70％ の強度の抵抗運動を行うことと
しており、これらの負荷量で設定した運動療法が行えなかったことも影響していると考える。本研究より当院ではターミナル期
での 痛緩和が課題であり、ターミナル期の 痛マネジメントを高めるために、 痛の原因を把握することが重要である。精神
心理面やスピリチュアルペインに起因した 痛であればリハによる心理支持的な関わりが求められるが、 痛の原因ががんに
由来するものと評価し、オピオイドを増量すると鎮痛に作用がないばかりでなく、せん妄や意識障害に繋がるリスクがある。対
象者ごとの個別性を評価しその原因に合わせたリハの提供が、当院における 痛の緩和に求められると考える。また 痛コント
ロールが必要な患者において、主治医とのコミュニケーションを高め、リハ介入群を増やしていくことも課題である。

【倫理的配慮】
本研究はヘルシンキ宣言に沿い、イムス三芳総合病院の倫理審査委員会の承認を得て実施した。
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肺合併症を有する人工呼吸依存患者に対する体外式人工呼吸による介入の効果について

埼玉県・富家病院

すがぬま なほ

○菅沼 南帆（作業療法士）

【はじめに】
陰圧人工呼吸器（CNPV：Continuous Negative Pressure Ventilation）は、呼吸不全の患者の換気および排痰の
補助を行う体外式人工呼吸器である。CNPV は気管切開下陽圧人工呼吸（TPPV）に併用することで一回換気量
を増加させ、肺の拡張を促進し、排痰や無気肺の改善に寄与することが期待される。今回、肺合併症を有する
TPPV 人工呼吸依存患者に対して CNPV を施行し、このときの換気パラメータの変化を評価し、CNPV による
有用性を検証した。

【対象】
TPPV による人工呼吸管理中で、気管内分泌物の増加、痰の貯留、無気肺を認めた 4 名の患者を対象とした。

（60 代女性：くも膜下出血・肺炎、60 代男性：低酸素性脳症・肺炎、60 代男性：脳幹 塞・肺炎、70 代男性：
小脳出血・肺炎）

【方法】
医師の包括的指示の下、各患者には CNPV を施行した。各患者に対して療法士 1 名が IMI 製 TCV-100K を用い
て肺からの分泌物除去を目的に CNPV を施行した。換気モードは、胸郭外高振動と疑似咳を交互に繰り返す排
痰補助モードとし、設定パラメータは胸郭外高振動を圧：±10cmH2O、回数：600 回/分、時間：3 分、疑似咳
を吸気圧：-15cmH2O、呼気圧：10cmH2O、I/E 比：6.0：1.0、回数：10 回/分、時間：3 分、リピート回数：3
とし、総施行時間を 18 分に設定した。介入の肢位は背臥位と側臥位で、喀痰の貯留部位や体位交換時のポジショ
ンに合わせて実施した。CNPV の有用性の検証は、TPPV に用いられている人工呼吸器が表示する一回換気量、
分時換気量および呼吸数を指標とした。CNPV による介入はそれぞれ複数回実施し、最後の介入時の数値を解析
の対象とした。さらに背臥位と側臥位の各肢位別でも検討した。

【結果】
全例において、血圧低下やファイティングなどの有害事象は認められなかった。施行直後は、一回換気量

（4.6％）、分時換気量（15.6％）および呼吸数（11.3％）が増加した。介入時の肢位別検討では、背臥位に比べて
側臥位の方が、一回換気量（4.8％ および 13.3％）および呼吸数（11.3％ および 21.3％）で増加率が高かった。

【考察】
CNPV は、肺・肺胞の拡張以外にも胸郭に与える効果もあり、それは呼吸筋のストレッチや手動による呼吸介助
と同様であると考えられる。一般的な関節可動域トレーニングやストレッチの効果が持続することや、critical
opening pressure を超えて再開通した肺胞はしばらく閉塞しないため、施行後も一回換気量の増加が持続した
と考えられる。
今回の検討では、側臥位で一回換気量や呼吸数がより増加したが、背臥位との換気力学的な背景が異なることに
起因したと考えられる。側臥位は背臥位に比べて機能的残気量位が高く、安静時呼吸や呼吸介助の際の胸腔内圧
は低い。そのため背臥位に比べ肺が拡張しやすいといえ、これが CNPV の効果に影響した可能性がある。また
側臥位では胸郭背部が床面から離れることで運動性が増加したことや、静水圧の影響で障害肺から反対側肺へ
肺内血液量がシフトすることも結果に影響したと思われる。

【結論】
今回の結果は、CNPV は背臥位よりも側臥位を積極的に選択するエビデンスになり得る。
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外的補助手段を除去することにより展望的記憶が改善した慢性期の脳幹出血の症例

高知県・愛宕病院分院

わかむら はるか

○若村 陽香（理学療法士）、木村 直広、中山 貴嗣、山中 京子

【はじめに】
展望的記憶は日常生活の予定を遂行する上で重要な記憶機能である。本症例に外的補助手段である予定表を除
去する介入を行った結果、時間管理能力とともに展望的記憶の改善を認めたため経過を報告する。なお、本発表
においては本人から文書による同意を得ている。

【症例紹介】
症例は中脳出血を発症して 14 カ月が経過した 50 歳代の男性である。入院当初から運動麻痺や顕著なバランス
障害は認めなかった。発症から 14 カ月（当院に入院 7 カ月）時点の FIM は 70/126 点であったが、病棟内での
移動動作は を用いて自立していた。MMSE は 24/30 点であり、注意障害や記憶障害等の認知機能障害を認め
た。リバーミード行動記憶検査（RBMT）では標準プロフィール得点（SPS）は 7/24 点、スクリーニング得点
は（SS）は 2/12 点であり、特に展望的記憶に関連する項目の SPS は 0/6 点であった。日常生活では約束した時
間の忘却や誤認が顕著であり、時間管理が困難な状態であった。

【介入方法】
発症 14 カ月後から自分で時間を管理する練習を計 30 回実施した。前半 15 回は固定されたリハビリ予定時間に
合わせ予定表を参照して行動する練習（代償方法あり条件）を行った。後半 15 回はランダムに設定された次回
のリハビリ予定時間に合わせて予定表を参照せずに行動する練習（代償方法なし条件）を行った。予定された約
束時間の 20 分前以内の行動を有効として、5 日ごとの時間管理達成率を評価した。

【経過および結果】
介入時は予定時間の忘却や誤認が顕著であったが、代償方法あり条件の時間管理達成率は 20.0％、60.0％、100％
と段階的に向上した。この時の RBMT では SPS は 11/24 点、SS は 5/12 点となったが、展望的記憶に関連する
項目の SPS は 0/6 点のままであり改善を認めなかった。予定表を除去すると、一時的に失敗や確認行動が増加
したものの、代償方法なし条件の時間管理達成率は 60.0％、60.0％、100％ と向上した。発症 16 カ月後の RBMT
では SPS は 18/24 点、SS は 7/12 点となり、展望的記憶に関連する項目の SPS は 5/6 点と明らかな改善を認め
た。

【考察】
外的補助手段を除去することにより内的な展望的記憶の想起が促進され、展望的記憶の改善に繋がった。発症か
ら 1 年以上を経過した生活期の患者においても外的補助手段への過度な依存を避け、自発的な行動を促すこと
が有効である可能性が示唆された。
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脳出血による意識障害が遷延した重度片麻痺患者に対する抗重力肢位刺激とスマートフォンの併
用の 1例

埼玉県・平成の森・川島病院

ひらい まさし

○平井 仁（理学療法士）、森山 誠二、宮竹 里志、松岡 廣典、後藤 良介、堀 一樹、平塚 大貴、
山形 満里奈、松村 内久

目的

意識障害が遷延した仙骨部褥瘡を伴う重度片麻痺患者に対し、意識障害の改善を目的とした刺激入力を、抗重力肢位に加えスマートフォン
（以下、スマホ）を用いて情動へ働きかける視覚・聴覚刺激を行ない、覚醒レベルに改善・維持が見られたため報告する。

症例紹介

50 歳台男性。右被殻出血を発症し緊急開頭血腫除去術を経て、43 病日目に当院回復期病棟へ入院となった。初期評価時は意識レベル JCS10、
GCS E3V2M6 であり、理解・表出ともに困難であった。Brunnstrom stage は左 I/I/I。ADL 全介助、FIM18 点だった。食事は経鼻経管栄養、
排泄はオムツ、喀痰吸引を 1 日 12 回要した。仙骨部褥瘡は創部面積 6.0×6.0 で黒色壊死しており、積極的な抗重力肢位が困難だった。

経過

PT 開始当初、臥位では声かけに僅かに発話があるも開眼は困難な状態だった。チルトリクライニング車椅子での抗重力肢位では、僅かな開
眼が数秒程度持続した。同様の姿勢で日光による視覚刺激や無作為なテレビ視聴による視覚・聴覚刺激を加えても、意識レベルに変化はな
かった。家族の声かけにも僅かに開眼し頷く程度であった。当院入院後 18 日（62 病日）が経過しても改善が見られないため、症例の趣味に
関する動画視聴をスマホにて実施した。臥位での視覚・聴覚刺激では僅かに開眼する程度で持続は難しかったが、チルトリクライニング車椅
子での抗重力肢位では、はっきりと開眼し、持続時間も 5 分程度まで伸びた。6 日間継続後は 20 分程の開眼持続が可能となった。その後、
外科的デブリードマンの実施により 18 日間ベッドサイドで介入したが、臥位での視聴でも開眼時間は 30 分程度まで可能になった。当院入院
後 42 日（86 病日）には動画なしで安定した覚醒が得られ、意識レベルは JCS2、GCS E4V4M6、FIM は 23 点だった。

考察

意識障害には覚醒と意識内容の 2 つの要素がある。覚醒は、上部脳幹から間脳や大脳皮質に広がる上行性網様体賦活系によって維持されてい
る。また、抗重力肢位をとることで、脳幹のモノアミン作動系が刺激され、大脳全体に広範に投射されることで大脳が興奮し覚醒につながる
とされている。本症例も臥位よりも抗重力肢位により開眼しやすい傾向になったが、覚醒の維持までは得られなかった。視覚刺激による覚醒
作用はアセチルコリン投射系の活性化によるものとされているが、日光浴や無作為なテレビ視聴では覚醒レベルに変化はなかった。一方で、
スマホによる趣味分野の動画視聴にて覚醒レベルの向上と維持が見られた。これは、報酬系の刺激にて覚醒状態を維持するオレキシン系によ
る賦活化が考えられた。これらより、開眼を促しやすい抗重力肢位で、報酬効果が期待できる報酬系刺激をスマホによる視覚・聴覚刺激を用
いて入力することで、遷延した意識障害に対して覚醒効果とその維持が得られる可能性が考えられた。
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当院デイケア利用者における足関節底屈筋群のトレーニングがバランス能力および転倒恐怖感に
及ぼす影響

徳島県・徳島平成病院

あらい わたる

○荒井 和（理学療法士）、米田 彗希、亀井 啓吾、佐藤 訓子、山下 新、田村 香澄、清水 萌、
宮本 淳子、三木 啓輔、井若 誠

【目的】
当院デイケアの利用者から「自宅で転倒した」との報告を耳にすることが少なくない．現在，高齢者の約 3 人に 1 人が年間に 1 回以上転倒を経験
するとされており，転倒の要因としては，姿勢保持能力や下肢筋力の低下といった身体的要因に加え，転倒に対する恐怖感などの心理的要因も報
告されている．また，運動習慣の低下と転倒恐怖感との関連や立位姿勢制御における足関節底屈筋群の重要性も指摘されている．
先行研究では，カーフレイズの運動を週 3 回，8 週間の実施により足関節底屈筋群の筋発揮能力が向上したとの報告があるが，当院デイケア利用
者の平均利用回数は週 1.9 回であり，現場では頻度に制限がある．
そこで本研究は，カーフレイズを週 2 回，8 週間継続することで，バランス能力および転倒恐怖感に及ぼす影響について明らかにし，デイケアで
の効果的な運動指導につなげることを目的とした．

【対象】
2025 年 3 月 1 日から 5 月 31 日の期間に，当院デイケアを週 2 回以上の頻度で利用し，文書による同意を得られた者 24 名（男性 6 名，女性 18
名，年齢 86.4±6.6 歳，平均要介護度 0.8）を対象とした．
除外基準は，改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）20 点以下の者， 痛や可動域制限によりカーフレイズや評価が困難な者，介入期間中
に入院やデイケアの利用頻度が減少した者， 痛増強や拒否により運動継続が困難となった者とした．

【方法】
バランス能力の評価には，Timed Up ＆ Go Test（以下 TUG），開眼片脚立位保持時間，Functional Reach Test（以下 FRT）を用いた．転倒恐怖
感の評価には，Modified Falls Efficacy Scale（以下 MFES）を使用した．
対象者に対し，カーフレイズを週 2 回，8 週間にわたって実施し，介入前後で各評価項目を測定した．統計解析には MicrosoftⓇ Excel 2016（ver.2401）
を使用し t 検定を用い，5％ 未満を有意水準とした．

【結果】
MFES のスコアにおいては，介入前後で有意な差は認められなかった．バランス能力に関しては，開眼片脚立位保持時間において有意な向上（p
=0.03）が認められたが，TUG および FRT においては，有意差は認められなかった．
また，研究終了後も対象者の約 30％ が運動を自主的に継続していたことが確認された．

【考察】
本研究では，先行研究よりも頻度を抑えた週 2 回のカーフレイズの実施で，開眼片脚立位保持能力の有意な向上が認められた．これは，対象者が
運動を受容しやすく，無理のない強度で継続できたことが効果に寄与したと考えられる．
一方で，TUG や FRT は筋力以外にもバランス制御や柔軟性，注意機能など多面的な能力が要求されるため，短期間かつ特定部位に限ったトレー
ニングでは有意な変化に至らなかった可能性がある．転倒恐怖感についても改善は見られなかったが恐怖感の軽減には身体的変化のみならず，実
生活での成功体験が重要であり，心理的側面への介入が必要である．研究終了後も約 30％ の対象者が運動を自主的に継続したことは，行動変容の
兆しと捉えられる．今後は中長期的にわたる介入効果の検証と心理的側面も含めた包括的アプローチによる転倒予防戦略の構築が課題となる．

【結論】
本研究の結果より，カーフレイズを週 2 回，8 週間継続することは，開眼片脚立位姿勢保持能力の向上につながり，高齢者の転倒予防に有効であ
る可能性が示唆された．現場で実践可能かつ持続可能な運動指導を確立し，高齢者の転倒予防や QOL の向上につなげていくことが今後の課題で
ある．
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覚醒向上により中心静脈栄養から経口摂取へ移行した一症例

東京都・鶴川記念病院

ひまき しょうこ

○日巻 昌子（言語聴覚士）

【目的】今回、誤嚥性肺炎後長期臥床に伴い意識障害が遷延した症例に対し関連職種（医師、看護師、介護士、管
理栄養士、言語聴覚士（以下 ST）理学療法士（以下 PT）作業療法士（以下 OT））と連携を図り意識障害改善及
び経口摂取再獲得に繋げられた症例を経験した為報告する。

【症例】80 代女性
＜現病歴＞20××年、腎盂腎炎加療中呼吸状態悪化し、同年 X 月 Y 日誤嚥性肺炎の診断を受ける。加療期間中に
臥床期間を要し意識障害が遷延し中心静脈栄養（以下 IVH）管理となる。Y+45 日後当院へ転院。
＜既往歴＞嚥下障害、くも膜下出血、水頭症、認知症

【方法】
初回介入日から退院までの期間を意識レベルの変化で初期、中期、後期で分けた。各時期で意識レベルに応じた
訓練内容を立案、実施しその効果や経口摂取へ移行できた理由を考察した。

【経過】
＜初期＞
Y+46 日～Y+69 日 JCS：II-30～II-20
PT、OT：関節可動域訓練、基本動作訓練、座位バランス訓練、立位訓練、精神活動賦活訓練（音楽鑑賞、歌唱）
ST：間接嚥下訓練（頭頸部緊張調整、口腔ケア）、直接嚥下訓練（食思不振、口腔内貯留、送り込み停滞）
看護師：朝、夕の経口摂取機会確保、摂食機能療法実施
＜中期＞
Y+87 日～Y+125 日 JCS：II-20～II-10
PT、OT：リクライニング車椅子離床
ST：直接嚥下訓練、食事提供（意識レベルにより口腔内停滞、周囲の刺激に注意障害を認め、都度声掛けが必要）
看護師：初期内容に加え肺炎兆候の有無、夜間状況の情報共有
医師：嚥下造影検査（以下 VF）の所見を基に食事形態、量の選定の実施
＜後期＞
Y+174 日～Y+221 日 JCS：I-2～I-1
PT、OT：普通型車椅子離床
ST：普通型車椅子離床時に経口摂取機会の確保、食事動作訓練（口腔内停滞の減少、周囲刺激に対し注意障害あ
り都度声掛け必要）
看護師：中期同様
介護士：ST 評価の基食事介助の徹底、介助時の情報共有
管理栄養士：IVH 離脱にあたり、必要栄養量、水分量の評価及び補助栄養の選定
医師：VF による再評価、IVH から離脱するまでの点滴量の調整、ご家族様説明、IVHg 終了の決定
＜結果＞
初期介入の時期に、覚醒レベルが JCSII-20 まで向上が図れた為、中期介入では、IVH を併用しながら食事として
の提供に移行することが出来た。また、覚醒レベルの安定が図れ、耐久性向上と共に段階的な経口摂取量の増加
や、食思向上を認め、VF 検査結果から、経口摂取への移行が可能な評価に至った。一方で、覚醒向上と共に先
行期の問題行動が顕在化した。後期では、必要栄養量を経口のみで確保可能となり、IVH からの離脱に至った。
＜考察＞
本症例は、既往に水頭症や認知症を認め、長期臥床による意識障害が遷延された。その為、経口摂取が困難な要
素として覚醒の問題が非常に重要であった。意識障害に対するリハビリテーションとして青柳らは、網様体賦活
系を活性化するために非侵襲的な感覚入力刺激（五感に訴える良質な刺激：体性感覚、聴覚、視覚、味覚、嗅覚）
の有効性を述べている。本症例も各時期で覚醒レベルに応じた感覚入力刺激を行ったことにより、網様体賦活系
の活性化に繋がり覚醒レベルが向上したと思われる。また、榎本らは覚醒に加えて認知機能の低下が先行期への
影響が大きいとし「拒食」「食事中の注意持続困難」「口腔内貯留」を挙げている。本症例も、覚醒向上に伴い、認
知機能の問題が顕在化し、上記反応を認めた。そうした反応に適宜声かけや、認知症周辺症状の増悪が生じない
ような関りも経口摂取移行へ有効な介入であったと考える。



第33回日本慢性期医療学会
67- 3 リハ全般③

本人が重要とする作業の焦点化と志向に沿った環境で、遂行度・満足度が向上した頸椎損傷の一
事例

愛媛県・南高井病院

まちじり あさみ

○町尻 麻美（作業療法士）、山崎 倫

I．はじめに
今回、頚髄損傷により四肢麻痺を呈し生活の多くをベッド上で過ごす事例に対して、カナダ作業遂行測定（以下、
COPM）を用いて本人が重要とする作業の焦点化と、志向に沿った環境調整を行った。その結果、重要度を高く
評価した食事とスマートフォン操作（以下、スマホ操作）で遂行度・満足度共に向上したため以下に報告する。
尚、発表に関して当院の倫理規定に基づき書面にて本人及び家族の同意を得ている。
II．事例紹介
70 歳代男性、診断名は C6 不全頚髄損傷・第 3 頸椎骨折。受傷 201 病日目に当院に入院した。入院時の Zancolli
頚髄損傷分類は C5B であった。FIM は 47 点（運動 13 点/認知 34 点）で認知機能面は良好であったがスマホ操
作を含め ADL は全介助であった。COPM では①「自分で食事をする」重要度 7/10 遂行度 4/10 満足度 2/
10 ②「他人に頼らずスマホを操作する」重要度 10/10 遂行度 1/10 満足度 3/10 を挙げた。
III．介入と結果
① 食事；当院入院前に購入していた自助具は、身体残存レベルには適合していたが、手部と自助具の間にズレ
が生じる事に対して不満があり使用に至らず全介助で摂取していた。そこで、本人が希望する自助具を導入する
にあたり、既製品のままでは能力レベルに適さず摂取動作が困難であった為、スプーンの保持角度を木片で調整
して導入する事で摂取動作が可能となった。摂取動作の回数を重ねると徐々に肩関節が外転してしまい動作が
行えなくなる問題に対して、体幹と上腕を固定するベルトを作成する事で、全量摂取できるまで耐久性が向上し
た。また、電動ベッドリモコンの頭部操作ボタン部分に木片で高さを出しその他の操作ボタンと高低差をつける
事でリモコン操作が可能となり、摂取時の臀部の 痛緩和が図れた。「食事が味わえる」と喜ばれ、遂行度 4
→8 満足度 2→8 へ向上した。FIM は 47→50 点（食事項目 1→4 点）へ向上した。
② スマホ操作；少ない負担で残存機能を生かし操作できるよう手部にカフを装着しタッチペンの向きを調整
した。また、感度の高いスタイラスペンへ変更することで、タッチに反応しない事と誤操作が減少した。「嫁さ
んと互いに電話ができる。入院中でも人と繋がっていて安心する。趣味のアプリが好きな時にできて楽しい」と
涙ぐまれ、遂行度 1→6 満足度 3→8 へ向上した。
IV．考察
慢性期脊髄損傷者は、平均的な QOL が低値であると報告されている。また、慢性疾患患者においては、ADL
が低下しても自己効力感を向上する支援を行うことが主観的 QOL の改善に重要であると報告がある。今回、本
人の「食事を自分で味わって食べたい」「嫁さんと好きな時に電話がしたい」「趣味の時間を楽しみたい」に向き合
い、専門性を生かした残存機能の評価・動作分析・環境設定を行った。また、残存機能に適した自助具を選定し
提供するだけでなく、本人の希望を加味してアイデアを重ねセラピストと協働したことで本人が納得しながら
進めることができた。その結果、症状固定した時期においても「目的」として意味のある作業獲得と自己効力感
が得られ、満足度の向上に繋がったと考える。
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健康寿命延伸へ～健康予防事業としてのフィットネス開始～

1 大分県・和田病院、2 和光園

ひらばやし かつのり

○平林 克得（理学療法士）1、中村 裕2、佐藤 浩二1、井口 雄一郎1、和田 純治1

【はじめに】
医療法人信和会和田病院は、大分県県北地域の宇佐市に位置し、宇佐市の 2024 年における高齢化率は 37.8％ であり全国平均の 29.3％ と比べ大
きく上回っている。また、介護給付費は、2040 年には 2010 年との比較で約 2.7 倍まで増加することが見込まれている。今後は、これらの医療費
等の抑制を図るとともに、住み慣れた地域で健康で自立した日常生活を営んでいけるよう、健康寿命の延伸がさらに重要となる。そこで、令和
5 年 11 月より健康予防事業としてフィットネスを開始した。今回その取り組みと利用回数による効果検証を行ったためここに報告をする。

【取り組み】
機器：江崎器械株式会社製タートルジム（6 機種：上肢 2 機種 体幹：2 機種 下肢：2 機種）
営業日ならびに営業時間：平日 16：00～18：30（最終受付 18：00）
方法：初回実施前に、体組成計（タニタ社製）にて筋力測定を行い、セラピストがプログラムを立案実施
1 クール：11 回とし、1 回の利用時間は 30 分とし、1 クール終了し、12 回目実施前に体組成計にて筋力測定を行った。

【方法】
今回、フィットネスの効果的な利用回数を検討するため、週 2 回実施群と週 1 回実施群とで体組成計による 1 クール実施前後の筋肉増加率（体
重÷筋力×100）％を検討した。運動負荷に関しては、タートルジムの特性を生かし、使う人の筋力に応じて自身が負荷をコントロールできるよ
うに、その都度聴取しながら行った。

【対象】
週 2 回実施群：10 名（男性：2 名 女性：8 名）平均年齢：77.4 歳（男性：77 歳 女性：77.5 歳）
1 クール終了期間：平均 37.4 日
週 1 回実施群：11 名（男性：1 名 女性：10 名）平均年齢：76 歳（男性：81 歳 女性：75.6 歳）
1 クール終了期間：平均 51.5 日

【結果】
週 2 回実施群：実施前筋肉率：平均 60.82％ 実施後筋肉率：平均 61.16％
週 1 回実施群：実施前筋肉率：平均 63％ 実施後筋肉率：平均 63％

【考察】
厚生労働省による健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023 では、高齢者は週 2～3 日の運動を実施することを推奨としており、今回も週
2 回実施群の方が筋肉率が向上した結果となった。高齢者への筋力増強を目的にした負荷量設定は難しいが、タートルジムの特性を生かし、使う
人の筋力に応じて自身が負荷をコントロールでき、またその都度セラピストが確認し、筋肉・関節損傷のリスクを抑えながら実施できたことは
効果かつ継続できた要因だと考える。また、6 機種全身の筋肉トレーニングを行うことができたことも体重減少かつ筋肉増加した要因と考える。

【まとめ】
令和 5 年 11 月から開始し、令和 7 年 5 月までにのべ 2759 名の方がフィットネスを利用されている。
令和 6 年 12 月に厚生労働省が公表した大分県の令和 4 年の健康寿命値は下記のとおりである。
○男性の健康寿命は、72.37 歳。前回調査（令和元年）から 1.35 年短縮
全国順位は 25 位（前回 1 位、前々回 36 位）
○女性の健康寿命は、75.94 歳。前回調査（令和元年）から 0.66 年短縮
全国順位は 10 位（前回 4 位、前々回 12 位）
今後もフィットネス事業を通し、健康寿命延伸に貢献していきたい。
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過疎地域における切れ目ないリハ提供の実践と地域貢献の可能性

北海道・道南ロイヤル病院

なかた りょう

○中田 僚（理学療法士）

【目的】
せたな町は人口約 7,000 人の過疎地域であり、介護保険サービスが極めて限定的である。当院（道南ロイヤル病
院）は町内唯一の通所・訪問リハビリ提供機関として、入院・通所・訪問の 3 本柱による「切れ目のないリハビ
リ提供体制」を構築し、住民が住み慣れた地域で健康に暮らし続けることを目的に実践を重ねてきた。本報告で
は、その成果と地域医療・介護との接続機能の実効性を示し、過疎地域における慢性期リハの地域貢献可能性を
考察する。

【方法】
対象は令和 4 年度～6 年度の当院入院患者のうち、退院後に通所・訪問リハビリへ移行した患者である。リハビ
リ提供体制は、①入院中から通所リハの体験・見学を促進、②スタッフ間での早期情報共有による連携支援、③
通所・訪問からの再入院時の迅速な対応を特徴とする。利用実績や移行数、接続率、再入院事例、連携プロセス
等を多角的に集計・分析した。

【結果】
令和 4 年度から 6 年度の入院患者数はそれぞれ 203 人、212 人、276 人、うち退院数は 173 人、208 人、263 人で
あった。
このうち、リハビリが関与し自宅へ退院した患者は 18 人→30 人→51 人と年々増加。さらにその中で通所・訪問
リハに移行できた患者は 8 人→21 人→22 人であり、移行後も継続して利用した者は 7 人→20 人→21 人と高水
準で維持された。退院後リハ接続率も 44％→72％→81％ と大きく改善。
入院時のリハ開始日数は平均 3.88 日→1.77 日→0.81 日と短縮され、早期介入の体制も構築された。また通所・訪
問から当院への再入院者は 4 人→7 人→18 人と増加したが、これは地域での体調変化をリハスタッフが（バイタ
ル測定・表情・動作観察などにより）早期に察知し、ケアマネジャー・家族へ即時連携し医療受診につなげた結
果であり、リハビリが地域の“医療の目”として機能した好例である。

【考察】
過疎地域においてはリハビリ資源が極めて乏しく、介護サービスへの接続も困難を伴う。こうした中で当院が
担った「入退院から在宅まで一貫したリハ提供」は、単なるサービス提供を超えた地域支援インフラとしての意
味を持つ。特に、退院前の通所リハ体験やスタッフの横断的理解の推進は、患者の不安軽減と利用継続に寄与し
た。また、通所・訪問リハの現場で得られた“わずかな体調変化”の察知と即時連携によって、重症化前の再入
院や早期治療介入に成功したケースが複数確認された。これは、医療・介護の分断を埋める「支援網としての精
度」が向上した結果である。

【結論】
本取り組みは、地域内の限られた社会資源を有効に活用し、入院から退院、在宅までを切れ目なく支えることで、
過疎地域においても住民の自立支援と医療安全を実現する可能性を示した。今後はさらなる多職種連携や、体制
のモデル化・一般化を通じて、同様の課題を抱える他地域への応用展開を目指したい。
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当院における自宅退院者の退院時移動手段とその傾向について

福岡県・北九州湯川病院

うしお しょうこ

○牛尾 翔子（理学療法士）

【目的】
退院時の移動手段は、患者の状態や自立度、治療後の回復度合いにより大きく異なる。特に高齢患者の場合、移
動手段を選ぶ際にはリハビリ担当者より指導を受け、患者の安全を最優先にする必要がある。自宅退院を希望す
る高齢者の機能的自立度評価法（Functional Independence Measure：以下、FIM）における移動項目の評価は
退院後の生活の質を大きく左右する。安全で最適な移動手段を入院時退院時において比較検討したので報告す
る。

【方法】
2024 年 5 月～12 月までの期間に自宅退院した 46 例を対象者とした。対象者の年齢、性別、在院日数、入院時ま
たは退院時の運動 FIM・移動 FIM・FIM 総得点、入院時退院時の移動形態（独歩、 歩行、歩行器、車椅子）
に分け Wilcoxn 検定を用いて比較検討を行った。統計解析ソフトには R コマインダー R4.4.3 を用い有意水準は
5％ と示した。本研究は当院倫理審査委員会の承認を得て実施した。

【結果】
自宅退院者 46 名の平均年齢 82.8±7.9 歳、性別（内訳は男 27 例、女 19 例）在院日数 41.5±36.4 日であった。運
動 FIM、移動 FIM、FIM 総得点において有意差を認めた。入院時/退院時の運動 FIM は 32.9±15.3 点/39.3±17.0
点。移動 FIM においては 1.3±0.9/1.9±1.6 であった。FIM 総得点は 53.5±21.2 点/60.4±23.0 点。入院時/退院時
移動形態の割合としては独歩 2 名（4％）/4 名（9％） 歩行 3 名（7％）/8 名（17％）歩行器 6 名（13％）/6
名（13％）車椅子 35 名（76％）/28 名（70％）であった。

【考察】
入院時よりリハビリテーション介入を行う事で退院時の移動 FIM、運動 FIM、FIM 総得点において向上がみら
れた。移動形態の項目において有意差を認めたが全体的に車椅子の移動で退院する傾向を多く認めた。当院では
日常生活活動の状況把握を他部門へ伝達しその都度介助方法の指導を実施している。その中で退院時の移動
FIM の向上を図ることが出来たと考える。また退院前訪問やカンファレンスを行う事で退院後の日常生活が円
滑に行えるよう患者自身も意識が向上し、退院後の生活をイメージする事が出来ているのではないかと考える。
今後も効果的なリハビリテーション介入や病棟と連携し離床時間の確保や自主運動の指導方法を行い自宅退院
に近づけるようにしていく。今後は退院出来なかった群と比較して細分化し調査していく必要があると考える。
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当院医療療養病棟を退院した患者の自宅退院に必要な因子の検討

福岡県・北九州湯川病院

えぐま まさる

○江熊 優（理学療法士）

【目的】
医療療養病棟においても在宅復帰機能強化加算があるように在宅復帰支援も重要な役割のひとつである。急性
期や回復期では在宅復帰に関する報告は数多く見かけるが、医療療養病棟では在宅復帰に関する報告は少ない。
そこで、今回当院医療療養病棟を退院した患者の基本特性と機能的自立度評価法（functional independence
measure；以下、FIM）から日常生活活動（activities of daily living；以下 ADL）能力を後方視的に調査し、当
院医療療養病棟において自宅退院に必要な因子を検討した。

【方法】
当院医療療養病棟を 2024 年 5 月 13 日～2024 年 12 月 31 日までに退院した患者 199 名。診療録より後方視的に
情報を収集し、その内、当院入院前生活が施設である者、急性期病院へ転院した者、死亡退院した者を除いたの
べ 64 名（男性 38 名、女性 26 名、平均年齢 84.0±7.8 歳）を対象とする。対象を自宅群（46 名）と施設群（18
名）に分類し、これらの間で患者の基本的特性、ADL 能力を比較した。基本的特性は性別、年齢、当院在院日
数、同居の有無、退院時移動手段（歩行、車椅子）とした。ADL 能力は退院時 FIM 下位 18 項目、退院時 FIM
運動項目、退院時 FIM 認知項目、退院時 FIM 総得点とした。統計解析には性別、退院時移動手段、同居の有無
には χ2検定。年齢には対応のない t 検定。在院日数、FIM 得点には Mann-Whitney の U 検定を行う。また、
FIM 各項目の単変量解析で有意差の認められた変数については、転機先を目的変数とした AIC のステップワイ
ズ法による多重ロジスティック回帰分析を行った。解析ソフトには R コマンダー R4.4.3 を使用し、有意水準は
5％ とする。本研究は当院倫理委員会の承認を得て実施した。

【結果】
自宅群と施設群の間（自宅群/施設群）で、当院在院日数（41.5±36.4 日/98.5±34.9 日）、食事（5.2±2.0 点/3.9
±2.1 点）、整容（4.0±1.7 点/2.8±1.9 点）、理解（4.9±1.9 点/1.4±0.9 点）、社会的交流（4.7±2.1 点/2.8±2.1
点）、問題解決（3.5±1.7 点/1.9±1.8 点）、記憶（3.8±1.9 点/2.0±1.6 点）、退院時 FIM 運動項目（39.3±17.0 点/
30.2±18.2 点）、退院時 FIM 認知項目（21.2±8.7 点/14.3±7.6 点）、退院時 FIM 総得点（60.4±23.0 点/44.4±25.1
点）に群間での有意差が認められた。これらの単変量解析で有意差が認められた退院時 FIM 各項目を説明変数
とする AIC のステップワイズ法による多重ロジスティック回帰分析では理解（オッズ比 2.3）、社会的交流（オッ
ズ比 0.6）、記憶（オッズ比 0.4）、が有意な変数として選択された。

【考察】
当院における自宅退院群と施設退院群を検討した結果、認知に関する項目が因子として抽出された。要因として
は当院医療療養病棟に入院する患者の特性上、元々要介護状態で入退院を繰り返している虚弱高齢者や急性期
退院時も重症度の高い患者が多い。その為、自宅退院群でも各運動 FIM 得点が急性期や回復期の報告と比較し
ても低値であり運動項目が抽出されなかった事が考えられる。当院医療療養病棟において、運動機能に囚われず
環境調整や社会資源を活用し退院支援することの重要性が示唆された。
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療養型病院における退院患者の現状とFIMに関する一考察

福岡県・北九州湯川病院

ふじすえ けんいち

○藤末 健一（理学療法士）

【はじめに】
当院はベッド数 222 床を有する療養型の病院である。当院を退院（施設転院含む）される患者の現状を調査する
こと、また退院される際、運動機能及び精神機能が、どの程度かを明確にすること、その他因子として、どのよ
うな要因が退院される際、影響を及ぼしているのかを明確にすることなどを目的とした。

【方法】
2024 年 5 月から 2024 年 12 月までの期間で、リハビリテーション介入を行い、退院された患者 84 名を対象とし
た。調査項目として年齢、性別、入院期間、転帰先、同居の有無、キーパーソン、介護度、運動機能及び精神機
能の評価には機能的自立度評価表（Functional Independence Measure：以下 FIM）を用いて実施した。また
FIM に関しては入院時と退院時を比較し改善率がどの程度なのか算出することとした。なお本研究は当院倫理
委員会の承認を得て実施した。

【結果】
患者 84 名の項目別内訳としては、平均年齢：84.7±7.9 歳、性別：男性 43 名（51.2％）、女性 41 名（48.8％）、入
院期間：92.0±121.1 日、同居の有無：あり 56 名（66.7％）、なし 28 名（33.3％）、キーパーソン：：配偶者 32
名（38.0％）、子 41 名（48.9％）、その他 11 名（13.1％）、介護度は要支援 1 及び 2：3 名（3.6％）、要介護 1：6
名（7.1％）、要介護 2：19 名（13.1％）、要介護 3：22 名（26.2％）、要介護 4：18 名（21.4％）、要介護 5：24
名（28.6％）であった。また当院退院した 84 名の FIM を調査した所、平均入院時 FIM45.0±23.8 点、平均退院
時 FIM は 50.1±25.7 点で改善率 11.1％ であった。

【考察】
当院療養型病院の退院される患者においては FIM 点数は低値を示しており、必ずしも運動及び認知機能が良好
な患者ではないことが示唆された。退院する際の因子として機能の改善を最大限に引き出すことがリハビリ
テーションにおいて重要と思われるが、著しい機能改善は限界があり、療養型病院においては、その他要因の同
居の有無、キーパーソンの介護力などの社会的状況、また生活の場などの環境因子が重要であることが再認識さ
れた。
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通所型サービスCで改善した身体機能はいつまで維持できるのか？

大阪府・リハビリデイ河北

やまだ たかし

○山田 隆司（理学療法士）、阪田 光紀

【はじめに】
当事業所では日常生活支援・総合事業における通所型サービス C（以下、通所 C）通所 C 修了者（以下、卒業生）
を担い手として本事業にボランティアとして参加してもらっている。 卒業生は自分で通所 C 事業所まで赴き、
事業所内では各々の役割を持って頂いている。役割とは理学療法士のサポートのため利用者への声掛けなどで
ある。なお卒業生には事業所内のトレーニングマシンの使用を無料で許可した。このように卒業生に社会的役割
を担って頂き通所 C 型事業所に通いの場の機能を持たせることで、それに参加する者の心身機能が維持される
か検証した。

【方法】
本研究への参加者は 20 名であったが最終的には卒業生は男性 5 名、女性 7 名、平均年齢（標準偏差）82.25（4.7）
歳となった。卒業生 1 名あたりの平均月間来所回数は 3.2 回（1.8）であった。卒業生の通所 C 終了後の平均経過
日数は 876.75（268.5）日（370～1368 日）だった。評価項目は timed up and go test（TUG）、握力、5 回立ち座
りテスト（SS-5）、開眼片脚立ち（SLS）、Weight bearing index（WBI）とした。通所 C の初回利用時、終了時、
R 6 年 4 月を初回として以降 3 ヶ月に 1 度の頻度で計 6 回実施できたものをデータとして採用した。

【結果】
開始時に比べ有意差が見られた項目は TUG、SS-5、WBI であった（p＜.05）。初回利用時を除く群間には有意差
は見られなかった。SLS は初回と最終に有意差が見られたのみであった。握力については有意差は見られなかっ
た。

【考察】
通所 C 利用の効果にて身体機能（動作能力、下肢筋力）は向上し、卒業後もその機能を維持していた。行動変
容アプローチの効果は概ね 1 年と言われるが当事業所の通所 C にて改善した状態が平均 1.5 年と長期にわたっ
て維持されており、最大 3 年以上も心身機能を継続しているケースが見られた。多くの自治体で実施されている
通所 C では修了後は地域の通いの場などへの参加を促進することが多いと思われるが、当事業所での取り組み
が新しい社会参加の選択肢として活用できるのではないかと思われる。
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慢性期精神科病院リハビリテーション科におけるエンゲージメントの傾向と対策

神奈川県・北小田原病院

たなか ひでかず

○田中 秀和（作業療法士）

【はじめに】
従業員エンゲージメントは、自社や仕事に対して愛着や誇りを持ち、自発的に貢献しようとする心理状態をい
う。一般的にエンゲージメントが高いと、仕事に対する取り組みもより生産的になり、離職率の低下につながる
と言われている。当院でも一昨年より、労働生産性の向上や離職・リクルート活動に対する対策として、エン
ゲージメントサーベイを実施している。エンゲージメントサーベイによる現状のエンゲージメントについて報
告する。

【方法】
当院リハビリテーション科に所属する、理学療法士・作業療法士にエンゲージサーベイを実施、前年度のエン
ゲージメントを基に対策を検討した。

【結果】
2024 年度 34 の質問を実施 平均 eNPS －17.65
2025 年度 36 の質問を実施 平均 eNPS －30.2

ポイントの高い項目
在勤務している施設は、休暇が取得しやすい環境である。現在勤務している施設では、職場の方針や業務の進め
方に関する決定に参加する機会がある。現在勤務している施設では、職員の安全に十分配慮されている。現在勤
務している施設は、自由に提案でき、みんなが協力し合うなど、職場の雰囲気は良い。

ポイントの低い項目
現在勤務している施設を利用したいと思う。現在勤務している施設は、学会や研修会への参加にかかる諸費用に
ついて、支援が行われている。

【考察】
現状質問項目の検討中であり、2024。2025 で数・内容が変化していることもあり、直接的な比較は難しい。ポ
イントの高い項目に関しては、患者様の振り分けや業務分担の際に各個人の状況を踏まえて、安全面も含め割り
振りが出来ていると考える。ポイントの低い項目に関しては、立地条件や精神科や病院機能という、変化が難し
いところの影響が大きい。また、学会や研修会参加に関する支援に関する規定が自院内で明確になっておらず、
周知ができていなかったことや、学会、研修会について意欲の高い職員がいることを把握できていなかったこと
が影響していると考える。今後は更なる分析及び、対策の検討実施が重要である。
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リハビリテーションスタッフの認知症の人に対する態度の実態調査～認知症チームの活動に向け
て～

1 兵庫県・介護老人保健施設 ケアホーム東浦、2 東浦平成病院 リハビリテーション科

おかべ しゅうじ

○岡部 修二（言語聴覚士）1、梶 貴博1、花城 茂樹2、山田 彩世2、林 綾音2

【はじめに】
超高齢社会となった現在、総人口に占める高齢者の割合が増加したことで、認知症者の数も増加の一途をたどっ
ている。病院入院患者や施設入所者における認知症者の割合も増加しており、認知症の人に対する否定的な見方
は質の高いリハビリテーションを実施する上で阻害要因となる。認知症の人に対する態度に関する先行研究と
して、金ら（2011，2012）が地域住民や介護職員を対象に実施している。リハビリテーションスタッフを対象と
した研究は、回復期リハビリテーション病棟のみの病院で実施されているが、介護保険領域を含む病院・施設で
は見当たらない。故に介護保険領域を含む多種多様な部署がある当院で実施することで所属部署による比較も
可能になる。認知症の人に対する態度に関連する要因を明らかにすることで、当院認知症チームの活動に活か
し、より質の高いリハビリテーション提供に繋げることを目的とする。

【方法】
対象は東浦平成病院リハビリテーション科スタッフ 90 名。Google フォームを使用しアンケートを実施。金ら

（2011）の認知症の人に対する態度尺度（質問 15 問を 4 段階で評定）を使用して態度の合計得点を算出（得点が
高いほど肯定的態度となる）。性別、年齢、経験年数、職種、所属部署、認知症に関する勉強の頻度について群
間比較を実施。分析には Mann-WhitneyU 検定、Kruskal-Wallis 検定を用いた。さらに、参加してみたい勉強会
の内容についても回答を得た。

【倫理的配慮】
アンケートは無記名式。当院倫理委員会の承認を得た。

【結果】
アンケート回収率は 94.4％（85/90 名）。態度の合計得点（15 点から 60 点）の平均値は 45.7（±5.3）。認知症に
関する勉強の頻度について、2 群（勉強する・しない）に分けて比較すると有意差がみられた（P＜0.05）。その
他の項目は有意差がみられなかった。また、48.2％（41/85 名）のスタッフが認知症に関する勉強を実施してい
た。参加してみたい勉強会については、多い順に「認知症の方への接し方」「行動心理症状（BPSD）」「脳活性化
リハビリテーション」となった。勉強をしない群で特異的に多かった内容が「回想法」だった。

【考察】
認知症に関する勉強をする人は、知識を得ることで認知症の人について理解し、正しい対応をすることで BPSD
が減少するなどの成功体験に繋がり、より肯定的な態度が形成されていくと考えられる。故に、勉強をする人を
いかに増やしていくかが重要と言える。当院認知症チームの活動として勉強をしない人にも関心の高い内容の
勉強会を実施していく。「回想法」など言葉としての認知度は高いが内容は勉強が必要なものに関心を得られる
可能性がある。しかし、現状実施している勉強会への参加者数は多いとは言えず、認知症に関する勉強意欲の低
い人に参加してもらうことは容易ではない。そこで、勉強する人としない人が共同して同一の認知症患者を担当
する等、現場レベルで学ぶ機会を得られるシステム作りが必要ではないか。さらにチームとして困難事例に対す
る対応方法の検討を行い、否定的な態度が増加しない取り組みも重要と考える。
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リハビリテーション科における感染対策についての意識調査～感染マニュアルを作成して～

山口県・安岡病院

つだ

○津田 まさみ（理学療法士）、江口 祥、藤井 智恵、原田 美典

【はじめに】
患者のリハビリテーション（以下リハ）を行うにあたって、感染についての知識・対策は不可欠である。当院で
は、接触予防策の必要な患者のリハ介入の際に、リハ科職員が適切な防護具の選択などに迷う場面が散見されて
いた。その都度、感染リンクスタッフが個別に対応していたが、指導に時間を要し業務の効率低下にも繋がって
いた。リハ科職員の感染対策に関する知識や意識のばらつきが課題であると考え、リハ科職員を対象とした意識
調査を行った。その結果から、意識改善・業務の効率化を図ることを目的に感染マニュアルを作成した。

【方法】
リハ科に所属し、リハを行う理学療法士、作業療法士、言語聴覚士（経験年数 10±7 年）を対象にマニュアル作
成前後でアンケート調査を実施した。アンケートの回収率は 2 回とも 100％ であった。初回のアンケートは
2024 年 5 月に 61 名に対して行い、内容は①標準予防策と接触予防策の違い（記述式）②リハ介入時に感染対策
が分からず困ることがあるか（二者択一式）③感染リンクスタッフに希望することはないか（自由記載）とした。
アンケート結果を反映させた感染予防マニュアルを作成し、2025 年 2 月に配布した。3 月に再度アンケートを
60 名に対して行ない、内容は初回アンケート①②に加え、④リハ介入時の感染対策の方法をどのように確認し
ているか（複数選択式）⑤マニュアルが役立っているか（5 段階評価）⑥マニュアルの良い点・改善して欲しい
点（自由記載）の 6 項目とした。また、初回アンケートから 2 回目のアンケートの期間に感染対策の啓蒙活動や
勉強会を実施した。

【結果】
初回のアンケートを実施し、「感染の種類に応じた簡易マニュアルが欲しい」と意見があり、当院感染対策チー
ムの協力を得てマニュアルを作成、配布した。内容は標準予防策、接触予防策、菌種毎の対策一覧表等である。
マニュアル配布後に実施した 2 回目のアンケートでは、①の正答率は 21％ が 73％ に増加、②で「ある」と回答
した割合は 70％ から 63％ に減少した。③感染の種類に応じた簡易マニュアルが欲しい、感染症ごとのマニュア
ル（対策：エプロン、手袋、マスク、訓練場所の制限）などがひと目でわかるフローチャートが欲しいとの意見
があった。④マニュアル作成後のアンケートでは、マニュアルを見ると答えた人は 30 名だった。⑤そう思う 17
名、少しそう思う 23 名、どちらともいえない 17 名、あまりそう思わない 1 名、そう思わない 2 名だった。⑥

「各対策について詳細があり、自身で判断できる部分も多くなったため、業務が円滑に行えるようになった」「使
用できるが、全て把握することに時間がかかる」「マニュアルを見る発想にならない」との意見があった。

【結論・考察】
感染対策に関するアンケートの実施、マニュアルを作成、配布したことで標準予防策と接触予防策の違いを正し
く理解した人の割合が大きく増加した。また、感染対策の啓蒙活動や勉強会を実施したことで職員の意識改善に
繋がり、リハ科職員の手指消毒剤の使用量が、マニュアル作成前の 2024 年 5 月 7,500ml から、作成後は 2025
年 5 月 17,750ml へ増加した。
マニュアルが役立っていると感じた人は、「少しそう思う」も含めて 66％ であり、感染対策に迷うリハ科職員を
減らすことができた。感染対策を可視化したことで、自分で解決できることが増え、感染リンクスタッフが指導
する機会が減少し、リハ科職員、感染リンクスタッフ双方の業務効率の改善に至った。今後の課題として、2
回目のアンケート結果からマニュアルの改訂を行い、感染対策のさらなる定着を図りたい。
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病院職員における腰痛の現状把握調査

千葉県・北総白井病院

たに かずま

○谷 和真（理学療法士）

【目的】腰痛は男女ともに有訴率が非常に高く、厚生労働省による国民生活基礎調査が開始されて以降高い有訴
率は変化していない。腰痛をはじめとした運動器 痛は 30～50 歳代に多いことが報告されており、慢性化した

痛は仕事に影響を及ぼし、 痛による経済的損失が問題視されている。また、職場における腰痛発生件数は、
社会福祉施設や医療保健業が含まれる保健衛生業においては発生件数が増加し続けており、保健衛生業の腰痛
発生率は全業種平均を大幅に上回っているという報告からも、介護・看護作業における腰痛予防対策の推進が
重要な課題となっている。当院においても腰痛による休業や外来リハビリの処方をうけリハビリに通う状況が
散見される。そこで当院の職員に対しアンケート調査を実施し、腰痛の現状把握や予防・改善への取り組みを検
討した。

【方法】当院職員 315 人に対して Web アンケートを実施した。アンケートは事前に研究利用・公表の説明を行
い、同意が得られた場合のみ回答を得た。アンケート結果は集計し単純計算で分析した。

【結果】アンケートの回答数は 167 人（男性 33 人、女性 134 人）、回答率は 53％、許容誤差 5.2％、年齢 39.3±
12.9（平均±標準偏差）であった。腰痛有訴者は 80 人（47.9％）、腰痛による休業経験者は 24 人（14.4％）、専門
家による腰痛予防指導の経験者は 31 人（18.6％）、腰痛予防指導の希望者は 91 人（54.5％）であった。腰痛指導
の希望者のうち希望する開催方法は、対面での講習会が 40 人（44.0％）、動画視聴が 50 人（54.9％）、資料配布
が 1 人（1.1％）であった。また、腰痛有訴者（80 人）において 痛の程度は 4.5±1.9（範囲 0～10、中央値 5）、
罹患期間は「3 か月以上」が 63 人（78.8％）で最も多かった。腰痛原因の自己認識（複数回答可）は、職場内環
境が 49 人（61.3％）、自身の身体能力が 53 人（66.3％）、精神的要因が 4 人（5.0％）、その他が 16 人（20.0％）で
あった。腰痛について相談できる人がいた者は 52 人（65.0％）であった。医療機関を受診したことがある者は
34 人（42.5％）で、その者のうち治療効果は「改善」が 6 人（17.6％）、「やや改善」が 21 人（61.8％）、「不変」
が 7 人（20.6％）であり、治療の満足度は 5 件法（①とても満足した②満足した③どちらともいえない④満足し
ていない⑤全く満足していない）で聴取し、満足度が高い者（①+②）は 10 人（29.4％）であった。腰痛の仕事
への影響度は、明らかに仕事へ影響を及ぼしている者が腰痛有訴者の 45.0％ であり、回答者全体の中では 21.6％
であった。

【考察】腰痛の有訴者はアンケート回答者全体の約 48％ であり、罹患期間が 3 か月以上と慢性化した 痛である
者が腰痛有訴者の約 79％ と多かった。腰痛が原因で休業を経験した者は全体の約 14％ であり、明らかに仕事に
影響を及ぼしていると回答した者も全体の 21.6％ 存在した。腰痛の治療に関しては医療機関を受診していない
者が 57.5％ であり、医療機関を受診した者の中でも治療効果に満足した者は 29.4％ にとどまっていた。これら
のことから勤労者の腰痛に対して十分な医療的アプローチがなされていないことや、当院職員においても先行
研究や調査で報告されているように 痛による経済的損失が多くあることが示唆される。また、腰痛を抱えてい
ても相談できる環境にない者が 35％ いること、専門家による腰痛予防指導の経験者が全体の約 18％ と少な
かったことに対し、腰痛予防指導の希望者は半数以上いることから、専門家による腰痛予防のアプローチが必要
であり需要があることが示唆された。アプローチ方法として、当院では対面や動画視聴での講習会の希望が多
かったため、今後内容や開催頻度など検討していきたい。
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動画を用いた症例検討会によるFIM向上の効果について～移乗・移動を中心に～

埼玉県・上尾中央第二病院

いいの あさみ

○飯野 朝美（作業療法士）

【背景・目的】
当院では 4 年前より回復期入院患者に対して動画撮影を行い、月 1 回症例検討会を実施している。患者の基本動
作・ADL を撮影し、担当セラピストが心身機能や退院支援を含めて検討したい動作を各フロアで検討してい
る。そこで今回、動画検討の対象となった患者と対象とならなかった患者を比較し、FIM の向上に繋がってい
るのか検証した。

【方法】
対象は当院の回復期病棟に 2024 年 1 月から 2024 年 12 月まで入院し、動画検討の対象となった患者（検討群）20
名と対象とならなかった患者（非検討群）107 名とした。検討群は脳血管疾患 12 名、運動器疾患 8 名、非検討
群は脳血管疾患 52 名、運動器疾患 48 名、廃用症候群 7 名である。検討会で移乗（ベッド・椅子・車椅子）、移
動に関する検討が多かった為、今回検討群と非検討群の移乗（ベッド・椅子・車椅子）と移動の入院時 FIM
と退院時 FIM の差と、予測時 FIM と退院時 FIM の差を平均値±標準偏差で比較した。統計は Mann-Whitney
の U 検定を使用し、有意水準は 5％ 以下とした。

【倫理的配慮】
入院時に患者、家族に動画撮影や研究の内容を説明し、書面にて同意を得た。本研究は当院の倫理委員会の承認
を得た上で、個人が特定出来ないようデータ処理を行った。

【結果】
入院時 FIM と退院時 FIM の差について、移乗（ベッド・椅子・車椅子）は検討群 2±1.05、非検討群 1.82±1.24
で有意差は認められなかった（p=0.6100）。移動は検討群 2.65±1.93、非検討群 2.81±1.88 で有意差は認められな
かった（p=0.7949）。予測時 FIM と退院時 FIM の差について、移乗（ベッド・椅子・車椅子）は検討群 0±0.55、
非検討群 0.02±0.8 で有意差は認められなかった（p=0.9681）。移動は検討群-0.2±1.12、非検討群-0.14±1.41 で有
意差は認められなかった（p=0.9045）。

【考察】
入院時 FIM と退院時 FIM の差について、脳血管疾患で高次脳機能障害を有している患者や身体機能が重度で
改善が見込めない患者、運動器疾患では認知機能や既往の疾患から身体機能が低下している患者も検討会の対
象としている。その為、動作の獲得が得られにくく退院時 FIM の向上が図れなかったと考えられる。また、患
者の自立度により入院時 FIM を高値で評価しているケースもあり、退院時 FIM との差が低かった事も挙げら
れる。
予測値 FIM と退院時 FIM の差について、状態悪化により予測値と比べ FIM が低下したケースや、担当セラピ
ストによる FIM の予測精度が影響していると考える。特にスタッフ間において移動では患者の機能に合わせた
移動手段や自立度の予測が難しく、乖離が生じている可能性がある。

【結論】
検討群と非検討群で FIM の差は見られなかった。しかし動画検討会の定期的な実施は、担当セラピストが患者
の問題点を明確にし、他セラピストからの意見が解決の糸口になる事がある。今後も FIM の向上に加え、患者
の個別性に合わせた介入、予後値 FIM の妥当性、退院支援等も視野に入れ、FIM 予測精度・検討会の質向上を
図っていく。
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『ビフォーアフター』勉強会の導入とその成果―在宅療養支援におけるプロセス課題を克服する―

1 島根県・介護老人保健施設仁寿苑、2 加藤病院

そうた かずたか

○宗田 和高（理学療法士）1、松浦 真一2、上田 ユミ1、原 拓人2

【法人紹介】
社医）仁寿会は、社会医療法人本部が所在する自治体としては本邦最少人口の川本町（人口 2,915 人、うち 65
歳以上 1,316 人、高齢化率 45.1％ ※令和 7 年 3 月現在）という島根県県央中山間地域に位置する医療介護複合
事業体である。当法人は、（一社）地域包括ケア推進病棟協会の理念でもある「ときどき入院、ほぼ在宅」の実
現を目指し、地域住民の在宅療養支援に尽力している。

【はじめに】
当法人のリハビリテーション（以下リハビリ）科では、加藤病院、介護老人保健施設仁寿苑（通所リハビリ・訪
問リハビリ事業所を併設）を中心に、医療介護統合情報システムを活用し、入院から在宅療養まで切れ目のない
サービスを提供できる体制を構築している。しかし、施設間の情報共有や連携等の不足から、介護保険リハビリ
サービスの開始遅延や、時に一貫性に欠けるリハビリサービスの提供等のプロセス課題が生じていた。これは正
しく 2024 年度トリプル改定の課題でもあった。これらを改善するため科内勉強会「ビフォー・アフター」を導
入し一定の成果を得たので、その取り組みについて報告する。

【取り組み】
この取り組みは、在宅療養支援プロセスの課題を克服する医療・介護連携強化ならびに人材育成を目標に、法人
リハビリ科内の勉強会として立ち上げた。勉強会では、入院・入所・訪問・通所リハビリの担当者が一堂に会
し、対象となる症例の入院から在宅療養に至る経過、退院時共同指導・リハビリ実施計画書の共有によるリハビ
リ効果の検証など症例に関する多角的な検討を合同で実施した。とりわけ、全スタッフが等しく生活期リハビリ
の視点と医療保険リハビリの視点を持てるよう意識づけ合うこと目的とした。

【結果】
上記取り組みを行った結果、退院後の訪問・通所リハビリの開始までのリードタイムが短縮した。また、退院時
共同指導やリハビリテーション実施計画書の共有による継続的かつ一貫したリハビリの提供とその成果（ビ
フォーアフター）を積み重ねたことで、リハビリ科スタッフは退院後の生活を想定したリハビリサービスの有用
性を認識し、日常生活ニーズに即したリハビリ計画の立案ができるようになった。また、入院中から在宅リハビ
リサービスの必要性について協議・提案できるようになり、退院後の地域におけるリハビリサービスの導入と
円滑なサービス移行を実現することができた。

【考察】
『ビフォーアフター』を実施することで、プロセスの課題解決に必要なスタッフの視点強化や意識の向上を図る
ことができた。これによって、医療介護複合事業体である当法人の強みとして連携するために整備されていたイ
ンフラをより有効に活かすことができた。人材の育成に関しても、共通の目標に向かう個別の視点の醸成によ
り、先を見通した質の高いリハビリを提供できるようになり、医療と介護の総合確保を目指す上で有用であっ
た。

【課題と展望】
今後は、労働生産年齢人口の減少に伴うマンパワーの低下、資料作成等の業務負担の増加といった人事・労務課
題によって本勉強会の継続が困難となる可能性もあるが、引き続き、医療・介護 DX の活用等により労働生産性
を高め、このような質と効率の向上に資する取り組みを継続したい。
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診療参加型実習に対する当院の課題

埼玉県・上尾中央第二病院

おかむら ひろかつ

○岡村 洋克（理学療法士）

【目的】
2020 年入学の学生から理学療法士・作業療法士（以下、PT・OT）の臨床実習の形態が患者担当型から診療参
加型に変更になっている。それに伴い当科も臨床実習指導者講習会の参加、マニュアルの修正、臨床実習に対す
る勉強会を実施している。また、3 週間以上の実習に対して管理職と学生の面談を行い、実習の進捗や悩みなど
の確認を行っている。しかし、当科スタッフ（以下、指導者）に対しての面談は実施していないため、指導者の
不安・悩みについて共有ができていない現状にある。本研究の目的は、指導者が臨床実習を不安なく取組めるよ
う当科の臨床実習の課題を明らかにし、対策を立案することとした。

【方法】
2024 年度に 6 週間以上の長期実習を担当した指導者（PT・OT）に対して、グーグルフォームを使用したアン
ケートを実施。アンケートは小林らが実施している実習指導者の指導に対する評価を参考（一部改変）に実施。
内容は大きく 2 つに分けて実施した。①バイザー会議の参加や実習指導マニュアルの確認など実習前の準備に
ついて「はい」または「いいえ」の 2 項目選択型にて実施。②実習指導に対する不安や指導内容（知識・思考、
技術など）についてリッカート尺度を用いて 5 段階で実施した。回答者は特定されないことを事前に説明し、無
記名でアンケートを実施した。

【倫理的配慮】
本研究は当院の倫理審査委員会の承認を得て実施した。なお、本研究に際し利益相反はない。

【結果】
アンケート回答者は 8 名（PT5 名、OT3 名）。臨床経験は 6～9 年目は 2 名、10 年目以上は 6 名であった。①実
習前の準備についてバイザー会議の参加は 7 名（87.5％）、実習マニュアルの確認は 6 名（75.0％）、実習指導マ
ニュアルを活用しての実習オリエンテーションの実施は 8 名（100.0％）であった。②実習指導に対してやや不
安を感じている、専門性・論理的にあまり指導できなかったスタッフが 2 名（25.0％）であった。実習指導に対
してやや不安と答えた指導者は他のスタッフに比べバイザー会議の内容理解、技術の指導、専門性・論理的指導
が低い傾向にあった。また、当科の臨床実習の指導体制が十分でないと答えたスタッフが 3 名（37.5％）いた。

【考察】
アンケートを回答した指導者は、従来の患者担当型で実習を受けている。診療参加型に変更になり数回実習を担
当しているが、自分が経験した指導方法とは異なるため不安を感じていると考える。臨床実習指導者講習会の参
加だけでは不安を解消できていない指導者もいるため、臨床参加型の特徴について伝えていく必要があると考
える。また、技術の向上だけではなく、論理的指導を高められるよう症例検討会を継続し、多様な臨床推論を学
んでいく必要もあると考える。

【結論】
今回はアンケート回答数が少なかったため、課題解決に向けた十分な分析を行うことはできなかった。しかし、
指導者の実習前の準備の問題点、実習に対する不安の一要因を検討する機会を作れたと考える。今後もアンケー
トを継続し、自信をもって実習指導にあたれるよう解決策を検討していきたい。
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腰痛ゼロを目指した取り組みについて

広島県・ナカムラ病院

なかむら もえこ

○中村 萌子（理学療法士）、隴本 躍子、迫井 瑞樹、馬場 幸太、面出 莉穂、笹谷 奈緒美、
撰 敬子、塚野 健、中村 貴志、中村 友美

【はじめに】
腰痛を生み出す現場の状況は患者の生活の質や職員の労働意欲を押し下げている。生産性・業種の魅力・医療費削減の観点でも
腰痛は重要課題であり、当法人でも腰痛対策強化を進めている。取り組みの振り返りと今後の課題を報告する。

【目的】
職員の腰痛について現状を把握し法人内で共有すること、対策を検討し推進するための一助となることを目的とする。

【方法】
①現状把握：厚労省配付の「職場における腰痛予防対策指針」を活用。腰痛アンケートを全職員に、介護作業アンケートを看護・
介護・リハ職員に、対策実施状況アンケートを各部署管理者・現場リーダーに実施。姿勢の経時的変化を写真で記録（一部職員）。
②アンケート分析結果の共有、改善策の提示：経営陣・各部署管理者に個別あるいは安全衛生委員会・管理職会議で提示・相談。
③対策の徹底：管理職会議にて全部署を対象に始業時・高負担作業前後の体操実施が決定され、体操を促す施設内放送を開始。部
署毎に高負担作業と改善策例、推奨される体操をポスターにて配布。腰痛予防研修を現場リーダー必須研修と位置付け、取り組み
の意義を明示し、実技や参加人数を拡充。

【結果】
①把握：職員の腰痛有訴率は 7 割、最大要因は「持ち上げ動作・長時間同じ姿勢でいること」で、介護作業別腰痛リスク 1 位は

「オムツ交換」「体位変換」で看介護職員の 8 割が高リスクに該当していた。また「定期的なストレッチをしていない」職員が 8
割であった。各対策を「実施する」や、「実施している」かつ「実施する」との回答部署が多く、実施意志が伺えた。姿勢の経時
的変化の評価では、体操直後だけでなく体操前の姿勢でも 3 ヶ月後には姿勢改善したケースがあった。
②共有・提示：管理職会議を通すことで円滑に協力を得られ、管理者による各部署内での指示や全職員回覧書類で共有を図るこ
とができた。
③対策の徹底：詰所内ならびにオムツ台車へのポスター掲示や体操方法のリハ職への確認、作業環境の調整等各部署主体の行動
がみられた。研修では腰痛予防が経営陣の意向であることを周知し、取り組みの意義や高リスク作業における体の動かし方および
正しい体操方法の実技指導を行い、腰痛対策の実践的内容を現場リーダーへ直接伝達できた。現場リーダーに限らず研修参加者に
体操効果実感や実施・伝達意欲の高まりがみられた。研修後、始業時に職員が声をかけ合い集まって体操する部署が増加した。

【考察】
アンケート等から、問題点として作業方法や健康に関する情報・現場への落とし込みの不十分さがあげられた。組織全体でのソフ
ト面の対策強化が課題と捉え、「現状や対策案の提示」「経営陣の意向であることの周知」「研修」の 3 点に取り組んだ結果、その直
後に各部署の行動や主体的に取り組む職員の増加がみられた。この 3 点が継続的かつ法人全体としての取り組みを継続・推進す
るための重要なアクションになったと考える。今後は研修参加者数アップ、研修内容の実行・伝達状況の確認と対応、対策の実施
意志はあるが取り組めていない部署への対応等、脱落防止・底上げ対策の検討が必要と考える。

【結論】
腰痛・介護作業・対策アンケートによる現状把握や対策案提示、経営陣による対策の決定・指示、実技を含む研修への現場リー
ダーの参加が、法人全体での腰痛予防対策推進に有効に働いたと考えられる。今後の課題は脱落防止と底上げであり、状況把握・
対策相談・好事例共有等の継続的な関わりが必要である。
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外部サポート・機器導入から実践できた負担軽減と時間削減～排泄ケア・飲料とろみ付け作業の
見直し～

静岡県・和恵会ケアセンター

おおば じゅんこ

○大場 潤子（介護福祉士）

【はじめに】
介護現場では日々限られた人員の中で利用者様に提供するサービスが多くある。当施設のケアカンファレンス
や個別面談時において「人員が限られて職員の負担が大きくなっている」、「利用者様と関わる時間が限られてい
る」、「これ以上の業務削減の見直しも難しい」等、職員の業務負担の声が多く聞かれた。今回、職員の業務負担
軽減のため外部サポートや機器導入を行い、2 つの課題について業務改善（負担軽減）、時間削減について取り
組みを行ったので報告する。

【課題】
①夜間、尿漏れによる全替えの利用者様、職員双方の負担
②飲料のとろみ付けに時間がかかる

【方法】
①フロアに排泄改善推進リーダーを 1 名任命し、リフレサポーターの助言を受けながら全職員で尿漏れが無い
よう数パターン実施をしていく。
②とろみサーバー導入前後の業務時間削減の比較を行う。

【結果】
①リフレサポーターの助言を繰り返しもらい、パッドの正しい当て方や、新しい使用方法を改めて知ることで、
夜間帯の尿漏れによる全替え利用者様が減り、職員の負担軽減、時間削減に繋がった。また、利用者様にとって
も快適に入眠できるようになった。
②とろみサーバー導入によってお茶作りに係る時間を大幅に削減できた事により、他の業務に時間を割くこと
ができるようになった。また、「塩ライチ」を提供することで水分と塩分の補給ができるようにもなった。

【まとめ】
排泄研修で失敗と助言を繰り返し、新たな使用方法を知ることができた事や、取り組みの過程や成功事例を【体
験】できた事により、フロア全体でオムツ、パッドについて改めて考えることができ、今回の結果に繋がったと
考えられる。また、とろみサーバーの活用により大幅な作業時間が削減できたことで他業務に時間を割くことが
できている。今後、他業務に関しても引き続き検討していかなければならない。
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透析患者に寄り添う看護ケアの質向上に向けた業務改善の取り組み

静岡県・静岡徳洲会病院

ほんま よしあき

○本間 吉晃（看護師）、朝日原 杏奈

【目的】
透析患者は長期的な治療に伴う身体的・心理的・社会的なストレスを抱えやすい。従来のカンファレンスでは
治療に関する短期的課題に重点が置かれ、患者の心理的側面について十分な議論がなされていなかった。また、
情報共有の仕組みも改善する必要があった。そこで、カンファレンスの充実と情報共有ツールの活用による業務
改善により、患者の個別性に寄り添いながら看護ケアを提供をしたいと考えた。

【方法】
業務改善として 3 つの取り組みを実施した。1 つ目に、ケースカンファレンス実施要項を作成した。身体的・心
理的・社会的問題を含む包括的な議論ができるよう、カンファレンスの運用方法を見直した。2 つ目に、情報共
有ツールの導入を行った。ワークシートを活用し、看護ケアや評価日を記録、ベッドサイドにホワイトボードを
設置し、患者情報を可視化してチーム全体の共通認識を深めた。3 つ目に、業務改善後、病棟看護師にアンケー
トを実施し、取り組みの有効性を評価した。

【結果】
2 つの事例を結果としてあげる。事例 1：皮膚掻痒感と感情失禁がある透析患者に対し、共感的な対応と保湿ケ
アを統一した結果、不快症状が軽減し、介護用つなぎ服から病衣への変更が可能となった。事例 2：寝たきりの
患者に対し、個別リハビリを導入し、離床を促した。食事や移動時の車椅子乗車時間を増やした結果、車椅子自
走が可能となり、退院支援が円滑に進んだ。アンケート結果では「ケースカンファレンスが患者の問題解決に役
立ち、ケアの質向上につながった」と回答した割合は 89％ に達した。

【考察】
透析患者の全人的看護を実施するためには、患者の疾患だけでなく、精神的な状態や社会的背景も考慮したアセ
スメントを行い、包括的なケアを提供する必要がある。今回の取り組みでケースカンファレンスの活用が有効で
あることが示唆された。カンファレンスを通じて患者の全体像を把握し、多角的視点からケア方法を検討するこ
とで、より適切な支援が可能となった。また、情報共有ツールの導入により、多職種の連携が強化、看護ケアの
継続性が向上し、チームで統一した介入が実現した。

【結論】
本取り組みを通じて、透析患者の個別性に応じた看護ケアを実践し、患者に寄り添った看護の提供に繋げる事が
出来た。今後はケースカンファレンスの評価を継続するとともに、情報共有のあり方をさらに検討し、持続可能
な看護ケアの充実を目指す。
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内視鏡室における転倒予防の取り組み～麻酔法で胃カメラを受けた受験者に安静時間を守っても
らうために～

静岡県・医療法人徳洲会 静岡徳洲会病院

はらだ せつこ

○原田 節子（介護福祉士）、大場 有紀子

背景 A 病院の内視鏡室では、麻酔法での検査後はリカバリー室へ車椅子で移動し、20 分～30 分安静時間とし、
その後担当者が声をかけている。麻酔が十分覚めていない状態での歩行はふらつきなどによる転倒のリスクが
高いため、安静時間を守る必要がある。しかし、受検者の中には声を掛ける前に起き上って歩行し、ふらついて
転倒しそうになる事もあった。そのため検査後の安静時間を守り、安全に検査を終了してもらうための改善に取
り組んだ。
調査期間 令和 6 年 4 月～令和 7 年 5 月
実施期間 説明用紙使用 令和 6 年 10 月～ ベッドサイドへの掲示 令和 7 年 4 月～
方法 看護師・健康管理センタースタッフの協力を得て、よりわかりやすい説明用紙になるように、新たに説明
用紙の見直しと改善を行った。説明用紙には、麻酔法についての説明を記載し、Q＆A の形式で安静時間の必要
性を記載した。説明用紙はひとりひとりに声を掛けて手渡し、検査前に読んでもらった。説明用紙による説明開
始後にも安静時間を守らない受検者がみられたため、ベッドサイドに「スタッフが来るまでこの場でお待ちくだ
さい」と掲示を追加で行った。
結果 説明用紙使用開始前に安静を守れなかった受検者数は 6 か月間で 29 名であった。また、新たな説明用紙
の運用開始後は、8 ヶ月間で 6 名と減少した。さらに、ベッドサイドへの掲示を行ってからは、1 ヶ月間で 0
名であり、現在も安静時間がきちんと守られている。
考察 説明用紙をよく読まない受検者がいる一方で、真剣に読んでくれる受検者もいた。そのため看護師の協力
も得ながら、直接手渡し、さらに声かけもおこない、読んでもらえるような環境を整えた。それでもなかなかゼ
ロにはならない状況があったが、ベッドサイドの掲示を追加することにより、安静を守れない受検者数を 0 名に
することができた。ベッドサイドの掲示は起き上がろうとしたタイミングで目につく場所であり、検査前の説明
を思い出すことができたのではないかと考える。これらの取り組みにより、安静を守れる受検者が増え、受検者
の安全につながったと考える。
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目指せ業務改善！―介護医療院における生産性向上WG の活動と業務改善効果―

北海道・札幌西円山病院介護医療院

いしかわ ともこ

○石川 朝子（作業療法士）

【はじめに】
R6 年度の介護報酬改定では「生産性向上」がキーワードとして着目され、3 年後の義務化に向け介護事業所内
での取り組みが求められた。厚生労働省が発出している介護事業における生産性向上に資するガイドラインで
は、介護分野での生産性向上は「介護の価値を高めること」と明示されている。
札幌西円山病院介護医療院は I 型介護医療院で入所者の平均要介護度は 4.4 で、身体介護・医療的処置が多いの
が特徴である。当施設においても提供する介護・医療サービスの向上を目指すべく、生産性向上 WG を立ち上
げて業務上の課題抽出と解決に向けて取り組んでいく体制を構築した。その取り組みと効果について報告する。

【生産性 WG の概要】
2024 年 10 月に施設内の生産性向上委員会の下部組織として、生産性向上 WG を立ち上げて活動を開始した。
WG の目的を「自分たちの目指す介護・看護が提供できる環境づくり」とし、参加者は副施設長、介護主任、看
護主任、リハビリ、各係活動担当者、開催頻度は 1 回/月の開催とした。
活動内容として①スタッフの声から業務改善が必要と思われる課題を聴取し解決に向けた取り組みの実施、②
施設内で行われている係り活動や業務改善の集約および効果判定を実施した。

【業務改善の取り組みと効果】
2024 年度に施設内で実施された業務改善は 15 件であった。WG 内で提案された課題は課題進捗表で管理し、毎
月進捗を確認しながら対応について検討を進めた。また、WG 外で提案実施された取り組みは、効果判定方法を
WG で提示し、取り組み前後の評価を実施した。以下に効果判定まで到達した業務改善についていくつか例を示
す。
①高機能マットレスの自動体交機能の活用：看護師が個人で提案する体制から、リハビリ職員からも提案し導
入する体制を整備。1 か月で 7 名→11 名と 4 名自動体交実施者が増大し、夜間帯のオムツ交換/体交時間が約 6
分半短縮した。
②薬剤の一包化・服薬回数等の見直し：薬剤師と看護師を中心に処方を見直し、可能なものは一包化を進めた。
これにより看護師が担っていた与薬の一部を介護福祉士へシェア可能となった。それに伴い薬剤関連の IA は
36％ 減少し、看護師の 83％ が負担軽減を感じていた。また、処方見直しにより不要と判断された薬剤の中止を
進め 60 名中 23 名が服薬回数減少し、26.341 円/月の薬剤コストが削減した。

【考察】
限られた人的・物的環境でよりよいサービスを提供していくためには、考案・実践する時間や職員のゆとりが
大切であり、それを生み出すためには業務改善は不可欠である。本取組を通じ、施設内に「業務改善の本来目的
の浸透」「業務改善の意識向上」「効果判定の必要性への気づき」が徐々に芽吹いてきたことが一番の成果と感じ
ている。業務改善は実行するのみではなく、見える化し効果判定し、職員が改善を実感し各々の行動変容につな
げることが重要である。職員から効果判定方法の提案場面が増える等、主体的場面の増加もみられている。今後
も職員からの活発な意見を受け入れる体制を強化しサービス向上を目指すとともに、運営の安定に寄与できる
よう取り組みを進めていきたい。
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介護現場の生産性向上目指して～ペーパーレス化へ向けて～

1 埼玉県・樹会 大井苑、2 樹会 鶴ヶ丘苑

とだ えいいち

○戸田 英一（介護福祉士）1、横堀 将之2

【始めに】当苑は社会福祉法人樹会により 2006 年に開設。全 10 ユニット入所者 100 名が利用されている。また、
近隣に地域密着型特別養護老人ホームを隣接。3 ユニット、29 名がご利用されている。
近年、医療・福祉分野で働く人材が不足する中で、働き方の改革、生産性向上が広く謳われている。今ある人的
資源で、求められてる介護サービスを継続して提供する為には、業務の効率化が必須と考える。
令和 7 年 4 月より生産性向上委員会を立ち上げ、当苑で働く職員に 3M（ムリ・ムダ・ムラ・）について意見を
募る。
その結果を元に職場での業務改善に向けて検討・実施を行った。

【目的】今ある人的資源で、求められてる介護サービスを継続して提供する為には、業務の効率化が必須と考え
る。当苑で働く職員が集中して介護業務を行えるよう、負担・不安に感じている部分を可視化し改善することで
業務の効率化を図る。

【方法】事務・医務・介護へアンケートを実施。委員会内で集計を行い、ムリ・ムダ・ムラ（3M）について 3
グループに分かれて話し合いを行った。
その結果、書類のムダ（ご利用者書類のペーパーレス化）について検討。職員が確認するご利用者の情報を書類
から PC 上での確認に変更し実施。年間で掛かる費用の削減と職員の労力について検証を行った。

【結果】
1、大幅な書類の削減が期待できる。年間約 14000 枚強を削減することが可能。
2、保管場所の確保、保管に使用する物品購入の負担の削減、職員の労力の軽減が期待できる。
3、申し送りの電子化に伴い、メリットも感じられるが、慣れない職員の負担があった。

【結論・考察】
今回のペーパーレス化への検討と実施により、A4 用紙の購入費と、書類の保管場所の削減、職員の労力の軽減
に期待ができることが分かった。
しかしペーパーレス化を進めていく上で情報の視認性の低下による職員の抵抗感が感じられた。

慣れない職員のペーパーレス化への負担と IT リテラシーの認識不足から必要性をあまり感じていない職員も
いたと推察できる。
しかし、ペーパーレス化の取り組みは職員の負担の軽減と業務の効率化に繋がり、生産性向上への手段と再確認
することができた。
今後はペーパーレス化のメリットを周知し、積極的に取り組める環境づくりを行っていきたい。
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介護医療院における DXと多様人材活用による生産性向上の検証

鳥取県・養和病院介護医療院

ふくま ひろき

○福間 宏喜（介護福祉士）

【目的】
慢性期医療を担う介護医療院では、職員の業務負担軽減とケアの質の維持向上を両立させるため、生産性向上が
喫緊の課題である。本研究では、デジタルトランスフォーメーション（DX）機器および外国人職員の間接業務
参加を中心とした多様な人材活用の取り組みによる、生産性向上の実態と課題を検証した。

【方法】
当施設では 2022 年より段階ごとに、映像記録・情報共有支援システム「ライブコネクト」、業務中の即時連携を
可能にするインカムならびに外国人職員による掃除・配膳・備品管理など間接業務への参画を実施している。
導入後の影響評価として、職員 28 名及び本人若しくは家族 10 名を対象としたアンケート調査を行い、
StreseResponseScale-18 を含む心理的負担評価、業務効率やモチベーションの変化、サービス満足度を分析し
た。また、生産性の客観指標として年間残業時間および有給取得率を比較した。

【結果】
職員アンケートの結果では、以下のような傾向がみられた。まずインカムやライブコネクトなどの DX 機器の導
入により、業務の効率化を実感した職員は全体の 90％ にのぼった。「迅速な応援要請」「移動せずに情報共有がで
きる」といった利点が挙げられ、業務連携のスムーズさに対する評価が高かった。また外国人職員による間接業
務への支援については、100％ が「負担が軽減された」と回答。特に廃棄物の分別・回収、食器の洗浄および衛
生管理、使用備品の清掃・衛生維持、必要物品の在庫確認および補充業務などの作業が効率的に分担され、介護
職員がご利用者のケアに集中できる体制が整ってきた事が伺える。
一方職員のストレス評価では「気持ちが沈んでいる」「何となく心配だ」と感じる職員がそれぞれ 45％ 及び 50％
と一定数の心理的負担が確認された。業務効率が改善された一方で、心の余裕までは十分に回復していない状況
が示唆される。客観的な業務指標として、残業時間は 2023 年度 16,452 分から、2024 年度には 11,575 分へと約
30％ 削減された。また有給休暇の取得率も前年の 39％ から 49％ へと 10％ 向上し、働きやすさに対する改善傾
向が数値としても裏付けたれた。さらにご家族アンケートでは、職員の対応に対する満足度が非常に高くほぼ全
てで「とても満足」「概ね満足」との回答であった。一方で DX 導入による現場の変化や職員連携の工夫について
は、 60％ が「良くわからない」と回答あり施策の見える化や情報共有が不足している現状も浮き彫りとなった。

【考察】
ライブコネクトやインカムの導入により、介護現場における情報の一元化・即時性が高まり、職員間の連携が強
化された。さらに間接業務を外国人職員が担う事で、介護職員が直接ケアに割ける時間が増加し、残業時間・有
給取得率改善といった成果に結びついた。これらの結果は、厚生労働省の ICT 活用ガイドライン（2022）にお
いて示している「業務効率の可視化と支援ツールの併用が職場環境に寄与する」というエビデンスと整合的であ
る。一方家族への取り組み内容の説明不足や、職員間での心理的ストレスが以前存在する事から、今後は感情労
働に対するメンタルヘルス支援、家族への情報共有の仕組み作りが必要である

【結論】
DX 機器の導入と多様な人材の活用は、介護現場における生産性向上と働きやすさの改善に明確な効果をもた
らした。今後は技術と人材戦略を基盤に、メンタルヘルス支援や情報共有の仕組み強化を図り、職員・利用者・
家族すべてにとって安心と納得のあるケア体制を構築していく必要がある。



第33回日本慢性期医療学会
69- 8 業務改善②

入浴介助における時間短縮と職員負担軽減への取り組み～改善策の実施とその効果～

1 千葉県・初富保健病院、2 初富保健病院介護医療院

のむら のりこ

○野村 徳子（看護師）1、久住 紅子2

【背景】
長期療養における入浴は、患者の生活の質（QOL）の維持・向上において重要である。一方で、入浴介助は職員にとって身体的
負担が大きい。また、限られた時間内に所定の人数の対応を求められるなど業務上の課題が多い。さらに、入浴日の職員確保は
困難であり、管理者は調整に苦慮している実状がある。

【目的】
入浴介助業務の各プロセスに要する所用時間や付随する処置を可視化し、業務の効率化および職員の負担軽減を図る。

【方法】
本研究は、倫理審査委員会の承認を得て実施した。2024 年 12 月 2 日～12 月 13 日に各病棟における入浴業務および一人あたり
の入浴時間のタイムスタディを行った。一人あたりの入浴時間は、次の入浴業務プロセスに細分化し、各プロセスの所要時間を
計測した。各プロセスは、①ベッドからストレッチャーの移行時間 ②部屋から浴室への移動時間 ③脱衣および入浴準備時間
④洗身・洗髪・入浴時間 ⑤着衣および医療的処置時間 ⑥浴室から部屋への移動および環境整備時間である。計測の結果か
ら特に時間を要したプロセスを特定し、改善策を立案・実行した。改善後の効果検証として、2025 年 4 月 16 日～4 月 25 日に再
度タイムスタディを実施した。加えて、同年 4 月 23 日～4 月 30 日に職員の負担感を調査するため、アンケート調査を実施した。

【結果】
入浴業務の各プロセスでは、③脱衣および入浴準備時間 ④洗身・洗髪・入浴時間 ⑤着衣および医療的処置の各時間が長く、
これらに対して改善策を実施した。各病棟の平均入浴業務時間は、改善前 369.9 分から改善後 309.3 分に短縮した。一人あたりの
入浴時間の各プロセスにおける所要時間は、以下のように変化した。③脱衣および入浴準備時間：509.1 秒→415.0 秒 ④洗身・
洗髪・入浴時間：680.1 秒→585.9 秒 ⑤着衣および医療的処置時間：501.5 秒→434.1 秒。職員アンケート結果では、「負担減」ま
たは「やや負担減」と回答した職員が 71％ だった。

【考察】
今回の業務改善により、入浴業務の効率化が実現し、職員の負担軽減が明らかとなった。調査結果から、現場における業務改善
は小さな時間の積み重ねが効果をもたらす可能性を示唆している。限られた職員数と時間的制約の中で、効率性を重視した業務
運用は今後も必要不可欠である。一方で、入浴は単なる清潔ケアにとどまらず、生活の楽しみやリラクゼーションの機会として
生活の質（QOL）の向上に寄与するものである。したがって、効率化の追求に加え、質の向上も並行して取り組む必要がある。
今後は、入浴設備や支援機器の整備を進めることが求められる。これにより一部の介助を機器に委ね、職員はより個別性に配慮
した入浴ケアに注力できると考える。

【結論】
入浴業務における時間短縮および職員負担の軽減は、業務分析と改善策の実施により可能であることが示された。今後、2040
年の深刻な人手不足を見据え、業務の効率化と設備改善の両面から継続的な取り組みが重要となる。これにより、患者にとって
快適かつ安心できる入浴環境の実現が期待される。
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Webアプリケーションを利用した職員の予防接種歴、抗体価の統合管理に向けた取組み

1 島根県・加藤病院、2 シミックホールディングス株式会社

うえだ さきこ

○上田 咲子（保健師）1、平川 彩2、北原 沙也加2、清水 晴子1、田中 弓子1、加藤 節司1、福士 岳歩2

【目的】
医療関係者の感染症予防における予防接種は、自らの健康を守るだけでなく、患者や他の職員への感染拡大を防ぐ観点からも
極めて重要である。
しかし、医療機関職員の予防接種歴や抗体価など、感染制御に必要な情報のマネジメントは容易ではない。現在、母子手帳に
よる市区町村ごとに異なる情報管理が、一元的かつ生涯にわたる情報管理の大きな障壁となっている。
国においても、予防接種基本計画に基づき、令和 4 年から予防接種事務のデジタル化に向けた議論が開始された。
当法人においても、職員から予防接種歴や抗体価に関する情報を収集し、検索可能な一元管理を入職時点から適切に実施する
ことは極めて困難であった。これは、安全かつ迅速な予防接種の実施はもちろん、適切な感染制御策への効率的な情報活用の
点でも大きな課題であった。
そこで当法人では、シミックホールディングス株式会社の「harmo ワクチンケア for healthcare worker™」を用いた予防接種
マネジメント体制を、同社と共同で構築した。
本報告では、Web アプリケーション（以下、ユーザー管理ツール）の導入と運用の実際、および得られた成果について述べる。

【方法】
本体制は、職員個人が使用するスマートフォンアプリ（以下、ユーザーアプリ）と、衛生管理者が使用するユーザー管理ツー
ルの 2 つのアプリで構成されている。
ユーザーアプリでは、過去の予防接種歴や母子手帳、接種証明書などの画像登録が可能であり、それらの情報はユーザー管理
ツールで閲覧できる。また、ユーザー管理ツールには、登録された予防接種歴や抗体価をもとに、不足する予防接種の種類や
回数を表示する機能や、職員と衛生管理者が連絡を取るためのチャット機能が備わっている。
令和 6 年度より常勤職員を対象に、業務用スマートフォンへユーザーアプリを導入し、職員自身が過去の予防接種歴および接
種証明書画像を登録した。衛生管理者は、それらの情報をユーザー管理ツールで確認し、不明瞭な点がある場合は抗体価検査
を実施し、その結果をユーザー管理ツールへ登録した。
さらに、日本環境感染学会の「医療関係者のためのワクチンガイドライン（第 4 版）」に基づき、予防接種が不足している職員
に対して、アプリを通じて通知し、接種を勧奨した。

【結果】
本体制の導入により、分散していた予防接種歴および抗体価が統合され、常勤職員の状況を迅速かつ正確に把握できる体制が
整備された。これにより、予防接種が不足している職員に対して迅速な対応が可能となり、本体制導入前はガイドラインに沿っ
た予防接種が完了している職員が 34.9％ であったのに対し、令和 7 年 5 月時点で 84.7％ にまで向上した。
また、感染症リスク管理の精度が向上し、職員個々の感染症予防意識も高まったことで、組織全体の集団免疫力の向上に寄与
した。

【考察】
Web アプリケーションを活用した職員の予防接種歴と抗体価の統合管理は、接種漏れ防止や迅速な対応を可能にし、医療機関
における感染症対策の質の向上に大きく貢献することが確認された。さらに、本体制は職員にとっても、予防接種に関する情
報の生涯管理を可能とした。
今後は非常勤職員や派遣スタッフも管理対象に加え、情報の定期的な更新と保守を徹底することで、より強固で持続可能な職
員の健康管理体制を確立していきたい。
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ICTを用いた消耗品棚卸し作業の業務負担軽減について

佐賀県・志田病院

とみなが るみ

○冨永 瑠美（事務職）、福島 忍、石橋 幸治、白仁田 博美、志波 徹人、志田 知之

【はじめに】
当法人が管理する消耗品の取扱い数は、10 社約 270 品目以上に上る。年 2 回の棚卸し作業時には、全ての消耗
品の在庫数を紙の在庫台帳と現品を合わせる作業、及びパソコンへの入力作業があり、多くの時間と労力がか
かっていた。
今回、当院の基幹ソフトであるファイルメーカー（以下、FM）にてマネジメントツールを開発し運用したこと
により、大幅に業務負担が軽減できたため報告する。

【取り組み】
課題点の抽出のために、主に作業の手間数と作業時間について洗い出しを行ったところ、1）各消耗品の現在庫
数のカウント作業、2）対象の消耗品を紙の在庫台帳やパソコンで検索する作業の二つに手間と時間が掛かって
いる事が判明した。また、消耗品名で検索する際、類似した名称の消耗品も多くあるため、取り間違えないよう
に注意して作業する必要があった。消耗品の検索時間の短縮と消耗品間違いの防止策として、消耗品の JAN
バーコードを利用したマネジメントツールの開発を行うこととした。マネジメントツールは当院のシステムエ
ンジニアと運用手順を元に希望する機能や操作方法などを協議して開発した。FM にて開発したマネジメント
ツールで、保管場所にある消耗品のバーコードをノートパソコン等のモバイル端末を用いて読み取ることで、紙
の台帳を使用せずに直接種類や在庫数を確認・記録することが可能となった。

【結果】
これまでの消耗品棚卸し作業では、紙台帳のリストから消耗品の検索をすることに手間がかかり、現物の個数を
パソコンへ入力する作業も発生していた。この取り組みによって 2 名で約 16 時間かかっていた作業が、2 名で
6 時間程度の作業で終了するようになった。システム化したことにより、人為的な間違いのリスクも無くなり、
また、消耗品棚卸しの為の出庫停止時間も約 8 時間から 3 時間程度に短縮でき、物品が必要な部署への影響も軽
減した。

【考察】FM を活用したマネジメントツールにより、消耗品棚卸し作業の業務負担軽減とともに作業に掛かる人
員の削減もでき、他の業務への対応が可能となった。
これまでに当院ではシステムエンジニアによって FM を活用した様々な業務改善を行っており、その経験が今
回の改善にも繋がった。今後は消耗品発注や入出庫時の改善が出来るように、さらにマネジメントツールを発展
させていきたい。
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外来データ提出加算算定に向けた取り組み

佐賀県・志田病院

さぶさわ まさかず

○寒風澤 正和（事務職）、石橋 幸治、大石 浩隆、志田 知之

【はじめに】
2022 年度の診療報酬改定において、医療の質向上と診療報酬制度の透明化を目的として、外来における診療情
報のデータ加算が新設された。2024 年度診療報酬改定において、入院のデータ提出の届け出を行っている病院
においても算定が可能になったものの、多岐にわたるデータを継続的に提出する必要があるため、佐賀県内で算
定している医療機関は少数である（2024 年度の第 2 回試行データ適切医療機関は、外来データ提出加算：病院
1 件、クリニック 3 件、リハビリテーション提出加算：病院 1 件、クリニック 1 件、在宅データ提出加算：病院
1 件、クリニック 2 件）。今回、当院ではファイルメーカー（以下、FM）の活用による外来データ提出加算算定
の取り組みを行ったので報告する。

【方法】
外来データ提出加算に必要なデータを取得するために、当院の基幹ソフトである FM を活用して管理ツールを
構築し、生活習慣病管理料 II 算定患者、外来疾患別リハビリテーション算定患者、訪問診療在宅算定患者のリ
スト化を行った。生活習慣病管理料 II 算定患者（月平均 630 人）においては、iPad で当日受診した全外来患者
の中から該当する患者を自動で選別できるように工夫し、基本的な患者情報（身長、体重、喫煙歴、介護保険情
報等）を一人一人に問診して管理ツールにデータ入力した。必要な診療情報（HbA1c、FIM、BI 等）について
は、電子カルテからデータを取得するようにし、また、生活習慣病については各種データよりリスク評価も管理
ツール上で自動計算するようにした。

【結果】
2024 年 12 月に、当院の提出データが適切であると外来医療等調査事務局より確認されたため、外来データ提出
加算（外来データ提出加算、リハビリデータ提出加算、在宅データ提出加算）の申請を地方厚生支局医療課長等
に行い、2025 年 1 月より本算定が可能となった。

【考察】
電子カルテのみでは外来データ提出加算用のデータ管理は難しく、他の管理ソフトと連携したシステムが必須
であった。システムの活用により、当該患者の不足分データがすぐに確認でき、また各種情報の更新が容易と
なった。より質の高い医療を提供するためには、デジタル化による基盤データの管理を伴う業務改善が不可欠で
あると思われる。
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私たちの考える“されたい”

1 埼玉県・富家病院、2 富家千葉病院、3 富家在宅リハビリテーションケアセンター

おおたに ゆうし

○大谷 祐之（医師）1、富家 隆樹1、須賀 晴彦2、影原 彰人2、上山 裕3

当グループの理念は「されたい医療されたい看護されたい介護」である．自分が患者様がわの立場だった時に、
どういったことを提供されたいか、スタッフそれぞれが常にそれを考えながら、より良い医療サービス向上を心
掛けている．
当グループは埼玉県ふじみ野市と千葉県千葉市に高度慢性期医療の基幹病院と、関連施設を併せ持ち、地域医療
機能を発揮・継続している．
全グループ合同の研究会を毎年開催し、医療知識・目標意識向上、情報交流にも努めている．2023 年の合同研
究発表会に於いて全参加者を対象に「自分の考える“されたい”」をテーマに、自由発想→関連づけから解決の

を導く KJ 法を用いたグループ・ディスカッションを実施したので報告する．

【方法】
富家病院・富家千葉病院、および関連施設…特別養護老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループ
ホーム・通所/訪問ケアサービス施設等の、医師・看護師・介護士・リハビリ療法士・コメディカルスタッフ全
参加者 300 名．
6 人程の小チーム 45 組に分かれ、まず各自“されたい”ことをカードに自由列挙、次いでチーム内で議論を交
え項目をグループ編成し系統図解化ポスターを作成、全チームの成果物を展示し廻りながら討議するかたちを
とった．

【考察】
笑顔、傾聴、コミュニケーション等、心掛けで改善される可能性があるもの、食事やイベント等、設備環境の質
の工夫で期待できるもの、現時点では実現が難しいものなどがあった．日頃なかなか表出されないが、現場職員
が悩み、最も困っていることが映し出されているとも思われた．
システムを改訂していく管理者にとってばかりではなく、多職種スタッフ個々それぞれのモチベーション向上
にも繋がる大変有意義な取り組みであった．多くの割合を占める共通の願いから意外で斬新なアイデアまで、こ
れからの時代の新しい病院・地域医療をより良いものに発展させていくためのヒントが、多分に盛り込まれて
いると考えられる．
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病棟看護職員の入院受け入れ業務効率化の取り組み～業務プロセスの可視化とタイムスタディの
効果～

1 千葉県・初富保健病院、2 初富保健病院介護医療院

うかじ ともこ

○宇梶 智子（看護師）1,2、齋藤 寿美子1、吉田 史江1

【背景】
我が国は医療の機能分化推進のため、慢性期の医療機関や介護施設で急性期医療の対象外となる中等症や軽症
の高齢患者の入院を受け入れる方針を打ち出している。療養病床と地域包括ケア病棟及び併設型介護医療院を
有する自組織においても、地域の高齢者のニーズに可能な限り答えることが使命であると捉えた。病棟看護配置
が急性期 7：1 の約 3 分の 1 の当院において、同日に複数人の入院受けを可能にするには、現状の入院受け入れ
業務の効率化が不可欠と捉え、課題解決に取り組んだ。

【目的】
入院受け入れ業務の効率化により、病棟看護職の入院受け入れの業務負担が軽減し、1 日複数人の入院受けが可
能となる。

【方法】
本研究は、倫理審査会の承認を得て、2024 年 11 月～2025 年 5 月に当施設にて実施した。①入院受け入れ業務プ
ロセスを 17 項目に細分化し可視化する。②現状把握を目的とし、全新規入院患者受け入れ時に 1 か月間タイム
スタディを実施。17 項目それぞれに要する時間の平均と合計時間の平均を明らかにする。③特に時間を要して
いる業務プロセスを抽出し、「スリム化」と「タスクシフト」の視点で効率化計画を策定し、実施する。④効率
化計画実施後のタイムスタディ及び入院受け入れ業務負担度調査を実施し、取り組みの効果を測定する。

【結果】
タイムスタディの結果より、効率化が可能で早期に着手できる業務を抽出した。新規入院患者が、病院に到着し
てから病室に入るまでの業務を、外来看護師と入退院看護師にタスクシフトすることで、病棟看護職の入院受け
入れ業務が 70 分短縮できた。また、入院時説明の内容（病棟の特色や療養上の注意点）を網羅した動画を作成
し、対面での説明から動画視聴に変更した。これにより、平均 11 分短縮となった。さらに当院で最も入院を受
ける地域包括病棟で、重複記録による非効率が生じていたことが明らかになった。そのため、電子カルテオー
ダーのカスタマイズに着手して記録をスリム化し、記録時間が平均 15 分短縮した。入院受け入れ業務全体では、
平均 120 分短縮することができた。1 日複数人の入院受け入れの要請は地域包括ケア病棟以外の病棟に 7 件あ
り、受け入れることが出来た。効率化計画実践後の業務負担度調査で看護職の 86.6％ が入院業務への支援が受
けられていると回答し、82.8％ が負担軽減したと評価した。

【考察】
入院受け入れ業務を細分化し可視化したこと、加えてタイムスタディの実施により、正しい現状把握及び、的確
な業務効率化計画の策定と実践につなげられたこと考える。これにより、入院受け入れ業務時間が短縮し、病棟
看護職の負担軽減の実現という結果が得られた。

【結論】
本研究は「軽症・中等症患者は慢性期医療機関や介護施設での受け入れを」という国の方針に資する業務改善で
あると考える。今後は多職種へのタスクシフトも視野にいれ、更なる効率化に取り組んでいきたい。
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診療情報管理室における業務改善に向けた取り組み～RPA導入による効率化～

鹿児島県・加治木温泉病院

こだま ゆうか

○児玉 悠佳（事務職）、山元 直子、今村 香織、川野 敬太、佃 祐也、柏木 友絵、上奥 誠、
髙田 昌実、夏越 祥次

背景と目的
医療・介護分野における診療情報は、質の向上に不可欠な情報源であるが、統計資料の作成には時間を要してお
り、効率化が求められていた。今回，Robotic Process Automation（RPA）を導入し、診療情報管理室業務体制
の改善に取り組んできたので報告する。
方法
統計処理の効率化には、業務自動化ツール「Power Automate」の RPA を導入した。自動化の内容は，①特定
フォルダ内の CSV データ自動取得、②Excel での集計処理自動実行、③指定フォーマットでの結果保存を一連
の自動化フローとして構築した。
結果
RPA 導入により、統計処理時間は従来の 1～2 時間から約 10 分と大幅に短縮された。これにより、他業務への
着手することが可能となり，生産性が向上、手作業による入力ミスの削減、作業手順の標準化といった副次的効
果も確認された．また，RPA の導入は一過性の効率化にとどまらず、働き方そのものを見直す機会となった．
考察とまとめ
RPA は定型的かつ反復的業務に適しており、業務効率化とミス防止に大きく寄与した。また、診療情報管理室
業務体制の見直しは、多忙な医療現場に対応した実践的解決策として有効であった。今後は、RPA の他業務へ
の適用にも努め、質の高いサービスの提供を目指したい。
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業務標準化を目的としたマニュアル拡充の初期評価―職員アンケートによる現状把握と課題抽
出―

東京都・南多摩病院

うめだ ゆうき

○梅田 裕貴（理学療法士）、田井 啓太、原 大志、立川 利馬、熊谷 恵、百瀬 瑞穂、瀬戸 景子、
倉田 考徳

【背景】
当院リハビリテーション科では、臨床業務以外の事務的業務の指導において、これまで口頭伝達に依存する運用が中心であ
り、文書化されたマニュアル整備は限定的であった。そのため、教育場面で対応にばらつきが生じ、科内統一的な業務理解と
遂行が十分に行われないケースが散見された。こうした背景から業務標準化の必要性が高まり、従来マニュアルの内容を見直
し・拡充を行った。2025 年度より新入職員への導入を開始し、既存職員に対しても通読と実践を促すことで、全体への浸透
を図っている。
【目的】
マニュアル拡充から 2 か月後の段階で、職員の活用状況および受け止め方を把握し、今後の改善に向けた課題を抽出すること
を目的とする。
【方法】
当院リハビリテーション科スタッフ 47 名を対象に無記名の Web アンケートを実施した。設問は通算勤続年数および、5 段階
リッカート尺度（1：全くそう思わない～5：非常にそう思う）による選択式 9 項目（Q1～Q9）、自由記述 3 項目で構成した。
アンケート回収後、Q1～Q9 の尺度スコアを数値化し、ネガティブな質問は逆転処理した。また、内容別に「マニュアル評価」

「活用状況」「導入効果実感」の 3 つのカテゴリーに分類し、各項目について平均値を算出した。それら 3 つのカテゴリーにつ
いて、通算勤続年数別に 5 群間（①1 年未満、②1 年以上 3 年未満、③3 年以上 5 年未満、④5 年以上 10 年未満、⑤10 年以上）
を比較した。群間比較には Kruskal-Wallis 検定を用い、有意差が認められた場合には Dunn-Bonferroni 法による事後検定を実
施した。自由記述は内容分析により主題ごとに分類し、代表的な意見を抽出した。
【結果】
41 名から回答を得た（回収率 87.2％：各群人数構成 6-14-7-7-7）。Q1～Q9 のうち 7 項目で、全体の平均値はスコア 3（「どちら
ともいえない」）を上回った。「活用状況」では「1 年未満」および「10 年以上」群はスコアが有意に高値（p＜0.05）であっ
た。他のカテゴリーでは有意差を認めなかったが、「マニュアル評価」は全群とも高値の傾向にあり、「導入効果実感」はばら
つきを認めた。自由記述では、「検索性が低い」「参照箇所が見つけにくい」等、具体的な改善要望が挙がった。
【考察】
マニュアル内容に対する評価は概ね良好であることが示唆された。「活用状況」において中堅層で相対的にスコアが低かった。
これは既存業務への慣れや独自手順の定着が、活用への障壁となっている可能性があり課題である。一方、新人層では業務未
定着により活用度が高く、ベテラン層では教育や管理の視点から活用意欲が高いことが考えられた。このことから中堅層への
アプローチを工夫することが、全体の活用促進につながる可能性が高いと考えられた。また、導入効果の実感に関しては、そ
もそものマニュアルに対するニーズや活用状況に影響を受けている可能性がある。自由記述で得られた「検索性」や「視認性」
といった具体的な課題は、マニュアルを拡大したことにより、より改善の必要性が高まったと考えられる。
【結語】
マニュアル導入初期における職員の受け止め方と活用実態を、定量・定性の両面から把握することができた。マニュアルの評
価は概ね良好であったが、勤続年数による活用度の違いや利便性の問題などの課題が抽出できた。中堅層への浸透戦略の具体
化やマニュアル導線の改善を進めるとともに、運用状況の経時的変化を継続的に評価していく予定である。



第33回日本慢性期医療学会
70- 8 業務改善③

当院におけるプレゼンティーイズムを改善させる要因を明らかにする為の予備調査

静岡県・すずかけヘルスケアホスピタル

むらまつ まさと

○村松 優仁（理学療法士）、野口 光、片山 弘紀、久野 智彦

【目的】
医療現場における労働生産性の低下や病欠の増加は、患者の安全と医療の質低下につながる可能性が報告され
ている。当院においても腰痛や精神的ストレスによる労働生産性の損失が発生していると予測されるが、現状の
把握は成されていない。医療機関における従業員の健康問題に取り組む意義の大きさに関しての報告はあるが、
実際にプレゼンティーイズムを可視化し労働生産性の改善や医療の質を高めようとする取り組みの報告は少な
い。当院職員のプレゼンティーイズムと健康状態や心理状態との関連性を調査、可視化しプレゼンティーイズム
を改善させる要因を明らかにしていく事を目的とする。

【方法】
対象は 2025 年 5 月 26 日～6 月 8 日の間に医療療養病棟に勤務していた職員 38 名（男性 7 名女性 31 名）とし
た。SPQ（東大 1 項目版）、健康診断における標準的な質問票（性別、自覚症状、運動習慣、身体活動、歩行速
度、睡眠）、UWES（3 項目版）を用いプレゼンティーイズムと生活習慣病リスク、ワークエンゲージメントの
調査を実施した。その後全対象のプレゼンティーイズムと生活習慣病リスク、ワークエンゲージメントとの関連
性を検討する為に Spearman の順位相関係数を用い評価しヒートマップにて可視化した。中小企業のプレゼン
ティーイズム全国平均（16.7％）を基準としハイパフォーマンス群とローパフォーマンス群に分け各項目に関し
て統計学的に有意な関連があるかどうかフィッシャーの正確確立検定を用い検討した。

【結果】
対象者は 38 名、Spearman の順位相関係数を用い評価した結果、プレゼンティーイズムとワークエンゲージメ
ント、運動習慣、身体活動に弱い負の相関が見られた。プレゼンティーイズム平均は 19.5％、ハイパフォーマン
群 14 名ローパフォーマンス群 24 名であった。フィッシャーの正確確立検定の結果、いずれの項目でも有意差は
みられなかった。

【考察】
今回の予備調査にて当院職員のプレゼンティーイズム平均は 19.5％ と中小企業平均と比べ 2.8％ 高い結果と
なった。ワークエンゲージメント、運動習慣、身体活動に弱い負の相関が示された。中小企業を対象とした研究
ではプレゼンティーイズム損失の影響要因として職員の健康リスクとワークエンゲージメント、職場の一体感
に有意な負の相関が示されたとの報告がある。当院にてプレゼンティーイズムを改善させる為には、現状のパ
フォーマンスの高低に関係なく、職員全体に対しワークエンゲージメントの活用と健康リスク軽減に向けた着
手可能な取り組みの支援が必要になる事が示唆された。今後、研究対象者の拡大と可視化したデータを活用した
取り組みの立案を行う。
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近隣デイサービスとの合同レク～協力する事での相乗効果～

埼玉県・デイサービスセンター志木瑞穂の森

たなか かおる

○田中 薫（介護福祉士）、秋谷 忠良、駒崎 浩一郎

【はじめに】現在都市部のデイサービス（通所介護）事業所では供給過多が見られ、事業の継続が難しく廃業に
なる事業所も見られるようになった。実際、2024 年の介護事業所における通所・短期入所の倒産数は、訪問介
護に次ぐ 56 件で過去 2 番目の多さになっており、使い慣れたサービスが廃業になるという利用者への影響は計
り知れない。当事業所が位置する地域も例外ではなく、近隣では廃業する事業所も見られる。このため、サービ
スの質を上げるための『競争』は大切なものの、地域や利用者を第一に考えると地域事業所が連携し、より良い
デイサービスを目指すことが必要だと考えた。

【目的】近隣のデイサービス事業所間で連携を図り、「楽しく利用者に喜ばれる合同レクリエーション（以下、レ
ク）」を行うことで利用者・事業所にどのような影響を及ぼすのかを調査した。

【方法】当事業所がある地域の近隣の 3 か所のデイサービス事業所で話し合い、合同でレクが出来ないかという
ことになり実施に至った。1 回目は 1 つの事業所の数名の職員・利用者に来訪して頂き、当事業所でよく行われ
ているレクを共同で行った。2 回目は、他の事業所と相談し地域のコーラスボランティアを招いて 3 か所の事業
所でコンサートをレクの 1 つとして行った。また今回の合同レクを行うにあたり保険者への事前の相談や通所
介護計画書にも外出レクの必要性を記載した上で実施した。

【結果】他事業所の利用者を招いたレクでは、いつもと違う雰囲気に緊張した利用者も見られたが、大人数でし
かできないレクを行い『楽しかった！』『盛り上がって元気が出た』『小旅行のような気分になり楽しめた』などの
前向きな意見が多く聞かれた。次に地域のコーラスボランティアを招いた 3 事業所のコンサートは、利用者から
は大盛況であった。また、ボランティアを提供する側も、1 事業所だけでなく、多くの事業所・利用者に聞いて
もらえたとのことで喜びの声も聞かれた。更に、このように事業所間で連携を取ることで普段の些細な悩みや困
りごとも相談する関係性を持つ事ができた。

【考察】地域のデイサービス事業所の問題点として、・情報不足や人手不足により、より良いサービスを提供で
きない懸念があること。・外部とのつながりが薄いため利用者を集めにくいことや自事業所で受け入れられな
い場合に他の事業所へ紹介がしにくいこと。・自事業所が抱える問題を外部に相談できる状況、環境がないこ
と。などが挙げられる。今回の合同レクを行うことによって、利用者が楽しんでいただけたことはもちろん、他
の事業所の特色をお互いに知ることができ、他事業所への紹介もしやすくなった。また他事業所とそれぞれの悩
みを打ち明け、解決策も違う視点で考えられるような関係性や、地域のための繋がりを築けたことも有意義で
あった。今後の課題として、合同レクの頻度やレク内容、制度上の問題、事業所間の職員交流を定期的に行う施
策などが挙げられる。

【結語】近隣の事業所間で連携を図り、合同レクを企画、実施することで利用者・事業所にどのような影響を及
ぼすのかを調査した。今後も交流を持ち続けていれば、各事業所がより良いサービスの提供や各事業所の課題解
決に繋がっていくと考えた。



第33回日本慢性期医療学会
71- 2 地域連携①

「地域で集まるチーム支援」連携を超えたその先へ～老々介護支援の実践から～

1 北海道・道南ロイヤル病院、2 道南ロイヤル居宅介護支援事業所

やまざき ももこ

○山﨑 もも子（社会福祉士）1、小澤 裕太1、山田 満姫2

1．はじめに
当院の位置する北海道せたな町は東京 23 区とほぼ同じ面積ながら人口 6,900 人高齢化率 48％、一次産業主体の
町であり、人口減少に伴う独居や老々介護の問題、職員確保の困難から介護事業所と社会資源の少なさが深刻で
ある。こうした地域の実情から医療と介護保険事業所を抱える慢性期病院こそ、医療と介護の橋渡しの役割が求
められており、地域全体で支える体制を牽引できるものと考える。老々介護の退院支援から、当院が主導して、
地域の医療・介護・福祉事業所と行政が一体となり、在宅生活を支える体制を形作った実践報告を行う。
2．事例（期間：2024 年 2 月～2024 年 9 月）
入院患者 N 氏（F/79 歳）は要介護 2。自宅で倒れており担当 CM が通報して当院へ救急搬送される。左脳出血
の診断も、夫は遠方となる急性期病院への搬送は望まず、当院での入院加療を希望。主介護者の夫 M 氏（M/
84 歳）は要支援 2。左膝人工関節、関節リウマチの既往。夫婦二人での生活は介護力が無く、理解力や危険認識
力の低下から困難であり、娘・息子は遠方に住んでいて支援は望めない。患者 N 氏が寝たきりの経管栄養から、
食事も摂れ 歩行可能まで回復したことで、本人・夫共に自宅退院を強く希望。在宅生活の支援体制を検討する
こととなった。
3．方法
①リハビリ主体の家屋調査から環境設定とリスク分析（CM・地域包括・福祉用具事業者同行）
②SW・CM・地域包括支援センター地区担当者の三者による支援の方向性の擦り合わせ
③全体カンファレンス開催によるチーム支援体制づくり
4．結果と考察
①の家屋調査と ADL 評価・リスク分析から、介護力よりも本人が安全に動けるための福祉用具の導入、②の三
者会議では患者 N 氏とともに夫 M 氏も包括的に支援する必要と、夫婦二人でのデイサービスによる入浴や通
所リハビリで ADL の維持、ヘルパーによる受診と家事援助、毎日の見守りとして配食サービスの導入が提案さ
れた。娘・息子は遠方にあり電話での安否確認が主となる。③のカンファレンスは当院 SW が依頼・招集し、看
護師・栄養士・セラピスト等各部署担当、CM と夫、各介護事業所、地域包括支援センター、町の福祉課職員が
一堂に会し、遠方の娘と Zoom で息子も参加した。普段の血圧や排泄など身体機能の確認、生活状況の情報交換、
事業所間の率直な体制を話し合い、非常時の対応や連絡先も確認した。「老々介護が共倒れにならないでいかに
在宅生活を続けられるか」を、各職種はもとより、地域の事業所や行政も一堂に会して考え、それぞれの役割を
もって事業所同士も互いに相談し協力し支え合う、地域全体で支える「わが町のチーム支援体制」を作りあげた
実践と考える。
5．結論
人口減少と増加していく高齢化率、限られた医療、介護事業所のマンパワー不足と、高齢者や障がい者の支援は
常に苦境に立たされている。当院での退院前カンファレンスは、医療従事者や介護事業所が少ないなら皆一堂に
集まって考えていこうというスタイルとなった。慢性期病院が橋渡しを担い、CM、介護事業所、地域包括や町
の福祉課も参加し、一人の一人のために医療も介護も行政も一堂に会して相談し合う「顔の見えるチーム支援」
こそ、地域医療の未来につながるものと考える。
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地域在住高齢者にリハビリテーション専門職が関わる意義について

北海道・聖ヶ丘病院

いとう ゆうのすけ

○伊藤 悠之介（作業療法士）、佐々 昂典、中原 義人

【はじめに】
北海道伊達市では高齢者が住み慣れた地域で長く暮らしていけるように、介護予防の取り組みを目的とした「生
きがい活動支援事業」を行っている。また、近年、地域高齢者の健康増進の視点から介護予防事業へのリハビリ
テーション専門職の関与が推進されており、当院でも伊達市健康福祉部高齢福祉課と協力し、高齢者グループへ
の体力測定と運動指導を行っている。今回、参加者へのアンケートにより介入の効果について検討したので報告
する。

【対象】
令和 6 年 4～12 月の間に介護予防事業に参加した高齢者 30 名（男性 6 名、女性 24 名、平均年齢 79.8 歳）を対
象とした。

【方法】
4 月に市の保健師が体力測定として、①立ち上がりテスト、②ファンクショナルリーチテスト（以下 FRT）、③
TimedUp＆GoTest（以下 TUG）、④2 ステップテストを実施し、年齢別基準値と比較した。8 月に PT による体
力測定のフィードバックと生活習慣改善を目的とした予防体操の指導を、12 月に OT、ST による認知症予防と
嚥下機能についての指導と講話をそれぞれ 90 分間実施した。終了時にアンケート調査（講話の理解度、運動意
欲の変化、講話の興味のある項目、 痛の有無、昨年との身体機能の比較等）を実施し、介入の効果について検
討した。

【結果】
体力測定結果として①年齢別基準値と比べ立ち上がりテストでは、男性 4 名、女性 12 名が基準値以上であり、
女性 6 名が基準値と同等、男性 2 名、女性 6 名が基準値以下であった。②FRT の平均は男性 37.2、女性 32.0
で年齢別基準値と同等であった。③TUG の平均は 70 代男性 7.18 秒、80 代男性 7.59 秒、70 代女性 6.52 秒、80
代女性 7.59 秒であり、70 代女性のみ年齢別基準値と同等であり、それ以外は低い傾向にあった。④2 ステップ
テストの平均は男性 1.22、女性 1.29 であり、年齢別基準値より低い結果であった。また、アンケート結果では、
講話の理解度はわかりやすいが 29 名、講話後の運動意欲の変化は意欲向上が 28 名、変化なし 2 名。講話の興味
のある項目は予防体操 13 名、認知機能 17 名、嚥下機能 9 名。 痛の有無はありが 19 名（複数部位 5 名）。昨年
との身体機能の比較は向上 4 名、維持 17 名、低下 9 名であった。

【考察】
昨今、高齢者人口の増加に伴い、生活機能低下が軽度のうちから早期対応が重要であり、地域でいかに高齢者が
安全かつ健康に生活していけるかが課題とされている。
先行研究では高齢者における週 2 回以上の運動習慣が転倒予防や身体機能、精神機能の維持に効果的であると
されている。また、運動意欲の向上は高齢者の日常生活能力向上に有効だとされており、今回の講話を通じて
9 割以上の参加者に運動意欲の向上が見られた。そのため、地域在住高齢者にリハビリテーション専門職が関わ
り、具体的な運動方法や予防方法を指導する事で運動意欲の向上が促され、その結果運動習慣の継続にもつなが
ると考えられる。今後も、現在の能力を維持して住み慣れた地域で長く生活できるよう関わっていきたい。

【結語】
高齢者の運動意欲向上のために、リハビリテーション専門職による関わりが有効であると示唆された。
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介護予防・日常生活支援総合事業における短期集中予防サービスの効果～フレイル基準の視点か
ら～

1 東京都・永生会 法人本部 連携・地域支援事業部、2 八王子市リハビリテーション専門職協会

とよた へいすけ

○豊田 平介（理学療法士）1,2

【はじめに】
介護予防・日常生活支援総合事業（以下：総合事業）における介護予防・生活支援サービス事業に短期集中予防
サービスがある。通所型および訪問型があり、利用者の状態像に応じた利用が可能となる。特に通所型（以下：
通所 C）においては、リハビリテーション専門職が活用されている場面が多く、生活機能を改善するための支援
や運動器の機能向上、栄養改善等のプログラムを包括的に提供する場合もある。今回、通所 C の効果をフレイ
ル基準の視点より検討したので報告する。

【対象と方法】
対象は 2023 年 4 月から 2024 年 3 月の期間で八王子市総合事業における通所 C を利用し、フレイル基準の判定
が可能であった 75 名（内訳：男性 28 名、女性 47 名）であった。平均年齢は 82.1±5.7 歳。通所 C 開始時と修了
時の調査票および体力測定から日本語版フレイル基準（J-CHS 基準）より評価基準の 5 項目（体重減少・筋力低
下・疲労感・歩行速度低下・活動低下）における各項目の該当数より、フレイル・プレフレイル・ロバスト（健
常）に分類して開始時と修了時で比較を行った。さらに、該当項目数についても、修了時に該当する項目数が開
始時より増加した場合を低下群、変化がなかった場合を維持群、項目数が減少した場合を改善群とし、開始時と
修了時で比較を行った。

【結果】
開始時のフレイル基準の分類では、フレイルは 26 名（34.6％）、プレフレイルは 47 名（62.6％）、ロバストは 2
名（2.6％）であった。修了時では、フレイルは 18 名（24.0％）、プレフレイルは 44 名（58.6％）、ロバストは 13
名（17.3％）であった。開始時と修了時での比較検討では有意差を認めた（p＜0.001）。該当項目数については、
低下群は 12 名（16.0％）、維持群は 25 名（33.3％）、改善群は 38 名（50.6％）であった。開始時と修了時での比
較検討では有意差を認めた（p＜0.001）。

【考察】
総合事業における通所 C の対象は、フレイル、プレフレイルに相当する要支援者とされる。その要支援者の特
徴としては、外出機会の減少や精神心理面の低下が入口となり、身の回り動作はなんとか自立しているが、生活
行為の一部に課題が現れる。また生活機能の低下とともに身体機能の低下が顕著になる特徴がある。開始時状態
をフレイル基準で分類すると 97.2％ がフレイルおよびプレフレイルに該当した。このことは通所 C 利用者の場
合においては、全般的にフレイルという課題を抱えていることが示唆された。修了時にはフレイルおよびプレフ
レイルは 82.6％ に低下し、効果が認められた。またロバストについても開始時と比べ修了時では 6 倍に増加し
た結果となった。項目該当数から見た場合には、改善群 50.6％ となり、おおよそ半数が改善を認めたこととな
る。今回、予防サービスとして、大きな効果を示せた一方で、修了時のフレイルが 24.0％ とプレフレイルが 58.6％
を占めている。今後はより効果性の高い短期集中予防サービスを目指し、その結果を検証しながら課題を模索し
ていきたいと考える。
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回復期リハビリテーション病棟での退院後を見据えた栄養管理～多職種連携と地域とのつなが
り～

東京都・みなみ野病院

あらい りさ

○新井 里彩（管理栄養士）

【目的】
回復期リハビリテーション病棟（以下回復期病棟と表記）では、身体機能の回復だけではなく、退院後の生活を見据えた多面的な支援が求められる。
回復期病棟専任管理栄養士の業務は入院時の患者対応、ミールラウンド、多職種参加の栄養カンファレンスやリハビリカンファレンスへの参加、退院時の栄養指導などである。
入院中の適切な栄養管理は、リハビリの効果や退院後の QOL に大きく影響を与える要素であり、管理栄養士が果たす役割は重要である。また自宅退院後も継続した栄養介入を
行うことは患者の栄養状態の向上に繋がると考え、適切な栄養管理が必要な患者を法人内の栄養ケアステーション（以下ケアステと表記）につなぎ、地域との連携を行ってい
る。
本演題では、入院から退院後までを見据えた多職種連携による栄養管理とケアステとの継続的な栄養支援の取り組みができた事例について報告する。

【方法】
入院中の患者に対し、多職種カンファレンスにてリハビリの進行状況や ADL の変化・栄養評価を共有し、患者個々の問題点を把握、入院中の栄養管理を行う。
また、退院先や生活環境を把握し、退院後の生活を見据え、多職種連携のもと栄養指導を行っている。
例として嚥下障害のある患者について言語聴覚士と連携し嚥下調整食の検討や調理方法について指導を行った。
そして退院後も継続的な栄養管理が必要であるが、自分達だけでは管理に心配や不安がある患者家族へはケアステを紹介し、希望した場合はケアステに繋げられるよう、サポー
トを行っている。

【結果】
2024 年 10 月から 2025 年 5 月までの期間において、当院回復期病棟から自宅へ退院した患者は 117 名であった。そのうちケアステへ紹介したのは 6 名、その中で実際にケアス
テとの継続支援につながったのは 2 名であった。
1 人目は嚥下障害や低栄養のある患者について、入院時よりも体重増加があり、GLIM 基準においては入院中、重度低栄養であったが退院後は低栄養診断なしとなり、栄養状態
の改善がみられた。2 人目は入院中、嚥下障害や慢性腎不全を考慮した栄養管理を行っていた患者について、退院後も継続した嚥下調整食での食事提供が行われていた。また慢
性腎不全の食事療法についてはケアステ担当の管理栄養士が引き続き栄養指導を行うことで継続した介入が可能となり家族の理解、協力が得られた。

【考察】
回復期病棟において、管理栄養士が多職種と連携し、退院後も継続して栄養支援を行うことは、患者の栄養状態の維持・改善に寄与すると考えられる。リハビリカンファレン
スへの参加を通じて、生活背景や退院先の情報を共有することが、患者個々に寄り添った栄養支援につながった。また、ケアステと連携することで、入院から退院後まで切れ
目のない支援が実現できた。

【結論】
永生会は急性期・回復期・慢性期から在宅医療までシームレスな医療提供が可能であり、退院後のサポートも充実している。そのため栄養管理においても包括的なサポート体
制により退院後も継続的な介入が可能である。
現時点で実際にケアステが介入した件数は限られているが、退院後も栄養管理が必要とされる患者は一定数存在することから、今後も継続的に介入が必要な患者に対して、積
極的にケアステへの紹介を行っていく必要があると考えられる。
今後も回復期病棟専任管理栄養士として患者が住み慣れた自宅で安心して生活できることを目指し、入院から退院後までを見据えた栄養介入を行うこと、また多職種や地域と
連携を取り、切れ目のない支援を行っていきたい。
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遠方に居住する患者に対する家屋調査代行サービスを活用した退院支援の実際と課題

東京都・医療法人平成博愛会 世田谷記念病院

すずき たくみ

○鈴木 拓海（理学療法士）

【背景】
当院では 2024 年度より、遠方に住居を持つ患者や家族による支援が困難な症例に対応するため、株式会社トー
カイが運営する家屋調査代行サービスの利用を開始した。本報告では、居住地が遠方の患者の退院支援に本サー
ビスを使用した経緯と、運用上の課題について報告する。

【症例紹介】
症例は 70 代男性。アテローム血栓性脳 塞を発症し、右片麻痺（Brunnstrom Stage 以下 Brs：II-II-III）を呈し
ていた。発症後 1 ヵ月の急性期での治療を経て当院へリハビリ目的で転院となった。自宅は 5 階建てマンション
エレベーター無しで、独居生活への復帰を強く希望していた。入院時の ADL は、居室内移動において車椅子介
助を要し、FIM（Functional Independence Measure 以下 FIM）運動項目 47 点・認知項目 27 点、BBS（Berg
Balance Scale 以下 BBS）18 点、10m 歩行テスト（4 点 使用）1 分 10 秒（53 歩）、6 分間歩行テスト 20m と歩
行機能の低下を認めた。約 6 か月のリハビリを経て、退院時には Brs：III-IV-IV、FIM 運動項目 75 点・認知項
目 33 点、BBS44 点、10m 歩行テスト 1 分（49 歩）、6 分間歩行テスト 60m、最大歩行距離 130m と機能改善を
認め、居室内は 4 点 歩行で自立となった。

【経過と結果】
地方に所有する 8 階建てエレベーター付きのマンションへの退院が検討されたが、遠方の為、現地調査やキー
パーソンによる支援が困難であった。この課題に対し、当院で利用開始した家屋調査代行サービスを活用した。
サービス内容は、代行担当者が現地へ訪問し動画撮影を行い、段差や廊下幅など詳細な情報をスライド資料にま
とめて後日当院へ提供となった。その後患者も同席のうえ、当院の担当スタッフに加え、居住地側の訪問診療医、
訪問看護師、リハスタッフでオンラインによる多職種合同カンファレンスを実施し、退院調整を行った。本症例
は、介護ベッド、車いす、玄関・廊下・リビング・トイレ・寝室に手摺りを設置する設定となった。退院後は、
訪問診療・訪問看護・訪問介護・訪問リハビリの各サービスが導入された。また、地域包括センターとの連携が
整ったことで、独居での自宅退院が実現可能となった。

【まとめ】
本症例は、家族の支援が得られない状況下においても、家屋調査代行サービスの活用により、遠方の住環境を把
握し、多職種での情報共有と連携を通じて、患者の希望に沿った退院支援を実現できた。一方で、撮影された動
画に映っていなかった箇所に段差が存在し、退院後に転倒事故が発生したとの報告があり、情報の網羅性と精度
に課題があることが明らかになった。また、代行業者への依頼時、患者情報が規定の書類内容で伝達となり、個々
の身体機能や認知機能、生活動作の詳細が十分に共有されないまま家屋調査が行われるリスクがあることも確
認された。今回、業者側に確認を行い、現地とのライブ中継によるリアルタイムでの家屋調査も可能であり、今
後はこうした手段を積極的に取り入れることでより正確なリスク評価と環境調整が期待される。さらに、認知機
能や高次脳機能に問題がない患者においては、リアルタイムでの家屋調査に同席してもらうことで、実際の動作
や意向を直接確認できる可能性があり、本人主体の退院支援をより実現しやすくなると考えられる。本症例を通
じて、代行家屋調査の運用体制整備、評価項目の標準化、多様な確認手法の導入、患者参加型の家屋調査体制な
どが、今後のより安全かつ柔軟な退院支援体制の構築に寄与することが示唆された。
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PEG栄養管理中の透析患者さんで、病院間連携を行い、多職種介入により経口摂取へ移行できた一
例

1 岐阜県・近石病院 栄養科、2 近石病院 歯科・口腔外科、3 近石病院 看護部、4 近石病院 リハビリテーション部、
5 近石病院 外科

はるやま ひろみ

○春山 寛実（管理栄養士）1、淺野 一信1、本田 紗菜1、森田 達2、堀 佐和子1、鈴木 鈴佳2、
近石 壮登2、近藤 推々美3、匂坂 由美子4、近石 登喜雄5

【目的】
近石病院は地域密着型の慢性期病院であり、歯科・口腔外科を有することから摂食嚥下リハビリテーションに
力を入れている病院である。2025 年 2 月、他医療機関（M 病院）より嚥下障害のある透析患者 H 氏の嚥下検査
依頼を受けることとなった。H 氏は 2024 年 5 月に糖尿病性腎症にて M 病院にて血液透析を導入されており、そ
の後嚥下障害のために 2024 年 12 月に PEG 造設施行されている。経口摂取はお楽しみ程度であり、PEG からの
栄養投与にて栄養管理されている。今回、ご家族から嚥下訓練の強い希望があったことから、2025 年 2 月に当
院歯科にて嚥下機能検査を行い、入院下で嚥下リハビリテーションを行うこととなった。当院は透析施設を有さ
ないことから、H 病院と連携をとり、多職種で介入したことにより適正な栄養管理の実施と、経口摂取へ移行で
きたことから、その取り組みを紹介したい。

【方法】
入院期間中は週 3 回の血液透析を M 病院で行うため、M 病院での透析の状況を把握するために、透析日誌を作
成。H 氏に透析日誌を M 病院に持参していただき、毎回透析室のスタッフに日誌を記録していただいた。透析
日誌の情報や提供された採血データをもとに、当院管理栄養士が適切に栄養管理を実施した。また、歯科医師に
より嚥下内視鏡検査（VE）と嚥下造影検査（VF）を実施。適正に嚥下機能評価を行い、H 氏に適した食形態の
検討を行うと共に、歯科衛生士と言語聴覚士が共同し口腔機能管理と嚥下リハビリテーションを行った。

【結果】
入院前から栄養投与回数は 1 日 2 回であり、ゴールは 1 日 2 回の経口摂取への移行であった。入院前に行った
VE・VF 検査の結果を踏まえて入院時は軟菜食・刻みあんかけ（コード 3）・軟飯（コード 4）で食事を昼のみ
の 1 食で開始した。喫食量は 5～6 割程度であったが、徐々に喫食量安定し、5 病日目には 10 割摂取できるよう
になった。嚥下リハビリテーションは順調に進み、14 病日目には食形態が刻みあんかけ（コード 3）から刻み

（コード 4 程度）に改善。21 病日目から昼・夕の 2 食へ経口摂取移行することができた。
【考察】
透析施設を有さない当院で、透析患者さんを受け入れ、嚥下リハビリテーションを行うことができた要因は、透
析日誌の活用であると考える。透析日誌により情報を密に共有することができたことで、適正な栄養管理につな
げることが可能であった。また、適正な嚥下機能評価に基づき多職種で介入したことにより、経口摂取へ移行す
ることが可能となったと考える。

【結論】
病院間連携により、透析患者さんの受け入れをしていない当院でも、適切な栄養管理が可能であった。また、こ
のことにより H 氏の嚥下リハビリテーションを進めていくことでき、経口摂取へ移行することが可能であっ
た。今後も病院間連携を進め、嚥下障害のある方の QOL に寄与できるよう、栄養管理、嚥下リハビリテーショ
ンに取り組み、地域医療に貢献していきたい。
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病床稼働率 100％以上を目指して

大阪府・千里リハビリテーション病院

いのうえ かずゆき

○井上 和之（理学療法士）

【はじめに】

当院が属する豊能二次医療圏には急性期病院が 23 施設、回復期リハ病棟を有する病院が当院を含め 12 施設あ
り、当院は 172 床で 12 施設の中で一番多い病床数を有している。地域連携室での入院調整は PT、MSW、Ns、
事務の 4 名体制で行っている。

2024 年の診療報酬改定により回復期リハビリテーション（以下、リハ）病棟における体制強化加算の廃止、運
動器リハ算定上限数見直しが行われた。地域連携室においては、収益を維持するため脳血管患者の入院割合の増
加、とりわけ病床稼働率の向上は強く求められている。

【経過】

入院のまでの流れは、急性期病院から電話で入院相談が主で、口頭での情報収集と診療情報提供書を元に毎日行
われる院長を中心とした入院判定会議を実施、許可が下りた患者は病棟の担当医師に受け入れの可否を確認す
る。受け入れ可となった場合は家族との電話面談を実施し、入院時に必要な物、入院当日のスケジュールを伝え
ている。急性増悪等で急遽病床が空いた場合は、入院判定会議を経ず直接担当医師に確認するので、紹介をいた
だいた翌日の入院が可能。

【結果】

月平均の①紹介人数、②紹介人数の内脳血管割合、③入院人数、④入院人数の内脳血管割合、⑤病床稼働率は
2022 年度①115.3 人、②41.5％、③62.3 人、④43.2％、⑤97.9％、2023 年度①111.8 人、②41.0％、③62.8 人、④41.8％、
⑤99.6％、2024 年度①113.0 人、②41.6％、③62.7 人、④46.3％、⑤100.1％

【考察】

入院患者数約 60 人対し紹介患者数は約 100 人で、約 30 人は他院への入院、自宅退院、状態悪化等によるキャン
セル、約 10 人は病状的な理由等でお断りすることもあるので余裕があるわけではない。更に入院判定会議で許
可が下りても病棟の担当医師の判断や病棟の患者の重症度の状況、希望の居室がマッチングしない等で入院調
整が困難な状況もある。1 つの病棟から 1 日に複数名の退院が出る場合は複数名の入院を受けたり、急に退院が
決まった場合も翌日入院を受けたりするなど、医師、病棟の協力を得ながら、またオーバーベッドを利用しなが
ら病床稼働率 100％ 以上を目指している。
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慢性期病院に求められる地域連携～地域ニーズアンケート調査からの考察～

島根県・鹿島病院

こばやし ひろえ

○小林 裕恵（社会福祉士）

1．はじめに
超高齢社会が進行し、当院の在る松江市では高齢化率が 30.69％ に達する。こうした中、慢性期病院が地域医療
で果たす役割は極めて重要であり、多様なニーズの把握と対応が求められる。本研究は、地域ニーズアンケート
調査を通じ、当院に地域が何を求めているかを明らかにした。
2．当院の現状と役割
当院の入院は急性期病院からの計画的転院と、在宅・施設からの緊急入院に大別される。近年、在宅からの緊急
入院の重要性が増し、過去 5 年で平均 16.5％ を占める。主な病名は、予定入院で骨折・損傷、廃用症候群、脳
血管疾患、緊急入院では骨折・損傷、脱水・栄養障害、廃用症候群が上位である。これは当院が急性期治療後の
リハビリや高齢者の身体機能低下に伴うケアという役割を担うことを示唆する。
3．地域ニーズアンケート調査結果
3.1 調査概要と当院への期待
2023 年 12 月～24 年 1 月、連携する居宅介護支援事業所、施設、病院等 26 機関にアンケートを実施（回収率
96.2％、回答 54 名）。結果、当院が「リハビリによる在宅復帰の役割」を担うイメージが地域に浸透していると
判明した。
3.2 求められる患者像と機能拡充
地域から期待される主な患者像は以下の通り。
ADL が低下し在宅療養が困難なリハビリ目的の方（圧迫骨折、脱水等）急性期後の医療・リハビリが必要で、
急性期病院では受入困難な方 嚥下機能に問題があり、評価やリハビリが必要な方 在宅や施設での療養が困難な
終末期の方（身寄りなし・キーパーソン不在含む）また、拡充してほしい機能として以下の要望が挙がった。
地域包括ケア病床の増床と、緊急時を含む円滑な転院受入 医療・介護の勉強会や研修会開催（感染症対策、介
護技術、嚥下等）在宅・施設からのレスパイト入院の受入拡充 紹介後の迅速な判定・返信、空床状況や受入見
込みの明確化 ICT（「まめネット」等）を活用した情報共有の充実 訪問診療の対象に関する情報提供
3.3 地域連携における評価と期待
退院時の情報提供では、居宅・施設から「介護者への適切な指導」「詳細な診療情報提供書」「セラピストの家屋調
査での助言」等、手厚い支援が高く評価された。交流会への期待として、具体的事例検討（難渋ケース等）、病
院の機能・受入条件の共有、医療と介護の連携課題解決（感染症の注意点、ACP の地域での引継ぎ方法等）が
挙げられた。
4．考察と結論
調査から、当院は急性期後の回復支援や在宅療養中の患者への治療・リハビリを通じ、地域生活への移行支援と
いう極めて重要な役割を担うことが明確になった。高齢化や急性期病院の病床逼迫で当院への転院ニーズは増
大し、多職種連携による包括的支援が不可欠である。示された要望は当院への期待と共に、連携における改善点
も浮き彫りにした。特に、地域包括ケア病床の増床、円滑な転院受入、情報共有の迅速化（ICT 活用等）、身寄
りのない患者への対応は、今後の連携強化で優先すべき課題である。10 月開催予定の交流会を機に連携をさら
に深化させる必要があり、本研究が全国の慢性期医療における地域連携推進に貢献できれば幸いである。
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協力医療機関連携カンファレンスを通じた医療・介護連携の現状と課題

愛知県・医療法人愛生館 小林記念病院

こんどう みく

○近藤 未空（社会福祉士）、稲垣 瞳、中井 敏子、小田 高司

はじめに
超高齢社会の進行に伴い、医療と介護の密接な連携体制の構築が求められている。地域包括ケアシステムの円滑
な運用には在宅療養支援病院と高齢者施設の役割分担と連携の強化が重要であり、入院・退院・在宅支援の各
場面でのスムーズな情報共有と調整力が求められている。令和 6 年度、「診療報酬」「介護報酬」「障害福祉サービ
ス報酬」の 3 制度同時改定が行われ、医療機関と介護保険施設の連携が推進された。厚生労働省社会保障審議会
介護給付費分科会は医療機関と高齢者施設等の連携強化により①病院機能分化の促進②顔の見える良好な関係
性作り③要介護高齢者の入院対象者について地域包括ケア病棟の活用④感染対応力の向上⑤慢性疾患の入院対
象者について在宅復帰支援機能を持つ医療機関との優先的連携を期待している。
当院では在宅療養支援病院として 18 施設との協力医療機関連携を締結し、令和 6 年 6 月より協力医療機関連携
カンファレンスを開始した。
本研究は、協力医療機関連携カンファレンスの実施が、医療と介護の連携にどのような変化や効果をもたらして
いるのかを明らかにすることを目的とする。
方法
Google フォームを用い、令和 7 年 3 月時点で協力医療機関連携カンファレンスを行っていた介護保険施設 3
カ所と当院の退院調整担当者計 8 名に無記名アンケートを実施。あわせて、制度導入前後の入院件数と退院先の
変化も分析した。
結果・考察
調査対象者全員が「連携が強化された」と回答、「相談しやすくなった」「情報共有がスムーズになった」の回答
が 80％ だった。協力医療機関施設からの入院件数は前年の約 1.9 倍に増加。事前の情報共有により対応困難な
ケースが減り、「相談窓口の明確化が安心感につながった」との意見が聞かれた。協力医療機関連携カンファレ
ンスを実施することにより 1）顔の見える良好な関係が構築でき連携の質の向上が達成できた、2）地域包括ケ
ア病棟を有する在宅療養支援病院の役割に応じた患者の受け入れが促進された、3）地域の病院機能分化の実効
性が高まったと考えている。
展望
当院の医療圏では高齢者が今後も増加することが予想されるため、慢性疾患の入院対象者についての高齢者施
設との連携強化と当院の感染対応力の向上、高齢者施設における感染対応力向上のための連携の場の構築を
行っていく。
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病診連携の推進における広報活動の重要性～訪問診療との連携で広がる慢性期病院の役割～

北海道・札幌西円山病院

かとう さやか

○加藤 彩芳（社会福祉士）、山田 陽、大植 友樹、大畑 雅宏

【目的】
当院は回復期リハビリテーション病棟 87 床、障害者施設等一般病棟 516 床を有す他、介護医療院 60 床を併設し
た 663 床の多機能慢性期病院である。超高齢化社会の進行とともに、地域における高齢患者の療養ニーズは多様
化しており、急性期の後方支援にとどまらず、サブアキュートやレスパイト入院、看取りへの対応など、在宅医
療と連動した柔軟な受け入れ体制が求められている。当院では、これらの地域ニーズに応えるべく訪問診療クリ
ニックとの病診連携の強化を令和 5 年度より展開しており、本研究では広報活動を通じた病診連携の推進につ
いて報告する。

【方法】
札幌市内の訪問診療クリニックに対し、当院の病院機能や空床情報、受け入れ体制を周知することを目的に、以
下の広報活動を実施した。
① 札幌市内 175 か所の全訪問診療クリニックへチラシを郵送（令和 6 年度 9 月実施）
② 院長および内科医が訪問診療クリニックへ個別訪問し、直接対話を通じた関係構築を実施（令和 5 年度 19
件、令和 6 年度 32 件）
③ 病棟種別ごとの空床案内を週 1 回メールで配信し、タイムリーな情報を発信（令和 6 年度 4 月より実施）

【結果】
訪問診療クリニックからの入院相談・紹介は、取り組み強化を始める令和 4 年度は 67 件であったが、令和 5
年度 144 件、令和 6 年度 199 件と増加した。このうち、入院の受け入れも令和 4 年度 35 件であったが、令和 5
年度 79 件、令和 6 年度 92 件に拡大した。
さらに令和 6 年度の訪問診療からの紹介-入院-逆紹介の状況を確認すると、5 名の患者が紹介と逆紹介を繰り返
しながら、切れ目のない支援を受けて生活している循環も明らかとなった。ただ、入院後に看取りとなった患者
もおり、地域における人生の最終段階も支える機能も果たしつつあることも分かった。

【考察】
広報活動は関係構築と信頼醸成に寄与し、病診連携の起点となった。このような連携のもと、慢性期病院がサブ
アキュート・レスパイト・看取りという多様なフェーズを柔軟に担うことは、地域包括ケアシステムにおいて
極めて重要な役割を果たすと考えられる。慢性期病院が「つなぐ・支える・戻す」機能を発揮することで、患者
は地域の中で切れ目のない支援を受けながら療養生活を継続でき、ひいては地域全体の医療資源の最適化にも
寄与する可能性がある。
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慢性期病院における地域医療連携強化を目的とした営業活動の取り組みについて

北海道・道南ロイヤル病院

くどう さやか

○工藤 清香（事務職）、髙橋 あけみ

I．はじめに
当院が所在する北海道せたな町は、人口 6,577 人、高齢化率 48.2％ と超高齢地域である。当院は障害者病棟 54
床、医療療養病棟 120 床を有し、慢性期・療養期患者の受入れと在宅移行支援を担っている。令和 6 年 5 月以降、
慢性的な空床が目立ち、広域営業の必要性が高まる一方、地理的分散とマンパワー不足により訪問営業の継続が
困難であった。そこで、即時性・閲覧性に優れる“FAX 営業”を強化し、病院概要、受入れ可能疾患、空床状
況、身寄りのない方の受入れ方針等を記載した資料を連携先へ送付した。
II．目的
慢性期医療機関として地域医療を支えると同時に、安定した経営基盤を確保することを目的とした。
III．方法
令和 6 年 7 月より、北海道全域の地域包括支援センター 246 件、青森県 69 件、檜山・後志・胆振・渡島地域の
医療機関・居宅支援事業所 50 件に FAX を送付。近隣機関へは空床状況を毎週送信した。また、一部連携先に
は FAX 送信後に訪問営業を実施し、双方向の関係構築を図った。

IV．結果
前年度の月平均相談・紹介件数 18.3 件に対し、令和 6 年度は 23.3 件と 27.3％ 増加。特に 12 月は 34 件と最多で
あった。奥尻町、松前町、室蘭市など遠方からの相談もあり、広域連携の可能性が拡大した。近隣の包括支援セ
ンター等からのレスパイト入院相談も増加し、在宅支援との連携強化につながった。令和 7 年 2 月には約 9 か月
ぶりに満床となり、その後も連携先からの継続的な相談により、次の満床までの期間は約 4 か月と短縮された。
FAX 送信後の訪問営業が継続的な紹介につながった事例も確認され、ハイブリッド型営業の有効性が示唆され
た。
V．考察
FAX は掲示・共有が容易で、情報の可視化により紹介に結びつきやすい。特に「身寄りがない方」の受入れ方
針を明示したことで、従来相談しにくかったケースの紹介が増加した。これは慢性期病院として地域の医療・福
祉課題に対応できた成果といえる。一方で、こうした患者への対応には医療機関単独では限界があり、今後も包
括支援センターや行政との連携が不可欠である。FAX と訪問営業を組み合わせた本取り組みは、限られた人員
でも広域連携を推進できる有効な手段であった。
VI．結論

“FAX 営業”は、限られた資源の中でも広域連携を実現する有効な手段であり、特に支援が届きにくい対象への
アプローチにも寄与した。今後は FAX を基盤としつつ、他の手段も活用しながら連携の深化を図っていく。
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NST活動の有用性と限界～病棟単位型チーム医療の重要性～

千葉県・総泉病院

いわさ ともこ

○岩佐 朋子（管理栄養士）、池田 篤、根本 有子、榊原 まゆみ、米川 沙耶香、安田 静佳、
古谷 祐実、鈴木 千里、石田 香

【はじめに】
栄養サポートチーム（以下 NST）加算は、2010 年 4 月の診療報酬改定により急性期病床において、2012 年には
慢性期病床においても算定が可能となった。現在、栄養管理におけるチーム医療の重要性は広く認識され、全国
1500 施設以上の医療機関で稼働している。しかし、診療報酬面での制約も存在する。今後の栄養療法の展望や
NST 活動の有用性などについて考察したい。

【当院の入院患者の現状】
2024 年の診療報酬改定の栄養管理体制の基準として、GLIM 基準による低栄養判定が推奨された。慢性期の当
院での基準値を設定すべく今回調査した結果、7 割の患者において低栄養が見られることがわかった。2024 年
7 月～9 月に入院していた 251 名を対象に、BMI、下腿周囲長、上腕周囲長、上腕三頭筋皮下脂肪厚などについ
て調査。結果は、BMI：18.5 未満が 7 割、下腿周囲長：筋肉量減少が 5 割、栄養補給方法：点滴や経腸栄養が
6 割、食形態：なんらかの可能が必要な状態が 9 割と、栄養介入の必要性の高さが確認された。

【当院の NST の現状】
2005 年に発足し、2025 年 1 月より NST 加算の算定を開始。入院時の GLIM 基準により低栄養と判定された患
者に、入院日から起算して概ね 1 カ月介入している。平均在院日数 262 日の当院において、算定開始までは、療
養の長期化により十分な NST 介入がされないことも多かった。当院のような慢性期病院における NST 活動
は、栄養状態の改善よりも、QOL の維持・向上、誤嚥性肺炎の防止、褥瘡発生抑制や治療促進などが中心とな
ることも多く、入院時に NST が手厚く介入し、全身状態を把握することに有用性があると感じている。NST
の介入終了後は、各病棟に配置されている管理栄養士により、継続した栄養管理が実施されている。多職種での
カンファレンスを活用して、患者の課題を検討しており、病棟単位でのチーム医療となっている。これにより、
栄養状態の改善だけでなく、患者の QOL の維持・向上や病院全体の活性化にもつながる可能性があると考え
ている。

【考察】
療養病床の NST 加算は入院日から起算して 1 月を超え 180 日以内の期間にあっては月 1 回に算定が制限され
ている。診療報酬面での制約がある以上、低栄養のあるすべての入院患者に対して、NST が介入することは現
実的に困難である。こうした現状から、各病棟における多職種協働によるチームとしての情報共有が重要となっ
てくる。病棟単位型チーム医療、これが栄養療法の展望ではないだろうか。NST 加算算定がすべての病床で可
能となり、入院期間による制限の緩和を期待するとともに、多職種協働による取組について今後評価がされるこ
とも期待したい。

【結語】
現状の制度では NST 介入にも限界があり、これを補うものとして病棟単位型チーム医療が重要であると考え
る。
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多職種連携による摂食嚥下支援の展開と実績―摂食嚥下歯科外来の取り組みを通して―

1 千葉県・新八千代病院、2 日本大学歯学部摂食機能療法学講座、
3 東京科学大学医歯学総合研究科医歯学系専攻老化抑制学講座、4 衣笠あかり訪問歯科クリニック

ひの たかみ

○日野 多加美（歯科衛生士）1、中山 渕利1,2、大嶋 晶子1、石橋 尚基1、原 豪志1,4、山口 浩平1,3、
戸原 玄1,3

【背景】近年、急速に進行する高齢化社会において、摂食嚥下障害を有する患者の増加が顕著であり、これに伴
い、医療・介護の現場では QOL（生活の質）の向上と誤嚥性肺炎の予防を目的とした包括的な摂食嚥下支援の
重要性が高まっている。当院では 2006 年より摂食嚥下歯科外来（嚥下外来）を開設し、摂食嚥下に関する検査・
訓練・指導を行っている。検査前日までに嚥下認定歯科衛生士（認定 DH）が口腔アセスメントと情報収集を行
い、その情報を基に専門歯科医師（専門 DDS）が嚥下造影検査（VF）や嚥下内視鏡検査（VE）を実施してい
る。検査には看護師、言語聴覚士、管理栄養士も同席し、多職種で治療方針を決定する体制をとっている。今回、
2024 年の実績と患者の転帰について報告する。

【結果】2024 年の嚥下外来受診者延べ人数は 424 人で VE 実施件数は 238 件、VF は 316 件であった。また、2024
年 1 月 5 日から 12 月 27 日までの期間に嚥下外来を受診した回復期病棟患者は 144 人（男性 91 人、女性 53 人、
平均年齢 81 歳）で、主病名は脳血管疾患 88 人、整形疾患 3 人、肺炎等による廃用症候群 53 人であった。受診
前の栄養摂取方法は、経管栄養のみが 56 人、経管-経口併用が 21 人、経口摂取（調整食）が 65 人、経口摂取

（常食）が 2 人であり、退院時は経管栄養のみが 15 人、経管-経口併用が 17 人、経口摂取（調整食）が 79 人、
経口摂取（常食）が 33 人へと改善がみられた。受診前に経管栄養のみであった 56 人中 43 人が経口摂取を開始
でき、そのうち 30 人は経管を離脱した。さらに、9 人が常食を摂取できるまでに回復した。また、受診前に経
管-経口併用であった 21 人中 20 人が経管を離脱し、6 人が常食を摂取できるまでに回復した。退院先の内訳で
は、病院が 33 人、退院（施設）が 40 人、退院（自宅）が 67 人で、入院中の死亡が 4 人であった。

【考察】当外来では、嚥下障害患者に対して迅速かつ適切な対応が行えるように、多職種協働による嚥下支援体
制を構築している。今後は地域包括ケアとの連携強化と、予防的介入の充実が課題だと考えている。
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認知症サポートチームの介入による身体的拘束の適正化と拘束率減少に向けた取り組み

静岡県・静岡徳洲会病院

いとう まゆみ

○伊藤 真弓（看護師）

背景・目的
A 病院は、静岡県中部にある稼働病床数 315 床のケアミックス型の病院である。2024 年度の静岡市の高齢化率
は 30.7％、65 歳以上の認知症有病率は約 12～14％（65 歳以上の 7～8 人に 1 人が認知症と診断）である。A
病院においても令和 6 年度の 75 歳以上の患者割合は 69％ であり、認知症ケア加算算定割合は 52％ であった。
令和 6 年度の診療報酬改定を受け、認知症看護認定看護師として身体的拘束最小化の取り組みを進め、令和 7
年 1 月より認知症ケア加算 1 を取得することになった。認知症サポートチーム（以下 DST）の結成による継続
的な支援体制により、身体的拘束率の改善が図られたため報告する。
方法
令和 6 年 11 月より専任医師、専任看護師、看護部長、特定看護師、薬剤師、リハビリスタッフ、社会福祉士、
医事課職員による DST を立ち上げ、今後の活動や準備について情報共有を行った。令和 7 年 1 月より DST
が身体的拘束最小化チームを兼務し、身体的拘束の適正化に向けてラウンドを開始した。各部署での身体的拘束
患者の状況を把握し、解除に向けて検討や提案を行った。その後、身体的拘束率は全体的には低下したが、慢性
期病棟の改善は進みにくい傾向があり、特に療養病棟では前年度に比べ大幅に増加していたため介入を増やし
ていった。
結果
1 月から DST のラウンドが開始となり、令和 6 年度の身体的拘束率は全体が 8.5％ で前年に比べ 0.6 ポイント
減少した。また令和 7 年度（5 月の時点）では 5.2％ と大きく改善がみられた。さらに療養病棟の身体的拘束率
は、令和 6 年度 11.4％ であったが、令和 7 年度（5 月の時点）では 8.0％ と改善がみられ、全体の拘束率低下に
大きく寄与した。チューブ類抜去予防の対応策として授乳クッションや軍手＋拘縮予防サポーターを活用する
工夫が導入され、ミトンを解除する事例が増えた。とくに、寝たきりで上肢の動きが低下している患者において
は、それらの対応策は有効であり、チューブ抜去行動の抑制につながった。
考察
慢性期病棟に入院している患者は、長期療養生活の中で関節や筋肉の拘縮による可動域の制限などがみられる。
そのような患者への対応策を含め身体的拘束率が低下したことは一定の成果を上げたと考えられる。また、療養
病棟では、中心静脈栄養や PICC（末梢挿入型中心静脈カテーテル）を実施する重症度の高い患者の受け入れが
増加していた。その結果ライン抜去防止の観点から、身体的拘束が増加の傾向になったと推察する。そのような
中で、DST によるラウンドや他職種による検討を通して、身体的拘束に代わる対応策の必要性が共有され、新
しい対応策導入への協力が得られた。また、身体的拘束を解除できた事例が徐々に増えたことで、患者の安全と
尊厳のある生活を両立するケアに結びつき、身体的拘束を行わない方向への意識に変化をもたらした。
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メンズ育休白書。～実録！！パパ育休をとった者たち～

埼玉県・川越リハビリテーション病院

くわた しんや

○桑田 慎也（看護師）、清水 昭、穂坂 邦大、岡 恭子

【目的】
当法人は、男性育休推進宣言企業として埼玉県に登録しており、実際に複数の職員が出生時育児休業制度（以下、
パパ育休）を取得している。今回この制度の理解を深めるとともに、実際にパパ育休を使用した職員が感じたメ
リット・デメリットの＜生の声＞を発信することで、パパ育休の現状を知ってもらうことを目的とし、研究を
行った。
【方法】
まず理解を深めるために育休制度、育児休業と産後パパ育休の制度について調査した。次に病院内で 2021～
2024 年度にパパ育休を利用した職員 4 名を対象としたインタビュー形式での聞き取りを行い、メリット・デメ
リットについてまとめた。また、それぞれのパートナー（全員、妻）の意見も同様に聞き取りを行った。
【結果】
パパ育休取得のメリットの 1 位となったのは『パートナーへの貢献』で「妻を休ませることができる。」「妻が気
分転換に外出することができる。」等の意見があった。実際、パートナー側の意見も「安心感があった。」「夫が見
てくれることで睡眠をとることができた。」等の声があがった。2 位は『育児スキルが向上したこと』であった。
夫側の意見として、「子供の世話の熟練度があがる。」「産後より常に子供と一緒にいるため、子供と二人きりで留
守番ができる。」が挙げられ、妻側も、「一人きりで悩まなくてもいい。」「育児に関して同時スタートとなるため
夫と（妻と）一緒に学んでいける。」との意見があった。また「子供の成長を見守れる。」「仕事を気にせず、育児
のことだけに集中できる。」等の意見も聞かれた。一方、デメリットでは、1 位は金銭面、2 位はキャリア・仕事
面、3 位は制度の問題であった。具体的内容として、金銭面では、「収入が下がる。」「ボーナス・年休・勤続年数
に影響が出ることを知らなかった。」「給付が遅いため貯金を崩した。」とのことであった。キャリア・仕事面で
は、「周りに迷惑がかかりそうで申し訳ない。」「長期間現場から離れたため腕が少し鈍る。」などがあり、制度の
問題については、「制度が分かりにくい。」「自分で制度を調べるのが大変だった。」等の意見があった。

【考察】
厚生労働省が公表している令和 5 年度雇用均等基本調査によると、2023 年度の男性育休取得率は 30.1％ であ
り、徐々に増加しているが、女性の取得率は 84.1％ とその差はまだ大きい。当法人では 2024 年度、自身のパー
トナーの出産を法人に届け出た男性職員 8 人全員が育休を取得しているものの、自らが進んで収集をしないと
情報が得られず、体制がまだ不十分であることも今回の発表を通してわかった。パパ育休のアンケート結果で、
メリットはパートナーへの貢献、デメリットは金銭面がそれぞれ 1 位であった。金銭面でのデメリットはパパ育
休を取りづらくさせるかもしれないが、育休期間中には夫婦で様々な手当や給付金を受け取れるので、把握して
おくことは必要である。また、聞き取り調査では、パパ育休取得後「取得しなければよかったと思った」という
意見は 0％ であった。これらはデメリット以上にメリットの効果が高いと考えられる。
【結論】
このパパ育休は、ひとえに「育休」といってもパパだけが取得できる制度であり理解が乏しい。この研究を通じ

「パパ育休」を考える時には、デメリットを知った上で国の制度を活用してほしいと思う。そして、デメリット
以上の大きなメリットを得て、充実した生活に繋がるきっかけになればと願う。また、パパ育休について、当人
のみならず皆が気持ちよく取得できるような理解・職場風土が必須であると考える。
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20 歳台から 60 歳までいる療養リハ科がどうしたら元気なるか？

東京都・まちだ丘の上病院

わたなべ ひろき

○渡辺 裕樹（理学療法士）

【はじめに】
当院は障害児者施設・療養病棟・外来診療機能を持つ 70 床程度の病院である．その中のリハビリテーション科にて，生産性を
最大化させるための基礎を作る取り組みについて報告する．
私が入職した当初、円満とは言い難い退職が続いており，科内の職員間・科外との関係でも「うまくいっていない」感があった．
その振り返りを基に令和 5 年度に「リハのヴィジョン・ミッションミーティング」を月 1 回ほどの間隔で開始した．当初の目的
は「科内部の基本的な信頼関係・心理的安全性の回復」が主であったが，残った職員・新たな職員の人間性や経験に助けられて
いる部分も多分にあり，開始時は心理的安全性が比較的保たれていたため，その部分は維持しつつ次の段階としてミーティング
開始時の課題を「多様性と成果の両立を基にしたやりがい・働きやすさの向上、それを継続できる仕組みづくり」とした．
上記課題設定の理由を述べる．①当院リハビリテーション科は、多様な年齢・ライフステージの方が在籍しており，仕事に対す
る価値観も様々であり，病院の特性上今後入職してくる職員も同様と予想される．②科の規模が比較的小さい事から一人一人の
仕事が科の全体の成果に影響を与える割合も高い．③法人として，通常の病院以上の事を取り組もうとし，それに対してリハビ
リテーション科が貢献出来る事も多い．①②③の条件の中で組織として成果を上げ、継続していくためには個人の仕事に対する
価値観を知り，科の「強み」と「したい事」を組織がリハビリテーション科に求める事とすり合わせながら主体的に科として取
り組んでいく事を決めていく事がやりがいと働きやすさの向上につながると考えたからである．

【目的】
心理的安全性を担保し，「働きやすさ」「やりがい」を高める事で組織の生産性を最大化させる事．

【取り組みの内容】
対象：当院リハビリテーション科職員 8 名．年齢：最年少 27 歳．最年長 59 歳．平均 44 歳．
方法：令和 5 年 8 月から令和 7 年 6 月までの期間．月に一回程度のミーティングを実施．期間内で 20 回実施．その時の内容に
よって事前のワークやシートの記入・他部署へのアンケートやミーティング時の経営者・医院長の招集を実施．
取り組みの返還：第一期（令和 5 年 8 月から令和 6 年 9 月）：リハのヴィジョン・ミッションを考える上でまず 3 つの輪（した
い事・強み・するべき事）の観点から考える．第二期（令和 6 年 10 月から令和 7 年 1 月）：3 つの輪と深い気持ちを基に現時点
でのアクションを考える．第三期（令和 7 年 3 月から現在）：アクションの実施と振り返り，大切にすることの深堀．

【結果】
第二期終了時（令和 7 年 1 月）にリハ職員へアンケートを実施．
質問 1「精神的安全性の向上のために役にったか？」平均 8/10 点
質問 2「やりがい・働きやすさ向上のために役にたったか？」平均 4.9/10 点
職員のアウトプットの場として認知され，科の目標やテーマについて主体的に考える場になった．

【考察】
心理的安全性の担保に関しては，アンケート結果や面談でのコメントなどから考えるに良い影響を与えたと思われる．普段の診
療では話さず，雑談より少し真面目な話をすることで，安心して自己開示できる環境を整える一助になったと考える．
やりがい・働きやすさに関しては，個人に置いてバラつきもあったが，全体で主体的に決めた取り組みを計画し実行に移してい
る段階であり，今後評価・改善を繰り返していく事でより目的に近づいていくと思っている．
また取り組み全体を通して，個人や組織の「共有できる本音」「深い気持ち」と表現される内的な動機付けの奥にあるものを表
出・開示しすり合わせる事の大切さを実感している．



第33回日本慢性期医療学会
73- 6 チーム医療①

「リハ・口腔・栄養の一体的取り組み」を意欲的に実行するため、職員の内発的動機付けを高めた
取り組み

静岡県・掛川北病院 通所リハビリテーション

いわせ みさき

○岩瀬 美咲（言語聴覚士）、飯田 貴之、荒川 恭一、藤田 裕子

【はじめに・目的】R3 年度の介護報酬改定において、当院では栄養アセスメント加算を取得。言語聴覚士、管理栄養士、看護師、介護士が各自の役
割を果たしてきた。この間、栄養・口腔機能および口腔衛生改善が利用者様の ADL・QOL を改善することを理解・実感した職員には行動変容がみ
られ、意欲的にかかわる一方、漫然と業務をする職員もいないわけではなかった。そこで R6 年度の改定を機に、より質の高い取り組みにつなげる
ためチームをマネジメントした結果、職員全体に内発的動機付けが高まり、意識変容や前向きな行動がみられたため報告する

【方法】
① R6 年 4 月 口腔チーム編成 現在合計 8 名
メンバー：ST3 名（うち 1 名リーダー、1 名サブリーダー）、看護師 1 名、介護士 2 名、事務（※R6 年 12 月より歯科衛生士 1 名参加）
② R6 年 4 月以降 月に 1 回の口腔チーム MTG 実施（1 回あたり 20～30 分）
内容は下記の通り
・利用者様の口腔ケアの実施状況と課題の共有
・課題に対し、具体的解決策を議論し共有。翌月までに実行し、次回 MTG で振り返り修正
・R7 年度に向けチーム全員で MISSION・VISION を決定
・R7 年度の ST/看護・介護/歯科衛生士のアクションプラン立案
・職員および利用者様、ご家族様、ケアマネージャーが口腔・栄養への認識を深めるための戦略の検討
③ 具体的取り組み
・職員へ口腔・栄養の勉強会参加の促し（結果、ST 以外のセラピスト・管理栄養士も勉強会へ参加）
・朝礼・終礼などを通じ、こまめな情報伝達、知識の伝授
・通所リハビリテーションの月間のおたよりにコラムを開始。健康新聞と題し、各月のテーマ決めから記事作成までを介護職 2 名（口腔チーム以外）
に依頼
・管理栄養士、歯科衛生士にリハビリテーション会議へ参加してもらい、家族指導を行う
・全利用者様の月ごとの BMI 値を一覧表にして職員に回覧

【結果】
① 利用者様の変化…声掛け・呼びかけ・学習などを通じ、利用者様で今まで口腔ケアをしなかった方のうち、半数が口腔ケアをするようになった
② 職員の変化…口腔ケアチームのスタッフが自ら口腔ケアを学び、他の職員に口腔ケア方法を伝授。また訓練負荷量を決定する際に BMI 値を意
識するようになった。体重の変化に違和感を覚えた管理栄養士の指摘から受診を促し治療につながったケースもあった。
③ 家族等の変化…低体重にもかかわらず「筋肉量増大」に執着していた方に、一時的にマシントレーニングをストップする際もご家族様やケアマ
ネージャーに説明、ご理解いただき、かつエンシュアの増量を医師に判断いただくことにつながった。

【考察】この取り組み後、より質の高いケア、サービスを行おうとするチームの雰囲気が醸成され、行動にも変化が現れた。その背景には特に中心
となる職員に内的動機が育ったことが最大の要因だと考える。内的動機は上記にある「仕掛け」を通じ、各専門職が何をすべきかを示し（ティーチ
ング）、 自身で考えさせフィードバックする（コーチング）し、 加えて利用者様からの正の反応などが得られたことで作り上げられたものと考える。

【結論】職員の内的動機が高まることは、仕事へのモチベーションを維持・向上させ、利用者様に対する介護の質改善にもなり、ひいては組織の強
化につながるものである。いずれの加算取得についても少なからず職員の業務負担は増大し、負担を強いるという側面は否定できない。だからこそ、
職員が意欲的に取り組むためのチームマネジメントは欠かせないと考える。
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効果的な情報共有への取り組み

大阪府・緑水会病院

あんどう かおる

○安藤 薫（看護師）、仲 愛

I はじめに
2022 年度診療報酬改定において看護補助体制充実加算が新設され、当院では 2023 年度より看護補助業務指示
表・指示書を日常生活援助に導入した。看護補助者は以前から日常生活援助の大部分に関わっていた。しかし今
回の導入によって双方の役割や責任が明確となり、業務の依頼・報告・確認が適切なタイミングでできておら
ず、状況伝達・情報共有不足であるという課題が浮き彫りになった。今回明らかになった課題をふまえチームを
編成し、情報共有できる時間を作り双方の連携を強化することで、質の高い看護・介護を効果的に提供できるの
ではないかと考え取り組みを行ったためその結果を報告する。

II 目的
情報交換の場を設けることで、円滑な状況伝達・情報共有が図れ、患者様の個別性を捉えたケアが適切なタイミ
ングで提供できるようになるのかを検証する。

III 方法
1．対象者 看護師 16 名 看護補助者 16 名：計 32 名
2．研究期間 2024 年 9 月～11 月
3．実施方法

（1）看護師・看護補助者ペアの A・B・C・D4 チームを AB・CD の 2 つのグループに分け、日常生活援助実施
前のタイミングで情報交換を行い患者様のケアや状態について情報共有し、1 日の動きについて話し合いを行
う。
ケアの依頼・指示は看護補助業務指示表を見ながら行う。

（2）日々の連携・ケアについて研究前後でアンケートを実施する。
（3）看護補助業務指示表を用いた研究前後でのケア実施状況の変化を評価する。

IV 結果
研究開始前アンケート
・双方のそれぞれ優先したい事項が異なるため、お互いに声をかけづらい
・時間が合わず別々でケアを行っているため、中途半端なケアになることがある
研究後アンケート
・意見交換や相談がしやすくなったので不安も軽減し、双方の時間配分がわかりやすくなった
・爪切りや洗髪などできていなかったケアを意識して行うようになった
今後も継続して行っていきたいかという問いには、スタッフ全員が「はい」と回答した
日常生活援助の指示書からの前年度と比較
洗髪：40％ 爪切り：32％ 手浴・足浴：44％ 全体で 35％ ケア実施が増加

V 考察
「看護補助者と看護師が看護チームとして協働するためには、日常的なコミュニケーションや、チームとしての
話し合いの場で情報共有することが、協働するための役割尊重と委譲をスムーズにする」と大島1）は述べている。
取り組み前は双方が主体的に看護・介護を行っていたため、各々が自己の業務を中心に考える傾向となってい
た。今回グループでの話し合いの場を設けたことで、日頃発言の少ないスタッフも意見が言いやすい環境となり
情報交換が活発化した。それにより情報共有や患者様の状態に合わせた協力体制が強化でき、時間配分が明確と
なったことで患者様の個別性を捉えたケアが適切なタイミングで提供できるようになった。その結果ベッドサ
イドへの時間が増えケアの充実に繋がったと考えられる。

VI まとめ
今回研究を通して看護師・看護補助者意見を出し合い、グループの中で力を発揮することが看護・介護ケアの
質の向上に大きく関係することが再認識できた。今後も継続して取り組んでいきたい。
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チーム医療推進の一環として介護福祉士による介護教育体制が組織化されるまで

大阪府・藍野病院

つばた

○津幡 まどか（介護福祉士）

【目的】
超高齢社会で看護、介護人材が不足する中、病院の役割が大きく変化し、介護福祉士に求められる役割も変化していくことが予想される。大阪府の A 病院では、
チーム医療の推進の一環として 2017 年看護部に介護福祉科が創設された。介護福祉科ができるまでの 20 年の経緯と取り組み、今後の課題について報告する。

【倫理的配慮】
この発表に関して所属施設の長の承認を得た。また、個人情報が含まれていないことを確認し、十分な倫理的配慮を行った。

【実践報告】
1．実践場所：A 病院の介護福祉士が勤務する病棟
2．実践内容：
≪準備期（2004 年～2016 年）≫
①介護手順の作成：看護補助者は介護未経験者が多く、安心して業務を行なうための介護手順の必要性をみとめ、作成を始めた。
②勉強会の開催：介護手順に沿って実施できるよう、生活支援の実技研修や接遇、認知症についての勉強会を介護福祉士が行い、介護の質の向上を目指した。ま
た、各所属領域別勉強会を介護福祉士主体で開催し、ケアの悩みや工夫を共有、解決できるようになった。この勉強会が介護福祉士教育の土台となり、キャリア
パス導入のきっかけとなる。
③介護過程・介護サマリーの展開：経年別研修を実施し、経年 2 年目以降の介護福祉士は介護過程の展開が可能となった。退院時の患者の生活情報をまとめた介
護サマリーを介護福祉士が作成し、退院支援の推進の役割も担うことになった。
④業務改善：各病棟の看護補助、介護福祉士の代表によって構成された介護代表者会、介護福祉士のみで構成された介護福祉士委員会を開催し、介護について意
見交換の機会を持ち、院内全体の業務の見直しが行われるようになった。
≪設立期（2017 年～2021 年）≫
①看護部に介護福祉科の創設：2017 年度より、科長 1 名、チーフリーダー 5 名選出し、チーフリーダーが中心となって、介護福祉士及び看護補助者（外国人介
護人材 20 名を含む）の教育を継続して実施した。
②教育システムの構築：各チーフリーダーには月に一回は教育の準備時間を設けられるようにした。介護福祉士と看護補助の教育システムの構築が実現したこ
とにより、介護未経験のスタッフも安心できる環境が整備された。
≪発展期（2022 年～2025 年）≫
ラダーの導入：2022 年より、クリニカルラダーシステムを導入し、ステップ別研修の実施が開始された。チーフとステップ III（経年 4 年目～）以上はステップ
I～IIB（経年 1～3 年目）の教育を担当し、人材育成とともに自己研鑽の機会とした。ステップ IIB は院内外において介護過程の展開の発表を行った。さらに、
看護補助者のクリニカルラダーも 2025 年 9 月から開始することで、看護補助者の専門性が評価され、看護師の指示のもと安心して働きやすい環境の整備を行っ
ている。

【結果】
介護手順の作成、介護技術の指導、教育を続け、院内の介護の質の向上が図られらた。さらには、介護福祉士が生活支援の専門職として介護過程の展開を行なえ
るよう研修を実施し、患者に合わせた個別ケアを行なえる人材を育成することができた。
また、退院時に介護サマリーでご家族や施設に患者の情報提供を行い、退院支援に貢献することで介護福祉士の専門性を発揮している。

【考察・結論】
医療、介護人材の不足が続く中、介護職員の確保、定着の工夫については多くの課題が残されている。各専門職が専門性を発揮する環境を整備し、教育を継続し
ていくことが、介護の質の向上と職員の定着につながると考える。チーム医療の一員として、介護福祉士、看護補助者による生活支援の質の確保は重要な課題で
あるため、継続して取り組んでいきたい。
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ノーリフトケア導入に向けた主任看護師としての取り組み

北海道・札幌西円山病院

あべ ゆみ

○阿部 優美（看護師）

【目的】
患者の苦痛を軽減し安楽に移乗をできるようにするとともに、スタッフの身体的負担を軽減するためにノーリフトケ
アを病棟に導入した。本取り組みでは導入に際しての主任として成功に導いた要因を明らかにすることを目的とした。

（ノーリフトケアとは介護される側・する側双方において安全で安心な、抱えあげない・持ち上げない・引きずらない
ケアであり、対象者の状態に合わせて福祉用具を有効に活用し取り組むことである）

【背景】
当該病棟は障害者一般病棟（患者数 42 名）である。主に 80～100 歳代の高齢者、脳血管障害や脊髄損傷を有している
患者が入院しており、要介護 3～5 の患者が多い。職員構成は看護師 22 名、介護補助者 5 名である。腰椎圧迫骨折を有
する介護補助者 1 名、急性腰痛症で業務制限のある看護師 1 名、軽度の腰痛を有する看護師 7 名が在籍していた。

【方法】
病棟に主任看護師 2 名、看護師 1 名、介護リフトの使用に精通している作業療法士（以下 OT）1 名の計 4 名から成る
介護リフト推進チームを発足させ、病棟スタッフの腰痛の状況とノーリフトケアに対する印象を聴取した。次に病棟ス
タッフが同じ目的でノーリフトケアに取り組むことができるよう主任看護師が中心となりノーリフトケアの導入目的
を病棟全体で検討し合意形成を行った。その後、主任看護師が病棟スタッフへノーリフトケア導入の目的を理解しても
らうために書面を作成し、朝礼でアナウンスを行い周知した。
介護リフト推進チームの OT には介護リフトの操作マニュアルや動画作成と介護リフト推進チームの主任看護師 2 名
と看護師 1 名に技術指導を依頼した。
導入初回の対象患者は 50 歳代の男性で意思疎通可能な脊髄損傷を有し体重が約 80kg あり人力での移乗時に首の痛み
を訴えている患者 1 名とした。この患者を対象に介護リフト推進チームの看護師が介護リフト操作の実践と病棟ス
タッフへ技術指導を行い、操作できるスタッフが増えた段階でスタッフからスタッフへ教え合う体制へ移行した。

【結果】
看護スタッフ 12 名、介護スタッフ 2 名が使用可能となり、スタッフ間での相互指導も行われるようになった。腰痛を
有するスタッフは 7 名から 4 名に減少した。対象患者の移乗に消極的だったスタッフから「体への負担が軽くなっ
た。」と不安の声が聞かれなくなった。対象患者は従来の人力移乗時に感じていた首の痛みがなくなり、毎日車椅子に
移乗することで QOL の向上につながった。

【考察】
ノーリフトケアの導入が成功した背景には主任看護師を中心としてスタッフの意見を丁寧に取り入れ病棟全体で導入
目的を設定し合意形成を行い、段階的に技術指導を実施したことが考えられる。また、病棟で介護リフトを日常的に活
用している OT の存在により病棟スタッフの導入への心理的抵抗が少なかったことや腰痛による業務支障がある中で
体をいたわる介助方法であることを強調したことも成功に導いた。

【結論】
ノーリフトケアの導入を成功させるためには主任看護師が中心となり病棟全体でノーリフトケアの導入目的を検討し
合意形成を行うことが重要である。ノーリフトケア導入はスタッフの身体的負担や移乗介助への心理的負担の軽減、患
者の QOL 向上に寄与する両者に良い効果をもたらす取り組みとなった。今後は介護リフトを使用する対象患者を増や
していくとともに、他の介護福祉用具の導入も視野に入れ、ケアの質向上を目指していきたい。
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チーム内のコミュニケーションが心理的安全性および仕事継続意思に及ぼす影響

1 茨城県・牛尾病院リハビリテーション科、2 牛尾病院介護医療院、3 龍ケ崎市西部地域包括支援センター 牛尾病院、
4 牛尾病院看護部

とくなが さとし

○徳永 智史（作業療法士）1、小坂 尚志2、永井 洋一3、桑田 今日子4

【背景】
近年、職場における心理的安全性は、創造性や生産性の向上、職員の働きがいの促進に資する重要な要素として
注目されている。心理的安全性とは、組織内で自分の意見を自由に述べたり、誤りや疑問を表明したりしても、
対人リスクを恐れずに済む状態を指す。しかし、多くの職場ではその確保が依然として課題であり、効果的な向
上策に関する知見は十分とは言えない。また、心理的安全性と職員の離職防止や定着促進との関連についても、
実証的な検討は限られている。

【目的】
本研究では、心理的安全性の形成要因として職員間の日常的なコミュニケーションに着目し、業務に関する「課
題コミュニケーション」と、感情的な「情緒コミュニケーション」が心理的安全性に与える影響を検証した。さ
らに、これらの要因と仕事継続意思との関連もあわせて検討し、職員が働き続けられる職場作りへの示唆を得る
ことを目的とした。

【方法】
調査は Google フォームを用いたオンラインアンケート形式で実施し、195 名の有効回答を得た。心理的安全性
には Edmondson（2012）の尺度を、チーム内のコミュニケーションには田原ら（2021）によるチーム・コミュ
ニケーション尺度を基にした課題コミュニケーションおよび情緒コミュニケーションの項目を使用した。また、
仕事継続意思についても確認し、得られたデータに対して相関分析、重回帰分析、ロジスティック回帰分析を
行った。

【結果】
心理的安全性は、課題コミュニケーション（r=0.54）および情緒コミュニケーション（r=0.56）といずれも有意
な正の相関を示した。重回帰分析においても、両者は心理的安全性の有意な予測因子であった。さらに、仕事継
続意思があると回答した群は、ないと回答した群と比べて、すべての尺度で有意に高得点を示した（p＜0.001）。
ロジスティック回帰分析でも、心理的安全性、課題コミュニケーション、情緒コミュニケーションのいずれもが
仕事継続意思の有無と有意な正の関連を示した。

【考察】
チーム内の円滑かつ豊かなコミュニケーションは、心理的安全性の向上に寄与するだけでなく、職員の仕事継続
意思の形成にも影響を与えることが示唆された。とくに、業務上のやりとりに加えて、感謝や共感といった情緒
的な関わりが、心理的な安心感と職場定着意欲の双方を支える重要な要素であることが明らかとなった。

【結論】
本研究は、課題・情緒の両側面からチーム内コミュニケーションが心理的安全性および仕事継続意思に与える
影響を明らかにした。職員が安心して働き続けられる職場を実現するためには、日常的なコミュニケーションの
質と頻度を高めることが重要であり、今後は具体的な支援策や介入方法の開発が求められる。
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インターコミュニケーションシステム導入による医療現場の有用性について

沖縄県・大浜第二病院

おおしろ せいいち

○大城 清一（介護福祉士）、玉城 良太、大鶴 まき、森 利沙、比屋根 かおり

【目的】
A 病院 B 病棟では、令和 7 年 3 月よりインターコミュニケーションシステム（以下インカムと略す）を導入した。導入することにより、
業務の効率化の改善やチームワークの強化に繋がると考えた。そこで、導入前後の実態を検証したので報告する。

【方法】
1．インカム導入前後の実態調査方法
アンケート方式（自由記載）
2．入浴時のインカム「装着あり」・「装着なし」を比較し検討
3．対象者：人工呼吸器装着患者 9 名を受け持った居室担当看護師・介護福祉士

【結果①】
1．インカム導入前の評価
1）コミュニケーションの課題
2）業務の非効率性
・チーム間の連携が取りにくく、問題解決までに時間がかかる。
2．インカム導入後の評価
1）コミュニケーションの改善
・リアルタイムに情報伝達が可能になる。
・連携が強化されチームワークが向上する。
2）業務効率の向上
・指示や情報の即時共有が可能になる。
3）安全性の向上
・急な連絡が必要な際でも、即座に対応できる為、安全性が向上する。

【結果②】
1．インカム使用前後、担当看護師・介護福祉士の居室到着時間の検証
1）インカム使用なし
・居室担当看護師の到着平均時間 2 分 44 秒。
・ナースコールを使用し応援要請した。
・到着するまでに時間がかかり探す手間が発生した。
・時間を予測しながら、多重業務を行う中何度も往来した。
2）インカム使用あり
・居室担当看護師の到着平均時間 53 秒。
・浴室から居室まで戻る合図を行うことで瞬時に対応が可能となった。
・担当看護師が対応できない場合も他の看護師を応援要請することも可能となった。

【考察】
コミュニケーションの迅速化、必要な情報がリアルタイムで共有されるなど、多くのメリットがあった。しかし、その一方でインカム装
着時の違和感や聞き取りづらさなどから、装着を拒む職員もいた。インカムをより快適に使用し、情報を共有するかが今後の課題である。

【結論】
インカム導入は、医療現場でのコミュニケーションの質を向上させると同時に患者の安全性を高めるための有用な手段であることが検証
された。
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当院医療療養病棟における多職種によるポジショニングの取り組み～病棟スタッフの意識と行動
変化～

山口県・宇部西リハビリテーション病院

やまもと たえこ

○山本 妙子（理学療法士）、山田 健太、小西 俊史、徳沢 紗也佳、佐藤 美智、中村 真一、
長田 貴子、柳原 博之、梶原 浩司

【はじめに】
当院医療療養病棟では、「個々の可能性を引き出す」をコンセプトとして患者の療養生活に関わっている。その
療養生活の中でポジショニングは、拘縮予防・褥瘡予防だけでなく患者の安楽な生活を保つために重要なケア
の一環である。この度「ポジショニングに病棟スタッフももっと関わっていきたい」という病棟からの声により、
ポジショニングミーティングを開始し、病棟スタッフの意識や行動に変化がみられたので報告する。

【取り組み】
取り組み前は、病棟スタッフからの依頼でセラピストにて注意点を記載した資料を作成・申し送りを行い、病棟
スタッフが日常ケアの中で提示されたポジショニングを行っていた。今回、ポジショニングミーティングとして
当院医療療養病棟に入院している全患者を対象に月 2 回、セラピストと病棟スタッフでラウンドしポジショニ
ングについて協議を行った。実施日は第 2、第 3 週の出勤者が多い日を病棟スタッフと相談し毎月決定した。参
加メンバーは当院の褥瘡委員である看護師と対象患者の担当チーム看護師の 2 名、看護補助者 1～2 名、セラピ
スト 1～2 名の計 5～8 名とした。1 回につき 20～30 分、1～3 名を対象とし、目的や方法、クッションの選定に
ついて協議した事を病棟スタッフが資料作成を行い、申し送りにて周知し、ベッドサイドに掲示する流れをとっ
た。その後、患者計画のもとセラピスト・病棟スタッフにて経過を観察し、必要に応じて再検討した。

【結果・まとめ】
ポジショニングミーティングをきっかけに、病棟スタッフが掲示資料に手書きでポイントを追記する、クッショ
ンにテープで印を付ける、体交時間を変更する、その内容を申し送りで再周知するなどの変化がみられるように
なり、従来の受け身的な対応から自発的な行動へと変化していった。患者に対して統一したポジショニングが提
供でき、安楽な姿勢で過ごす時間の拡大を図る事ができた結果、オムツ交換や更衣などのケアがしやすくなっ
た。さらにこの取り組みをきっかけに患者に対して「もっとこうしてあげたい」という思いをスタッフ間で話す
機会が増えた。病棟スタッフより、訓練以外でも「ご本人の希望に沿って離床してあげたい。」「ご家族の面会時
に合わせて離床してあげたい。」などの声が以前に比べ聞かれるようになった。一つの多職種による取り組みが、
患者ケアの質を変えるだけでなくスタッフの行動も変えていき、訓練以外の離床機会も増え、患者・スタッフ共
に可能性を引き出す一助になった。
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リハビリと協働して取り組んだ拘縮予防の効果～ミトンの変更と可動域訓練を行って～

静岡県・掛川北病院 医療療養病棟

しみず えり

○清水 恵莉（准看護師）、曽我 佳菜栄

【目的】
当病棟は、50 床の医療療養病棟である。中でも経口摂取が難しく、経管栄養に移行となった患者は、認知症症状に伴い経管栄養チューブの必要性、
危険性が理解されず、自己抜去による誤嚥や窒息の危険性からやむを得ず、ミトン型抑制具の使用に至ることが多い。危険防止のために行ってい
るミトンを使用することにより、手関節の可動域が制限され、手指の拘縮が進行してしまう患者の事象から、何か拘縮予防を行うことはできない
かと考え、取り組みを行ったためここに報告する。

【方法】
取り組み期間：令和 6 年 6 月 11 日～8 月 31 日
対象患者：認知症により経管栄養チューブの自己抜去のリスクがある患者
右手…経管栄養注入中及び夜間ミトン使用
左手…経管栄養注入のミトン使用
方法：①ミトン使用時間の長い右手に使用しているミトンをおにぎりくんからメガホンミトンに変更
②リハビリスタッフにより可動域訓練方法のレクチャーを受ける
③訓練方法についてはその日の受け持ちになる看護師がわかるように病棟スタッフ全員に周知
④手指の可動域訓練をリハビリスタッフの訓練介入と看護師により 1 週間に 4 回、10 分間実施
⑤2 週間に 1 回リハビリスタッフによる ROM 計測

【結果】
ROM 計測では、メガホンミトン使用の右手は第一関節が 10～15 度、第三関節が 15～30 度の改善がみられた。おにぎりくん使用の左手は第一関
節が 5～10 度、第三関節が 10～15 度の改善が見られた。左手のおにぎりくん使用は経管栄養注入時のみだったため同じ時間内での抑制具の違いに
よる拘縮改善の比較はできなかった。

【考察】
拘縮予防において、関節可動域訓練（ROM 訓練）は極めて重要な役割を担っている。他動的、自動的 ROM 訓練を定期的に行うことで、関節の柔
軟性を維持し、筋肉の短縮や関節包の肥厚を防ぐ。これは、関節の動きが制限されることを抑制し、日常生活動作（ADL）能力の維持・改善に直
結する。特に、臥床時間が長い患者や神経学的障害のある患者には、継続的な ROM 訓練が不可欠である。さらにメガホンミトンは、手指の拘縮
予防に特化した効果的な補助具といえる。このミトンは、おにぎりくんのように手指全体を抑制するのではなく、内部で手指が解放され、自然な
伸展位を保持し、動かせることができることにより、手指の屈曲拘縮の進行を抑制できるのではないか。不随意運動や掻爬行為による皮膚損傷を
防ぎつつ、持続的に手指を良肢位に保つことで、ROM 訓練の効果を補完・強化できる。ROM 訓練で獲得した可動域を維持し、さらなる拘縮の進
行を防ぐうえで、今回使用したメガホンミトンは非常に有効であったと言える。継続的な訓練とメガホンミトンの両者を併用することで、より効
果的な拘縮予防が可能となり、患者の 痛軽減、ADL 能力の向上、ひいては生活の質の向上に大きく貢献できるのではないかと考えた。
経管栄養チューブの自己抜去のリスクのある患者に対してミトンを外すことは、患者の命の危機にもつながり、簡単に外すことは困難である。し
かし、ミトンをすることで動かせる患者の手指の拘縮が進行してしまうことは疾病を抱える患者の残存機能を奪ってしまう事につながる。日々患
者と関わる医療従事者として、患者のリスクを考慮しつつ、少しでも患者の機能維持に努めていきたい。

【結論】
今回、患者の状態にあった抑制具の選択やリハビリスタッフと協働してケア介入をすることで拘縮予防につながることがわかった。拘縮予防には
地道な継続的なケアが必要である。今後も患者の危険リスクを回避し、安全性を考えながら、今回の取り組みでの学びを活かした看護を行ってい
きたい。
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ベッド上ポジショニングに関する現状と課題の抽出～当院病棟スタッフへのアンケート調査よ
り～

埼玉県・大宮共立病院

こばやし あい

○小林 愛（作業療法士）、宗田 麻悠

I．はじめに
当院では、患者のポジショニングを病棟スタッフとリハビリテーション（以下、リハビリ）スタッフが協働して考案し、ポジショニング
表（以下、表）を作成している。しかし、患者の状態変化やその他の理由により、適切なポジショニングが困難であったり、表を参照し
ても再現性に課題があると感じる場面があった。また、ポジショニングに関する学習機会や情報共有の面においても問題点があるのでは
ないかと考えた。
II．研究目的
ベッド上のポジショニングに関して現状を把握し、業務改善のため課題を抽出することで、より質の高いチーム連携を目指す。
III．研究方法

【調査期間】2025 年 4 月から 5 月。
【対象】当院の医療療養病棟、特殊疾患病棟、介護医療院に勤務する看護師と介護職員、計 154 名。当院勤続年数と実務経験年数に基づき、
それぞれ 1 年未満から 10 年以上の 5 群（1 年未満、1～3 年未満、3～5 年未満、5～10 年未満、10 年以上）に分類した。

【方法】全 11 項目のポジショニングに関するアンケート調査を実施。内容は表を確認する意識、表の分かりやすさ、ポジショニングにつ
いての学習機会やコロナ禍で作成したポジショニング研修動画視聴について、職員間での情報共有について二項選択式および自由記述式
を含む無記名自記式質問紙を用いた。結果を単純集計とクロス集計で分析し、職種別、経験年数別で回答差があるかカイ二乗検定を用い
た（有意水準 5％ 未満）。また、カイ二乗検定は無回答を除いた有効回答を対象として分析した。フリーコメントは自由記述集計を行った。
IV．結果
アンケートは 154 名に配布し、135 名から回答を得た（回収率 87.7％）。ただし、回答内容が不完全であった 30 名を除き、最終的に 105
名の有効回答（有効回答率 68.2％）を分析対象とした。各設問で職種別、経験年数別でカイ二乗検定を実施したが、有意差は検出されな
かった。
1）表を確認する意識は 99％ の病棟スタッフが行えているが、50％ の病棟スタッフは表がわかりにくいと感じていた。表がわかりにくい
理由は、フリーコメントでの回答で「全体的な写真があるが、部分的な写真がなくわかりにくいことがある」「クッションの色がシーツや
枕と同化してわかりにくい」等の回答が得られた。
2）ポジショニングの学習機会に関して、65％ の病棟スタッフが「学習機会がない」と回答した。一方で、リハビリスタッフがコロナ禍
で作成したポジショニングに関する研修動画は 76％ の病棟スタッフが業務に活用していると回答した。
3）職員間での情報共有については、リハビリスタッフにポジショニングの相談をしたことがある病棟スタッフは 73％ であったが、「モニ
タリングができている」と回答した病棟スタッフは 55％ であった。
V．考察
今回のアンケート調査から、表が業務の中で広く認識されている一方で、表の見方や記載方法に対しての課題があることが示唆された。
ポジショニングについての学習機会については、経験年数による有意な差は検出されなかったが、約 6 割の病棟スタッフは学習機会がな
いことがわかった。新型コロナウイルスの感染対策で勉強会の人数が縮小され、多職種合同で実施する機会がなくなっていたことが、そ
の要因として挙げられる。今後は感染対策に配慮しつつ、少人数での合同勉強会の開催を検討することが必要である。
情報共有に関しては、モニタリングが実施されていない理由として、勤務時間の違いや業務多忙による話し合いの機会の減少、コミュニ
ケーション不足が挙げられた。リハビリスタッフも表を作成するだけでなく、作成後のポジショニング状況の確認や、病棟スタッフへの
積極的な声かけなどの意識付けが必要である。
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当院におけるポジショニングのスムーズな伝達と継続に向けて～豊かな生活を見据えて私たちが
取り組むこと～

北海道・愛全病院

なかた きょうすけ

○中田 恭輔（理学療法士）、村上 順哉、山田 康子、八木沢 利紗

【はじめに】
障害者一般病棟では、離床が困難な状態の入院患者もおり、入退院の多い病棟という状況下でも適切かつ迅速に
ポジショニングを行うことが求められる。当院では関節拘縮や褥瘡の予防、 痛緩和により行動範囲が拡大さ
れ、その人らしい生活が確立されることを目的にポジショニングを実施している。しかし、掲示物や口頭で多職
種へ向け伝達していたが、その内容が徹底されていないこともあった。そこで、適切なポジショニング徹底のた
めに情報共有手段の見直しと整備に取り組んだ。
【目的】
患者一人一人に適切なポジショニングを提供するために、伝達漏れを防ぐ情報共有手段を検討・実践し、その有
効性を評価することを目的とした。
【方法】
多職種と連携しながら、ポジショニングの情報共有手段を検討・実践した。①ベッドサイドへの写真付き掲示物
の設置、②電子カルテの掲示板機能の活用、③連絡ノートによる補足情報の記載である。取り組みの評価として、
実際にポジショニングを行う機会が多い看護師および介護士に対してアンケート調査を実施した。
【結果】
アンケート結果より、ポジショニングの情報共有手段の工夫が伝達漏れの防止に有効的であることが示唆され
た。
【考察】
患者に適切なポジショニングを提供するには、多職種間での共有手段の工夫が不可欠である。情報共有の手段を
複数化・視覚化することで、伝達の精度が向上し、その実施につながったと考えられる。適切なポジショニング
の提供と共有体制の整備には、リハビリスタッフの関与が有効であり、多職種での協働が重要であると考えられ
る。
【結語】
ポジショニングは一過性のケアではなく、継続的な実践が重要であり、そのための共有体制の整備が欠かせな
い。今回は伝達手段の工夫について着目したが、今後患者の豊かな生活を見据えるために、ポジショニングを通
じてどのようにその人らしい生活の確立へつなげていくことができるのか、多職種へ向けて発信していきたい。
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療養病床におけるリハビリ間接介入の取り組み

福岡県・新栄会病院

たまる ちひろ

○田丸 千尋（作業療法士）、伊藤 彩乃、柚田 真知子、中畑 圭二、永田 雅治

【はじめに】
当院は北九州市にあり、地域包括ケア病床（27 床）、療養病床（療養病棟入院料 I 78 床）、介護医療院（定員 60 名）の
3 タイプの病床・施設を設置している。療養病床に入院する高齢者や重度障がい者は、生活機能を維持する上でリハ
ビリの直接介入だけでなく、多職種との情報共有・連携・協力に基づく間接介入の導入は必須である。診療報酬上の
評価が乏しいことや密な多職種連携が不可欠なことから間接介入を導入している病院は少なく、全国で 23％ 程度1）と
報告されている。今回、間接介入としてポジショニング、関節の動かし方に関する情報共有に着目し、褥瘡予防に取
り組むことが出来たため報告する。

【目的】
リハビリ専門職が間接介入し病棟スタッフへポジショニング・関節の動かし方を指導することで、褥瘡予防・関節拘
縮予防に努める。また、チーム全体としての介護力の底上げを図る。

【方法】
#1，ポジショニング、関節の動かし方を病棟スタッフへ伝達または動画視聴
#2，リハビリ専門職による間接介入（週 2-3 回）、介入内容・状態の可視化・情報共有
#3，褥瘡対策委員会での情報伝達（月 1 回）

【結果】
#1，ポジショニングが統一して行えた
#2，筋緊張の抑制、定期的な再評価にも繋がった
#3，患者を通して多職種とも更なる関係性の構築を図る事ができた
#4，褥瘡経過を追うことができ、全スタッフへの情報共有に繋がった

【考察】
病棟スタッフが患者に対しての目標や取り組みが明確化したことで、チーム全体でのアプローチを行うことが出来
た。さらに褥瘡対策委員会において、栄養課・薬剤課等の他職種に情報伝達・共有を行い、外的アプローチだけでな
く、内的アプローチを実施出来たことも改善に繋がったひとつの要因だと考える。そして、リハビリ課も複数人でチー
ムを組むことでたくさんの意見やポジショニング方法が見つかり、患者にとってよりよい環境調整が実施出来た。

【結語】
リハビリ間接介入によるポジショニング、関節の動かし方の全スタッフ情報共有は今回の取り組みにより入院患者の
褥瘡改善に繋がった。

参考文献
1）全国病院経営管理学会リハ専門委員会報告会（R24 年）
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残存機能を生かした移乗方法を介護士が身につけるプロセス 透析患者のフレイル予防キャン
ペーンを実施して

1 愛媛県・松山西病院、2 愛媛大学

かどた かなみ

○門田 加奈美（看護師）1、俊野 昭彦1、栗田 純子1、村上 千代子1、松田 悠希1、野本 ひさ2

透析患者も高齢化が進み、入院中の ADL 低下を防ぐために、日々移乗介助を行っている介護士がフレイル予防
に着目した移乗を理解することが必要であると考えた。まず、リハビリスタッフにフレイル予防に着目した移乗
動画を作成してもらい介護の教材として視聴したが否定的な意見が多く、患者のペースよりスタッフが抱えて
移乗するほうが安全であると認識していた。そこで、PDCA サイクルを用いたフレイル予防キャンペーンを
行った。

【目的】日々の ADL を支える介護士が患者に応じたフレイル予防を実施できるよう PDCA サイクルを用いてフ
レイル予防キャンペーンを実施したので報告する。

【方法】＜対象＞療養病棟に勤務する介護士 17 名。＜期間＞令和 5 年 5 月から令和 6 年 11 月。＜方法＞PCDA
サイクルを利用したフレイル予防キャンペーン（患者 2 名対象）を行う。＜対象患者＞A 氏：移乗時に反り返り
が強く前かがみで着地することが難しい。B 氏：不安が強く、移乗時の抱えに痛みがあり拒否の訴えがある。＜
分析方法＞A 氏 B 氏に行った介護の実際を PDCA サイクルに沿って振り返る。

【結果】PLAN（計画）は①前準備 2 項目、②車椅子 4 項目、③端坐位姿勢 7 項目、④移乗時の注意点 3 項目全
16 項目のチェックリストを作成し、移乗の介助の都度介護士自身が記入した。DO（チェックリストの結果）で
は、移乗前の声掛け、前かがみを促すが出来ていなかった。次に CHECK（評価）ACTION（対策）を対象患者
ごとに示す。まず全体的に声掛けの習慣が少なかったため声掛けを強化した。A 氏はリハビリスタッフより反り
返らなければよいとアドバイスをもらい実行。声掛けにより反り返りがなくなり声掛けの効果がみられたため
継続、徐々に前かがみができるようになり自ら足を動かすなどフレイル予防の効果がみられた。B 氏は痛みの訴
えが多く、掛けている布団を除くだけでも 痛を訴え痛みの部位が不明であった。まず、ベッドに端坐位になっ
ても足が着地できないため不安があるのではと考え、ベッドを変更し足が着地しやすくした。また移乗時スタッ
フの肩を持つよう声掛けしても介護士の襟や服の前の部分を持つため介助が行いにくいことがあった。そこで、
リハビリスタッフと相談し、B 氏はスタッフのポケットを持ち、スタッフは患者の肘を持って移乗する方法に変
更した。この対策により 2 週目からは格段に移乗しやすくなった。

【考察】動画教材を用いた学習には否定的な反応があった介護士であったが、行動を整えるための PDCA サイク
ルを用いたフレイル予防キャンペーンの結果、A 氏 B 氏ともに残存機能を生かした移乗方法に改善することが
できた。少しの改善で介護負担軽減を実感し、患者も楽になっている、他の患者にも活用、声掛けにより信頼関
関係ができていると介護士の感想が聞かれた。1 年後のリハビリスタッフの評価でも声掛けが出来、患者も残存
機能を生かした動作が出来ており、介護士の姿勢、環境整備の意識も定着していると高評価であった。
今回研究という機会をもらった事により、気になっていたが忙しくて取り組めなかった移乗について取り組め
た。介護士はキャンペーンの成功体験から、技術の統一やほかの患者さんにも試そうとする意欲の改善にもつな
がった。

【結論】介護士はキャンペーンによりフレイル予防の効果を実感し継続できた。成功体験からほかの患者にも試
すなど発展的な反応があった。
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リハビリテーション介護の実現に向け

山梨県・城東病院

やました じゅんこ

○山下 順子（介護福祉士）、佐藤 仁美

【 はじめに 】
高齢者は、加齢による身体機能の低下だけでなく、感染症、身体的ストレス、薬物の変更や環境の変化等の様々な要因に
より慢性疾患が急激に悪化し、ADL や QOL に大きく影響を及ぼす場合がある。重度化を予防し、早期にその人らしい生
活が取り戻せるよう、生活の全てにリハビリテーションの要素を取り入れ、生活を支援する全てのスタッフがリハビリ
テーションの視点を持った関わりをすることが重要であると思われる。今回、理学療法士から介護福祉士へと転職し、

「リハビリテーション介護」の実現に向けた取り組みについて一症例を通し報告する。
【 背景 】
自身が理学療法士として関わる中で、限られた時間でしかその人のことを把握できないもどかしさ等を感じたことが契
機となり、24 時間、どんな時間でも身近に位置し、本人のしたいこと・出来ることを支えられるよう介護士へと転職した。

【 症例 】
97 歳女性。要介護 5、障害高齢者の日常生活自立度 B2、認知症高齢者の日常生活自立度 IIb。誤嚥性肺炎も繰り返してい
た経緯から低栄養、サルコペニアが著明であった。身体機能は比較的良好なものの腰部の痛みが強く、ADL 全般に介助
が必要であり、また痛みに伴う意欲低下等が窺えた。

【 経過 】
ご本人からの「トイレに行きたい」という意思表示と、成功体験で最もセルフフィードバックしやすく、笑顔がみられる
生活行為が排せつ行為であったため、ケアの目標を「トイレでの排せつ行為の自立」として支援を行った。しかし、一連
の排せつ動作だけが問題となるのではなく、動作時に出現する強い痛みや、耐久性低下が顕著であるといった栄養状態の
不良、長期臥床に伴う廃用症候群等様々な問題が点在しており、多職種による多面的な支援が必要であった。

【 取り組み 】
目標に対する課題が点在していたため、身体機能面へのアプローチだけでなく、精神面や栄養面への支援が必要であり、
さらには関わる度に様子が大きく異なったことから、その時その時間の評価を以ってケアを実践した。「出来ないことを
支援する」という側面ではなく、「出来ることを増やす支援をする」という共通認識が持てるようカンファレンスを実施
し共有。自身で出来る動作方法を繰り返し実践してもらうよう支援し、performance の向上だけでなく常に「活動」を伴
うリハビリテーションの要素を日常生活動作に取り入れた。その結果、身体機能の向上だけでなく動作を再習得するとい
う学習面でも改善がみられ、トイレ動作が獲得でき、布パンツへと変更、移動・移乗等を含め排せつ動作は終日自立可能
となった。

【 考察 】
排せつ等、生活行為を支援するためにはその動作だけを画一的にみるのではなく、身体機能や精神機能を評価し、さらに
はご本人の栄養状態を把握、その時々の体調や表情、受け答えや動作の様子等の変化に機微に対応し多職種での多角的な
支援を行う必要がある。日々様子が違う高齢者支援・ケアにおいては、OODA ループ介護の実践が望ましく、また全ての
スタッフがリハビリテーションの要素を持った関わりを実践することで、より長い時間、より多くの職員で本人の持つ力
を引き出す支援が可能になると思われる。OJT として技術を伝えるだけでなく、「ご自身で出来ることを増やす関わり方」
をスタッフが共通認識として持てるようにしたことで、トイレ動作だけでなく、様々な場面で声かけや促しが広がり、24
時間 365 日、日常生活のどの場面においてもリハビリテーション介護の実践が展開できるようになったと考える。
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「食べたい」希望を引き出す高齢者総合機能評価（CGA）

山梨県・城東病院

かわにし ともみ

○河西 友美（作業療法士）

【はじめに】
高齢患者の禁食や低栄養は全身状態を衰弱させ、潜在的な回復能力が見過ごされがちだ。慢性期医療では高齢者の個別
ニーズに応え生活の質（以下 QOL）維持・向上が課題である。今回は、高齢者総合機能評価（以下 CGA）を基軸とした
介入が、患者の「食べたい」という根源的な思いを原動力とし、摂食機能回復と QOL 向上に寄与した一症例を報告する。

【症例紹介】
80 歳代女性。特養入所中。誤嚥性肺炎で入退院を繰り返した。当院に入院時は禁食、点滴、喀痰吸引を要した。既往歴に
認知症、脳出血、糖尿病を有した。

【評価】
入院時より CGA による多職種評価を実施。身体的評価では、BMI 13.3kg/m2の重度低栄養、嚥下・呼吸障害、FIM 18/
126 点と著しい機能低下を認めた。精神的評価では、HDS-R 0/30 点、Vitality Index 2/10 点と認知機能・意欲低下が著明
も、「食べたいですか」の問いに頷き、スプーンを口に運ぶと開けようとする様子から食事への強い意欲を確認。社会的
評価では、数ヶ月前からの食事・水分摂取量減少、甘いものを好み会話好きな明るい性格という生活背景を把握。これら
の多角的な CGA 情報を通じ、低栄養に伴う活動量低下が嚥下機能を低下させている可能性と、残存する摂食への意欲が
総合的に示唆された。

【介入方針】
入院時カンファレンスでは CGA 情報、特に本人の「食べたい」という明確な思いを多職種間で共有。これは QOL 向上に
直結する重要要素と認識された。共有情報と家族の支援意向に基づき、重度サルコペニアからの回復の可能性を判断。経
鼻経管栄養導入と経口摂取再開を目標とする回復支援を開始した。

【経過】
経口摂取再開に向け、各専門職が経鼻経管栄養管理、座位・嚥下訓練、栄養調整、口腔ケアを多角的に実施。介入期間中
も定期的に CGA を活用し、多職種カンファレンスや病棟ラウンドを通して患者の状態変化を共有し、介入方針の適宜修
正と次の目標設定を行った。CGA で把握した嗜好に合わせた行事食も計画。ご家族と召し上がったクリスマスケーキは、
食への意欲を引き出す契機となった。行事後には発語量が増加し、「御飯が食べたい」と新たな思いが明確化された。こ
の訴えを受け、食形態向上介入を実施。本人の強い思いが身体機能回復の原動力となり、主体的な取り組みを促した。そ
の結果、経鼻経管栄養から介助下での 3 食経口摂取が可能となり、BMI 17.2kg/m2に回復。食事を楽しむ姿、会話の増加、
本来の明るい性格が垣間見え、QOL 向上が得られた。医療処置軽減と食事量安定により介護医療院へ退院が可能となっ
た。退院先へは回復を促した経緯を共有し、その人らしい生活継続を支援した。

【考察】
本症例は、CGA による多角的な評価が、患者の「食べたい」思いを明確に引き出し、その後の介入における意思決定支
援の強固な基盤となったことを示す。これにより、重度サルコペニアからの回復の可能性が見出され、患者中心の個別化
された介入方針が導かれた。さらにこの明確な思いを具体的な目標として多職種が一貫して連携したケアを提供したこ
とで、身体機能の段階的回復と精神的充足感がもたらされ、結果として患者の主体的な回復を促す好循環が生まれたと考
える。今回の経験は慢性期医療において、患者の微細なサインを見逃さず、多様な情報を統合しケアに活かす重要性を再
認識した。機能回復に留まらず、患者の「生きる意欲」を支え、その人らしい生活の継続を多職種で支援していきたい。
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装具作製における理学療法士と義肢装具士の認識差と連携課題の分析

1 兵庫県・神戸平成病院、2 近畿義肢製作所

こばやし りょう

○小林 涼（理学療法士）1、徳嶋 慎太郎1、井上 和紀2

【はじめに】理学療法士（以下：PT）は装具を用いたリハビリテーションに関与する機会が多いが、装具作製の
知識不足が課題として指摘されおり、適切な装具選定や調整に関与できていない可能性がある。また、一方で、
義肢装具士（以下：PO）は PT との情報交換が装具の適合性を左右する重要な要素となるが、PO 側からは PT
との情報共有の不足が指摘されており、装具の適合性や連携の質に影響を及ぼす可能性がある。脳卒中治療ガイ
ドラインでは装具の早期導入が推奨されており、適切な装具の活用を実現するためには、PT と PO の連携の質
を向上させることが重要である。しかし、PT が装具作製時に直面する課題や、PO が PT に求める情報につい
ての詳細な検討は少ない。本研究では、両者の認識の違いや連携上の課題を明らかにし、連携体制改善への示唆
を得ることを目的とした。

【対象と方法】A 病院に勤務する PT および B 義肢製作所に所属する PO を対象に、Web アンケートを用いて調
査を実施した。調査項目は職種、経験年数、装具作製経験の有無、装具カンファレンス参加頻度のほか、装具作
製時の悩みの程度（0～10 の 11 段階評価）と自由記述欄（悩みの内容、連携で感じた課題、相手職種に求める
こと）とした。定量データは EZR を用いて Mann-Whitney U 検定および Spearman の相関分析を実施し、定性
データはテキストマイニング（KH Coder）を用いて共起ネットワーク分析および対応分析を実施した。回答を
もって本研究に同意を得たものとし、情報の取り扱いに十分に注意した。

【結果】PT の回収率は 83.9％、PO は 58.1％ であった。経験年数と悩みスコアには有意な負の相関（ρ=-0.414、
p=0.005）が認められ、経験が多いほど悩みが少ない傾向が示された。テキストマイニングでは、PT は「評価」

「知識」「判断」、PO は「納品」「日程」「依頼」といった語を多用し、語彙使用の傾向に違いが認められた。共通語
として「情報」「共有」「連携」が多く出現していた。

【考察】装具作製に関する悩みは、経験によって異なる傾向を示した。PT は臨床判断や適応選定における知識
不足が悩みとして表れ、PO は業務量や納期調整などの負担感が示唆された。「情報」「共有」「連携」といった語
は、PT・PO 双方の中間に位置し、共通の連携課題として情報共有の質に対する課題意識を反映していると考え
られる。

【結論】本研究により、装具作製における課題は単に技術的知識の不足のみならず、情報共有の構造的な不備や
役割認識のギャップといった、多職種間連携の質に根差した問題であることが示された。また、統計解析とテキ
ストマイニングがそれぞれの結果を補完し合う形で調査結果の説得力を高めるものとなり、今後の連携体制改
善に向けた具体的方策を検討するうえで有用な示唆が得られたといえる。組織的に構造化や役割分担の明確化
を図ることが、装具療法の質の向上に不可欠であると考えられる。
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退院支援の構築を目指したチーム活動～他職種連携を活かしたチームアプローチ～

東京都・京浜病院

たけや ゆきこ

○竹谷 ユキ子（准看護師）、斎藤 幸子

1．目的
当院では 4 年前まで京浜病院の障害病棟・新京浜病院の療養型病棟と二つの病院が併設しており、状態が安定
している患者は、長期療養目的で新京浜病院へ転院。責任者会議で入退院を調整するシステムができていた。今
回、新京浜病院建て替えに伴い退院支援が必要となり、課題となった。そこで退院支援委員会を設立。活動を開
始した。当院では経管栄養の患者が多数入院しており、転院先も非常に限られてくる。今回、栄養投与経路の変
更に着目し、経鼻経管栄養の患者が経口摂取へ移行することができ、退院につながった。他職種連携にて退院支
援に取り組みを行った一事例を発表する。
2．方法
①退院支援委員会を設立。
1）平日 15 分各病棟フタッフと MSW とのミーティングを開催。
2）金曜日委員会メンバーで入院 1 週間後のケースカンファ。
3）第 1 金曜日退院支援委員会の実施。
4）第 3 火曜日は医師を交えたケースカンファ。
②摂食委員会の設立。
1）第 1・3 水曜日摂食嚥下機能評価委員会の実施。
経鼻経管栄養の患者で経口摂取へ移行できそうな患者の選定。
2）摂食嚥下リハビリの実施。
3）言語聴覚士による摂食の評価。摂食可能形態の選定。病棟での食事介助。
3．結果
退院支援のフローチャート・カンファレンス用紙を作成し、他職種間での情報共有、意思統一をはかり退院支援
に取り組むことができた。また、摂食嚥下訓練の見直し強化を行った。それ結果、経鼻経管栄養から経口摂取へ
と移行することができ、ご家族の希望する施設へ退院につながった。また、回転率も当初の 12％ から今年度
32.1％ と上がることができた。
4）考察
他職種連携の退院支援委員会を設立、カンファレンスを充実させたことで目標が明確となり、患者一人一人の情
報共有ができ、退院支援に取り組むことができたと考える。また、グールプ病院協力のもと、ST が月 2 回来院。
摂食嚥下機能の見直し、評価、摂食嚥下訓練の指導を実施。病棟間でもスタッフの意識改革となり、患者の栄養
投与経路が経鼻経管栄養から経口摂取へと改善につながることができたと考える。今後も他職種間での連携を
活かし退院支援に取り組んでいきたい。
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他法人事業所との連携を図り介護医療院より在宅復帰した症例

香川県・医療法人圭良会永生病院介護医療院

おおもり まおと

○大森 真央人（理学療法士）、牧野 真理子、林 照美

＜はじめに＞
令和 6 年度医療・介護報酬改定では、退院後安心できる在宅生活への移行を進めるため、関係医療機関との連携
がいっそう推進された。今回、在宅復帰にむけて日常生活動作（以下 ADL）の再獲得や病状自己管理など課題
が多い患者に対して、転院時早期より、他法人介護事業所と綿密に情報交換を行い、退所時に共同での指導を行
う事で在宅復帰へと至った症例を経験したので報告する。
＜症例紹介＞
70 歳女性、要介護 2、夫と 2 人暮らし。既往歴として、糖尿病、神経因性膀胱、左大腿骨頚部骨折手術、陳旧性
腰椎圧迫骨折、洞不全症候群にてペースメーカー植え込み術後がある。
令和 5 年 7 月 16 日自宅で転倒し、左脛骨遠位端骨折受傷、急性期病院にて観血的整復固定術施行。8 月 14 日回
復期病院へ転院したが、8 月 20 日腎盂腎炎より敗血症性ショックをきたし、再度急性期病院へ戻り治療を受け
た。9 月 5 日再び回復期病院へ転院。自宅復帰を目指し取り組んでいたが介護者である夫が脳 塞を発症し自宅
での生活が困難となった。そのため、令和 6 年 2 月 15 日継続してのリハビリ目的のため当院一般病棟へ紹介入
院となった。
＜経過及び取り組み内容＞
在宅復帰に向けて車椅子を中心とした ADL 動作を獲得することに加え、膀胱留置カテーテル管理・糖尿病の
自己管理が必要であった。そこで転院時より他法人のケアマネジャー（以下ケアマネ）、家族と連絡をとり住環
境の情報を得つつ、リハビリでの ADL 訓練・膀胱留置カテーテルの操作練習、看護師によるインスリン自己注
射の指導を行った。しかし経過中に腎盂腎炎が再発し、ADL の低下を来たし、在宅復帰が困難となった。5
月 14 日介護医療院へ入所し、リハビリ訓練を継続することとなった。
入所後リハビリカンファレンスでは、ADL 回復が見込める状況であるが、自宅退院を進めるにあたり指導や調
整が難航しそうであったため、早期より家族・ケアマネ・他事業所スタッフと対面での連携を図っていくこと
とした。5 月 31 日には当院に家族・他事業所のスタッフを招集しサービス担当者会議を行った。そこで入院前
より服薬管理が不十分であったことなど新たな課題があがり対策をとっていくこととした。6 月 4 日本人同行
での退所前自宅訪問実施し、昇降機・スロープでの移動確認、血糖測定・インスリン自己注射の環境確認を行っ
た。6 月 27 日外出訓練実施。その結果をもとに 7 月 4 日他事業所（訪問看護、デイケア）スタッフ、ケアマネ
と退所前カンファレンス実施。全身状態の変化における注意点・食事内容・退所後リハビリの要点など最後ま
で問題点について話し合い、同日、退所前情報提供と共同指導を実施した。7 月 8 日介護医療院退所し、在宅復
帰ができた。
＜考察＞
本症例は感染症の再発により ADL 機能回復が遅延したり、介護者となる家族が入院したりと予想外の問題が
発生し、在宅復帰に向けて検討課題が多く認められたが、介護医療院退所前にケアマネ、他事業所（訪問看護、
デイケア）のスタッフと綿密に情報交換し、自宅退院が可能となった。
この症例より、在宅復帰に向けてスムーズに進めていく際、他事業所との連携を早期より実施し、お互いに情報
交換しながら行っていく大切さを学ぶことが出来た。
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3 年間の長期介入の中で多職種と連携を図り施設退院に至った症例

沖縄県・大浜第二病院 リハビリテーション科

しまぶくろ のりこ

○島袋 乃梨子（理学療法士）、屋冨祖 司、川門 奈名恵

【はじめに】
当院では回復期リハ病棟から療養病棟へ転棟し、在宅・施設退院にむけてリハビリ（以下、リハ）を継続するケースがある。今回、脊髄損傷および重度褥
瘡を呈した症例を約 3 年介入する機会を得た。その中で、病棟スタッフへポジショニング、移乗の介助方法を伝達し病棟でのケア、離床に繋げる事ができ
た。結果、退院時は褥瘡が縮小、1 人介助で移乗動作が可能となり施設退院の運びとなった経過を報告する。

【症例紹介】
70 代男性。身長 174cm。体重 80kg 台。診断名：脊髄損傷後の術後（C3～6 椎弓形成術、C2・7 椎弓切除術施行）、仙骨部重度褥瘡。既往歴：頸椎・腰椎
ヘルニア。発症日＋4 か月（以下、～か月目）当院回復期入院。入院時より仙骨部褥瘡あり（DESIGN－R：5 点）。motorFIM：21 点。寝返り・起居全介
助、端坐位保持・移乗動作は実施困難。

【経過】
・5 か月目、当院療養病棟へ転棟。褥瘡悪化あり（DESIGN－R：30）。スタッフと相談し背臥位で褥瘡部にスライディングシートを敷き、ギャッチアップ
による摩擦が軽減できるよう表を作成しケア統一を図る。またリクライニング車いすへの離床許可が得られ、床走行式リフト（以下、リフト）使用しリハ
のみ離床開始。
・6 か月目、発熱を繰り返し積極的な離床困難。
・8 か月目、褥瘡感染による発熱のため A 病院へ転院。
・11 か月目、当院再入院（DESIGN－R：44 点）。
・14 か月目、リハビリのみ離床再開。疲労、眩暈があるためリフトを用い 2 日間で 1 回のみ 30 分程度、離床を実施。
・15 か月目、眩暈、疲労軽減しリハ介入時は 40 分程度、毎回離床可能。
・21 か月目、リハで 1 時間離床可能となり、昼食の離床を開始。デモストレーション（以下、デモスト）、紙面で使用方法をスタッフへ伝達。リハビリで
は平行棒で立ち上がり訓練、立位保持訓練が開始。
・24 か月目、ベッドサイドで立ち上がりが可能となり、2 人介助でターンテーブルを使用し移乗実施。デモスト、紙面でスタッフへ伝達。また車いすをモ
ジュール型へ変更し車いす駆動が 50m 可能となる。
・25 か月目、夕食の離床開始。リハビリでは平行棒で歩行訓練が可能となる。
・26 か月目、昼・夕食以外に午後 1～2 時間車いすでの離床開始。車椅子駆動が 100m 可能となる。
・32 か月目、立位で下肢の支持性向上に伴いターンテーブルを外し、二人介助で移乗開始。
・33 か月目、リハビリでは歩行器で歩行訓練を開始。
・34 か月目、起居・移乗動作が 1 人介助（軽～中等度介助）で可能となる。同時期に退院先の施設スタッフへ起居・移乗動作の介助指導を実施。また本
症例よりデイサービスで歩行練習継続の希望あり。動画撮影し情報提供した。
・37 か月目、施設退院。DESIGN－R：16 点。motorFIM：27 点。

【考察】
本症例は、褥瘡・発熱から臥床傾向となり身体機能低下を呈していた。病棟生活でもリフトを使用し離床する事で褥瘡悪化を予防しつつ耐久性向上が図れ
た。結果、リハで立位・歩行練習が可能となり移乗動作に必要な下肢の支持性が得られたと考える。また、身体機能改善に伴い適宜、移乗方法を評価し、
病棟スタッフへ介助方法の伝達、生活場面へ導入した事が施設退院に繋がる誘因となった。今回の経験から、適切に福祉用具を使用する事で褥瘡悪化予防
となる事、また、慢性期においても心身機能の改善、移乗・移動手段の獲得のため病棟スタッフと連携する事は PT の重要な役割であると再認識出来た。

【倫理的配慮】
本研究の趣旨を本症例へ口頭にて同意を得た。本研究は当院倫理委員会（承認番号：25-10）の承認を得た。
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一人暮らしを切望する頚髄損傷完全四肢麻痺・人工呼吸器装着患者の退院支援

広島県・島の病院おおたに

おかもと ひさえ

○岡本 久恵（社会福祉士）、沖元 史香

【はじめに】
脊髄損傷により四肢麻痺等の重篤な症状を負った患者の多くは、日常生活を営む上で、看護や介護が必要とな
り、在宅での単身生活が困難と判断されるケースは少なくない。今回、頚髄損傷完全四肢麻痺・人工呼吸器装着
患者がリハビリを経て、院内外の多職種連携により、念願の一人暮らしが実現した症例を報告する。

【症例紹介】
A 氏・50 歳代・男性、不慮の事故により頚髄損傷完全四肢麻痺・人工呼吸器装着となり、長い入院リハビリ期
間を経て、労災特別介護施設で 10 年間生活される。その後、施設の担当医師退職に伴い、人工呼吸器離脱目的
で急性期病院へ転院するが、喀痰量増加し、人工呼吸器離脱困難との診断を受ける。しかし、本人は人工呼吸器
離脱と経口摂取の希望を捨てきれず、リハビリ目的にて当院入院となる。

【経過】
本人の意向に沿った形でリハビリを実施した結果、日中 2 時間の呼吸器離脱と、1 日 1 食の経口摂取まで身体機
能が回復した。しかし、人工呼吸器完全離脱の実現には至らず、これ以上の回復は見込めない状態であった。A
氏は入院当初から「在宅生活」の夢を強く抱いていた。そのため、現状の身体機能での在宅退院を目指し、退院
調整を開始した。しかし、A 氏の自宅がある地域は受けられるサービスに限りがあり、想像以上に難渋を極めた。
そこで、A 氏を中心に院内外の多職種と何度も話し合いを重ねた結果、無事に社会資源の整った住居を探し当て
ることができた。約 7 か月の期間を要し、無事在宅退院の運びとなった。

【考察】
在宅退院が可能となった最大の要因は、A 氏の強い意志である。A 氏は、頚髄損傷完全四肢麻痺・人工呼吸器
装着にてコミュニケーションが思うようにできない逆境の中、夢や希望を最後まで諦めず、懸命に治療を望ん
だ。その結果、気切カニューレのリークを利用した発声方法を独自で習得し、スマートフォンを音声入力で操作
し、コミュニケーションの幅を広げることで、社会との繋がりを維持することができた。また、その強い意志に
職員も触発され、退院調整を前向きに捉えることが可能となり、最後までモチベーションを維持し、関わること
ができたと考える。

【結語】
これまで当病棟では、完全四肢麻痺・人工呼吸器装着患者は、在宅での一人暮らしは困難であるとの考えが先行
していた。今回の症例を通じて、「出来ない理由を並べるのではなく、どうすれば出来るか」という考えを持ち
続けること、それがチームのパラダイスシフトとなり、看護の展開が大きく変化することを痛感した。この考え
を基盤に多職種との連携を推進することで、あらゆる可能性を見出すことができ、退院調整の幅を広げることが
できると学ぶことができた。
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胃全摘既往の高齢嚥下障害患者に対する包括的支援―腹部不快感・精神的不安を伴う一症例―

大阪府・わかくさ竜間リハビリテーション病院

きしま まさこ

○貴島 真佐子（歯科医師）、竹森 けいこ、太田 鷹志、八馬 ちひろ、藤平 健太郎、錦見 俊雄

【目的】高齢者の嚥下障害は生活の質（QOL）に大きな影響を及ぼす。特に胃全摘術の既往がある場合、腹部不
快感や精神的不安が摂食嚥下機能の回復を妨げる要因となり得るため、その配慮が重要である。本症例では、胃
全摘既往による腹部不快感と精神的不安を有する高齢嚥下障害患者に対し、多職種連携による包括的支援を実
施し、経口摂取の再獲得と QOL の向上を図った経過を報告する。

【症例】71 歳男性。ADL は自立していたが、自宅での自傷行為により救急搬送された。ICU にて気管挿管管理
後に抜管され、嚥下機能評価にて経口摂取困難と診断され、経鼻経管栄養を導入。誤嚥性肺炎を発症し、改善後
に当院へ転院となった。既往歴として 33 年前に胃癌のため胃全摘術を施行。入院時 BMI 16.9 kg/m2、体重減少
率 18％（通常時体重比）、高度の低栄養状態（MNA-SF：1 点、SGA：高度低栄養）を認めた。ADL は FIM
運動 64 点、認知 29 点であった。口腔機能評価では、口腔周囲筋および舌の筋力・持久力の低下を認め、嚥下機
能評価は藤島の摂食嚥下グレード Gr.3、FOIS 1 であった。なお、患者本人より本発表への文書同意を得ている。

【経過】入院時より 1200kcal の経管栄養を開始したが、腹部膨満感・不快感、精神的不安、夜間の睡眠障害を訴
えた。栄養剤の変更により膨満感は軽度に改善したが、不安は持続した。入院 1 か月後より嚥下支援チームが介
入し、VF 検査を実施後、果汁ゼリーによる直接訓練を開始した。身体機能のリハビリテーション（PT・OT）、
ST・歯科による嚥下訓練を並行して実施し、精神面では環境調整と心理的支援を行った。経口摂取開始後は胃
部不快感の軽減を目的に食事量を半量とし、補助食品を導入。徐々に摂取量を増加させ、不穏状態も自己制御可
能となった。入院 65 日後には体重が入院時体重より 4％ 増加し、入院 67 日後に 3 食経口摂取を再獲得（1500
kcal）、97 日後に普通食へ移行した。胃部症状と精神状態はともに改善し、FIM および嚥下機能も改善し、102
日後に自宅退院となった。

【考察】胃全摘術後の腹部不快感は精神的不安を助長し、嚥下障害の回復を妨げる要因となる可能性がある。本
症例では、胃全摘から長期間経過しており、典型的な早期ダンピング症候群とではなかったが、精神的不安や低
栄養が複合的に影響し、ダンピング様症状を呈した可能性が考えられた。身体機能、口腔および嚥下機能に加え、
腹部症状や精神的ストレスといった生活全体に関わる要因に対して多職種で包括的に介入することの重要性が
示された。嚥下障害への支援においては、身体的因子に限らず、消化器症状や精神心理的側面を含めた多面的視
点からのアプローチが求められる。



第33回日本慢性期医療学会
76- 3 チーム医療④

患者の『食べたい』思いに寄り添う～気管カニューレ抜去を試みて～

大分県・和田病院

にいのう みさ

○新納 美沙（看護師）、水之江 史織

【はじめに】
今回、脳血管疾患後遺症、寝たきり状態で気管切開施行している患者が、リハビリテーションを通して ADL
動作の改善がみられるとともに、『食べたい』と意思表示ができるようになった。その思いを尊重し、他職種で
関わりケア実践することで気管カニューレが抜去できた一症例を報告する。

【症例】
50 代男性、前医にて小脳 塞診断、後遺症として左片麻痺あり、胃瘻造設、誤嚥性肺炎に対して気管切開施行
された。慢性期療養目的にて当院に転院となる。

【経過】
リハビリテーション介入し著しく ADL 動作の向上が見られた。『焼き肉が食べたい』と筆談あり本人の意思を
確認する。気管カニューレ抜去するにあたり問題点を抽出した。
①当院での気管カニューレ抜去の経験がない、②主治医の許可、③家族の同意である。①に対して、セラピスト

（特に言語聴覚士）や気管カニューレ抜去経験のある看護師とカンファレンスを通して手順や急変時の対応を確
認した。②に対しては、なかなか主治医の許可が得られず、患者本人の意思や看護スタッフの思いを伝え説得し
た。③に対しては、気管カニューレ抜去に起こりえるリスクを十分に説明した。また、患者本人の思いや看護ス
タッフのチャレンジしたい気持ちを伝え同意を得た。①②③をふまえ、気切カニューレ抜去することができた。

【考察】
リハビリテーションを行うことで短期間で ADL が向上した。咳嗽反射も強く、自己排痰もできることから身体
機能や潜在能力が向上したため気管カニューレ抜去が実現できた。また、セラピストと情報提供することで患者
の『食べたい』思いを共有し、気管カニューレ抜去の実現に向けて共通目標で関わることがチーム力を高めるこ
ととなった。

【まとめ】
慢性期における看護師の役割は、患者が疾患と向き合いながらその人らしい生活を送るためのサポートをする
ことである。患者の意思決定を支えるためには日頃から患者の言葉に耳を傾け患者の生き方そのものへの関心
を持つことが大切である。
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地域包括医療病棟における末梢静脈点滴困難に至った高齢入院患者の転帰に関する検討

茨城県・志村大宮病院

なかやま えりか

○中山 絵梨香（看護師）、佐藤 真樹

背景：当院の所在する茨城県常陸大宮市は県北地域に位置し、高齢化が著しく進む地域である。そのため、高齢
入院患者においては、経口摂取困難となり末梢静脈点滴による輸液管理が行われることがあるが、その継続が困
難となる症例も少なくない。

目的：本研究は、末梢静脈点滴の継続が困難となった高齢入院患者における代替の人工水分・栄養補給法に関
して、医師や看護師の対応とその転帰を明らかにすることを目的とした。

方法：2024 年 6 月から 12 月に、 当院入院し末梢静脈点滴の継続が困難となった 80 歳以上の患者を対象とし、
家族への説明内容、代替の人工水分・栄養補給法の選択、および転帰について記述的に分析した。

結果：対象者のうち、90 歳以上の超高齢患者がおよそ半数であった。全例において、医師が家族に末梢点滴継
続困難の経緯と代替案（皮下注射、中心静脈栄養、胃瘻など）について説明し、同席した看護師が補助的に説明
を行っていた。代替の人工水分・栄養補給法として、皮下注射や、経口摂取の再導入が複数例で見られ、中心静
脈栄養に移行した症例は限定的であった。また、末梢静脈点滴中止後に看取りへ移行した症例もみられた。経口
摂取の再導入例では、超高齢患者で複数見られた。

考察：中心静脈栄養への移行が限定的であった背景には、終末期輸液ガイドラインの影響が考えられる。また、
本研究は、経口摂取困難になり、末梢静脈点滴に変更したのにもかかわらず、それが困難となった際に、経口摂
取の再導入を検討・実施した超高齢の症例が複数含まれていた特徴があった。これは超高齢患者においても、地
域包括医療病棟での多職種連携によって、嚥下機能の適切な評価および個別性に基づく、効果的な栄養サポート
を行うことにより、経口摂取の再開に至る可能性があることが示唆された。

課題：全症例において、代替の人工水分・栄養補給法の選択については家族による代理意思決定がなされてい
たが、患者本人の意思が反映されていたかは明らかではなかった。臨床では身体的・認知的な変化により意思表
明が困難となる高齢患者も多く、患者本人の意向を事前に把握しておくことの重要性および必要性が課題とし
て明らかとなった。

今後は、社会全体でのアドバンス・ケア・プランニング（ACP）の普及と実践を通じて、患者の価値観や人生
観に基づいた意思決定支援を推進し、いかなる状況においても本人の意思に即した医療行為の選択が可能とな
る体制の構築が求められる。



第33回日本慢性期医療学会
76- 5 チーム医療④

「もう、どうしたらいいのかわからない」強い易怒性、帰宅願望、多職種連携の重要性について考
える

埼玉県・富家病院

おおぞの ひろゆき

○大園 博之（介護支援専門員）

【はじめに】
当法人の「されたい医療、されたい看護、されたい介護」の理念のもと、認知症により易怒性、帰宅願望が強く
通所サービス利用を継続出来なかった方が、多職種連携により再度サービス利用に至った事例を報告する。

【事例概要】
当医療法人ものわすれ外来 79 歳男性、要介護 1。アルツハイマー型認知症で妻と二人暮らし。性格は社交的で
お話し好き。ゴルフや草野球など体を動かす趣味があった方。妻への依存が強く易怒性も高いため妻も余裕がな
く不適切な対応が多い。通所の前後や通所利用中も同様の周辺症状が出現し、通所で対応しきれないと利用を中
止し帰されることもあるため、通所利用中も妻は電話におびえ、休息が取れずサービス利用を諦めるようになっ
ていた。

【経過】
多職種連携をスムーズに行うため前居宅支援事業所から変更依頼あり引き継ぎを行う。本人家族と面談を重ね、
まずは訪問看護を導入し生活状況の確認や本人の健康観察やナラティブアプローチを行い、妻へは苦労をねぎ
らい精神的なサポートや助言を行うことで妻のサービス拒否が無くなった。サービス利用の阻害要因について、
主治医、家族から聞き取りを行ったところ、妻がいないことへの不安や、タバコを吸えないことで易怒性が高く
なることが分かった。易怒性に対しての服薬調整と、本人の望まない禁煙は在宅では難しいと主治医より助言が
あったため当医療法人の病院へ入院。入院中は妻のレスパイトも行え、ナラティブアプローチから不穏時の対応
の情報共有（良かった対応、悪かった対応）など医療介護連携ソフト「MeLL+」や「グループウェア」を活用
し円滑に行った。

【結果】
易怒性と喫煙依存の軽減がみられたため退院となり、通所とショートステイの利用を開始。
通所とショートステイでも入院中の対応について情報共有を行えていたことから、行動パターンの把握や本人
の思いに寄り添った対応が可能となった。穏やかに過ごされる時間が持てたことで他の利用者様や職員と交流
し社会性を保ち、パワリハや体操にて身体機能の維持向上も図ることができた。妻の介護負担も軽減され本人へ
の対応も改善し在宅生活を継続することができた。

【まとめ】
認知症の方やその家族が抱える問題は多種多様化しているが、多職種それぞれの視点でのアプローチやその結
果の情報共有を円滑に行い包括的に支援することが、問題解決や生活の質を向上させるうえで重要である。介護
支援専門員として、本人が住み慣れた地域・自宅でいつまでも自分らしく過ごしていけるように、医療、福祉に
とどまらず、行政や地域の社会資源とも連携し本人家族の「されたい」を実践していきたい。
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ポラプレジンクが奏効した味覚障害を伴う入院高齢女性の一例

熊本県・谷田病院

たなか こうせい

○田中 倖生（理学療法士）

【はじめに】
高齢者において味覚障害を有する患者は多く散見される．日本において味覚障害が直接 ADL に与える影響に
ついて大規模な研究は少ないが，一部報告では味覚障害が食欲不振や低栄養に繋がる可能性が示唆されている．
今回，圧迫骨折入院患者において味覚障害を訴えた患者にポラプレジンクを投与し食欲，身体機能改善を認めた
症例を報告する．

【症例】
80 代女性．体重：38.9kg，Body mass Index（BMI）：16.4，HDS-R：23/30，GMT（左/右）：4，Functional In-
dependence Measure（FIM）：38，Mini Nutritional Assessment-Short Form（MNAⓇ-SF）：5，下腿周囲長（左/
右）：25.5cm/25.5cm．Alb：3.9，ChE：256，BUN：25，Cre：0.9，Zn：82，CRP：3.18，Hb：13.0．ポラプレ
ジンク導入前の喫食率（主/副/補）：5.2/7.1/8.4．介護保険は無し．独居．歩行動作の再獲得，ADL 改善，味覚
障害改善を目標とし介入した．

【経過】
入院時より，圧迫骨折のため 3 週間のベッド上安静となった．入院後，1 週間で味覚障害の訴えがあり，食事内
容を変更したが，改善は得られなかった．NST・リハ栄養チームに介入を依頼し，入院 2 週間後よりポラプレジ
ンク服用を開始した．服用後，3 週間で味覚障害の訴えは改善．亜鉛：82→104 に改善．銅：152 と僅かに高値
であり，欠乏は認めなかった．ポラプレジンク服用前の平均喫食率（主/副/補）は 5.2 割/7.1 割/8.4 割であった．
服用後は 7.0 割/8.1 割/8.8 割に改善．体重は入院時 38.9kg→40.4kg に増加．FIM は 38 点→89 点に改善した．

【考察】
高齢患者において．加齢や活動制限，栄養状態の変化により味覚障害を来しやすく，早期の対応が求められる状
況である．特にベッド上安静が続くことで食欲低下や摂取量減少が進行し，亜鉛欠乏を背景とする味覚障害を誘
発する可能性がある．今回，入院早期から NST およびリハ栄養チームが介入し，ポラプレジンクによる適切な
亜鉛補充と，食事内容の調整，摂取状況の見守りを多職種で実施．結果として，血清亜鉛値の改善とともに味覚
障害の訴えが消失し，喫食率や体重，FIM に著明な改善が得られた経過となった，銅の欠乏は認められず，バ
ランスを保った補充が奏功した症例と思われる．また，多職種の密な連携とタイムリーな栄養介入が患者の全身
状態と ADL の回復を加速させた．味覚障害を契機とした低栄養・ADL 低下の悪循環を断ち切るための，包括
的アプローチの重要性を示唆する症例となったと思われる．
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透析患者の皮膚搔痒における個別的ケア介入を通して

沖縄県・牧港中央病院

ほそかわ みすず

○細川 美鈴（看護師）、宮里 紗礼、糸数 千穂、川満 晃子、洲鎌 盛一

【目的】透析患者は、水分保持量の低下、かゆみを伝える神経線維が皮膚表面方向に間違ってのびているなど、
その他様々な原因から皮膚搔痒があり、悪化すると掻破行為から皮膚トラブルへつながるケースがある。これま
でも療養病棟では透析患者のかゆみに対しての対応が難渋することが多かった。今回、療養病棟に入院している
透析患者 A 氏に対し、皮膚搔痒におけるケア方法をチームで介入し、皮膚状態や掻痒感の改善がみられたので、
報告する。

【方法】70 台男性。前胸部に強い掻痒感・掻破行為あり、レスタミン軟膏で経過をみていたがびらんを形成した。
皮膚科受診で、穿孔性皮膚症の診断を受けネリゾナ軟膏で処置をしていたが改善せず、悪化に伴いびらん部分の
拡大や出血・浸出液も増加していた。そのため、多職種で検討し、薬剤師の勧めでネリゾナ軟膏へ亜鉛華軟膏を
加え、さらに洗浄剤を低刺激性のものへ変更した。また、介護福祉士の協力のもと保清を強化し、病棟全体で処
置内容の統一と継続を図った。

【結果】潰瘍部の浸出液の減少や上皮化した。A 氏からも掻痒感が軽減したとの声が聞かれ、掻破行為が改善し
た。

【考察】創部からの浸出液が多かったため、ネリゾナ軟膏を保持するために亜鉛華軟膏を加えたことで、より軟
膏の効果が高まったと考えられる。また、洗浄剤を一般的な化粧石鹸から低刺激で弱酸性の洗浄剤へ変更したこ
とで、皮膚のバリア機能の回復につながったと考える。保清に関しては、シャワー浴を週 2 回行っていたところ
を 3 回へ増やし、浸出液や出血で病衣が汚染するたびに病衣の交換を実施したことで皮膚の清潔保持、感染予防
に繋がったと考えられる。スタッフによってケアの方法が異なることがみられたため、患者のベッドサイドへ処
置内容を表示し、ケアの統一化をはかることで、治療効果を上げ、上皮化の促進につながったと考える。

【結論】患者の皮膚状態に合わせた処置方法を多職種で検討し、ケアの統一化や情報共有を徹底することでスキ
ントラブルが改善できた。今後も病棟全体で患者にあったケア介入に努める。
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療養病棟における呼吸ケア教育の試みと看護意識の変化

東京都・IMS〈イムス〉グループ 鶴川サナトリウム病院

みとみ ゆうや

○三富 佑哉（理学療法士）、堀井 慎人、小髙 美智子、川竹 幸祐、林 重光

【はじめに】
近年、呼吸ケアや呼吸リハビリテーションに関する教育介入は、主に急性期や ICU 領域での報告が中心である。一方、
慢性期療養病棟に勤務する看護師を対象とした多職種による教育活動の報告は限られており、本報告はその実践例
と、看護師の意識や行動の変化について述べる。

【目的】
療養病棟では、状態変化から急激に悪化し死に至るケースも少なくない。患者にとっては病棟の種別に関係なく、状
態変化時は急性期であり、その瞬間をどれだけ的確にアセスメントしケアできるかが重要である。そこで看護師のア
セスメント力やケアの質向上を支援するため、多職種連携による呼吸ケアに焦点を当てた勉強会を企画・実施した。
さらなる知識や臨床力の向上が業務へのやりがいとなり、療養病棟での離職抑制にもつなげたいという思いが背景に
あった。

【方法】
2025 年 1～5 月、当院療養病棟の看護師 13 名（正看護師 12 名、准看護師 1 名。経験年数 1～30 年目）を対象に 4
回の勉強会を実施した。内容は、呼吸・排痰介助の座学および実技指導、状態変化事例のアセスメントと介入法の提
示、放射線技師による画像読影講座であった。参加機会確保のため複数回実施や動画提供を行い、勉強会前後に 5
段階リッカート尺度によるアンケート（知識・意識・自信など 12 項目）を、終了後に追加アンケート（8 項目）を実
施した。

【結果】
事前アンケートは 13 名、事後アンケートは 11 名（離職等により減少）から回答を得た。「呼吸介助・排痰介助の理解」
は平均 4.31（SD±0.63）、「苦手意識の軽減」3.85（SD±0.90）、「自信の向上」3.69（SD±0.63）と肯定的傾向を示した
が、t 検定による前後比較では有意差はなかった（例：呼吸器疾患に対する苦手意識 p=0.438）。自由記述では「実際
のケアで活用できた」「曖昧だった知識に気づいた」など内省的な記述が多くみられた。死亡者数の推移については、
勉強会前後で大きな変化はみられなかった（2024 年 5 月～12 月：月平均 2.0 名、 2025 年 1 月～5 月：月平均 3.8 名）。

【考察】
本勉強会は、看護師の知識向上だけでなく、ケアに対する意識変容の契機となった。特に実技、事例、画像の 3 視点
からのアプローチは、療養病棟でもできることがあるという認識を促した。また、学びの楽しさや臨床の面白さを再
認識することで、職業的アイデンティティやモチベーションの向上につながる可能性が示唆された。一方で、交代勤
務の影響により、全員が一斉に参加することの難しさや、動画視聴ではリアルタイムの対話が困難であった点が課題
として挙げられる。また、勉強会実施後には「◯◯さんの排痰介助をしてみたけれど、うまく出来なかったからどう
すればよいか」などの相談が現場で増加し、スタッフの実践意欲や主体性の高まりがうかがえた。実技は実践の積み
重ねが非常に重要である。「患者を良くしたい」「自分でもできるようになりたい」という意識の向上は、ケアの質を支
える重要な変化といえる。

【結論】
呼吸ケアを軸とした教育介入は、看護師の知識・意識・行動に一定の変化をもたらした。こうした小さな意識変容の
積み重ねが、将来的な看護の質向上と離職抑制に繋がると考える。今後も多職種で知識を共有し合いながら、現場実
践を通じて成長を重ね、医療の質全体の向上に寄与していきたい。
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精神身体合併症病床におけるBLS普及・定着に向けた取り組み

大阪府・医療法人 恒昭会 藍野病院

しおた てるひさ

○塩田 晃久（看護師）

【背景・目的】
精神科医療における安全管理上の課題として、自殺、患者間傷害、不慮の事故（転倒、誤嚥など）といった三大
事故があり、精神状態が不安定なことで急変が起こりやすい状況がある。A 病院の精神科病棟は、精神身体合併
症患者が多く、より急変リスクが高い状況にある。精神疾患患者の生命を守るため、迅速な判断と対応ができる
人材育成が必要であるが、急変対応の学習機会は限定的になっていた。そこで、急変対応に長けた人材育成を行
うことを目的に 2020 年より BLS（Basic Life Support；一次救命処置）の学習機会を設け、人材育成に取り組ん
だ 5 年間の活動成果について報告する

【倫理的配慮】
この発表に関して所属長の承認を得た。また、個人情報が含まれていないことを確認し、十分な倫理的配慮を
行った。

【活動報告】
1．期間：2020 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日
2．開催頻度：1－2 回/年
3．対象者：BLS セミナー受講希望者または、所属長推薦者
4．指導者：アメリカ心臓協会 BLS インストラクター 1 名
5．活動内容：アメリカ心臓協会ガイドラインに基づいた講義、院内想定シミュレーション演習

【結果】
1．BLS インストラクター育成者数：2020 度 5 名、2021 年度 5 名、2022 度 9 名、2023 年度 0 名（未開催）、2024
度 4 名（合計：23 名）2021 年度より BLS チームを構築
2．2021 年から育成したインストラクターと共に BLS チームを発足し、教育活動に従事
3．BLS 研修開催数および参加者数：2020 年度 5 回/61 名、2021 年度 7 回/95 名、2022 度度 7 回/104 名、2023
年度 8 回/99 名、2024 年度 3 回/82 名

【考察】
BLS は、救命の連鎖を構成する重要な要素の一つであり、心肺蘇生法の質は心肺蘇生だけでなく社会復帰に影
響を与えるため、BLS の普及・定着は必要不可欠である。今回、病院内に BLS を学習する機会を設け、指導者
を育成し、BLS チームを発足できたことで、さらに学習機会の増加に繋がっており、BLS の普及・定着に貢献
することができたと考える。病院内で BLS が普及・定着することは、精神科患者の生命維持・社会復帰に繋が
る重要な取り組みである。しかし、現在は BLS の教育に止まっており、ALS（AdvancedLifeSupport：二次救
命処置）の学習機会を設け、急変に対してより迅速な判断、対応ができる人材育成の取り組みが必要である。

【結論】
今回、病院内に BLS を学習する機会を設けたことで、BLS の普及・定着に貢献することができた。精神科患者
の生命の維持・社会復帰に繋げるため、BLS だけでなく ALS を学習する機会を設け、精神疾患患者にとって安
心・安全な療養環境を整えていくことが必要である。
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リハビリテーション病院における急変時対応研修の充実を目指して―事例別シミュレーション研
修を導入して―

愛媛県・松山リハビリテーション病院

しらい あつし

○白井 敦士（看護師）、三野 奈津子

【はじめに】
回復期を担う自院では、急変対応を経験する場面が少なく、看護師のスキル不足が課題である。そのため、毎年シミュレーション研修を実施し急変時対応の
充実を目指している。現在、救命処置の実技については、徐々に習得できるようになったが、研修を行う中、急変を防ぐフィジカルアセスメントの重要性を
再認識した。今回、フィジカルアセスメント能力の向上を目指し、看護実践の指導・教育を担っている看護主任会が事例別シミュレーション研修のシナリオ
を作成し導入を行った。

【目的】
急変時対応研修に事例別シミュレーション研修を導入し、必要な知識・技術を身につけるとともに、初期対応に向けた気づきやアセスメント能力の向上を図
る。

【活動内容】
1．当院自作の急変対応研修動画を看護職員全員が視聴し、その後に手技研修を行う。
2．実際にあった症例をもとに 4 つの事例別シミュレーション研修のシナリオを作成する。
3．シナリオをもとに各病棟でシミュレーション研修を実施する。
4．研修参加者にアンケート調査を行い、研修の評価を行う。

【結果】
急変対応研修動画は、実際の現場スタッフの思い（何が不安で何が知りたいか）を考慮し作成され、視聴をすすめた。また、事例別シミュレーション研修の
シナリオは、病棟で実際に起きた事例より「転倒頭部外傷」「てんかん」「意識消失」を作成した。事例シートには振り返りのポイント、到達目標を入れ、研修
の目的を明らかにした。研修参加者を対象としたアンケート調査結果では、「研修内容の理解」「アセスメントに必要な情報の取り方」「達成目標に到達できた
か」「今後実務で役に立つか」の項目においていずれの項目も 5 段階評価で 4 以上であった。また、座学と実際の動きをすることで急変時どう動けばよいかイ
メージできた、参加者で意見交換ができ自分では気づけない情報に気づけた、実際に起こった事例で他人事ではないと取り組めた、等の意見があった。

【考察】
病棟で実際に起きた事例別シミュレーション研修を導入したことにより疾患の知識を得られ、手技だけではなく患者の状況を把握するために何を観察すべ
きか、優先度の高い対応は何か、主体的に考えることができた。そうすることで、一時救命処置と二次救命処置に至る前に早期対処する必要性を感じること
ができた。
また、実際の事例をもとにシナリオを作成したことにより、自分が行うべき行動をイメージしやすく、一連の流れの理解につながった。
加えて、意見交換をすることにより、アセスメントに必要な情報が充分とれてなかった参加者も自分では気づけない情報を共有し観察するポイントを知り、
アセスメントに役立てる事が出来た。

【結論】
事例別シミュレーション研修を導入することで、重篤化する前に早期対処するための観察や疾患に対する知識が学べ、アセスメント能力の向上につながっ
た。
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特定看護師による人工呼吸器装着患者を受け持つスタッフの育成

静岡県・静岡徳洲会病院

つじむら けんた

○辻村 健太（看護師）、長尾 のり子、佐野 亜沙三

背景と目的
A 病棟では、入院患者の約 25％ が人工呼吸器管理である。人工呼吸器管理は高度な知識と技術、観察力、迅速
な判断を要する領域であり、経験の浅い看護師にとっては心理的負担も大きく、適切な教育支援体制が不可欠で
ある。A 病棟に勤務する看護師 19 名のうち、人工呼吸器装着患者の担当をしていたのは 15 名であった。残りの
4 名は A 病棟における経験年数が浅く、知識や技術の不足があるために、担当することが出来ていなかった。人
工呼吸器装着患者を担当するスタッフの育成において、効果的な教育体制のあり方を明らかにし、看護の質の向
上を図ることを目的に取り組みを行った。
実施期間
2024 年 7 月 1 日～2024 年 12 月 31 日
方法
A 病棟に勤務する看護師 19 名を対象に人工呼吸器管理に関する教育プログラムを検討し、実施した。初めに人
工呼吸器に関するテストとアンケートを行い、知識や技術の習熟度と人工呼吸器装着患者を担当することへの
不安や困難感を調査した。また、基礎知識の習得を目指し、習熟度に合わせた病棟内研修を行った。その後、担
当の出来ていない 4 人においては、呼吸療法認定士でもある特定看護師とともにペアで人工呼吸器装着患者を
担当し、実際の症例を通して指導をすることで、知識や技術の習熟度の向上を図った。
全員が人工呼吸器装着患者の担当が可能となったのち、人工呼吸器患者担当中に実際の状況をもとに特定看護
師が知識の確認をテスト形式で行った。また、再度アンケートを行い、人工呼吸器装着患者を担当することへの
不安や困難感の変化を調査した。
結果
人工呼吸器の換気様式やモード、各種設定項目の正答率において、教育プログラム実施前は 50％ であったが、
実施後には 100％ まで上昇した。また、人工呼吸器に対するトラブルシューティング、VAP 予防などの技術面
においても実施前より上昇している。またアンケート結果より、教育プログラム実施後に不安の低減がみられ
た。自由記述では、「今まで人工呼吸器管理患者を受け持つことが不安だったが自信を持つことができるように
なった」、「特定看護師と一緒に振り返ることで新たな学びにつながった」など、不安の低減がわかる意見が多数
見られた。教育プログラム開始 6 か月後には、19 名全員が人工呼吸器装着患者の担当をすることが出来るよう
になっている。
考察
これまで人工呼吸器装着患者の担当を決定することに、明確な基準はなかった。個々の知識や技術の習熟度に関
わらず、病棟内研修のみを実施している状況であった。特定看護師とペアで担当する中で、習熟度に合わせた個
別指導を行ったことで、全員が人工呼吸器装着患者の担当が出来るようになった。実践に即した訓練と特定看護
師などの人工呼吸に精通した看護師による継続的な支援が、人工呼吸器管理に対する不安低減と実践力の向上
に影響を及ぼすことが明らかとなった。知識や技術の習熟度が上がったことで、個々のアセスメント能力も向上
し、日常的に人工呼吸器患者に関するカンファレンスが行われ、特定看護師へ質問する機会が増加している。今
後も、個々の経験年数や習熟度に応じた特定看護師による個別指導の継続と教育プログラムの強化を行うこと
で、より質の高い看護の提供が可能と考える。
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緩和ケア病棟で中途採用者への教育体制の検討―ミーティングによるディスカッションから見え
てきたもの―

長崎県・南野病院

しみず りか

○清水 里加（看護師）、小森 小百合、森 良子

【目的】
A 病院緩和ケア病棟は中途採用者が殆どで臨床経験年数やキャリア・スキルも様々である。指導方法やサポート体制に苦慮
する事が多々あり、効果的な指導方法やサポート体制について検討を行ったので報告する。

【方法】
1．期間：2024.11～2025.3
2．対象：緩和ケア病棟看護師 19 名
3．方法：ミーティングによるディスカッションは、「プリセプターの有無」をテーマに実施。病棟内での対応方法を導き出す
ために経験年数とプリセプター希望の有無は Mann-Whitney U 検定、緩和ケア病棟希望とプリセプター希望の有無はカイ二
乗検定を用いた。
4．倫理的配慮：参加は自由とし、辞退した場合も不利益が起こらない事を説明。研究終了後データは破棄し、情報漏洩防止
に努め、所属病院の倫理検討委員会で承認を得た。

【結果】
当病棟中途採用の看護師はプリセプター・プリセプティー経験者はともに 80％ 以上で、経験があるスタッフが多く、看護師
経験年数は 3～37 年。プリセプターは不要という意見は 63％ と過半数を占めた。理由として「負担が大きい」「相性が悪いと
仕事がやりずらい」などがあり、「必要に応じて自発的に聞きながらできている」という意見が多かった。一方で、必要性を
感じている看護師の意見を経験年数別でみると 30 年以上は「ブランクがあるからプリセプターでなくてもメンターをつけて
もらうと聞きやすい」「即戦力にならないといけないというプレッシャーや、このくらいは知っていて当然と思われて聞けな
かった」、10～20 年は「自分のことをわかっている人がいると心強い」「客観的に評価してほしい」という意見が聞かれた。

【考察】
経験年数とプリセプター希望の有無には統計的に有意差は認められなかった。Mann-Whitney U 検定の結果、有意差なし（p
＞0.05）であり傾向としてプリセプター希望者はやや経験年数が少ないが「有意な因子」とは言い切れず、緩和ケア病棟希望
との関連性もカイ二乗検定の結果も有意差なしで統計的には認められなかった。ディスカッションから「不安」「安心感」「支援
の期待」など心理的・環境的要因の影響が示唆された。希望者は「質問し易さ」「理解者の存在」に価値を見出しており、一方
非希望者は「負担感」や「相性問題」「自立志向」などを理由に挙げた。これらの結果から、プリセプター希望の有無は単純な
属性（経験年数や配属希望）では説明できない複合的な構造をもっていることが示された。当病棟は経験豊富で緩和ケア病棟
を希望して入職するスタッフが多く主体的にわからないことなどを聞きながら勤務ができていると考えていた。しかし「プリ
セプターを付けてほしかった」との意見もあり、先入観にとらわれず個々のニーズに合った柔軟な教育サポートが必要である
という事が分かった。緩和ケア病棟勤務未経験のスタッフが 84％ と多く、新たな職場で誰もが不安を持ち看取りの場面も多
く精神的負担も大きい。採用者の事前情報だけではプリセプターやメンターを付けるか否かは判断しにくい為、様々なニーズ
に対応し採用者が適応できる環境を素早く整える必要がある。また、目標や理想の高いスタッフが実際とのずれを感じサポー
トを必要としている傾向にある事が分かった。プリセプターやメンターの必要性の有無を提示し決定していきたい。

【結論】
1．経験年数や配属希望とプリセプター希望の有無には統計的に有意差はなく教育体制の柔軟化と個別対応が必要である
2．病棟と個人のずれを可視化し、個々を活かし実力を発揮・伸ばしていけるような環境づくりが重要である
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主任の看護管理能力を高める教育支援～Off‐JTと看護師長によるOJTを実践して～

静岡県・きせがわ病院

くぼた やすこ

○久保田 靖子（看護師）、塩田 美佐代

【はじめに】A 病棟は、地域包括ケア病床と医療療養病床 43 床の病棟であり、看護師長、看護主任（以下主任）、副看
護主任の 3 名で管理している。
主任の管理経験は 9 年だが、これまで系統立てた管理者教育を受けたことがないため、管理に対し自信が持てず部署の
問題解決の遅れやスタッフ育成が十分できないという問題が生じていた。2023 年 4 月より、法人内で Off-the-Job
Training（以下 Off‐JT）毎月 1 回主任管理教育が開始されたことから、研修での学びを実践する On-the-Job Training

（OJT）を行った。その経過と成果を報告する。
【目的】主任が管理研修で得られた知識を病棟管理に実践した場面を振り返り、OJT の成果を明らかにする
【倫理的配慮】本報告の趣旨、匿名性の確保などを対象者へ説明し同意を得た。また A 病院の倫理委員会の承認を得た。
（承認番号 25-9）
【方法】
1．期間 2024 年 4 月～2025 年 6 月
2．Off-JT の確認
毎月参加している、主任管理研修の内容を確認
3．OJT の実施
1）組織管理能力への支援
①看護部や病棟の目標と管理ビジョンを共有。
②期待する能力や役割を発揮する場をつくる。
③組織分析から課題解決までのプロセスを共有し、進捗状況に応じて助言する。
2）質管理能力への支援
①管理課題に対し、取り組みプロセスおよび結果の言語化を促す。
②取り組みの成果をデータで示す重要性や、看護への活用方法を共に検討する。
3）人材育成能力への支援
①スタッフのケア実践や発言に対し主任としての評価を確認し、指導または承認を促す。また、必要に応じて補完する。
②スタッフの経験や成果を見える化し成長を共に喜ぶ機会をつくる。
4）創造する能力への支援
①身体拘束ゼロプロジェクトのリーダーへの推薦、動機づけ。
②管理者としての考えや経験を意図的に伝える。
③行った看護の成果に対し見える化を支援し、学会発表に繋げる。
4．成果指標
1）管理に関する自己評価の比較（研修前後）
2）マネジメントラダーによる行動評価

【結果】
1）管理に関する自己評価では、研修前は「言われたことをやるだけだった。」、OJT 実施後は「主任として何をしたい
のか明確になった。」と変化。
2）マネジメントラダー
①組織管理能力では、病院、病棟のめざす方向性を理解し、ケアをどう変えるか考えられるようになった。
②質管理能力では、データを用いて組織分析を行い、得られた成果を見える化できるようになった。
③人材育成能力では、スタッフに関心をもち、目標達成に向けた支援・動機付けができるようになった。
④創造する能力では、身体拘束ゼロに向けた取り組み計画を、行動レベルで考え実施できるようになった。
また、管理業務を行う際は、自身の課題を言葉で表出できるようになるなど、師長とともに看護管理を実践できている。

【考察】管理研修などの Off‐JT では、理論や基礎知識の習得ができても、すぐに職場での活用に結びつけにくいため、
効果的な学びにするためには座学で得られた知識を実践し、連続性をもって育成する OJT が必要である。主任の取り
組む管理課題を理解したうえで、実践現場で動機づけや発問するなど直接指導することや機会を提供することにより、
看護管理実践の経験を通して実践知が高められ、自律した管理者の育成に繋がると考えた。この成功体験がさらに学び
を深め、管理実践に活用することが出来き、主任としての自信と管理能力の向上に繋がる。

【結論】Off‐JT で得られた知識を OJT で実践する看護主任教育は主任の管理能力の向上に有用である。



第33回日本慢性期医療学会
77- 7 スタッフ育成①

医療療養病棟から地域包括ケア病床への転換に伴う意識改革と教育支援～グロースマインドセッ
トを促進する～

静岡県・医療法人社団真養会きせがわ病院

しおた みさよ

○塩田 美佐代（看護師）、卜部 憲和、久保田 靖子、山田 知孝

【はじめに】
A 病院は、2022 年から医療療養病棟の一部を地域包括ケア病床（以下、地ケア病棟と略す）への転換を徐々に進め、2025 年度中に 43 床に増床
予定である。しかし、2023 年 4 月期において、これまでの慣習、知識、経験などが影響するフィクスマインドセットによって、医療やケアの提
供体制の変化に適応できず、役割や機能が発揮できていない状況にあった。さらなる増床計画を進めるためには、組織体制の強化が不可欠とな
り、グロースマインドセットを促進する組織改革に取り組んだので、その成果について報告する。

【言葉の定義】
グロースマインドセットは、努力や学習を通じて能力を向上させることができるという考え方。組織全体の生産性向上に大きく寄与する。
フィクスマインドセットは、能力や知性が生まれつきのもので、努力しても同じという考え方。長期的な成功を妨げる可能性がある。

【目的】
グロースマインドセットの促進が、地ケア病床の役割と機能を発揮する組織改革に影響を与えたか明らかにする

【倫理的配慮】
本発表に対し、A 病院の倫理委員会の承認を得た（承認番号 25-10）

【方法】
期間：2023 年 4 月～2025 年 3 月
組織改革方法
1．マッキンゼーの 7S による組織分析を実施。多職種協働体制が構築されていない、緊急入院に対応するスキルの不足、在宅療養支援の経験不
足、看護提供体制と教育システムの未整備を認めた。
2．グロースマインドセットを育むアプローチ
1）継続的な学習と成長の機会を提供
2）多職種コミュニケーション促進の場造り
3）権限の委譲と挑戦を奨励する機会の提供
3．評価方法
1）地ケア病床の増床数、在宅復帰率、稼働率の推移
2）グロースマインドセット 5 つの特徴への変化。①挑戦する②障害を乗り越える③努力と成長④他者の批評から学ぶ⑤他者の成功を刺激にする

【結果】
1．地ケア病床は、2022 年 10 月 14 床、2023 年 5 月 24 床、8 月 28 床、12 月 30 床、2024 年 10 月 35 床に増床。
2．在宅復帰率は、2022 年度 84.4％、2023 年度 89.9％、2024 年度 89.7％
稼働率は、2022 年度 87.3％、2023 年度 89.6％、2024 年度 88.1％
3．グロースマインドセット 5 つの特徴への変化
①各部署で目標を定め、退院前訪問など新たなプロジェクトへの挑戦
②管理者の能力開発により、自律的な問題解決行動
③職員満足度調査「学びと成長」項目が、1.14 ポイント上昇し、成長を実感
④多職種カンファレンスの定着、組織を超えたサポート体制により、他者から学び、チーム医療が促進
⑤院内外教育研修計画により学びの機会が増え、職員同士の認め合い。
学会発表数は 2023 年度 7 題、2024 年度 12 題。

【考察】
地ケア病床の機能と役割を発揮した増床という組織のビジョンを実現できたのは、組織の医療体制の変化に対応できる人材育成である。職場文
化の基盤となる管理能力を高め、課題を解決するための挑戦とその成果は、自分たちの力で「やればできる」というモチベーションとなり、新
たな取り組みに繋がった。必要な知識を獲得するための研修会や学会参加による他者からの承認が職員の自信となり、成長の実感とパフォーマ
ンスを高めた。グロースマインドセットを促進することで、地ケア病床の役割と機能を理解し、学びと機会によってそれぞれの能力を発揮する
行動変容と組織改革に繋がった。

【結論】
地ケア病床の役割と機能を発揮する組織に変革するためには、個人の成長意欲を引き出す教育体制や多職種で認め合う文化を醸成するグロース
マインドセットの促進が有効である。
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中山間地域小規模慢性期多機能病院におけるキャリア形成支援―全職員対象スキルアップの取り
組み―

島根県・加藤病院 仁寿会メディカルスタッフスキルアップセンター（MSSC）

たなか ゆみこ

○田中 弓子（看護師）、佐々木 順一、石橋 豊、大畑 修三、加藤 節司

【目的】
当院は、高齢化率 44.7％ の中山間地域に位置しており、病床数 81 床の慢性期多機能病院として、高齢者救急から
在宅療養支援まで多様なニーズに応えている。一方で人材不足、教育機会の限定等、提供サービスの質の維持・向
上は喫緊の課題である。そこで、限られた人員、時間、資源の中でも全職員が安全で質の高い医療・介護を提供で
きるよう、勤務時間内でのスキルアップの機会を整備した。中山間地域においても持続可能な生涯教育を提供する
当院のキャリア形成支援の取り組みを報告する。

【方法】
「生まれ、育ち、冥するまでの健やかな生活を守るためには、すべての医療人のたゆまない精進と連携が必要であ
る」という研修理念のもと、2021 年 MSSC を設立した。運営は医師 1 名、薬剤師 1 名、看護師 1 名、事務員 1
名が兼務で行っている。年間計画は全職員を対象に年度末に策定し、院内外講師により、シミュレータ研修、オン
ライン研修、対面（座学・ハンズオン）研修等多様な形式で各専門職教育あるいは専門職連携教育（Interprofes-
sional Education：IPE）として開催している。研修内容は、倫理、医療安全、感染対策、認知症ケアなど政策・制
度上必要な研修、新人職員研修、BLS 研修、医療や病院の概要など法人運営上必須の項目等、職員アンケートに
よる学習者ニーズを把握し、幅広いテーマを設定している。研修はすべて勤務時間内に開催し、業務負担や内容の
必要性から同一内容を複数回実施する形式とした。昨年からの取り組みで「教えあい；教えることは学ぶこと、学
ぶことは教えること」を重視し、テーマに沿って各職種から院内講師を公募・選抜している。さらに、全研修後に
は研修の理解度・満足度等効果測定ならびにプログラムの改善を目的としたアンケートを実施した。

【結果】
研修カリキュラム数、研修参加者数は年々増加し、2021 年は 28 コマ、延べ 45 名の参加だったが、昨年は計画通
り 84 コマ、67.7 時間、延べ 500 名の参加となった。今年度は 94 コマ、65 時間を計画して進めているところであ
る。2024 年度のアンケート結果では、研修理解度は 96.4％ と良好な効果が認められた。特に IPE では、専門職間
の相互理解が深まることにより専門職連携促進の効果も確認でき、研修満足度は 98％ と高評価だった。また同ア
ンケートでは、学習者ニーズの把握により次年度の計画に反映させるサイクルを構築できた。

【考察】
MSSUC による本キャリア形成支援は、勤務時間内の開催、参加するための業務調整、学習形式の多様化といった
工夫により、参加者数が増加し、理解度・満足度ともに高水準の結果をもたらした。特に現場で役立つ実践型のシ
ミュレータ研修は、アンケート結果から高い教育効果が認められた。また、IPE の実施は相互理解促進とともに
チーム医療の推進にも好影響を与えたと考えられる。中山間地域という特性上、法人外研修の参加が困難な職員も
多い中、法人内教育の充実は人材育成の観点から非常に重要であり、地域医療の質向上にも資するものである。

【結論】
本取り組みにより、限られた人的・物的・資源の中でも、全職員のスキルアップと専門職連携の強化を図ることが
できた。今後も、実践的・専門的な研修内容の拡充を目指すとともに、職員の声を反映した計画的な研修を継続し
たい。中山間地域の小規模慢性期多機能病院におけるキャリア形成支援として、創意工夫と内外の資源を活用して
の持続可能な教育体制構築は、地域ニーズにかなう少数精鋭の人材育成に必要不可欠である。
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理学療法教育における共同学習（2対 1）モデルでの当院の取り組みについて

富山県・公立学校共済組合 北陸中央病院

やまだ まさし

○山田 雅司（理学療法士）

【目的】
2018 年の厚生労働省による規則改正により、理学療法士の臨床実習指導体制は、患者担当型から診療参加型へ
と移行し、指導者には指導力と教育体制の整備が求められるようになった。当院では、学生 2 名に対し指導者
1 名が指導を行う「2 対 1 モデル」を導入し、共同学習の効果と教育の効率化を目指した。本発表では、このモ
デルの実践と効果、課題、今後の展望について報告する。

【方法】
2021 年 11 月より、当院にて同一学校の学生 2 名を同時に受け入れている。この 2 対 1 での指導を全スタッフが
経験した後、アンケート調査を実施した。アンケートはフリー記載形式とし、良好な点、問題点、改善案を収集
した。事前にスタッフ間で 2 対 1 指導の目的と方法を共有し、学生同士が相互に学び合うことを促進した。初回
アンケート結果をもとに、問題点から改善案を検討し、改善後に 2 回目のアンケートを実施した。

【結果】
初回アンケートでは、共同学習による相互理解や学習の効率性に対して好意的な評価があった一方で、学生同士
のストレスや私語、態度の問題、指導者側の心理的・業務的な負担増が報告された。改善策として分担制の導入
や学校との連携強化を行い、2 回目のアンケートでは指導者の負担軽減、学生の学習態度の改善、学習効果の向
上が確認された。ただし、学生間の人間関係によるストレスといった課題がまだあった。

【考察】
2 対 1 モデルは、学生同士の共同によって学習意欲を高める効果があり、教育の効率化に寄与する。一方で、学
生間の関係性や個々の適性に配慮しなければ、共同学習のメリットを十分に活かせない可能性がある。今後は学
校側との継続的な連携を通じて、学生の背景情報を把握し、より効果的な実習体制を構築する必要があると考え
る。

【結論】
当院における 2 対 1 モデルの導入は、指導の効率化と教育効果の向上に一定の成果を示した。分担制の導入や学
校との連携強化は、今後の実習体制整備においても有効であり、教育の質を高めるために継続的な改善と連携が
求められる。
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リハビリテーション新入職員の新人研修前後の不安の変化―つなぎてとして新人研修実施後のア
ンケート調査―

東京都・緑成会病院

いとう なるき

○伊藤 功騎（理学療法士）

【目的】
企業の抱える悩みとして「早期離職」「成長鈍化」などが挙げられる。このような問題解決の一つとして、当グループでは新
入職員を対象に「つなぎて」による 5 日間の新人研修を行っている。

「つなぎて」とは入職する新人の不安を取り除き、早期より職場に馴染んで楽しく働いてもらうようサポートすることに加
え、職場の風通しをよくするために発足された。新入職員の育成を通じてみんなが協力し合える環境作り、新人と職場の橋
渡し役、新人研修を終えてからも新人がいつでも、気軽に相談できるような存在の役割を担っている。
つなぎて研修に参加した新入職員の研修参加前後および入職 3 か月後で新入職員の不安についてアンケート調査を行う。本
調査の意義は、新入職員が抱える不安を抽出することで新人教育を検討する資料となると考える。

【方法】
対象は、リハビリテーション部の新入職員 14 名である。アンケートは QR コードまたは書面にて回答してもらった。アン
ケートは研修初日・研修最終日・3 ヶ月後に実施した。アンケート内容は不安度、不安材料、心境（気持ち）、研修理解につ
いてリッカート尺度を用いた。その際に、個人が特定できないように配慮を行い、アンケート回収後に比較検討を行った。
研修期間は 5 日間で自己紹介・他己紹介、つなぎてについて・つなぎてに対しての質問、レクリエーションや診断テストな
どアイスブレイクを用いたものを行った。

【結果】
新入職員 14 名を対象に、研修前後と入職 3 ヶ月後の計 3 回、不安に関するアンケート調査（不安程度 11 件法、不安要因選
択式、心境・感想記述式）を行った。調査の結果、研修初日に軽度不安 57.1％、重度不安 42.8％ だったのに対し、研修最終
日には軽度不安 78.5％、重度不安 21.4％ と、重度不安が有意に軽減した。3 ヶ月後には変化は見られなかった。不安要因は、
初日・最終日ともに「人間関係」「仕事をこなせるか」「治療訓練に関して」が多く挙げられたが、3 ヶ月後には「人間関係」の
割合が減少した。心境・感想の記述式回答では、研修前後でポジティブな回答が増加した。

【考察】
新入職員の不安要因は先行研究と概ね類似していた。研修前後で不安が軽減した要因は、職員同士の交流が仲間意識の醸成
に繋がり不安軽減に寄与したと考える。リハビリ専門職特有の不安として「治療訓練に関して」が多く挙げられた。これは、
臨床経験の不足、治療への責任などが関与すると考える。また、ネガティブ回答が減少しなかった要因は、研修会で新たな
気づきを得て新たな不安が生まれて減少に至らなかった可能性が考えられる。本調査結果を新人教育に関与する担当者に共
有して、成長鈍化、離職対策の一助とする。

【結論】
本調査結果は、新人教育の内容を検討する上で貴重な資料となると考える。特に、専門知識・技術への不安解消に向け、調
査結果を新人教育担当者へフィードバックし、新入職員が安心して学べる環境づくりを継続していくことが重要である。
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「性格検査」を用いたプリセプター制度導入の経過：作業療法部門の一考察

千葉県・富家千葉病院

いっしき としのり

○一色 俊範（作業療法士）、須賀 晴彦、村越 大輝、塩川 陽介

【はじめに】
新人教育の方法は『チーム制度』と『プリセプター制度』が主な方法として活用されている印象がある。『チー
ム制度』のメリットは“多人数を同時に教育できること”であり、デメリットは“個々の教育状況を把握できな
い”ことが挙げられる。また、『プリセプター制度』のメリットは“個々の教育状況を把握しやすい”ことであ
るがデメリットは“ペアリングの相性が大きく影響する”ことが挙げられる。
当院のリハビリテーション室の新人教育プログラムは 6 年前から採用人数の増加に伴い『プリセプター制度』か
ら『チーム制度』に変えて行わざるを得ない状況となった。結果、患者様に関わる書類業務や退院までのイベン
ト管理が疎かになり、業務内容の把握に個人差が出たり、新人が一人で患者様を受け持つまでの時間と業務の質
が管理・確保しきれていないことが明らかになってしまった。
その為、今年度から作業療法部門のみ回復期患者様を受け持つ際は『プリセプター制度』の再導入を試みている。

『プリセプター制度』のデメリットを解消するために性格特性を客観的に把握するツールとしてのビッグファイ
ブ理論（Big Five Personality Traits）を用いて 1 対 1 の個別性を重視したマッチングを行った。結果はこれから
であるが、この発表を機に当院のリハビリテーション室の教育制度が更に向上することを目的として報告する。

【対象・方法】
プリセプター（経験年数 4 年目以上の作業療法士）とプリセプティー（今年度入職の作業療法士）にビッグファ
イブ性格検査を実施し、『外向性』、『神経症傾向』、『開放性』、『誠実性』、『協調性』の順で類似性が認められた
者同士を組み合わせとした。
経過は 1 ヶ月ごとにプリセプターとプリセプティーにアンケート調査を実施するとともに、プリセプターのみ
のミーティングにて進捗状況を 1 か月ごとに確認・共有を行う。

〈アンケート内容〉
10 点満点で採点をしてもらう
・業務の遂行速度は適しているか
・自分から相談など話しかけられるか
・相手から話しかけてくれるか
・何して良いか分からなくなることがあるか
・1 つの事象に対して一緒に悩み対応してくれるか
・ストレスを抱えているか（相手に・業務に・患者に）
・情報共有ができているか
・業務負担量は適しているか

【結果・経過】
2025 年 6 月から開始したため、発表をもって経過・結果を報告する。
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「認知症利用者への対応能力向上」への取り組み～パーソン・センタード・ケアを目指して～

三重県・長島中央病院 介護医療院

かんだ みゆき

○神田 三幸（看護師）、伊藤 章子、小林 真弓

［はじめに］
当施設は、認知症の利用者が多く入所する 96 床の I 型介護医療院である。当施設の委員会にて実施した認知症
対応調査では、認知症の利用者への対応が苦手と感じる職員が多い事が分かった。苦手意識があることで適切な
ケアが十分に提供できていない可能性がある為、利用者が安心して過ごせる様に、「パーソン・センタード・ケ
ア」の実践を目指し、対応が出来るよう取り組みを行った。

［方法］
実施期間
令和 6 年 4 月 1 日～令和 6 年 10 月 31 日
認知症対応に関するアンケートを職員 64 名実施
認知症について知識と行動の 4 段階を使用し、「知識の習得」「意識の変化」「適切な対応」と段階的に進めた。
1）認知症疾患およびパーソン・センタード・ケアについての勉強会開催
2）模擬事例を用いたカンファレンス実施
3）暴言・暴力への対応に関する勉強会開催
4）実例利用者についてのカンファレンス実施
5）最終アンケート実施

［結果］
最終アンケートでは、「得た知識や対応方法を活用できそう」と回答した職員が 90％ に達した。また、カンファ
レンスを通じて自己の対応を振り返る機会となり、意識的に対応を変えようと思うと回答を得た。認知症対応に
対する苦手意識は、34％ から 23％ に低下した。

［考察］
「苦手意識は、知らないだけで知る事で解決される」という仮説のもと、勉強会、カンファレンスでアプローチ
した結果、苦手意識の低下に繋がったと考える。
今井氏は、「認知症のケアは、認知症の人がこれまでの生活やその人の個性を尊重し、彼ら自身のペースで安心
して過ごせるためのケアをすること」と述べている。
段階を踏む事で、その重要性を認識し、知識を基に個別のニーズに合わせた対応策を考える段階まで進めたと考
える。

［結論］
今回の取り組みを通じて、「知識の習得」と「意識の変化」が得られ、パーソン・センタード・ケアを目指す第
一歩となった。
今後は、「適切な対応」へとステップアップ出来るように、課題を踏まえ取り組みを継続する。
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口腔ケアに対する職員の意識への取り組み

三重県・長島中央病院

すずき まさひろ

○鈴木 雅大（介護福祉士）、松下 真弓

［はじめに］
当病棟は 94 床の医療療養病床を有し経口摂取者が 47％ を占めている。食後の口腔ケアは実施されているもの
の、拒否をする患者への対応や、口腔ケアそのものに対し苦手意識を持つ職員も少なくない、職員全体で口腔ケ
アの重要性を理解し、介護技術の更なる向上と苦手意識の克服を目指し取り組みを行った。

［方法］
期間 令和 6 年 5 月～11 月
方法
① 介護職員 27 名への意識調査（3 回）
② 歯科医師による勉強会開催（2 回）
③ 口腔ケアの方法変更
④ 口腔ケアチェックリーダー登用・チェック表作成

［結果］
初回意識調査では、患者に対して適切な歯磨き方法、口腔ケアを拒否する患者へのアプローチ方法が分からない
という意見がでた。そのため歯科医師による勉強会を開催。適切な歯磨き方法については、残存歯が 1 本でもあ
れば歯ブラシとスポンジブラシを使用した方がよいとのことで歯ブラシとスポンジブラシの併用とした。また、
口腔ケアを拒否する患者へのアプローチに対して、患者が自主的に歯磨きができる環境作り、声掛けのタイミン
グが大切とのことでそれを意識した。さらに口腔ケアチェックリーダー、チェック表を設けた。それにより確実
に口腔内残渣物の有無を確認できるようになった。
最終意識調査では患者への声掛けのタイミングと、歯磨き方法に自信が持て拒否をしていた患者が自主的に歯
磨きをし、口腔内の確認ができるようになったとの結果がでた。

［考察・まとめ］
歯科医師による 2 回の勉強会で正しい技術と必要性を学び、口腔ケアに対する意識が高まり、自信を持って適切
な歯磨きを実施できるようになった。また、口腔ケアチェックリーダー・チェック表を設けたことで、口腔内の
確認が確実にできるようになった。
今回の研究を通じ、正しい知識に基づいたケアを行うことの大切さ、患者との信頼関係を構築することの大切さ
を学び、口腔ケアの重要性と継続的な実践の意義を再確認することができた。
今後も、チームで連携を図りながら、質の高いケアの継続を目指していきたい。
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中規模療養型病院での介護福祉士ラダー作成・運用の取り組み

大阪府・照葉の里箕面病院 看護部

ひろた かおり

○廣田 香（看護師）、上田 真愉未

【目的】
当院は 199 床の中規模療養型病院であり、看護師・介護士が連携しながら患者ケアを行っている。2022 年度よ
り看護師ラダーによる看護師育成を開始し、2023 年度には介護士ラダーを作成・運用を開始したが、無資格者
を対象に作成した介護士ラダーだけでは、介護士の 41.3％ を占める介護福祉士の育成を補完できないと考え
た。そこで、介護福祉士を対象にした専門性の高い研修を行い、モチベーションアップにもつながるように介護
福祉士ラダーを作成し、2024 年度からの運用開始を目指し取り組んだ。

【方法】
1）2023 年 4 月～12 月 看護部教育委員会により研修内容を「介護実践能力」「教育」「管理」「倫理」の 4 項目に分
類した介護福祉士ラダーを作成
2）2024 年 1 月～3 月 介護主任をメンバーとした介護士会で介護福祉士ラダー運用に向けた準備を実施
3）2024 年 4 月～ 介護士会によりラダー研修内容の 4 項目を 4 病棟の介護主任・介護副主任で分担し、介護福
祉士ラダー研修を企画・実施。各主任・副主任が研修講師を担当したり、院外講師も含めながら 1 年間を通して

「レベル 0（新人レベル）」研修を行った。
【結果】2024 年度に介護福祉士 18 名中 18 名（100％）が「レベル 0（新人レベル）」の承認審査を申請し、有資
格者全員がレベル 0（新人レベル）を取得できた。

【考察】介護士ラダーは主に介護ケア手技の取得が中心であり、介護福祉士たちの高度な技術や専門知識をさら
に向上させるためには介護士ラダーだけでは補完できない。そのため、彼らを対象とした介護福祉士ラダーの作
成は必須であり、有資格者全員が目標レベルを達成できたことは介護福祉士のモチベーションアップにもつな
がった成果と考える。
また、「無資格介護士＝介護士ラダー」「介護福祉士＝介護福祉士ラダー」と 2 つのプログラムの両方を受講でき、
それぞれでレベル申請ができるように運用したが、当院の介護福祉士は、資格取得後の臨床経験が全く無いも
の・豊富な経験による知識と技術を有するレベルにあるもの、と様々なので、経験の乏しい介護福祉士の育成の
ためには、2 つのラダーを分けて受講制限をかけず平行で受講できるようにした設定は適切だったと考える。
さらに、介護福祉士ラダーの自己評価表ではレベル III 程度まで到達でき、新人レベルの研修内容では物足りな
いベテラン介護福祉士もいたが、“全員が同じ目標＝2024 年度はレベル 0（新人レベル）を目指す”と決定した。
ラダー育成プログラムは『各自のペースで少しずつ階段を上ることが重要』だが、ベテラン介護福祉士の多くが
介護主任・副主任なので、この階段を上るプロセスを一緒に共有できるように全員が“レベル 0 からスタート”
に設定したことは、管理的視点を含めた育成も兼ねる点から有効だったと考える。

【結論】
1）中規模療養型病院における介護福祉士ラダーの作成・運用は介護福祉士のみを対象に専門性の高い研修が実
施でき、モチベーションアップにもつながる。
2）介護士ラダーと介護福祉士ラダーの両方を受講・レベル申請ができるように運用することは、経験の乏しい
介護福祉士の育成には有効
3）介護福祉士のレベル目標は、全員を最下レベルから揃えて設定するほうが、管理的視点の育成面からも有効
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介護・ケアにリハビリテーションの視点を～理学療法士から介護福祉士になって～

山梨県・城東病院

なかざわ ゆうすけ

○中澤 祐介（介護福祉士）

【はじめに】
私は当院に勤務して 10 年が経過した。入職時は理学療法士として医療療養病床での疾患別リハ開設に携わっ
た。以降 7 年間は医療療養病床や介護医療院担当の理学療法士として勤務していた。ケアの重要性を感じるとと
もに、リハとしてどう関わっていくべきか悩むことが多かった。その中で、介護職へ転職し、現在に至っている。
その過程と現在の取り組みをここに報告する。

【転職のきっかけ】
入職時は、寝たきりや拘縮が強い患者・利用者が多かった。理学療法士として離床する機会を増やすことができ
たが、リハ実施時だけという事になりやすく、生活への汎化が困難であった。また、組織体系は、看護部（看護
師・介護士）とリハビリテーション課と分かれており、職種間の隔たりも大きかった。病院として、職域で分け
ることを問題と考え、療養支援部となった。3 職種が一緒になることで、コミュニケーションや連携がとやすく
なり、また、他職種を知る中で、介護職は、利用者に一番近い存在であり、日々関わることが多い職種であると
感じた。療養支援部になっても課題として、利用者の能力に合わせたケアが困難で過介助になってしまうなどの
ケアの質の問題や、離床することが目的となっていることなどが挙げられた。理学療法士として働く中で、1
日の生活を見たい気持ちと、もっと現場の中で、ケアの質の向上に関わりたいとの思いから、利用者に近い介護
士への転職を決意した。

【リハビリテーションの視点でケアに入って】
ケアに入る中で、介護士は食事場面、移乗場面、排せつ場面はどうしても介助することが優先となり、個人に合
わせた関りができていなかった。食事場面では、食べさせる事が主となっており、食事姿勢やポジショニングの
視点、どうしたら自分で食べられるようになるのかといった自立支援の視点が不足していた。利用者に合わせた
ポジショニング、シーティングを実施し、介助下でもどこが自身でできるかを評価していった。移乗場面では、
車いす等へ移すことが目的となってしまっていたので、基本動作能力を評価し、介助量を確認して行っていっ
た。排せつ場面では、トイレ誘導する際、本人の能力を考えず、便座に座らせていて、下衣着脱も介助で行う事
が多かった。便座に座るまでの車いすの位置や、手すりに手が届くのか、掴まって立つことが出来るのか、利用
者自身で行えることを見極め、介助するようにした。生活の一瞬一瞬が自立支援の機会であり、リハビリテー
ションの視点が必要であることを介護士たちと共有した。
また、夜間の様子や、介助時の様子などの生活場面の様子をリハスタッフと共有し、日中の過ごし方や、訓練内
容に導入してもらうなどした。
リハビリテーションの視点を持ち、ケアに関わる中で、トイレ誘導が当たり前となり排せつ支援加算取得数は増
加した。

【終わりに】
介護職として 3 年経過し、介護福祉士の資格も取得し、介護士のリーダーを担っている。介護士教育チームの一
員として、利用者に合わせたケアの推進のため、院内研修の企画・運営に携わっている。現在は、自立支援だけ
でなく、認知症ケアにも院内全体で取り組んでいる。その方らしく過ごすために、リハビリテーションの視点を
これからも持ち続け、またその視点が持てる人材育成を続けていきたい。
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急性期病棟における未経験看護補助者の育成～看護師主導による協働と育成のプロセス～

大分県・医療法人 信和会 和田病院

ながいし ともみ

○永石 朋美（看護師）

【はじめに】現在、病棟業務において看護補助者は、看護師の負担軽減や患者のケアの質向上に、とても重要な
役割を担っている。そんな中、当病棟で看護補助者の定年退職や産休により、看護補助者がいなくなる状態を迎
えることとなった。今まで、看護補助者育成にはマニュアルがなく、先輩看護補助者と OJT を行っている。そ
こで、看護師が看護補助業務を習得し、主導的に育成を行うことで、未経験の看護補助者を受け入れる現状と育
成における共通の課題を明確にし成長を促し、チーム全体の協働を強化することとなった取り組みを紹介する。

【現状の分析】看護補助者育成の現状と課題を客観的に把握するため、看護師 35 名と看護補助者 8 名未経験看護
補助者 6 名を対象にアンケートを実施した。「最初にできそうな業務は何ですか？」と「最初にできるようになっ
てほしい業務は何ですか？」の比較では・未経験の看護補助者は A のような比較的簡単な直接的な介助を伴わ
ない業務が多い一方で看護師は A の業務に加え C のような直接介助業務にも強く期待していることが分かる。

「すべての業務ができるようになるまでに必要な期間」では看護師は全体の 7 割が半年から 1 年での習得を期待
しているのに対し看護補助者は 3 ヵ月が最も多い一方で 12 カ月や 24 カ月まで回答が分散している。看護師、看
護補助者また未経験者の間にはお互いの認識のずれがあり、看護補助者の成長には個々に時間や成長過程を想
定し育成していかなければならないことを再認識した。

【問題点】・指導側の看護師も看護補助者も即戦力を期待するが、業務習得には時間が必要な現実との乖離、同僚
の厳しい目・指導される側の看護補助者は未経験からの不安、専門的な教育の機会不足、・看護師向けの教育プ
ログラムは充実しているが、看護補助者向けの体系的なマニュアルや教育が不足している現状

【実践】・看護師による看護補助業務の習得①看護補助者の業務を早出、遅出で時間軸のマニュアルを作成②看
護師の勤務の中に看護補助勤務を組み込み看護師が看護補助の早出、遅出を開始③看護補助者がいなくなる前
に看護補助業務を習得。④未経験者の受け入れ開始（看護師と OJT）⑤AB から OJT 開始。出来ないことは看
護師が補う。⑥看護師には「できていないこと」を見つけるのではなく「どうすればできるのか」を考えるよう
指導⑦個々のペースに合わせ身体的介護は本人と話をしながら徐々に進めていく個人の体力や年齢業務の習得
状況に合わせ、直接介助の介入は行う⑧習得状況を見ながら実技講習を行いステップ UP 習得状況は看護師間
で共有した（①オムツのあて方→②口腔ケア→③移乗動作）⑨1 回/月 師長、主任で看護補助者会を開催し現
状の把握と対策を話し合った

【成果】・常勤看護補助者 1 名。2 年目に初任者研修へ参加となった・パート 1 名。直接介助は年齢的にできない
が間接介助で時間内にできる決められた業務を補えている（4 時間パート⇒6 時間パートへ）

【結論】未経験の看護補助者の育成は、指導側と指導される側の認識のギャップを理解し、時間をかけて丁寧に
育てることで、確実に成果につながる。そして、看護師が看護補助者の業務を理解し協働することでより良い
チーム医療が実現します。

【今後の展望】未経験の看護補助者の育成プログラムの定着とより効果的な育成マニュアルの検討。多くの未経
験看護補助者の育成を目指していきたい



第33回日本慢性期医療学会
79- 4 スタッフ育成③

看護補助者ラダー導入による人材育成

1 兵庫県・医療法人明倫会 宮地病院、2 医療法人明倫会 本山リハビリテーション病院

うえだ ちか

○上田 智加（看護師）1、井村 仁美1、原村 理恵1、石井 弘美1,2、中川 裕美子1,2

【目的】
高齢化の進展や患者像の複雑化などにより、看護師が専門性を求められる場面が増加している。看護師が専門性を必要とする業務に専念するために
は、看護補助者とのさらなる協働が必要であり看護補助者の育成が不可欠である。そこで、医療法人明倫会看護補助者ラダー（以下看護補助者ラダー）
を導入し、看護補助者に効果的な教育を行うことで、看護チームの一員として役割が発揮できることを目的とした。

【方法】
2024 年 4 月に看護補助者ラダーを作成し導入した。看護補助者ラダーは、ラダー I～III とし「明倫会職員として行動する力」「看護補助者実践能力」「組
織的役割遂行能力」「自己教育」の大項目で構成した。対象者は、ラダー I1 人、ラダー II16 人、ラダー III12 人であり、ラダー I は全体研修と各部署で
担当者を中心とした半年間の教育、ラダー IIIII は全体研修と OJT を実施した。年度初めと年度末に看護補助者と主任・副主任が各項目の達成状況に
ついて評価を行った。

【結果】
ラダー I は、「倫理的原則を知ることができる」「助言を得て日常生活援助ができる」「報連相ができる」「自己評価・他者評価から課題を明確にできる」等
が 0％ から 100％ で全ての大項目の上昇がみられた。
ラダー II は、小項目「日々の業務においてメンバーシップ・リーダーシップがとれる」が 56.3％ から 81.3％、「自立して医療安全・感染防止への取り
組みができる」が 75.0％ から 100％、「自立してリスク報告ができる」が 75.0％ から 100％ など、大項目の「組織的役割遂行能力」の上昇がみられた。
ラダー III は、小項目「看護補助者間でリーダーシップが取れ、問題提供ができる」が 66.7％ から 91.7％、「実践したことを振り返り自己の課題が明確
にでき取り組む事ができる」が 41.7％ から 83.3％ など大項目の「組織的役割遂行能力」と「自己教育」の上昇がみられた。
また、年度末の評価でラダーがステップアップした看護補助者が 29 人中 9 人（31.0％）いた。

【考察】
ラダーレベル別研修において、ラダー I は配属された部署で半年間担当者を中心に育成がされたことで、効果が見られたと考える。
ラダー II はメンバーシップとコミュニケーションについてグループワークを含めた研修を行ったことから、小項目の「日々の業務においてメンバー
シップ・リーダーシップがとれる」に効果があったと考える。
ラダー III は個別に応じた行動ができることを目標にグループワークを含めた研修を行ったことから、小項目の「実践したことを振り返り自己の課題
が明確にでき取り組む事ができる」と「看護補助者間でリーダーシップが取れ、問題提供ができる」の目標達成に繋がったと考える。ラダーを導入す
ることで、到達目標や必要なスキル・知識が明確となり、目標管理が容易になった。また、定期的に評価やフィードバックを行うことで達成状況を可
視化でき、ラダーレベルがステップアップした看護補助者の増加につながったと考える。

【結論】
看護補助者ラダーの導入により、看護補助者が自己の目標を明確化することで次段階へのステップアップにつながり、看護補助者の育成ができた。ま
た、ラダー II の看護補助者はメンバーシップを発揮できるようになり、ラダー III の看護補助者はリーダーシップを発揮して看護補助者のチームをま
とめ、看護師との連携強化の役割が果たせるようになった。
2024 年 10 月に日本看護協会から公表された「看護補助者の業務に必要な能力の指標」を参考に、看護補助者ラダーを見直し 2025 年 4 月に改訂してお
り、今後も看護補助者の教育体制を充実させ人材育成を継続していきたい。
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【技能実習生の受け入れと現場実習指導】～ミャンマー語での業務マニュアル作成とOJTでの活
用～

福岡県・水城病院

あいぞの まきこ

○相薗 真紀子（介護福祉士）、谷山 瑞季、山田 清志郎

目的：
介護職員の人手不足が課題となっている昨今、当院も 2023 年 12 月よりミャンマーからの技能実習生の受け入れを開始した。日
本語学習と業務習得のためのマニュアル作成と OJT への活用、介護職としての一人立ちを支援したのでここに報告する。
方法：
本研究では日本語習得条件の厳しさに対する援助の必要性も鑑み、2A 病棟に勤務する 3 名を対象にミャンマー語と日本語両方
書かれた日勤業務マニュアルを作成し、2 週間の OJT に活用した。また、自由記述のアンケート調査と半構造化面接を行った。
自由記述のアンケートでは、「業務内容（オムツ交換）について困った事」「当院で働き続けるにあたり他にどのような支援を望
んでいるか」を尋ねた。
半構造化面接では「業務内容の理解度・習得度」「困った事」等について聞き取り話し合いを行った。また追加調査として習得業
務の評価を行った。実技指導として、1，見学、2，ペアの補助、3，ペアのメイン、と段階をおき、勉強会を「嚥下と食事」「移
乗と移動」「体位交換」「オムツ交換」をテーマに行った。
結果：
面接・アンケートの結果より日勤業務マニュアルについては業務の理解と習得、日本語学習に効果があったが、オムツ交換時の
処置患者の注意点を確認すると答えることができなかった。習得業務の評価では、1 か月目 2 か月目と出来ることも増え、早出
遅出のサブ業務が出来た。出来ないことは、申し送りノートの記入、カルテ入力、メインでの入浴介助等であった。その他困っ
たこととしては、業務内容のチェックリストが欲しいとの要望があった。アンケート分析により、安心できる仲間と場所があり、
仕事を理解し動ける。積極的にコミュニケーションをとることで日本語を習得できていた。夜勤の一人立ちも 10 か月でできて
いる。また、2 期生を 10 月に迎え入れた。
考察：
母国語と日本語での日勤業務マニュアルの作成は、業務の習得と日本語学習にあたって効果的であった。またアンケートにより
要望のあったチェックリストを作成することで業務内容の把握が出来るようになり戸惑いが少なくなった。OJT 後勉強会を含
め現場指導では、言葉の理解を確認しながら時には分かりやすくかみ砕いた言葉で説明する必要があるが、その都度対応するこ
とで理解と定着がみられ、技術・知識ともに向上している。母国を離れ安心して過ごせている中でも、ミャンマー地震や家族の
不幸に見舞われることがあったが、ほかの外国人実習生や日本人スタッフとのコミュニケーションを取る事で支障なく業務を
行う事が出来ている。
2 期生を迎え簡単な通訳や教えることで自信がつき自ら進んで業務が行えるようになった。2 期生は先輩がいることで安心感が
持てているが日本語の習得が少し遅く感じられる。分からないことを聞くときは日本語でのやりとりを心がけるよう声掛けを
行っている。
結論：
初期段階の取り掛かりとして母国語と日本語での日勤業務マニュアルの作成は業務習得と日本語学習に効果的であった。日々
変化する申し送り、マニュアル改定等細かな業務内容では都度のフォローアップが必要である。また積極的にコミュニケーショ
ンをとることで日本語学習もでき、今後の業務習得向上に増々効果的になる。今後の課題として電子カルテ・受け持ちプランの
日本語入力ができるようなマニュアル作成、外国人にも分かりやすい院内研修を実施していくこと、資格取得を目標とする実習
生が出てきたときに、必要な支援を行える体制を整えることが求められるのではないか。
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国際人材教育を経て気付かされた課題と必要性～福祉の未来のために取り組んだこと～

茨城県・大宮フロイデドルフ

わだ みちえ

○和田 道枝（介護福祉士）、藤田 章宏

【はじめに】
日本は超高齢化社会に突入し、介護の需要が急速に増加している。これに伴い、介護現場の人材不足が深刻な課題となっており、様々な分野での国際人材の活
用が注目される中、平成 29 年 11 月には外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加された。人材不足を補うだけでなく、外国人から得られる新たな視点
や価値観は介護現場での改善にも役に立つ可能性があると考え、当法人でも平成 30 年より外国人技能実習生の受け入れをスタートさせる。

【目的】
国際人材教育の目的は、福祉・介護分野で必要とされる専門的なスキルを習得させるとともに、日本の社会や文化に適応する能力を身に付けてもらうことで
す。増加する高齢化社会のニーズに対応し、介護サービスの質を向上させることを目指すとともに、外国人労働者が自身の能力を最大限に発揮し、職場での自
己実現を達成する支援も必要だと考えました。

【方法】
言語教育：日本語能力の向上を目的とし、外国人それぞれの日本語レベルに合わせた勉強会を開催する。日本語検定試験のサポートを実施。日常会話から専門
用語まで幅広いコミュニケーション能力を育成する。
生活支援：日本の社会や文化、習慣、日本で生活する上での決まり事を教育する。
専門的な技術訓練：法人独自の介護マニュアルテキストを作成。介護マニュアルを基に福祉・介護分野で求められる技術や知識を習得するための講義や実習
を行なう。配属先では経験ある職員と一緒に学んだ介護技術を実践しながらスキルアップを目指す。
メンタルケア：新しい環境で働く外国人労働者の心理的ストレスを軽減するためのカウンセリングやサポートを行なう。
情報共有：各事業所に配属された外国人労働者の近況を話し合う場を設ける。

【結果】
・日本語能力の向上により、利用者とのコミュニケーションが円滑化した。
・コミュニケーションが成り立つことで日本人スタッフと外国人スタッフの良好な人間関係が作れている。
・同国の外国人労働者がいると、母国語での会話になってしまい、日本語習得力が遅れてしまう。また、日本人は言葉を理解出来ず、話の内容が把握しづらい。
・異文化の理解が深まり、職場での適応能力が向上している。
・体調不良時に病院に受診したがらないため、高齢者施設としては感染面でも不安がある。
・電話番号を持っていない外国人が多く、連絡体制が整っていない。
・各事業所の人材不足問題が解消されつつある。
・専門的スキルの向上により、介護サービスの質が改善されている
・精神的な安定を図り、外国人労働者の健康が保てている。
・近況を報告することで、お互いの励みにもなり、スキル向上に繋がっている。

【考察】
国際人材を教育することは介護業界に大きなプラスをもたらすことと思いますが、様々な課題もあります。例えば、言葉の壁や文化の違い、教育する上でのコ
スト面や生活のサポートなどがあります。これらの課題を対処するためには、教育内容の更なる改善や法人全体での支援が必要だと思います。また、外国人労
働者のモチベーションを高める施策や受け入れる事業所側の体制を整えておくことも重要です。

【結論】
国際人材教育は、日本の福祉・介護分野において重要な役割を果たしており、適切な支援と教育があれば、受け入れる側と外国人労働者の双方にとって有益な
結果をもたらすことができます。法人全体での支援と受け入れる事業所が連携し、包括的なプログラムを提供することが出来れば、これからの介護業界は外国
人材教育を通して、質の高い介護サービスを提供できる環境が整っていくと思いました。
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介護技能実習生育成の現状

千葉県・富家リハビリセンター花見川

おのでら じゅんこ

○小野寺 淳子（介護福祉士）、望月 建吾

【はじめに】
当法人内では病院での介護技能実習生の受け入れは行ってきたが，当通所サービス（以下，デイサービス）では
初めての受け入れとなるため，現在の育成経過と今後の育成方針についての一助にしていく．

【期間】
2025.1.26～2025.5.26

【目的】
利用者を覚えてコミュニケーションをとってもらう．
一日の仕事の流れを覚えてもらう．

【取り組み】
〇業務内容
① 利用者からの理解を得るためにおしぼりやお茶を出す．最低限のあいさつを行う．

（おはようございます．おしぼり，お茶をどうぞ）
② 送迎車両の利用者名記入（漢字で利用者名を覚える）
③ レクリエーションの補助（ゲーム等の手助け）
④ 歩行動作の見守り（座席への誘導）
⑤ トイレ内，入浴介助（着脱の仕方，入浴方法，声掛け）

【結果】
4 ヵ月で 1 日業務の流れを掴むことができた．
利用者への挨拶やコミュニケーションがとれるようになった．見守りレベルの利用者に対して，移動や介助，声
掛けもできるようになった．
利用者は全員覚えることができ，名前の読み書きも可能となった．
基本的な介護知識や技術も日々向上している．
問題点として文字は読むことができるが，申し送り文書等は読んで理解することは難しい．
スタッフとの会話ではゆっくり話し，手ぶり等で理解ができている．
技能実習生からのコメントでは「話していることはわかるが，伝えることができない．」

「入浴時の声掛け，誘導が難しい．」「耳の遠い方などの対処が難しい．」などが挙がった．

【考察】
今回，初めての技能実習性を教育する上で言語の違いで相互理解が上手くいかず戸惑うことが多かった．現場で
の指導者は少し早口になってしまうことがあり，簡潔に伝えるように工夫必要があると考える．本人のやる気と
努力もあり，わずか 4 か月で仕事の流れを習得できたと思われる．今後，スタッフ全員の細かい指導の継続が必
要であるとともに技能実習生に対して日常的なコミュニケーションと心のケアが大切と考えます．
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外国人介護技能実習生から介護福祉士となるまでのプロセス

福岡県・筑紫南ヶ丘病院

ぱひらんが さいりん

○パヒランガ サイリン（介護福祉士）、井手 清美、甲斐 誠、大町 志保子、北島 真央、
穴見 さちえ、安平 末子

【はじめに】
当院は地域包括ケア病棟 60 床、医療療養病棟 190 床の地域で慢性期医療を担う在宅療養後方支援病院である。
当院では介護士の定着率低下に伴い、2021 年より外国人技能実習生の受け入れを始めた。現在、一期生フィリ
ピンより 4 名、二期生ミャンマーより 2 名が在籍している。今後、三期生としてインドネシアから 2 名の受け入
れが決まっている。生活と学習の支援を受けながら介護福祉士の資格取得までのプロセスと学び方について報
告する。

【目的】
外国人技能実習生から介護福祉士として定着する

【取り組み】
最長で 5 年間の滞在期間を考え、国家資格を取得するための計画をした。

（3 年目で特定技能介護へ移行、その後実務者研修修了、4 年目で介護福祉士取得）
① 学習：振り返りレポート（2021 年 2 月～2024 年 2 月まで 3 年間毎日実施）
テキストにて日本語と介護の仕事の学習（2021 年 2 月～2023 年 10 月まで 2 年 9 ヶ月実施）
自宅ではテレビ視聴により語学力を高めた（聞き取ったことを日本語で書き、指導の下理解を深めた）
② 身体介護：2021 年 2 月より介入（おむつ交換、食事介助、患者周辺の準備・片付けなど）
対象者は高齢の日本人
2024 年 6 月より夜勤業務に入る
③ 生活：日本とフィリピンの文化と環境の違い
2021 年 2 月より技能実習生 5 人で共同生活を開始、今年から自立した
誕生月にホームパーティー、季節の行事参加（お花見、お祭り、クリスマスなど）
弁当作りによる栄養管理
ワークライフバランスの充実（学習に費やす時間が多くを占め、プライベート時間の確保）

【考察】
高齢化に伴い介護現場では慢性的な人手不足が問題となっている中で、私たちはチームの一員として学習面・
生活面とも成長できた。外国人で片言の日本語では患者から受け入れてもらえず、日本語や専門用語の理解が障
壁であった。指導を受けたことや観察し気づいたことを、毎日振り返りの時間にレポートし修正してもらうこと
で、正しい日本語や文法・漢字・専門用語の理解を深めることができた。語学力やキャリア形成には継続的な支
援が必要で、育成支援と定着支援は重要だと思う。一期生 4 名は 2024 年 8 月より夜勤業務も行うようになった
ことで自信がつき、経済的にもゆとりができたが、反面ワークライフバランスや日勤業務中に比べ会話が少なく
なったことによる語学力の低下が課題となった。今後は専門職としてスタッフの一員と認識し、日本語や文化の
違いなどを含め技能実習生の指導に関わっていきたい。
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新しい食形態を導入し入所者の意欲が向上した 2症例

東京都・介護医療院陵北病院

こんどう くみこ

○近藤 久美子（管理栄養士）、村野 久実子、木内 良子、栗原 杏菜、雨宮 博美、阪口 英夫、
西川 猛、長瀬 正徳、大野 友久

【はじめに】
当院では、酵素を用いて院内で加工した、外見は常食と変わらないが食感は多少のつぶつぶ感や硬さのムラはあ
るものの嚥下調整食 3 のように舌で押しつぶせる食形態を昼食と夕食に提供しており、新軟菜食（日本摂食嚥下
リハビリテーション学会分類 2021 の嚥下調整食 3 と 4 の間）と呼んでいる。新軟菜食を導入する前の副食の形
態は、軟菜食（嚥下調整食分類には該当しない）の次はやわらか食（嚥下調整食 3）となり食形態の差が大きく、
その間の選択肢がないことが課題であった。新軟菜食導入にあたっては、医師、歯科医師、言語聴覚士、看護師
等に評価してもらいながら試作を繰り返した。今回、新軟菜食を導入し入所者の意欲が向上した 2 症例について
報告する。

【症例 1】
80 歳代女性 脳 塞後遺症、左上腕骨頸部骨折後、摂食嚥下障害。X 年 7 月に入所先老人保健施設での左上腕
骨頸部骨折受傷を機に経口摂取量が減ると同時に、日常生活動作が徐々に低下したため、長期的な療養を希望さ
れ X 年 12 月に陵北病院に入院となる。入院時から、やわらか食を提供したが食形態に関する不満が多く、摂取
量も少ない状況が続いたため、X+3 年 4 月より本人の強い希望で軟菜食に変更したが噛めないものも多く副食
の摂取量は 6 割程度の状態が続いた。X+6 年 1 月介護医療院陵北病院へ入所。X+7 年 11 月より試作を経て院内
に導入された新軟菜食へ変更したところ、直後より摂取量が改善。入所者は食形態に満足されており現在は 8
割摂取出来ている。

【症例 2】
70 歳代男性 脳 塞、摂食機能障害、2 型糖尿病、軽度認知症。Y 年 3 月に自宅で転倒し、搬送先の急性期病院
にて脳 塞による左上下肢不全麻痺で入院となる。積極的な治療の適応がなく加療目的にて Y 年 4 月に陵北病
院に入院した。入院当初は経鼻経管栄養であったが、嚥下造影検査にて嚥下評価を行い、Y 年 5 月 3 食ミキサー
食（嚥下調整食 2-1）を開始し Y 年 6 月介護医療院陵北病院に入所となる。入所時より食思は良好だが、量や食
形態について不満があり。3 食全粥（嚥下調整食 3）やわらか食に形態を変更したが、本人の強い希望で Y 年 10
月昼のみ軟飯（嚥下調整食 4）新軟菜食へ変更した。その後喜びの感想が聞かれ、食べることへの意欲が向上し
た。更に本人の強い希望で、Y 年 11 月には朝夕を軟飯・軟菜食に形態を変更し、ゆっくりよく噛んで気を付け
て食べるようになった。Y+1 年 1 月介護老人保健施設へ退所となる。

【考察】
ともに食形態に不満を持っていた症例だが、今回の新軟菜食の導入によって「少しでも常食に近い食事を食べた
い」入所者の食事摂取量の改善につなげることが出来た。見た目は常食に近いが咀嚼機能が低下した状態でも食
べられる食形態は、入所者の意欲の向上に効果があると考えられる。そのためには今回のように適切な食事形態
を選択できるようにすることが大切であると感じた。

【倫理的配慮】
本研究は、陵北病院倫理委員会の審査にて承認されている。登録番号第 2025-01 号
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嚥下調整食 4導入の取り組みと食欲に与える影響について

富山県・西能みなみ病院

さかえ ともこ

○榮 朋子（管理栄養士）

【目的】
当院の給食施設は併設している同法人の介護老人保健施設との合同調理場で、給食業務は給食委託会社による運営を
行っている。提供している食事は「日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2021」に準じた食形態で、
咀嚼・嚥下機能の低下した方に対する嚥下調整食は嚥下調整食 II・III と、嚥下調整食 4 に相当する形態として刻み
食を提供していた。刻み食はフードプロセッサーで細かく刻むため食材が分かりにくく見た目を損ねたり、トロミ餡
にべたつきを感じたりすることから不満の声がよく聞かれていた。また、刻み食の次の食形態となる一口大とでは食
形態の段階として差が大きく、嚥下調整食 4 が適当と思われる方に対する食形態の判断が難しい場合があった。嚥下
調整食 4 の食形態を提供できればより適切な形態を選ぶことができ、誤嚥や窒息を防ぐことできると考えられた。加
えて、食感や見た目に配慮した食事により満足度や食欲の向上にも繋がるのではないかと考え、嚥下調整食 4 を導入
し食欲の変化について調査した。

【方法】
当院および併設施設の言語聴覚士が嚥下機能を評価し、16 名を対象に選定。導入前には嚥下調整食 4 相当の既製品に
関する勉強会と試食を実施し、提供に向けた仕様書を作成、委託会社と協議を重ねた。肉・魚の軟化にはヤワラカナー
ル（（株）ファイン）を使用し、適切な添加割合を試作で決定。2024 年 10 月に嚥下調整食 4 の提供を開始した。継続
喫食していた 14 名を対象に、提供前後で CNAQ-J（日本語版食欲調査票）を用いて食欲の変化を調査。CNAQ-J は 8
項目・5 段階評価で、合計点により「食欲不振リスクあり（≦16 点）」「要再評価（17～28 点）」「現段階で問題なし（≧
29 点）」に分類される。評価は管理栄養士による聞き取りで実施。提供前後の得点差は対応のある t 検定で解析し、ま
たスコアが改善または悪化した群間での提供後得点を Wilcoxon 符号付順位検定により比較した（有意水準 p＜0.05）。

【結果】
CNAQ-J の合計得点は提供前後とも平均 29.0 点であり、有意な差はなかった。ただし、評価区分において「現段階で
問題なし」の割合は提供前の 50％ から提供後には 64％ へと増加した。また、スコアが改善した 7 名と悪化した 6
名（1 名は変化なしで除外）の提供後得点を比較した結果、改善群の平均は 30.7 点、悪化群は 26.2 点であり、有意な
差が認められた。提供後の体重変化は、改善群で+0.7kg、悪化群で-0.6kg であった。

【考察】
嚥下調整食 4 導入による影響を評価した結果、全体では有意差はなかったものの、適切な食形態が適用された一部の
利用者においては食欲の改善が示唆された。利用者からは「形があり美味しい」「何を食べているか分かって嬉しい」な
ど肯定的な意見が寄せられ、ST や歯科衛生士からも咀嚼の惹起や口腔残渣の減少などの変化が報告された。これらよ
り、適正な食形態の選択は安全性や摂取効率だけでなく、満足度の向上にも寄与する可能性があると考えられた。

【結論】
嚥下調整食 4 の導入は一部の利用者において食欲の改善や体重増加が見られ、安全かつ満足度の高い食形態の提供が
QOL の向上に資する可能性が示唆された。
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ゲル化剤の使い分けによるソフト食の食感の改善に向けた取り組み

島根県・安来第一病院

いちかわ しゅんぺい

○市川 峻平（調理師）、本池 加奈

【目的】
食材の特性に合ったゲル化剤を使用することで安全かつ安定した食事提供が可能になったと思われるので報告する。

【方法】
I．問題点及び改善内容
1．朝食のミキサー食

【問題点】
料理をミキサーにかけ寒天液を入れ、盛り付けて食器内で自然に固める。寒天は室温以下にしないと固まらないため、本来は温かい
食事であるが、温冷配膳車の冷に入れて提供していた。
味を感じにくく、口腔内でばらける状態であった。

【改善内容】
寒天に代え、ゲル化剤 A（形状調整補助剤）を使用することにした。料理をミキサーにかけるときに一緒に入れ攪拌する。ゲル化剤
A は温かいものに加えるとゼリー状に固まる。冷やす必要がなく温冷配膳車の温に入れて提供することができる。ゲル化剤 A の分量
を決め、固さを統一する。時間が経っても離水しない。

2．葉物野菜の煮物、芋類の煮物
【問題点】
葉物野菜の煮物はミキサーにかけ寒天液で固めるかペースト状にする。寒天液で形成したものは時間が経つと離水しやすい。
芋類の煮物はペースト状にすると粘度が強くのどに張り付き飲み込みにくい。調理者によってペーストのとろみ具合に違いが出る。

【改善内容】
葉物野菜の煮物はゲル化剤 B（ゼリー用テクスチャー改良剤）、芋類の煮物はゲル化剤 C（酵素入りゼリー食の素）を使用して固める。
これらのゲル化剤は一度形成すると溶けることはなく離水も少ない。張り付きも軽減された。

II．結果及び考察
朝食のミキサー食では温かい副食が提供でき、味がしっかり感じられ、ゼリー状の食感となった。患者様の満足度にも繋がっている
のではないかと思う。寒天液を作るという工程もなくなり業務効率が上がった。葉物野菜と芋類の煮物に関してはゲル化剤によって
離水が少なく、芋類独特ののどに張り付いた感じが大きく軽減された。試作を重ねゲル化剤の使用量を決めたため食感も安定した。
また、ペースト状のものは食器にこびりつくが、形成したものは食器に付着しにくく、洗浄面においても利点があった。
しかし、ゲル化剤の種類が増えたため、間違えないように今まで以上に注意して使用する必要がある。3 種類のゲル化剤の保管場所
を変えて混在しないようにしている。また、これらのゲル化剤では固まらない食材があることなど課題も多い。今後は患者様の感想
や他職種の意見を伺いながら問題解決につなげたい。

III．終わりに
患者様に食感を大切にした食事を通して癒しと満足を提供できるよう日々の業務に励んでいきたい。またより安全かつ安定した食
事提供に向けて小さな気づきにも意識をもって取りくんでいきたい。
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写真入りメニューの活用による食欲不振に対する影響

兵庫県・南淡路病院

てらおか なおみ

○寺岡 修己（管理栄養士）

【背景】
食行動に影響を及ぼす要因として視覚・嗅覚・味覚情報があげられ、視覚による影響は 8 割強に及ぶという報
告がある。しかし摂取前の視覚刺激が食事摂取量やカロリー、体重に与える影響は明らかでない。

【目的】
療養病棟入院患者における写真入りメニューによる視覚刺激が食事摂取量及び体重に与える影響を明らかにす
ること。

【対象】
2025 年 3 月時点で医療法人南淡千遥会南淡路病院の医療療養病棟または精神科病棟に 1 か月以上入院し、食事
摂取量が 75％ 以下かつミニメンタルステート検査（MMSE）スコア 15 点以上の患者。

【方法】
対象 9 名（男性 3 名、平均年齢 86.8±11.8 歳）を介入群 4 名対照群 5 名にランダムに割り付けた。介入群には付
加食の写真入りメニュー表、対照群には文字だけのメニュー表を昼食 30 分前に提示した。提示は介入期間 2
週間のうち週 3 回行った。食事摂取量に基づく摂取カロリーの変化、体重の変化、介入期間中の付加食提供回数
を群間で比較した。

【結果】
摂取カロリーの変化量は介入群で 68.3±112.8kcal、対照群で 39.0±142.6kcal（p=074）、体重変化量は介入群で
0.28±0.84kg、対照群で 0.50±1.38kg であった（p=0.34）付加食提供回数に関しては介入群で 3.4±2.8 回、対照
群 3.8±1.7 回であった（p=0.82）

【考察・結論】
写真入りメニューの提示は短期間かつ小人数での介入で統計的有意差は認められなかったものの、摂取カロ
リー、体重は増加傾向であり主観的な食欲や食事量を増大させる可能性が示唆された。今後は継続的なメニュー
提示の実施や対象者の拡大を通じてその有用性をさらに検討する必要性がある。
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「もう一度口から食べる」を実現した症例の経過

愛媛県・南高井病院

まきた さちお

○巻田 幸緒（管理栄養士）、松本 千世

【はじめに】
当院の新規入院患者の栄養補給法について調査したところ、約 6 割が経口摂取以外の栄養法であった。内訳は経
管栄養法が 3 割を占め、その他は急性期治療の過程で経口摂取困難と判断され一時的または補完的に中心静脈
栄養法（以下 TPN）や経管栄養法が選択された症例、または看取りの段階として末梢静脈栄養法（以下 PPN）
のみで紹介入院となった症例であった。しかしその中には経口摂取が再開でき、在宅・施設退院へとつなぐこと
ができた症例が少なからず存在する。
今回非経口摂取から経口摂取への移行を実現した症例の実態調査を行ったので報告する。

【対象】
2021.4.1～2025.3.31 に障害者施設等一般病棟および医療療養病棟に新規入院となった患者

（再入院およびレスパイト入院は対象外）
【方法】
入院時及び退院時（または 2025.4.30 現在）の栄養投与法を調査。
TPN・PPN・経管栄養から経口摂取へ移行した症例について以下を調査。
・経口摂取へ移行するまでに要した期間と経過
・栄養状態の変化と転帰 ※栄養状態の評価指標は、BMI・血液検査値（ALB・Hb）を採用した。

【結果】
TPN から 12 例、PPN から 3 例、経管栄養から 7 例が経口摂取へ移行できており、15 例が自宅・施設退院となっ
ていた。経口摂取移行までの期間の TPN は平均 33.7 日、経管栄養は平均 67.8 日であった。急性期から慢性期へ
移る期間が比較的早い症例において、経口摂取への移行期間が短かった。栄養状態については、TPN からの移
行症例では改善がみられたが、経管栄養からの移行症例では変化が無かった。PPN では移行後も栄養状態の改
善は無く死亡退院が多かった。

【考察・まとめ】
急性期医療では全身状態の改善・安定が急務であり入院期間にも制限がある。そして病歴や加齢による様々な
要因が絡み合って生じた「食べられない」を「食べられる」にするには限界が生じることも多い。しかしその後
の経過で「食べられるかもしれない」というきっかけを見つけ、その能力を引き延ばすことが慢性期医療の役割
と考える。
当院では入院時に主治医から家族へ栄養療法についての説明が丁寧に行われ、また多職種が早期介入し多角的
に経口摂取の可能性の有無を検討していることが、適切な栄養投与経路の選択に繋がっている。今後も急性期か
ら慢性期、そして在宅・施設へ繋がる関わりを行っていきたい。
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“食べる”をあきらめない支援～診断に左右されず、本人の希望に応えた多職種の取り組み～

和歌山県・介護老人福祉施設 緑風苑

くろき まこ

○黒木 真子（管理栄養士）

［目的］
退院時の診断にとらわれず、本人の希望と状態に応じ食事満足度をあげる

［事例の内容］
1）対象者情報
80 代女性・認知症・要介護度 4
対象者の希望「別の物が食べたい」
2）取組前の評価
入院先の医師の意見：「食事形態の向上は困難」
3）実施内容
経口維持加算を算定し多職種による月 1 回の会議を開催
以下の介入について現状と課題を共有する
①ミールラウンド（Dr・RD・ST・CW・CM・Ns）
②吹き戻し（ST）
③姿勢調整の実施（RD・ST・CW・CM・Ns）
④口腔評価とケア（DH）
4）結果と評価
嚥下調整食 0j → 2-2 へと食形態が向上
対象者「いろいろなものが食べれてうれしい」

［考察］
高齢者においては、入院や体調の急変などをきっかけに、「高齢だから仕方がない」と回復の可能性を見過ごさ
れることも少なくなく、これは QOL の低下につながる要因となる。本報告では、医師の診断を一義的に受け取
らず、本人の状態や希望をふまえ、多職種で継続的に支援を行った。その結果、食事満足度の向上に寄与した。
このように、現場での観察と本人の力を信じて支援を継続する姿勢は、高齢者の QOL 向上において重要な視点
であると考える。
今後、更なる食事形態向上のためには嚥下機能訓練（嚥下おでこ体操・顎もちあげ体操）と呼吸機能訓練を併用
することが望ましいと考える。しかし対象者は認知機能低下により嚥下機能訓練は難しい状況である。課題とし
て認知機能を考慮した介入の工夫や、呼吸機能訓練単独での有効性に関する検討が必要である。
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寝たきりの経管栄養患者における体重維持を目的とした栄養量の検討

山口県・山口平成病院

かわぐち なおみ

○川口 奈緒美（管理栄養士）

【背景】
経管栄養患者の栄養管理において、算出された必要栄養量通りに投与すると体重増加を招くため、実際の投与栄
養量は減量調整されることが多い。しかし、寝たきりの経管栄養患者における投与栄養量と体重変化の関係を明
らかにした報告は少ない。今後の適切な栄養管理を確立する上で、適正な投与栄養量の設定方法の検討は重要で
ある。

【目的】
比較的状態が安定している寝たきりの経管栄養患者において、基礎代謝量の何倍の栄養量を投与すると体重の
増減なく維持できるか（以下、投与エネルギー倍率）を検討し、報告する。

【対象】
平成医療福祉グループの 5 病院に、2023 年 11 月から 2024 年 11 月までに入院していた寝たきりの経管栄養患
者のうち、除外基準に該当しない 93 名（男性 40 名、女性 53 名）を対象とした。
除外基準は以下の 4 項目とした：
①日常生活自立度（寝たきり度）B2 以下
②ALB＜3.0 の低栄養状態
③高度浮腫や代謝亢進を伴う疾患の合併
④体重コントロールを目的とした投与栄養量の意図的な調整

【方法】
対象者の年齢、性別、体重（2023 年 11 月および 2024 年 11 月）、基礎代謝量、投与栄養量を調査し、以下の分
析を行った。
①体重変化率と投与エネルギー倍率による単回帰分析
②性別による群別分析
③年齢別（70 歳以下、71 歳以上）による群別分析
基礎代謝量は Harris-Benedict の式より算出した。調査期間中の投与栄養量の変動は考慮しないものとした。

【結果】
体重変化率と投与エネルギー倍率には正の相関があり（r=0.48）、体重変化率が高いほど投与エネルギー倍率も
高かった。今回の調査では体重増減が±0 となる投与エネルギー倍率は 1.08 と算出された。性別による回帰式の
差は有意ではなく（p=0.345）、性差は認められなかった。年齢別でも傾向は類似し、有意差は認められなかった

（p=0.327）。
【考察】
比較的状態が安定している寝たきりの経管栄養患者では、基礎代謝量の 1.08 倍が体重維持の指標となる可能性
が示唆された。先行研究においても、寝たきり高齢者の女性 PEG 患者では BEE を 90％ 程度に補正した値に
AF（活動係数）1.1～1.2 をかけた設定（BEE×0.99～1.08）が望ましいとされており、本報告と一致する。性別・
年齢による明確な違いはみられず、本指標は共通の投与栄養指標として活用されることが期待される。
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特養併設デイサービス利用者の低栄養リスク状態と食生活状況の把握

神奈川県・介護老人福祉施設ヴィラ泉

あおき かえで

○青木 楓（管理栄養士）

【目的・背景】
地域在住高齢者における低栄養予防は、要介護進行の抑制の観点から重要な課題である。近年、買い物困難や移
動手段の制限などにより、食料品へのアクセスの不良が高齢者の食生活に影響を及ぼしていると報告されてい
る。特に、主観的なアクセス困難感は食品摂取の多様性の低下を通じて、栄養状態の悪化に結びつく可能性があ
る。実際に先行研究では、食のアクセスの不良がたんぱく質摂取不足、筋肉量の低下、フレイル・サルコペニア
の進展と関連することが示されている。そこで本研究では、デイサービス利用者において、主観的な食料品アク
セスや食支援状況が、食の多様性および低栄養リスクにどのように関連するかを検討した。

【対象】
平成デイサービスセンター泉の利用者

【方法】
2025 年 2 月～9 月にかけて、単回の身体計測と質問票調査を実施した。理学療法士・作業療法士が上腕囲とふく
らはぎ周囲長を測定し、職員が MNAⓇを用いて栄養状態を評価した（24 点以上/未満を低栄養に分類）。食の多
様性は 10 食品群の摂取頻度により算出したスコアを用いた。食のアクセスに関する因子として、主観的食料品
店アクセス（買い物に不便を感じているか、不便に感じている理由は何か）、食事サービスの利用状況（配食・
宅食等）、および家族や近隣からの食物受領の頻度を調査した。EZR を用いて、各食物アクセス因子と栄養状態

（MNAⓇスコア）、および食の多様性スコアとの関連を分析した。

【結果】
50 名を対象に調査を実施し、同意を撤回した 3 名を除いた 47 名について分析を行った。主観的に食料品店への
アクセスが不便と感じている群では、栄養状態が不良（低栄養またはそのリスク）である割合が高くなる傾向が
みられた。また、同様の傾向が食の多様性スコアにも認められ、アクセス不良群では複数の食品群の摂取頻度が
低下していた。ただし、いずれも統計学的に有意とはならなかった。他の因子（食事サービスの利用状況、食物
受領の頻度）については、栄養状態および食の多様性との関連は確認されなかった。なお、食品群別の検討にお
いては、牛乳の摂取が栄養状態と有意に関連していた（P=0.004）。

【考察・結論】
本研究から、デイサービス利用高齢者において主観的な食料品アクセスの不良が、栄養状態の悪化および食品摂
取の多様性の低下と関連する可能性が示された。食のアクセスに困難を感じている高齢者では、特定の食品群が
欠乏しやすく、結果として栄養リスクが高まることが推察される。一方で、配食サービスや家族からの食物受領
の頻度と栄養状態との関連は明確ではなかった。今後は、買い物環境や移動手段の整備、特定食品の補完支援な
どを通じて、食料品アクセスの改善を図ることが、在宅高齢者の低栄養予防および食生活の質向上に資する可能
性がある。
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特別養護老人ホーム入所者の入院要因となる栄養状態指標とADL指標の関連性

兵庫県・特別養護老人ホームかおりの丘

いちむら ともゆき

○市村 友幸（管理栄養士）

［目的］
特別養護老人ホームは介護を主とした施設であり医学的管理を主とはしていない。しかし、入所者の要介護は原
則 3 以上であり、平均年齢も超高齢化している。そのため、当施設においても連携医療機関に様々な疾患の発
症・再発にて入院される方が多い。しかしながら、特別養護老人ホームから医療機関へ入院した利用者について
原因疾患別の栄養状態指標と ADL 指標との関連性を調査した報告は多くはない。そこで当施設から連携医療
機関へ入院された入所者について、管理栄養士の関わりが入所者の入院転帰の予防に寄与できないかの観点か
ら、原因疾患、入院時の栄養状態指標および ADL 指標の関連を調査した。

［対象］
調査対象は 2024 年 4 月から 2025 年 3 月 31 日の期間に、当施設から連携医療機関である東浦平成病院へ入院に
至った入所者 37 名（平均年齢：88.8±5.7 歳、男性：10 名、女性：27 名）。

［方法］
入院の原因疾患を呼吸器疾患（肺炎等）、褥瘡、その他に分類。栄養状態指標として BMI、必要栄養量充足率、
ADL 指標としてバーセルインデックス（以下、BI）の平均値を比較し食事形態についても調査した。

［結果］
呼吸器疾患での入院は 12 名、褥瘡は 5 名、その他は 20 名であった。褥瘡の平均 BMI は 18.5±2.3、平均 BI
は 12.0±19.4 と優位に低値を示した。食事形態については、呼吸器疾患・褥瘡の全対象者が「日本摂食嚥下リハ
ビリテーション学会嚥下調整食分類 2021」の学会分類コード 2-2 から 4 に該当していた。

［考察・結論］
今回の調査では、褥瘡と栄養状態・ADL の関連性、咀嚼機能や嚥下機能の低下と呼吸器疾患及び褥瘡の発症と
の関連性が示唆され、入院リスクを高める可能性がある。今回の調査は特定期間のデータに限られているため、
施設高齢者が入院に至る原因疾患と栄養状態の関連性についてさらなる検討が必要と考える。
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回復期リハビリテーション病院入院患者の入院時体組成

大阪府・千里リハビリテーション病院

まつもと りりか

○松本 莉花（管理栄養士）、林田 夕奈、中村 早緒里、森脇 未由羽、鞍田 三貴

【目的】体格指数である BMI は低栄養の指標として、リハビリテーション実施計画書および GLIM 基準にも用
いられている。今回、BMI と体組成の関連性を後方視的に検討した。

【方法】2023 年 10 月から 6 か月間に回復期リハビリテーション（回リハ）病院に入院した 167 例（年齢 77.2
±12.1 歳、男性 55 例/女性 112 例、脳 51 例、整形 105 例、廃用 11 例）を対象とし、入退院時体組成測定（In
Body－S10）を行った。男女別に入院時 BMI を 18.5kg/m2未満（やせ群）、18.5－22kg/m2未満（普通 I 群）、22－
25kg/m2未満（普通 II 群）、25kg/m2以上（Pre 肥満群）に分類した。各群において体脂肪率が男性 20％ 以上、
女性 30％ 以上を高 Fat 群、SMI カットオフ値未満を低 SMI 群とし、その存在割合と高 Fat かつ低 SMI 症例の
存在割合を求めた。

【結果】男・女の割合は、やせ群 16％・25％、普通 I 群 27％・38％、普通 II 群 33％・25％、Pre 肥満群 24％・
12％ であった。男女ともに 4 群間で年齢、疾患の内訳に差はなかった。男・女別高 Fat 症例の存在割合は、や
せ群 56％・21％、普通 I 群 87％・65％、普通 II 群 100％・93％、Pre 肥満群 100％・100％ であった。男・女別
低 SMI 症例の存在割合は、やせ群 89％・89％、普通 I 群 87％・81％、普通 II 群 67％・71％、Pre 肥満群 8％・
31％ であった。男・女別高 Fat かつ低 SMI 症例は、やせ群 56％・21％、普通 I 群 87％・58％、普通 II 群 67％・
78％、Pre 肥満群 8％・31％ に存在した。

【考察】
日本肥満学会では BMI18.5～25kg/m2未満を普通体格と定めており、GLIM 基準も 70 歳未満は 18.5kg/m2以下
を低栄養の評価基準としている。しかし今回、高 Fat かつ低 SMI、つまりサルコペニア肥満と仮定できる症例
は男女ともにやせ群および普通 I・II 群にも高頻度に存在することが判明した。体格指数のみの栄養評価を見直
す必要性が示唆された。
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GLIM基準による栄養評価

埼玉県・富家病院

いけだ まゆう

○池田 真優（管理栄養士）、金沢 英哲、藤森 真琴、齋藤 佳代子、矢野 慎子、稲毛 藍

【目的】
当院は回復期、地域包括ケア、療養、障害者病棟からなる 281 床の慢性期病院であり、高齢者を中心に多様な病態の患者が入
院している。令和 6 年度の診療報酬改定により、GLIM（Global Leadership Initiative on Malnutrition）基準による栄養評価の
導入が推奨されたことを受け、令和 6 年 11 月より全病棟で従来の栄養評価法から GLIM 基準へと切り替えた。本研究は、
GLIM 基準導入による栄養評価結果の変化や病棟別の違いを明らかにし、評価の実際的な課題を検討することを目的とした。

【方法】
対象は令和 6 年 8 月から 10 月までの従来の栄養評価期間と、GLIM 基準開始後の令和 6 年 11 月から令和 7 年 2 月までに入
院中の 285 人（男性 161 人、女性 124 人）とした。平均年齢は 75 歳である。栄養状態は該当なし、中等度低栄養、重度低栄
養の 3 段階に分類し、各期間および病棟別に人数と割合を比較した。筋肉量の評価には体成分分析装置 InBody s10 を用い、
四肢筋肉量（SMI）に基づく表現型基準を適用した。病因基準としては炎症の指標である CRP 値を参考に判定を行った。

【結果】
GLIM 基準導入後、障害者病棟では重度低栄養者が 42％ から 72％ に増加し、中等度低栄養者は 51％ から 6％ へ減少、該当
なしは 7％ から 22％ へ増加した。療養病棟では重度低栄養者はほぼ変わらなかったが、中等度低栄養者は 36％ から 9％ へ減
少し、該当なしは 3％ から 30％ へ増加した。回復期病棟でも重度低栄養者は変わらず、中等度低栄養者は 60％ から 13％ へ
大幅に減少し、該当なしが 3％ から 49％ へと増加した。地域包括ケア病棟も同様に、中等度低栄養者が 32％ から 7％ に減少
し、該当なしは 2％ から 41％ へ増加した。
筋肉量の表現型基準では、障害者、療養、地域包括ケア病棟で約 95％、回復期病棟で約 85％ の患者が基準値以下であった。
低栄養の最終判定は、病因基準である CRP の有無によって大きく左右され、これによりリスク分類の変動が生じた。

【考察】
GLIM 基準では表現型（筋肉量低下や体重減少）と病因基準（炎症など）の両方を満たす必要があるため、どちらか一方のみ
該当する患者は低栄養とは診断されない。しかし、本研究では低 BMI や筋肉量低下の患者が多数存在しており、これらを単
にリスクなしと判断するのではなく、軽度低栄養として継続的にモニタリングする必要性が示唆された。また、障害者病棟や
療養病棟では多様な病態を有する患者が多く、筋肉量低下患者が多いことから、炎症反応の有無によって低栄養診断が大きく
変わる課題が明らかとなった。従って、病態の特性や体重減少率を踏まえた個別的かつ柔軟な栄養評価・介入が求められる。
なお、本研究では筋肉量評価に体成分分析装置 Inbody s10 を用いたことで、四肢筋肉量（SMI）を定量的かつ再現性高く把
握することが可能となり、表現型基準における筋肉量低下の判断において客観性を高めることができた。今後も、精度の高い
筋肉量評価の継続的な活用が、慢性期病院における栄養管理の質向上につながると考えられる。

【結論】
GLIM 基準による栄養評価導入により、従来法と比較して栄養リスク層別化に変化が見られた。特に筋肉量低下患者が多い慢
性期病院の各病棟においては、表現型と病因基準の両方を考慮した評価と、軽度低栄養者への適切なフォローアップが重要で
ある。今後は患者の病態や栄養状態に応じた個別対応を進め、効果的な栄養管理体制の構築を目指す必要がある。
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GLIM基準の導入から見えた当院の傾向と課題

北海道・聖ヶ丘病院

きよかわ みか

○清川 美香（管理栄養士）、山岸 美貴、長野 春香

【はじめに】
令和 6 年度診療報酬改定において低栄養診断として GLIM 基準の使用が通達されたことをきっかけに、当院で
は令和 6 年 7 月より GLIM 基準を導入している。これまで主に低栄養の判断に用いてきたアルブミン値との比
較や入院患者の栄養状態の傾向を病床機能別に考え、今後の栄養管理における課題について検討したので報告
する。

【方法】
令和 6 年 7 月～令和 7 年 4 月に入院した患者のうち、栄養スクリーニング（MNAⓇ-SF 又は MUST 使用）にお
いて「低栄養リスクあり」または「低栄養」と判断された 612 名に対し、GLIM 基準を用いた低栄養診断及び重
症度判定を実施。療養病棟（以下、療養）と地域包括ケア病棟（以下、地ケア）の患者の年齢や入院経路、アル
ブミン値、低栄養診断指標の内訳等を集計し、比較検討した。

【結果】
GLIM 基準による低栄養診断の結果、低栄養非該当は療養 27.6％・地ケア 58.3％、中等度低栄養は療養 15.7％・
地ケア 16.3％、重度低栄養は療養 56.7％・地ケア 25.4％ だった。低栄養診断指標は療養・地ケアともに、「疾病
負荷/炎症」、「筋肉量減少」、「低 BMI」、「食事摂取量減少/消化吸収能低下」、「体重減少」の順で多く該当した。
重度低栄養患者は年代別で見るとどちらも「90 歳以上」に多く、入院経路別で見ると療養は「病院」、地ケアは

「施設」にそれぞれ多い傾向にあった。また、アルブミン値 3.0g/dL 以上の患者を GLIM 基準で診断した場合、
療養は 60.9％、地ケアは 34％ が低栄養の診断となった。

【考察】
GLIM 基準による診断の結果、療養・地ケアとも 4 割以上が低栄養状態であり、アルブミン値だけだは判断出来
ない低栄養患者もいることがわかった。また、療養と地ケアにおける患者の栄養状態の傾向が見えたことで、そ
れぞれの患者層の違いを感じることが出来た。
当院の入院患者の多くは高齢であり、体重減少や食事摂取量については聞き取り困難な事例も多く、過小評価の
可能性があること等精度については課題がある。
GLIM 基準の運用には多職種が関わる必要がある。GLIM 基準を活用することで多職種へ栄養管理に対する理
解を深め、今後は退院時評価や栄養情報提供書への活用についても検討していきたい。

【結語】
GLIM 基準を活用し、患者個々に合わせたより質の高い栄養管理を提供していく。
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回復期病棟におけるGLIM評価の実践と課題～身体計測の現状と低栄養診断の活用を考える～

1 北海道・愛全病院栄養科、2 愛全病院診療部

はた ももか

○羽田 桃歌（管理栄養士）1、冨﨑 琴美1、南 明日美1、木村 仁映1、堀本 啓大2

【はじめに】
2024 年 6 月より、当院回復期病棟では GLIM 基準に基づく低栄養評価を導入し、下腿周囲長測定に加え In-
BodyBWA による生体電気インピーダンス法を用いた身体計測も併せて実施している。導入から 1 年が経過し、
現場での実践を通じて評価における課題が明らかとなってきた。本発表では、これまでの取り組みを振り返り、
GLIM 基準の運用上の課題と今後の評価のあり方について考察する。

【目的】
GLIM 基準に基づく低栄養評価の必要性を再確認するとともに、実践を通して明らかとなった身体計測の現状
と評価上の課題を整理し、当院での低栄養評価の方法について検討する。

【方法】
2024 年 9 月から 2025 年 5 月までに当院回復期リハビリテーション病棟に入院した 127 例を対象に、栄養リス
クを MNA-SF にてスクリーニングし、GLIM 基準に従って低栄養評価を実施した。筋肉量減少の評価にあたり、
下腿周囲長および骨格筋指数（SMI）を測定した。下腿周囲長はインサーテープにて測定し男性≦30cm、女性
≦29cm、SMI は InBodyBWA にて測定し男性＜7.0kg/cm2、女性＜5.7kg/cm2で筋肉量減少として定義した。

【結果】
対象は 127 例で、 うち下腿周囲長および InBodyBWA の両方で正確な測定が可能だったのは 103 例であった。
GLIM 基準に基づく評価では、MNA-SF スコア 7 点以下の患者のうち重度低栄養が 9 例（8.7％）、中等度低栄養
が 47 例（45.6％）に認められた。MNA-SF スコアが 8 点以上の患者は 103 例中 47 例で、そのうち下腿周囲長と
SMI のいずれも基準値以下で筋肉量の低下が確認された症例は 15 例あった。また、平均年齢 84 歳の高齢者に
おいても、下腿周囲長と SMI の間には正の相関（r＝0.75）が認められ、SMI 測定が困難なケースでは下腿周囲
長による評価が代替指標として有用であることが示された。

【考察】
現行の GLIM 評価では、 筋肉量低下や潜在的な低栄養を伴う患者の拾い上げが困難な症例が認められたため、
今後はそうした見逃しを防ぐことが課題と考える。低栄養診断の結果を現場で有効に活用するため、当院回復期
病棟で週一回行っている栄養カンファレンスを通じて病棟スタッフとの情報共有を図っていきたい。特に重度
低栄養患者に対しては、入院後一週間以内に栄養カンファレンスで取り上げることで早期からの適切な栄養管
理の必要性を周知し、多職種での介入体制を強化していくことが求められる。また、下腿周囲長と SMI の関係
性を踏まえ、今後は両者を組み合わせた評価方法を確立していきたいと考える。
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GLIM基準による栄養評価

千葉県・富家千葉病院

わたなべ

○渡邉 きくの（管理栄養士）

【目的】
当院は、回復期、地域包括ケア、療養、障碍者病棟を有する 199 床の慢性期病院であり、高齢患者を中心に多様な病態
の入院患者を抱えている。令和 6 年度の診療報酬改定により、GLIM（Global Leadership Initiative on Malnutrition）基
準に基づく栄養評価が推奨されたことを受け、当院では令和 6 年 8 月より段階的に GLIM 基準を導入し、同年 10 月か
らは全病棟での運用を開始した。本研究では、従来用いていた SGA（Subjective Global Assessment）との比較を通じ
て、GLIM 基準導入後の栄養評価結果の変化とその課題を明らかにすることを目的とした。

【方法】
対象は GLIM 基準導入前（令和 6 年 5 月から 7 月まで）および導入後（令和 7 年 4 月から 5 月まで）に入院していた患
者 179 名（男性 90 名、女性 89 名、平均年齢 72 歳）とした。栄養状態は「低栄養非該当」「中等度低栄養」「重度低栄養」
の 3 段階に分類し、病棟別に SGA と GLIM 基準による分類結果を比較した。筋肉量は体成分分析装置 InBody S10
を用いて評価し、四肢筋肉量指数（SMI）を基準とした。また、病因基準として炎症の指標である CRP 値を用いた。

【結果】
障碍者病棟では、重度低栄養の割合は SGA で 18％ であったのに対し、GLIM 基準では 43％ へと増加した。中等度低
栄養は SGA で 66％ から GLIM で 20％ に減少し、低栄養非該当は SGA で 17％ から GLIM では 38％ に増加した。
療養病棟では、重度低栄養が SGA で 35％、GLIM で 48％ に増加。中等度は 48％ から 1.6％ に大幅減少し、低栄養非
該当は 18％ から 50％ へと増加した。
回復期病棟においては、重度低栄養が SGA で 6％ から GLIM では 18％ に増加、中等度は 48％ から 19％ に減少、低栄
養非該当は 47％ から 63％ に増加した。
筋肉量（表現型基準）の評価では、基準値以下の割合が療養病棟で 93％、障碍者病棟で 88％、回復期病棟で 54％ と高
値を示した。最終的な低栄養の判定には、病因基準である CRP 値の影響が大きく、炎症の有無により低栄養の判定が
変動した。

【考察】
GLIM 基準は、筋肉量低下や体重減少などの「表現型基準」と、炎症や疾患などの「病因基準」の両方を満たす場合に
のみ低栄養と判定されるため、従来の SGA に比べて評価基準が厳格である。本研究では、SGA で中等度低栄養と判定
されていた患者の多くが、GLIM では低栄養非該当もしくは重度低栄養へと再分類された。特に CRP 値が基準を満た
さない場合、筋肉量が著しく低くても低栄養とは判定されない例があり、栄養リスクの見逃しの可能性も示唆された。
GLIM では二極化が進む傾向があり、中等度の評価が減少し、重度または非該当へと偏る傾向が認められた。
また、InBody を用いた筋肉量評価により、客観的かつ再現性の高いデータが得られたことは、表現型基準の精度向上
に寄与した。一方で、慢性炎症を有しないが筋肉量が低下している患者への対応としては、GLIM で低栄養非該当と判
定されても継続的なモニタリングが必要と考えられる。

【結論】
GLIM 基準の導入により、SGA に比べて栄養状態の分類に変化が生じ、特に中等度低栄養層の減少と重度または低栄養
非該当への偏りが見られた。GLIM は評価の客観性を高める一方で、炎症の有無によって判定結果が左右されやすいと
いう課題もある。今後は GLIM と SGA の特性を相互に補完しながら、病態に応じた柔軟な栄養評価と継続的介入が求
められる。
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「栄養一覧表」を用いた管理栄養士による栄養介入の提案

大阪府・岸和田平成病院 栄養部

よしもと あい

○吉本 愛（管理栄養士）

【目的】
栄養管理業務を行う中で、管理栄養士が医師と直接コミュニケーションを取る機会が少ないと感じている。多職
種との情報共有や連携の強化は医療の質の向上に大きく貢献することであり、医師との連携もまた重要である。
栄養管理業務と給食管理業務を担う管理栄養士が限られた業務時間の中で医師とのコミュニケーションを定期
的に取れる仕組みを作り活用することで栄養管理の質の向上を目指す。

【方法】
管理栄養士と医師のコミュニケーションツールとして、患者の現時点の栄養管理情報を一覧にし、提案したい指
示変更内容や現時点の経過、患者の最近の様子などを記載した「栄養一覧表」を導入した。栄養一覧表は毎週作
成し決められた曜日に医師に提出、その後医師からの返答を確認し実際に指示変更を行う。栄養一覧表導入前の
3 か月間（期間 A）、導入後 3 か月間（期間 B）、さらにその後 3 か月間（期間 C）の計 9 か月間を調査し、管理
栄養士が提案をして実際に変更した栄養管理内容と回数を期間別に調べた。対象は調査期間である 9 か月間継
続して入院していた患者とした。介入後の経過として、エネルギー調整では体重の変動を、プロテイン付加では
Alb 値の変動を、塩分調整では血液検査での Na 値の変動をたどり調査した。

【結果】
期間 A から期間 C に渡って管理栄養士の介入回数が 8 回、10 回、18 回と増加した。具体的な介入内容としては、
エネルギー調整が 20 件、プロテイン付加が 6 件、塩分調整が 3 件、その他の調整（褥瘡改善の注入変更や便秘
改善の注入変更など）が 7 件あった。エネルギーアップを行った患者については、9 件のうち 6 件（67％）が介
入から 1 か月で体重増加を認めた。また、エネルギーダウンを行った患者については、11 件のうち 4 件（36％）
が介入から 1 か月で体重減少を認め、残り 7 件は体重減少には至らなかったものの体重増加が緩和された。プロ
テイン付加を行った患者については、6 件のうち 5 件（83％）が介入から 2 か月後の血液検査にて Alb 値の改善
を認めた。塩分調整などその他の介入内容についても、Na 値の改善などおおむね良好な変化がみられた。

【考察】
栄養一覧表導入により、半年ほどかけて栄養一覧表の提出の定着と管理栄養士の介入回数の増加がみられた。1
週間に 1 度提出するという決まりを作ることで普段のモニタリング時から介入できることがないかを考え、立
案する姿勢が身についたのではないかと考えられた。また、介入後の経過から、管理栄養士の介入により効果の
ある栄養調整が行えた可能性があり、栄養管理の質の向上が示唆された。

【結論】
今回の栄養一覧表導入によって、管理栄養士と医師との情報共有が定期的に行える環境が作られ、管理栄養士に
よる栄養管理に関する積極的な提案にもつながった。栄養一覧表のようなコミュニケーションツールの活用は、
管理栄養士を中心とした栄養管理に関する多職種連携の推進に有用であると考えられた。
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管理栄養士だけのミールラウンドと比較した多職種でのミールラウンドが必要栄養量充足に与え
る影響

兵庫県・神戸平成病院

なるさか すずね

○鳴坂 涼音（管理栄養士）

【目的】
ミールラウンドによる患者の摂食状況の評価は、患者の栄養状態の改善に不可欠である。ミールラウンド時の摂
食状況評価により脳 塞再発後の ADL 及び QOL が向上した報告もあり、ミールラウンドは患者の回復に重要
な役割を果たす可能性がある。近年の診療報酬では多職種連携を重視するものも増えており、多職種でのミール
ラウンドも一般的になりつつある。神戸平成病院では、早期に多職種で介入することを目的に、2024 年度に管
理栄養士のみでのミールラウンドから多職種のミールラウンドに切り替えたが、その栄養改善効果は不明であ
る。そこで、本研究では多職種でのミールラウンドが必要栄養量の充足に関連があるか検証した。

【対象】
管理栄養士だけのミールラウンド時期（期間①：2023/12/1～2024/3/30）
多職種でのミールラウンド時期（期間②：2024/6/1～9/30）に神戸平成病院に脳血管疾患で入院し、かつ入院時
に必要栄養量を満たせていなかった経口摂取患者

【方法】
カルテに格納されている患者背景情報およびアウトカムとしてミールラウンド後の必要栄養量の充足率および
主食、副食の摂取量を取得した。期間ごとのアウトカムを t 検定と χ 二乗検定を用いて比較した。

【結果】
入院 30 日後の必要栄養量充足率は期間①で 86.1％、期間②で 95.5％（p=0.16）、主食の摂取量は期間①で 85.6％、
期間②で 87.3％（p=0.807）となり、いずれのアウトカムも期間②で高い傾向であった。副食の摂取量は期間①
で 83.9％、期間②で 75.9％ となり、期間②で低い傾向であった（p=0.37）。

【考察・結論】
期間①と比較して期間②は患者の必要栄養量充足率が上昇したことから、複数職種によるアセスメントはより
よい栄養管理に繋がる可能性が示唆された。多職種ミールラウンドは副食摂取量の上昇とは関連しなかったこ
とから、複数職種によるアセスメントは副食の提供形態よりも主食に与える影響が大きい可能性がある。多職種
でのミールラウンドを推進するとともに、方法や患者背景による効果の違いについてさらなる検討が必要であ
る。
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介護医療院の利用者に対する経管栄養療法における栄養管理フローチャート導入による前後比較
試験

1 鹿児島県・加治木温泉病院、2 医療法人 玉昌会、3 ネスレ日本株式会社

よしむら ゆき

○吉村 友紀（管理栄養士）1、清田 あかり1、福田 智美1、末重 真紀1、鎌田 征和3、髙野 太樹3、
伊藤 欣司1、田島 紘己2、髙田 昌実2、夏越 祥次1

【目的】
慢性期や要介護高齢者で経管栄養法による栄養管理が必要な方は多い。本試験は、介護医療院に入所中の経管栄
養法による栄養管理が必要な利用者に対し、栄養管理の標準化を目指したフローチャートを導入し、その有用性
を評価することを目的に実施した。

【方法】
介護医療院に入所している経管栄養療法による栄養管理が必要な利用者を対象に、利用者の下痢や便秘の排便
状態に応じて PHGG 配合流動食、食物繊維高配合流動食、消化態流動食の 3 種類のうちいずれかを選択し、従
来使用していた流動食から切り替えた。栄養投与量は現体重あたり 25kcal に統一した。BMI、下腿周囲長、排
便頻度、便性状、下剤/坐剤の使用状況、腸内細菌叢検査を流動食切り替え前と切り替え後 3 か月時点で評価し
た。

【結果】
24 名（平均 86.8 歳、女性 18 名（75％））の利用者の流動食切り替えが行われた。栄養経路は経鼻 11 名（45.8％）、
胃瘻 13 名（54.2％）であり、切り替え前時点で GLIM 基準による重度低栄養は 20 名（83.3％）、中等度低栄養は
3 名（12.5％）であった。切り替え前の平均栄養投与量 1046kcal/day に対し、切り替え後は平均 74kcal/day
増量された。病態に応じて選択された流動食は、PHGG 配合流動食 14 名、食物繊維高配合流動食 8 名、消化態
流動食 2 名であった。切り替え後の流動食を 3 か月間継続できなかった患者（中止群）が 9 例（37.5％）であり、
中止理由は便性状の悪化、COVID-19 感染、肺炎、イレウスなどであった。切り替え後 3 か月間継続した利用者

（成功群、15 例）において、BMI が 0.5kg/m2 増加した。2 例が刺激性下剤を減薬し、1 週間当たりの排便なし
日数が 3.3 日から 1.7 日に有意に減少した。腸内細菌叢分析の結果、中止群では α 多様性が有意に低下していた
が、成功群では微増した。

【考察】
本試験では、排便状態に応じて流動食の選択をした結果、9 例が切り替え後の流動食継続が出来なかった。標準
化を考慮した栄養投与量決定や切り替えスケジュールが適さなかったこと、流動食が合わなかったことなどが
原因と考えられる。切り替えに成功した利用者では、刺激性下剤の減薬や排便頻度の増加が認められた。これら
の臨床的な所見は腸内細菌叢分析における α 多様性の微増に現れた可能性がある。切り替え成功例で有用な可
能性も示唆されたため、切り替えスケジュールの改良等、成功率を高めるための検討が必要と考えた。

【結論】
排便状態に応じた流動食選択を取り入れた標準化フローチャートは、一部の利用者において栄養状態や排便状
況の改善に寄与する可能性が示唆されたが、切り替えの成功率を高める改善が必要と考えられた。
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地域包括ケア病棟における管理栄養士の病棟常駐と栄養状態との関連について

東京都・多摩川病院

かなざわ

○金澤 ひかり（管理栄養士）

［背景］管理栄養士の病棟常駐による栄養の質の向上・業務の効率化においては先行研究で知られているもの
の、地域包括ケア病棟における管理栄養士の病棟常駐前後における栄養状態に関するアウ トカムの報告は少な
い。

［目的］地域包括ケア病棟入院患者を対象に、管理栄養士の病棟常駐が、体重変化や栄養状態に関連があるのか
を明らかにすることを目的とした。

［対象］管理栄養士が病棟常駐していなかった 2022 年 8 月 1 日-10 月 31 日と常駐時の 2023 年 8 月 1 日-10 月 31
日の期間、当院地域包括ケア病棟を退院した経口摂取患者を対象とした。入院期間 30 日未満、レスパイト、転
棟・死亡退院は除外した。

［方法］電子カルテからエネルギー充足率、ALB、体重増加率、入院日数を抽出して、病棟常駐前後でその値を
比較した。病棟常駐とは、勤務時間のうち約 7 割程度病棟で栄養管理業務を行った期間とする。統計学的分析は
t 検定、統計解析には EZR（ver. 1.68）を使用した。有意水準は p＜0.05 とした。

［結果］対象期間中に退院した 76 名（年齢 85.6±8.5、男性 46％）の各調査項目を取得した。統計的有意差は認
められなかったものの、病棟常駐前と比較して、常駐後は ALB 増加者（33％ vs 40％，p=0.72）及び TP 増加者

（27.8％ vs 43.6％，p=0.24）の割合が高かった。
［考察・結論］ALB 及び TP は病棟常駐前と比較して常駐時に改善する可能性が示唆された。このことは、常駐
によって早期の栄養評価および適切な栄養介入が実施されたことが影響した可能性がある。今後は栄養評価指
標にとどまらず、退院支援や多職種連携、再入院率などにも着目し、管理栄養士の病棟常駐が果たす役割を明確
にしていくことが求められる。
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療養病院における経腸栄養管理加算取得の体制整備と実践的意義

1 兵庫県・九十九記念病院 栄養課、2 九十九記念病院 看護部、3 九十九記念病院 医局

あえ ゆきこ

○阿江 優貴子（管理栄養士）1、 本 あゆみ2、鴨井 公司3

【目的】
2024 年度診療報酬改定で新設された「経腸栄養管理加算」は、慢性期医療における経腸栄養の適切な実施体制を評価するものであるが、医
療分科会での報告では制度開始初期の全国加算取得率は 9.3％ と低調であり、実地での導入には課題が多いと考えられる。本発表では、当
院が当該加算を取得するに至った体制整備と運用の実践内容を整理し、その意義を検証することを目的とした。また、NST 加算未届出の療
養病棟において、管理栄養士が中心となり加算取得に必要な体制を構築した事例を紹介し、他施設での算定の参考となることを期待する。
あわせて、慢性期医療における経管栄養管理の現状と課題を明らかにし、制度的改善の方向性について提言を行いたい。

【方法】
当院は NST 加算未届出であったが、専任の管理栄養士を配置することで経腸栄養管理加算の取得を目指した。算定に向け、以下の体制整
備を行った。
①経腸栄養管理加算算定開始時に対応するマニュアル、経管栄養開始に対する家族/本人への説明資料、経管栄養導入や増量時に対応する
投与プロトコールの作成
②医師・看護師・薬剤師・管理栄養士が共同で確認するチェックリストの整備
③プロトコールに基づく食事箋の作成による業務効率化
加算取得後には、現場の業務改善や安全性の変化について副次的な効果を収集した。また、現場の運用過程で見えてきた慢性期における経
管栄養の課題も整理した。

【結果】
上記の体制整備により、当院では経腸栄養管理加算の算定要件を満たすために必要な細部の取り決めを漏れなく行えるようになり、加算の
算定が可能となった。加算の取得により、以下のような効果が得られた。
① 手順書や説明資料の整備により業務の標準化と作業効率が向上
② 絶食明けなど注意を要する栄養投与では、内容や速度に関する基準が明確となったことで看護業務の安全性が向上
③ 栄養管理に対する職員の意識向上により、チーム医療における連携強化
一方、現場での運用を重ねる中で、慢性期医療における経腸栄養管理の課題も明らかとなった。特に、長期の静脈栄養を受ける患者では感
染症などの合併症が頻発しやすく、経腸栄養への切り替えが臨床的に困難なケースが多い。また、現行の診療報酬制度では、長期的には静
脈栄養の方が収支面で有利となる側面があり、医療機関として経腸栄養の推進に踏み切りにくい状況も存在するのではないだろうか。

【考察・結論】
本事例から、管理栄養士を中心として現場主導で算定体制の構築を行い、体制整備と多職種の連携をすることで、経腸栄養管理加算の取得
が十分に可能であることが示された。
また、業務マニュアルやプロトコールの整備が栄養管理の標準化と安全性向上をもたらし、結果としてチーム医療の機能も強化や意識改革
といった多面的な効果が得られたと考えられる。これは単なる加算取得にとどまらず、慢性期医療における質の高い栄養管理の実現につな
がる取り組みであるといえる。
一方で、現場の実践を通じて、慢性期医療における経腸栄養導入の障壁も明らかとなった。特に、静脈栄養が制度上優遇される構造的課題
は、臨床的な判断と制度的インセンティブの乖離を生み出しているのではないだろうか。このような状況を是正するためには、当該加算期
間の延長や制度の運用改善に加え、経腸栄養患者の医療区分評価や報酬上の取り扱いの見直し、さらには安全性の高い経管栄養開始を目的
とした注入ポンプ使用などに対する追加的な評価も検討すべきであると考える。
今後は、実地での成功事例の蓄積と制度的支援の両輪により、慢性期医療全体における栄養管理の質的向上を目指すことが重要である。
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経管栄養患者における下痢発生率と栄養剤の関連

東京都・世田谷記念病院

あでがわ みやこ

○阿出川 都（管理栄養士）、粟田 麻友

【目的】
経管栄養実施時の合併症では下痢は最も発生頻度が高く、経管栄養療法中断の原因となる。
しかし、入院時からの経管栄養患者の臨床像や使用している経管栄養剤（以下 EN）の種類、下痢の発生頻度は
明らかでないため、これらを記述した上で下痢への対応について検証する。

【対象】
対象者は、当院回復期リハビリテーション病棟（以下リハ病棟）に 2020 年 2 月から 2024 年 8 月に経管栄養管理
の状態で入院した患者を対象とした。

【方法】
入院後 1 週間以内に、ブリストルスケール 6-7 かつ 3 日間以上の排便が持続した患者を下痢が認められた患者
とし、次の 1 週間をフォローアップ期間とした。下痢の患者において使用されている EN の種類、および 1 週間
後の下痢の改善状況を電子カルテより情報を収集して検証した。

【結果】
経管栄養管理で入院した対象者は 180 名で、リハ病棟全入院患者 2281 名の 7.9％ であった。
EN の形態は、液体 139 名（77.2％）、半固形 40 名（22.2％）、併用 1 名（0.6％）で、使用している EN の種類で
最も多いのは、半消化態 1.5kcal/ml で 63 名（35.0％）であった。
下痢が認められた患者は 18 名で対象者の 10％ であった。
下痢への対応は内服調整 18 件、EN の種類の変更 16 件、EN の投与速度変更 7 件、EN の量の調整 6 件、EN
の濃度の調整 4 件であった（重複あり）。
半固形化した 11 名中 9 名（81.8％）が改善した。
粘度調整食品を併用したのは 10 名で、8 名は下痢が改善した。また、10 名のうち、プロトンポンプ阻害薬（以
下 PPI）を使用しているのは 7 名で、6 名は改善した。
フォローアップ期間に 18 名中 16 名（88.9％）の下痢が改善した。

【考察・結論】
経管栄養患者の下痢発生率は 10.0％ であった。EN 半固形化や粘度調整食品は下痢改善に寄与し、胃からの排出
を遅延させる等、生理的な消化管運動に近づけた可能性が示唆される。また、PPI 併用下でも粘度調整食品の効
果は維持される傾向にあった。PPI 使用下でも粘度調整は有効な選択肢となりうるが、詳細な影響は更なる検討
が必要である。
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乳酸菌飲料摂取による排便コントロールについて

1 群馬県・みどり病院、2 みどり病院 介護医療院

いわざき みちよ

○岩崎 三千代（管理栄養士）1、石原 初美1、中村 千恵実1、小保方 萌華2、岡崎 優2、青木 さくら2

【背景・目的】
入院・入所されている患者の多くは、排便コントロール不良で、便秘―下剤―下痢をくりかえしている傾向があ
る。そのため、患者本人の苦痛は計り知れない。
法人・グループ内で定期的に栄養士が集まり勉強会を行っている中で、乳酸菌飲料会社の担当者を招いて講演
していただいたことがあったため、乳酸菌飲料を摂取することで腸内環境が整い、排便コントロールが有用にな
るか飲用を試みた。

【事例患者】
（療養病棟）4 名
（介護医療院）9 名
基礎疾患に加え、便秘症・排便コントロール不良・排便に伴う心理状態が不安定な患者・入所者 13 名

【方法】
毎日昼食時に 1 本摂取、とろみが必要な患者・入所者にはとろみ添加して摂取した。飲用前・飲用中・飲用後の
各 5 週間ずつ毎日の便の量（少・半・中・多）、性状（水・泥・軟・不消化・普通）、回数を観察記録した。

【結果】
療養病棟では、4 名中 3 名の患者、介護医療院では 9 名中 6 名の入所者に変化がみられたが、その反応は個々に
よって違いがあった。便についての変化がみられた患者・入所者は 7 名、その他の反応があった患者・入所者は
2 名であった。
便についての変化は、下剤使用回数の減少や泥状便から軟便・普通便への変化や排便回数の増加、その他では夜
間のオムツいじりや起き出し、更衣回数の減少であった。

【考察】
乳酸菌には人の腸内環境を整える効果がある。乳酸菌が腸内で増殖することにより便の水分調整ができたため、
泥状便や不消化便から軟便や普通便へと便の性状の変化がみられ、排便の回数も促進されたのではないか。ま
た、腸の状態の様々な変化が脳に伝わり、心の状態にも変化が起きて、飲用期間中は質の高い睡眠をとることが
できたと考えられる。その結果オムツいじりやオムツを取ろうとする行為、起き出しが減ったため尿汚染更衣の
回数が減少したのではないか。飲用期間中、患者・入所者が毎日乳酸菌飲料を美味しいと笑顔で摂取していたこ
とも、排便や質の高い睡眠の結果につながったのではないかと考える。

【結語】
昨今「腸活を」と耳にする機会は多いが、患者・入所者が「腸活」をすることは、3 食食事提供されて、自分た
ちで食材を選んで摂取することができないため難しい。個人差はあるものの、乳酸菌飲料を用いることで腸内環
境改善に導いた結果がみられたことは、様々な文献からも確信となった。今回用いた乳酸菌飲料の乳酸菌は、食
事から摂取することができない乳酸菌のため、この結果をご家族の方と共有し、協力を得られる体制を作ってい
きたい。また食事内容を病院と委託先とで再考し、食事からも腸内環境の改善ができることを目標とした献立作
成に取り組んでいきたい。
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経腸栄養 600kcal による 2回投与法が糖尿病患者の血糖変動およびHbA1c に与える影響

兵庫県・園田病院

きむら さやか

○木村 明佳（管理栄養士）、橋本 創、安部 斗与、川口 美津子、徳永 梨江、岩切 奈美、武村 由美

【目的】
療養病棟や介護施設における現行の看護・介護体制を踏まえると、経腸栄養の投与回数は 1 日 3 回よりも 2 回
の方が業務の効率化につながり、患者・利用者へのケア時間の確保に有用であると報告されている。我々の先行
研究においても、経腸栄養 2 回投与法は非糖尿病患者の血糖変動や栄養状態に悪影響を及ぼすことなく、QOL
の向上および医療従事者の業務負担軽減に寄与することを報告した。本研究では、糖尿病患者における経腸栄養
600kcal×2 回投与法の血糖変動および HbA1c への影響を評価することを目的とした。

【対象・方法】
対象は、既存の投与法から 1 パックあたり 600kcal 流動食による 2 回投与へ変更した糖尿病患者 4 例である。方
法は、投与法変更後に 14 日間の 24 時間持続血糖モニタリング（CGM）を実施し、CGM による目標血糖範囲

（70-180mg/dL）内の割合、変更前後の HbA1c の変化および糖尿病治療薬の使用状況を後ろ向きに評価した。
【結果】
症例①は、粘度可変型低糖質タイプの流動食 400kcal/500mL×3 回から、半固形低粘度タイプのアイソカルサ
ポートⓇソフト 600kcal/400mL×2 回に変更し、総エネルギー量は 1200kcal を維持、総糖質量は 141g から 122.4
g に減少した。CGM による目標範囲内の割合は 95％ で、HbA1c は 2 回投与へ切り替えて約 1 年半で 7.3→5.9％
と低下した。また、切り替え前後において糖尿病治療薬の使用はなかった。
症例②は、入院前がとろみ付加水タイプの流動食 400kcal/546g×2 回から、入院後はアイソカルサポートⓇソフ
ト 600kcal/400mL×2 回に変更し、総エネルギー量は 800kcal から 1200kcal へ、総糖質量は 115.2g から 122.4
g へ増加した。CGM による目標範囲内の割合は 94％ で、HbA1c は入院から約 5 ヶ月で 7.6→7.0％ と低下した。
CGM の結果を受け、糖尿病治療薬 3 剤中 1 剤が中止となった。
症例③は、入院前が液体タイプの流動食 400kcal/400mL×3 回から、入院後は液体タイプのアイソカルサポー
トⓇ1.5 Bag 600kcal/400mL×2 回に変更し、総エネルギー量は 1200kcal を維持、総糖質量は 144g から 122.4g
に減少した。CGM による目標範囲内の割合は 74％ で、HbA1c は入院から約 2 ヶ月で 7.0→6.7％ と低下した。
CGM の結果を受け、糖尿病治療薬が開始となった。
症例④は、入院前が液体タイプの流動食 450kcal/300mL×3 回から、入院後はアイソカルサポートⓇ1.5 Bag 600
kcal/400mL×2 回に変更し、総エネルギー量は 1350kcal から 1200kcal へ、総糖質量は 137.7g から 122.4g へ減
少した。CGM による目標範囲内の割合は 75％ で、HbA1c は入院から約 5 ヶ月半で 6.9→6.2％ と低下した。CGM
の結果を受けるも、糖尿病治療薬の使用とはならなかった。

【まとめ】
症例①～④において、CGM の結果はいずれも目標血糖範囲内の割合が目標値の 70％ を超えており、HbA1c
も全ての症例において改善傾向を示した。また、CGM の結果と HbA1c の変化より、糖尿病治療薬の減薬や開
始を検討することが出来た。

【考察・結論】
アイソカルサポートⓇソフト 600kcal およびアイソカルサポートⓇ1.5 Bag 600kcal を用いた 2 回投与法は、本研
究の糖尿病患者 4 例において、血糖変動を安定的に保ちつつ HbA1c の改善に寄与した。
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慢性期褥瘡に対するコラーゲンペプチド含有栄養補助食品と半固形栄養の併用効果

兵庫県・中谷病院

まつだいら しょうご

○松平 章吾（管理栄養士）

【はじめに】
褥瘡は長期臥床患者に高頻度に発生し、その治癒には適切な栄養管理が不可欠である。半固形栄養剤は粘度調整
により消化器症状を軽減し、安定した栄養投与を可能とする。また、コラーゲンペプチド含有栄養補助食品は皮
膚細胞の増殖や組織修復を促進し創傷治癒に寄与するとされる。これら 2 種類の栄養食品を併用した慢性期褥
瘡患者の一症例を通じて、栄養状態および創傷治癒の経過・結果を報告する。

【症例】
79 歳男性。くも膜下出血後遺症による長期臥床状態で、前院入院中より仙骨部に DESIGN-R 分類 D4 の褥瘡を
認めていた。前院では液体栄養剤による下痢のため、とろみ状栄養剤へ変更されていた。当院転入後も同様の理
由でとろみ状栄養剤を継続したが、下痢や逆流など消化器症状が持続し、十分な栄養投与が困難であった。経過
中に胃瘻造設を行い、半固形栄養剤へ切り替えたことで症状は改善。造設後約 2 週間でコラーゲンペプチド含有
栄養補助食品を 1 日 1 本併用開始した。褥瘡管理は医師が治療方針を統括し、看護師による創傷ケア、管理栄養
士による栄養管理、薬剤師による薬剤提案、理学療法士による除圧支援など、多職種が連携して行った。総投与
量はエネルギー約 1,480kcal/日（38kcal/kg）、たんぱく質約 68g/日（1.7g/kg）に達した。

【結果】
栄養補助食品併用開始から約 8 か月後、褥瘡の深さは D4 から D3 に改善。創部サイズは 19.5×12.5cm から 3
×2.5cm へ大幅に縮小、DESIGN-R スコアも 25 から 8 へ改善。体重は 38.9kg から 48.8kg へ増加し、BMI は 15.6
から 19.5 に改善した。血清アルブミンは 2.4g/dL から 2.8g/dL、CRP は 7.09mg/dL から 3.13mg/dL へと改善が
認められた。

【考察】
半固形栄養剤への切り替えにより消化器症状は消失し、必要なエネルギーとたんぱく質を安定的に確保できた。
さらに、コラーゲンペプチド含有栄養補助食品の併用が創傷治癒を促進したと考えられる。褥瘡治療には医師、
看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士など多職種の連携が不可欠である。本症例でもポジショニング、スキ
ンケア、リハビリテーションなど多角的介入が創傷改善に寄与したと考えられる。

【まとめ】
慢性期褥瘡患者に対し、半固形栄養剤とコラーゲンペプチド含有栄養補助食品を併用することで、胃瘻造設後約
9 か月で栄養状態および創傷治癒の有意な改善が得られた。今後は炎症・栄養・創傷の包括的評価に基づく症
例の蓄積が必要である。
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慢性期多機能型病院における災害時食事提供の取り組み～停電・断水・ガス遮断の経験から～

神奈川県・鶴巻温泉病院

せき ゆりこ

○關 由里子（管理栄養士）、國見 友恵、加藤 千春、井上 歩奈美

【目的】
近年、地震や豪雨などの自然災害が頻発しており、特に南海トラフ地震などの大規模災害に備え、厚生労働省は
医療機関に対し、最低 3 日分（推奨は 7 日分）の水・食料等の備蓄を求めている。当院では、栄養部門として日
本栄養士会 JDA-DAT リーダーの取得や研修参加など、災害対応力の向上に努めてきた。2022 年以降、当院は
度重なる自然災害や機器トラブルを経験し、災害時の栄養管理体制の課題を抽出しながら改善を重ねてきた。本
報告では、その整備の経過と現状の課題、今後の展望について共有する。

【経過】
当院は回復期、地域包括ケア、療養型機能を持つ多機能型病院であり、経口摂取・経管栄養・中心静脈栄養など
多様な栄養補給経路に対応している。また常食・嚥下調整食（学会分類 2021 準拠）などの多様な食事形態に対
応しており、嚥下調整食を要する患者が 44％、食事介助を要する患者も多い。
備蓄食は、患者用 470 名×3 日分（うち 180 名分経管栄養患者）、職員用 507 名×3 日分を院内外で保管している。
購入時には、栄養価（エネルギー・たんぱく質量等）、各疾患への対応、摂食嚥下機能、簡便性・安全性（アレ
ルギー）、衛生管理、備蓄スペースや賞味期限の管理、調理機器の使用停止を想定した対応力、コストバランス
を考慮している。またゴミ削減の工夫も行ってきた。
主な事例
2022 年 7 月：院内停電により配下膳が遅延、厨房機器使用不可、空調設備停止
2024 年 8 月：局地的豪雨により交通寸断、食材納品遅延、献立変更の実施、厨房内断水、備蓄食倉庫の雨漏り
2024 年 12 月：配管トラブルにより厨房内のガス機器使用不可、備蓄食を一部使用
これらの経験をふまえ、防災安全管理委員会主導で BCP（事業継続計画）の修正を、栄養科ではアクションカー
ド（災害発生時の行動指針）、報告書様式、非常食提供フローなどの整備・見直しを実施している。

【現状の課題】
①調理機器使用不可時の対応：ライフライン寸断時は、生鮮食品から先に使用する必要があるが、当院には災害
用加熱調理機器がない。②情報共有の不十分さ：栄養科以外の部署への備蓄内容や提供フローの周知が不十分
であり、災害時の連携に支障をきたす恐れがある。③管理の負担：備蓄スペースの確保、賞味期限管理、定期的
な入れ替えに人的リソースが必要となる。

【まとめ/今後の展望】
今後の取り組みとして、①炊き出し用かまどの検討、②院内連携の強化：栄養科以外（看護部門・事務・防災担
当等）との情報共有と訓練を通じ、災害時の食支援体制を構築する。③職員向けロッカー備蓄の啓蒙：各病棟や
職員休憩所に各々小規模な備蓄セットを配置し、即時対応力を高める。
今後も、有事に備えた「食」の確保・提供体制の見直しを継続し、患者と職員の安全と安心を守る体制を構築し
ていきたい。
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当院の流動食 5種類のメニューの見直しと集約に向けた取り組み報告

東京都・南多摩病院

いがらし まこ

○五十嵐 麻子（管理栄養士）、松葉 杏子

【はじめに】
給食業界では人手不足や食材費、光熱費、人件費のなどの高騰により、今後の給食システムの見直しを検討せざ
るを得ない状況となっている。そのため調理作業が複雑・煩雑化しないように食種の見直しなどが必要となる。
当院では流動食が一般・低残渣・脂質・胃切除後・クローン病食と 5 種類あり複雑化している。また、流動食を
提供している患者から、液体が多く飲みにくい、重湯が美味しくないなどの声も日々聞かれる。これらの理由か
ら患者アンケートを行い、提供内容の見直しと流動食の集約を行うことを目的とした。

【方法】
2025 年 6 月流動食が提供された患者 23 名に管理栄養士が直接、アンケート項目を聞き取った。また、見直しに
向けて当院の外科医師、消化器内科医師に報告・相談を行った。

【結果】
品数について、「多い」が 3 人（13％）、「ちょうどいい」が 19 人（83％）、「少ない」が 1 人（4％）であった。

「そのほかに飲みたいと感じる流動形態のもの」は、ヨーグルトなどの乳製品（7 人）、野菜や果物ジュース（6
人）、スープ類（5 人）、乳酸菌飲料、甘酒、おしるこ、経口補水液、葛湯などがあがった。提供されることでの
安心感や満足感について、「あったほうがいい」重湯が 10 人（43％）、汁物が 18 人（78％）、牛乳が 13 人（57％）、
ジュースが 15 人（65％）、お茶が 15 人（65％）。「どちらでも良い」重湯が 7 人（30％）、汁物が 4 人（17％）、
牛乳が 8 人（35％）、ジュースが 6 人（26％）、お茶が 6 人（26％）。「いらない」重湯が 6 人（26％）、汁物が 1
人（4％）、牛乳が 2 人（9％）、ジュースが 2 人（9％）、お茶が 2 人（9％）だった。

【考察】
品数については 8 割が「ちょうどいい」と回答したが、治療のひとつだと思えば飲める、流動食の普通がわから
ないなどの声があった。重湯は約 4 割が「あったほうがいい」、約 3 割が「いらない」と回答。日本人なのであっ
た方がいいと思うという回答もあれば、唯一美味しくない、他の物へ変えてほしいとの声があった。治療として
必要であれば飲むという声があり治療へのコンプライアンスの点から予想より流動食の受け入れが良かったと
考えられる。当院では重湯の提供を無くし、患者の好みに近づけ少量で栄養確保できる提供内容へ調整した。今
後も美味しく飲みきれる量で、栄養があり、調理作業が複雑・煩雑化しないことを目指し、見直しを続けていく。
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食事摂取不良の患者に対しての赤色トレイの導入
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【目的】入院時の栄養スクリーニングにて栄養状態に問題のある患者や、食事の際に介助や促しを要する患者に
はトレイの色を赤色へ変更している病院が英国にあることを知った。この取り組みは医師や看護師のみならず、
その他病棟に関わる全員が対象患者を容易に把握することができる。また、赤やオレンジ等の鮮やかで明るい色
を目にした場合、血圧や脈拍数、体温が上昇し、食欲増進に繋がるといわれている1）。そこで、当院では管理栄
養士や対象患者の担当（部屋持ち）看護師だけでなく、病棟に関わる全員が食事摂取不良の患者に対する意識づ
けに繋がるのではないかと考え、試験的に赤色トレイを導入した。

【方法】対象は、食事摂取不良の患者 8 名、期間は 2024 年 6 月 3 日より開始。方法は、1）各病棟にて NST 委員
会に参加している看護師と病棟担当管理栄養士が話し合い、食事摂取不良の患者を抽出。2）対象患者の食事ト
レイを通常の黄緑色から赤色へ変更。3）赤色トレイの導入前後の食事摂取量・アルブミン値・体重を比較。4）
赤色トレイを導入した病棟の看護部へ意識調査を実施 5）1 ヶ月ごとに栄養評価を行い、赤色トレイを継続する
か検討。倫理的配慮は、患者の検査データの使用。

【結果】対象患者 8 名のうち、食事摂取量の増加がみられたのは症例 A～E の 5 名であった。アルブミン値の上
昇がみられたのは 3 名、体重の増加がみられたのは 1 名であった。今回の意識調査では看護師・介護福祉士・看
護助手合わせて 76 名の回答を得た。「食事摂取不良の患者に対しての意識が変わった」「対象患者に声かけや食
事を促す機会が増えた」という意見が得られた。

【考察】赤色トレイを導入したことで、多職種による食事摂取の促しや声かけが増加し、結果的に対象患者の食
事摂取量の増加に繋がった。今回、食事摂取量の増加がみられた患者の特徴としては、比較的孤独を感じやすい
方や承認欲求の強い方であった。そのため、食事の際に声をかけたことや、食事摂取量が多かった際に褒めたこ
とで、欲求が満たされ、食事摂取量が増加したと考えられる。そして、食事摂取量の増加に伴い、栄養状態を示
すアルブミン値の上昇や体重の増加に繋がったと考える。
看護部への意識調査においては、「対象患者に声かけや食事を促す機会が増えたか」や「赤色トレイを継続した
方がいいと思うか」の質問に対し、前向きな回答が 4 割近くであったことから、対象患者が視覚的に把握しやす
くなり、積極的な食事摂取の促しや声かけの増加に繋がったと考えられる。

【結論】栄養管理は私たち管理栄養士の役割であるが、日々の食事介助や食事摂取の確認は看護部の領域である。
看護部内において、食事摂取不良の患者は申し送りで共有されるが、申し送り事項が多い場合、伝え漏れる可能
性がある。今回、赤色トレイの導入は食事摂取不良の患者が一目瞭然であり、効率的な食事介助に繋がると考え
られる。
また、私たち管理栄養士は食事摂取不良の患者について多職種と情報共有を行い、多面的に食事摂取が進まない
原因を追究し、継続的な栄養管理が必要である。今後も赤色トレイの啓蒙活動を行い、栄養サポートチーム

（NST）にて介入した患者へも赤色トレイを導入していきたい。


